
    
      
        
      
    

  

この本は縦書きでレイアウトされています。

また、ご覧になる機種により、表示の差が認められることがあります。
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第一章　行程記事新解釈の試み















「魏志」倭人伝の行程記事については、これまで多くの研究者によって様々に論議されてきた。しかしそこに示された里数が、当時の里単位とはあまりにもかけ離れた誇大なものであるという点に関しては、未だ明確な解答が得られたとはいい難い。

魏晋朝の工作、或いは使者の誇大報告によるとする誇張説が唱えられ、また韓倭人伝のみ短里とする地域的短里説、或いはまた魏晋朝短里説が主張されてきたのも、全てはこの道里記事の矛盾に起因したものであった。

この疑問を解く鍵は一体どこにあるのだろうか。本稿では従来とは全く違った新たな視点からその謎の扉に迫ってみようと思う。







一　邪馬台国への道程

倭人伝の里程記事は次のような句にはじまる。

「郡従より倭に至るには、海岸に循したがって水行し、韓国を歴へて、乍あるいは南し乍は東し、其の北岸狗く邪や韓国に到いたる七千余里」

〝郡従り倭に至る〟この一句には、はたしてどのような意味が含まれているのだろうか。ここに書かれた「従り」という文字については、これまでほとんど問題にされたことはなかった。また『後漢書』以下の中国史書も、この郡を当然のごとく帯方郡のこととして、狗邪韓国に至るまでの七千余里という里数があまりにも大きいことに、何ら疑いをさしはさんだ様子は見られない。同時代の史書である『魏略』の記事も他の史書と同様に帯方郡からのものとなっている。白鳥庫吉氏（注１）をはじめ多くの研究者によって誇張説が唱えられてきたのも、最大の理由はこの帯方郡から狗邪韓国までの七千余里という記事にあった。しかし、はたしてこの読解は間違っていないのだろうか。

まずここで『後漢書』以下の史書によって首都洛陽から韓国一帯にかけての地理像を概観してみよう。

楽浪郡…「洛陽の東北五千里」（『後漢書』郡国志　注）

百済くだら…「其の国東西四百五十里、南北九百余里。南は新羅と接し、北は高麗を拒む」（『隋書』『北史』『周書』）

高こう麗らい…「其の国東西二千里、南北千余里」（『隋書』）

新羅しらぎ…「横千里、縦三千里」（統一新羅の時代）（『唐書』）

以上これらの記事によると、洛陽から楽浪郡まではまず五千里。「帯方の故地に干す」と書かれた百済までを約八百里弱とし、これに「南北九百余里」とする百済の領域を加えると、洛陽から朝鮮半島南端までの距離は、だいたい六千七百里程度ということになる。帯方郡以南の韓国だけに限っていえば、南北九百里、東西千里程度の里数表示によって記されていたと見るのが妥当ではないかと思う。

このように見てくると、狗邪韓国に至るまでの七千余里という里数は帯方郡からの距離とするより、首都洛陽からのものであったとした方が自然なのである。

昭和四十年十月、朝鮮学会での講演において榧かや本もと杜もり人と氏は、狗邪韓国までの七千余里という里数は、洛陽からの距離であると考えざるを得ないとする見解（注２）を発表された。

これは長安から七千六百四十里のところにあるとする漢の眞しん番ぱん郡を、朝鮮半島の西南端に比定した末松保和氏の見解（注３）を承けて述べられたものである。

漢の眞番郡の候補地については諸説あり、半島西南端とすることにはなお疑問な点も多い。しかし考えてみれば、狗邪韓国までの七千余里という里数は、根本から検討し直されなければならない矛盾点であったといえる。

この問題に関しては佐藤鉄章氏も、邪馬台国までの一万二千余里という里数は、本来なら都の洛陽からのものであるべきはずであると述べておられる（注４）。佐藤氏は、この一万二千余里を帯方郡からのものとしたのは、敵対国である呉を牽制するための魏晋朝の工作であったとする誇張説の立場をとっておられる。

呉に対する工作という点では、藤間生大氏も同様の意見である（注５）。また岡田英弘氏は「当時の別の記録によると、ソウルから朝鮮半島南端まで、約千里であるということがよく知られていた」と述べ、「魏志」倭人伝は政治上の宣伝材料として書かれた部分が多いとしておられる（注６）。

またさらに木村俊夫氏は、「魏志」倭人伝は文字で構成された隠絵であるとする見解を示しておられる（注７）。同じく孫栄健氏も、「魏志」倭人伝は筆法によって書かれているとされている（注８）。

周知のように、「魏志」はほとんど同じ時代に書かれた史書である。同時代史といってよい。著者の陳寿が生きたのは、三国鼎てい立りつの余よ燼じん未ださめやらない激動の時代であった。

各氏が示された結論の当否についてはここではふれないが、これらの各氏が着眼された筆法の存在は、倭人伝を解明する上で重要な鍵となりそうである。

倭人伝の誇大里数は、はたして筆法によって書かれたものなのだろうか。もし陳寿がこの行程記事において筆法を用いたとすれば、それを解く鍵は一体どこにあるのか。

以下、行程記事に書かれた文字を順を追ってたどりながら、その謎に迫ってみようと思う。

二　「従より」と「自より」

よく知られているように、中国史書には行程記事を記すに際して「従」と「自」の二つの文字が使用されている。




１ 「烏有り、江南従り飛びて江北に渡る」（「蜀志」三　注引漢晋春秋）

２ 「昭、漢の献帝に詣いたらんと欲し河内に至る。張楊が為に留められる（中略）昭、河内従り往く」（「魏志」十四）

３ 「宜よろしく宣王を遣わし河内従り西に還らしむべし」（「魏志」三　注引魏略）




右にあげた例のうち、３は明帝の容体が悪化したため、公孫渊えんの討伐を果たして河内に還った司馬宣王を、そのまま駅馬で帝の許まで案内したことを記したものである。




１ 「軍、武都山自り行くこと千里、険阻に升降、軍人労苦す。公、是に於て大いに饗す、其の労を忘れざるもの莫なし」（「魏志」一　注引魏書）

２ 「（章武）三年春二月、丞相亮、成都自り永安に到る」「永安自り成都に還る」（「蜀志」二）

３ 「（二十三年）先主陽平関に次やどり淵郃等と相拒む。二十四年春、陽平自り南のかた沔べん水すいを渡り山に縁よりて稍やや前む」（「蜀志」二）




ここにあげた二通りの例を比較してみると、「従り」が使用されている例はその土地からの出発ではなく、他の場所から来てそこを経由する場合。またその土地からの出発であっても、その記事が途中での出来事について述べたものである場合が多い。そのことは「諸軍或は斜谷道従りし、或は武威従り入る」（「魏志」九）などの例を見ることによって一層よく理解できると思う。

これに対し「自り」と書かれているのは、明らかにその土地からの出発、または新たにそこを出発点として記している場合などである。

では倭人伝に記された「郡従り」には、はたしてどのような意味があるのか。

よく知られているとおり、当時の中国にはたくさんの郡があった。『晋書』郡国志にはおよそ百七十二の郡国の名が記されている。これではただ「郡」と書いただけでは一体どこの郡のことなのか全く見当さえつかない。

このことから考えると、もし陳寿が中国本土から帯方郡を経過して行く意味を表すために書くのであれば、「帯方従り」としなければならないはずである。にもかかわらずこれを「郡従り」としたのは、この記事が帯方郡からのものではなく、首都洛陽のある河南郡からの道程であったためではないかと思う。陳寿はこの記事が河南郡から倭に至るまでの道程なのだということを暗に教えようとしていたのかもしれない。

中国史書を見れば判るとおり、地名を記した場合とは違って「郡従り」と書かれた例は非常に珍しい。ほとんどないといってもいいほどである。しかし幸いなことに陳寿は、倭人伝と同じ書例を一つだけ残してくれていた。

「魏志」十六倉慈伝に次のような記事がある。

「大和中に燉とん煌こうの大守に遷る。郡、西陲在り、喪乱を以て隔絶、曠とおくして大守無きこと二十歳（中略）前の大守尹奉等、故に循したがうのみ、匡ただし革あらたむる所無し。慈到りて権右を抑え挫くじき、貧ひん羸るいを撫恤ぶじゅつして甚だ其の理を得たり（中略）西域の雑胡来りて貢献せんと欲すれど諸豪族多く逆えて断絶す、既に興資を遷うつし、欺ぎ詐さ侮ぶ易えき、多く分明することを得ず。胡常に怨望、慈皆之を労す。洛に詣らんと欲する者、為に欲する過所に封じ、郡従り還る者、官為めに平取し、輙すなわち府の見物を以て與に共に交市し、吏民をして道路を護送す。是に由りて民夷翕然として其の徳恵を称す」（傍点筆者）

ここに書かれた「郡従り還る者」とは、一体どのような意味で書かれたのか。

これはいうまでもなく燉煌郡のことについて書かれた記事であるから、考えようによっては燉煌郡から帰って行く者のことを記したものと思えないでもない。

しかし、この記事のすぐ前には「洛に至らんと欲する者」という一句が記されているのである。先の「郡従り」がこの前文を受けて書かれたものであること、疑う余地はない。当然これは都の洛陽へ行った人々が、燉煌までにある各郡を通って還って来たことを記したものでなければならないはずである。

したがってここは洛陽から各郡を経由して燉煌まで還った者を案内して府内を護送し、土地の人々と互いに交易させたことが記されたものであることに間違いない。

もしこれが「洛に至らんと欲する者」と書かれた前文とは関係なく、燉煌を訪れた者がそれぞれの郷里へ帰って行くことを記したのであれば、「郡従り」ではなく「郡自り」としなければならないはずである。太守の倉慈は郡民の労を少しでも軽くするため、前もって通行手形を与えて郡内の各地から自由に洛陽に赴かせ、彼らが還ってから府内から出発した者と同じように通行税を納めさせたのかもしれない。

『漢書』地理志を見ると、河水の流程を説明するに当たって「郡を過ぐること十六、行くこと九千四百里」（金城郡河関県の条）、「郡を過ぐること四、行くこと二千七百六十里」（龍西郡西県の条）などと記された例がある。倭人伝に書かれた「郡従り」は、このように各郡を経由して行く意味を持たせるために書かれたものである可能性が高い。

三　中国史家の錯覚

言うまでもなく、『魏略』および『後漢書』以下の撰者は、陳寿に劣らずいずれも当代一流の知識人達であった。ではなぜこの「郡従り」を帯方郡（楽浪郡儌）からの道程であると誤解してしまったのだろうか。

「従り」と「自り」の用法など、日頃慣用語として使いなれたものであり、常識として知られたものであった。めったに間違えるものではない。だがこの倭人伝の記事には中国の歴史家が錯覚したとしても何ら不思議のない大きな理由があった。

まず考えられるのは次の国交記事である。

「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、吏を遣わし、将って京都に詣らしむ。其の年十二月、詔書して倭の女王に報じて曰く、親魏倭王卑弥呼に制詔す。帯方の太守劉夏、使を遣わし、汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・斑布二匹二丈を奉り以って到る（以下略）」

ここに記された劉夏が帯方郡の太守であることは、この詔書の文にも明記されているとおり間違いはない。したがって、倭の使者が最初に訪れた郡が帯方郡であることは誰の目にも明らかである。

『後漢書』以下の著者は、この国交記事に書かれた郡が帯方郡であることを以て、行程記事の冒頭に記された「郡従り」も、てっきり帯方郡のことであると早合点をしてしまったのかもしれない。

その上、この倭人伝の冒頭には「倭人は帯方の東南大海の中に在り」と記されている。この冒頭の一句が、行程記事のはじめに書かれた「郡」を帯方郡のことだと思わせるための大きな伏線となっているのである。

四　陳寿の筆法

ではなぜ陳寿は、このようなまぎらわしい書き方をしたのか。この謎を解くためには、まずこの「魏志」倭人伝が書かれた時代と、陳寿が置かれていた立場について思いを致さなければならない。

三国・魏の時代はいうに及ばず、晋（二六五年）の時代となってからも呉との対立は依然として続いていた。たとえ倭国に遣わした使者による詳細な地理報告書が手許にあったとしても、韓および倭国の地理書をそう簡単に一般の人々に公開できるはずはない。

そればかりか、特に強国の呉を牽制するためには、実際の地理像とは違った偽の情報さえ流されていたかもしれないのである。〝魏の同盟国となった倭国とは、帯方の遥か東南の海上にある万里絶遠の国である〟と。

事実、呉の孫権は皇帝となった翌年の黄龍二年（二三〇）、衛温・諸葛直を将軍とする甲士万人を遣わし、夷州および亶州を求めさせている。またその一方では遼東へも使者を遣わし（二三二年）、さらには兵を派遣する（二三三年）など、盛んに海上活動による勢力拡張を画策していた。もし孫権が倭国までの正確な道程を知ったなら、ただちに朝鮮半島経由で邪馬台国への接近をはかる危険性は十分にあったのである。

陳寿は晋の朝廷に著作郎として仕えた史官である。官府に秘蔵された地理書なども自由に見ることができる立場にあった。したがって陳寿は、倭国までの道程はほぼ正確に知っていたと思う。

言うまでもなく、歴史書は同じ時代に生きる人々に見せるだけでなく、後世に遺すために書かれるものである。陳寿がいかに晋朝の史官として仕える身であるとはいえ、虚偽の著述によって後世の人々を欺くことは、彼の真意に適うはずはない。曲筆に甘んじることは歴史家としての誇りが許さなかった。〝いかにして真実を伝えるか〟、陳寿の歴史家としての苦心もそこにあったと思う。もしここで陳寿が筆法を用いるとすれば、どのような方法をとったであろうか。

官府には、首都洛陽のある河南郡を出発してからの道程が、帯方郡からさらに狗邪韓国を経て対馬海峡を渡り邪馬台国に至るまでの詳細な記録となって遺されていた。その記録には河南郡から倭国までの里数が「万二千余里」と記されていた。

また、魏の皇帝から卑弥呼に贈られた詔書には、帯方郡の太守のことも書かれていた。すでに述べたとおり、倭の使者が最初に訪れたのは帯方郡の治所であった。陳寿のねらいはこの帯方郡の存在を行程記事の中でどのように印象づけるか、ということにあったのではないか。

まず陳寿は倭人伝の冒頭において「倭人は帯方の東南大海の中に在り……」と記したあと、行程記事には河南郡とも帯方郡ともせず「郡従り」とし、またこの出発点から邪馬台国までの距離を述べる段においても再び地名を記さず「郡より女王国に至る万二千余里」とした。そしてさらに倭の使者が詣った帯方郡の名もわざと伏せ、これを「郡に詣り」と記したのである。この国交記事は首都洛陽のある河南郡からの距離である万二千余里という里数を、帯方郡からのものと思わせるための絶好の材料となるものであったと思う。

この「陳寿の筆法」、言い換えれば「魏晋政府の深謀」は、『魏略』を著した同時代の民間の史家魚豢でさえ全く気がつかなかった。以来、後世の史家達も誰一人このことに気づくことはなかったのではないだろうか。

『魏略』の成立年代から考えると、七千余里を帯方郡からのものとする情報は、すでに魏の時代から一般にも流されていた可能性が高い。

山尾幸久氏（注９）は、

「陳寿に見られて魚豢に見られぬ書物──さらに根本史料や地図──はあったであろうが、その反対はほとんど想像できない」と述べておられる。

三国鼎立以来の激動の時代をその背景として考えるとき、政府の情報の扉がいかに固く閉ざされていたかということは想像に難くない。

しかし陳寿は、決して後世の人達までも欺くつもりで書いたのではなかった。そればかりか、むしろ政情の安定を見た後は、一日も早く誰かの手によって己の用いた筆法が明らかにされることをこそ願っていたと思う。

だが陳寿の思いとはうらはらにこの筆法解読への手がかりは、国家の重要機密を知る政府高官達の隠棲やその死去と共に全く失われてしまっていたのではないだろうか。時代の経過は東夷諸国の地理像が魏・晋朝の秘密事項となっていたことさえ忘却の彼方へと押し流してしまっていたのかもしれない。

五　「方四千里」との対比

よく知られているとおり「魏志」東夷伝・韓の条には、韓全体の境域が「方四千里可ばかり」と記されている。ここに書かれた「方四千里」については、従来ほとんどの学者の間で一辺の長さを表すものと解されてきた。もしこの方四千里が一辺の長さを示したものとすれば、帯方郡から狗邪韓国までの距離が七千余里であるとしても、それほど矛盾は感じられない。

しかし、周の成王が行った度制の改革によって多方制が実施されて以来、「方」は周囲の長さを表すための文字としても使用されることになった。『史記』周本紀には、

「成王奄より帰りて宗周に在り、多方を作る。既に殷命を絀け淮夷を襲い礼楽を興正す、度制是に於て改る」（傍点筆者）と記されており、その注には「衆方を天下諸侯に告ぐ」と書かれている。

このことは「方六十三里」または「方六十里」とした漢長安城の規模が、実地の検証によって周囲の長さを示したものであることが確認されていることから見ても、まず間違いはない（注10）。したがって韓全体の規模が「方四千里可り」であるということは、その一辺の長さがおよそ千里ということなのである（「方」の解釈について述べたものは『古代日本海文化』７号に掲載されているのでご覧いただければと思う）。

狗邪韓国に至るまでの七千余里という里数を帯方郡からのものとしてきた従来の解釈は、この韓伝の記事と比較することによっても、いかに隔絶した、事実に反する数値か、ということが判ると思う。

では中国歴代の名だたる歴史家達が、なぜこのことに気がつかなかったのだろうか。すでに『古代日本海文化』３号において考察したように、「可」には全体的な判断による推定の意味が含まれている。「方四千里可り」の場合、常識的には地形の長短、或いは屈曲を補足修正し、全体として見たときの周囲の長さを、推定によって示したものと解するのが妥当といえる。

しかしこれとは逆に「可り」を四方全体を表す意味とし、一辺の長さ、つまり四方が全部四千里であることを示したものと解せないこともない。『梁書』「南史」扶南伝には、

「扶南国、日南郡の南、海西の大湾中に在り、日南を去ること七千里可り、林邑の西南三千余里に在り」と書かれた記事がある。これは日南から林邑までの距離と、林邑から扶南までの距離を合わせた全体の里数であるという意味を持つ。

またその林邑伝に書かれた「其の地、縦横六百里可り」の場合は、縦横ともにおよそ六百里ばかりだという全体的な推定であることを示すために書かれたものと思う。陳寿が東夷伝の中に「可り」を多用したのは、或いはこの「方四千里」を、四方が全部四千里なのだと思わせるための布石だったのかもしれない。

これは『魏略』『御覧魏志』などの対馬、一支国の条に書かれた「方」による表記と好対照をなす。『史記』その他の中国史書の「方」によって示された数値には「可り」を用いた例はほとんどない。──楚国（方五千里）、秦国（方三千里）など。これらの記事もその表現は大雑把であり、しかも地形が方形（正方形）でないことは韓以上なのである。

陳寿も当然これらの書例は目にしていた。当時の人達には「方」と書けば別段「可り」を用いて全体としての推定であることを示さなくとも、およその推測による周囲の里数表示であることは容易に理解できることであった。にもかかわらずわざわざ「可り」を用いたのは、この「方四千里」を狗邪韓国に至るまでの七千余里との関連で考えさせようとする意図があったためではなかったか。

洛陽からの道程を「郡従り」とし、一方において韓の領域を「方四千里可り」と記す。これを読んだ者がもしここで韓の領域を四千里四方であると判断したとすれば、倭人伝にある狗邪韓国までの七千余里という里数は、当然帯方郡からのものと受け取らざるを得なくなってしまうのである。陳寿のねらいも実にそこにあったのではないかと思う。

陳寿の筆法はこればかりではない。対馬海峡を前にしてさらに続く。

六　「一海千余里」の解明

東大名誉教授を務めておられた榎一雄氏（注11）は、榧本氏などによって提示された七千余里という里数を洛陽からのものとする見解に対し、「この数値は実地と合わせた場合、妥当と思えるが、合計三千余里とする対馬（朝鮮）海峡の里数と比較すれば比例が合わないことになる」と否定しておられる。榎氏が述べておられるとおり、陳寿が狗邪韓国─末盧国間を三千余里と記したのであれば、七千余里は帯方郡からのものとしなければ比例が合わないことはいうまでもない。

これまで韓伝および倭人伝には短里が用いられているとされてきたのも、先の七千余里と共に、対馬海峡の距離を三千余里と解してきたことに原因があった。

倭人伝は次のように記す。

「始度一海千余里、至対馬国……又南渡一海千余里、名日瀚海、至一大国……又渡一海千余里、至末盧国」

従来このくだりは、「始めて一海を度る千余里、対馬国に至る……」と読むのが常識とされてきた。この読み方では狗邪韓国─末盧国間はどうしても三千余里としなければならない。しかし、はたしてこの読解は間違っていないのだろうか。

「魏志」三十に付載されている西戎伝を見ると次のような記事がある。

「西南又一河を渡る、船に乗りて一日にして乃ち過ぐ。西南又一河を渡る、一日にして乃ち過ぐ。凡そ大都三あり」

西戎伝の著者は、なぜここにわざわざ「一河」という文字を書き入れたのだろうか。

この同じ西戎伝には、

「河を渡り于羅の東北より又河を渡る。斯羅の東北又河を渡る」と書かれた記事もある。

これは当然、行程中において一つの河を渡り、暫く行った所でまた別の河を渡ったということが記されたものに他ならない。

では先の「一河」とは一体何を意味するのか。これは決して単なる文飾のためだけに書かれたものではない。周知のように漢文は常に簡潔をもって記すのがモットーとされてきた。いかに修辞的表現によって記されているとはいっても、何の意味もなく文字が用いられたりはしない。一つ一つの文字が、それぞれにその文字でなければ表せない重要な意味を持って使用されているはずである。

私はこの「一河」とは、一つの大きな河の所々に存在する河岸の国々を、川伝いに歴訪したことを示すために書かれたものではないかと推測している。もちろん西戎伝に書かれた「一河」がどの河のことを述べたものか明らかにしないことには、その川が大きいか小さいか、また地勢はどうであったかなどについても知ることはできない。

西戎伝に書かれた大秦国の所在については諸説あり一定しないが（地中海方面のローマ領バクダード・キリスト生誕地など）、古代ローマの最盛期における版図は、東は小アジア（トルコ）から西はポルトガル、南はアフリカ地中海沿岸（エジプト）にまで及んでいたという。紙数の関係もありここでは詳しく述べることはできないが、この大秦国の所在に関する諸説を総合すると、先の一河はエジプト領アレキサンドリアの近くに流れ出るナイル河が最も該当性に富んでいるのではないかと思う。

無論、ナイル河ほどの規模でなくともある程度の大きさの河であれば、川添いにある都を何日もかかってめぐったとしても別段不思議はない。

いずれにしても「一河を渡る」とは、一つの河、つまり同じ河を渡るという意味を表すために書かれたものと見てまず間違いなさそうである（横断するのであればどんな大きな川でも一日もかからない）。このことは倭人伝の記事を理解する上で大きな示唆となるのではないだろうか。

すでに述べたとおり、倭人伝には「始度一海千余里」と書かれている。これは「始めて一海を渡る千余里、対馬国に至る」ではなく、一海千余里の海（対馬海峡）を渡るその始めにまず対馬国に至る、という意味を表すために書かれたものではないかと思う。

ここでいう「始めて」とは物事の始まりという意味であり、「初めて」とは区別しなければならない。そのことは行程記事の冒頭において「海岸に循いて水行し」と記されていることから見ても判ることであり、また「初めて浙江を渡りてより」（『晋書』王義之伝）、「初めて江を渡りしとき」（『晋書』蔡謨伝）などの例と比較することによっても理解できることである。

したがってこれに続く「又南渡一海千余里」も、また同じ千余里の海を渡って行くと、こんどは一支国に至ることができるという意味であり、次の「又渡一海千余里」も同様に、その同じ千余里の海を渡れば末盧国に至ることができるという意味を表したものに他ならない（「始めて一海千余里を度る、対馬国に至る……又南一海千余里を渡る、名づけて瀚海と曰う。一支国に至る……又一海千余里を渡る、末盧国に至る」）。

私はここにも陳寿得意の筆法を窺うかがうことができると思う。陳寿は晋朝でも指折りの達文家であった。その才は陳寿の書いた『三国志』を見た夏侯湛が、自分の書いた『魏書』を惜しげもなく焚き捨ててしまったという一事からも、いかに卓絶したものであったかを知ることができる。

陳寿は「一海千余里」と三度繰り返して書くことによって、その海があたかも三千余里という広さであるかの如く思わせたのである。『隋書』倭国伝（「水陸三千里」）、『海賦』（「一越三千、終朝ならずして届る所を済う」）などの著者が、対馬海峡を「三千余里」の海であると錯覚してしまったのも当然かもしれない。『梁書』扶南伝には、

「扶南の東界は即ち大漲海、海中に大洲あり、洲上に諸薄国あり、国の東に馬五洲あり、復た東のかた漲海を行くこと千余里、自然に大洲に至る」と書かれた記事があるが、ここでは「復た（再び）漲海を行くこと千余里」と、同じ漲海ではあってもこの千余里が扶南国の東界からの里数ではないことを示している。行程記事に、「又」が用いられているときは、確かに順進行路を示す場合が多い。

しかし必ずしもそうとは限らない。高橋善太郎氏が指摘しておられるように、

「于闐の東三百九十里に建徳力河あり、……西南又于闐の東三百里に坎城鎮あり」（注12）（『唐書』地理志）

「東北に北平城・雄武城あり、又西北に盤山あり、東北に崆峒山あり、又洵水北に在り」（『明史稿』地理志注）

などの場合は、傍線行路や四至を示すために「又」が用いられている。

このような記事を見ることによっても判るとおり、例外的な記述も決してないとはいえない。「又」は四至を示すこととも順進行路を示すこととも直接には関係のない文字なのである。

『三国遺事』南帯方（南原府）の条を見ると、

「帯方の南がわにある海は広さが千里であるので瀚海（ひろい海）という」と書かれた記事がある。また日本から韓国に渡り、そこで現地の人々と結婚した婦人達の間で歌われているという「故郷を恋うる詩」の歌詞の中にも、「故郷は遥か千里の彼方」という一節がある。

無論、魏の時代とは里単位も同じではなく、また概数的な表現であることには違いないが、『三国遺事』の記事などと同形の伝承をもとに作詩されたものである可能性が高い。

対馬海峡の広さを千里程度とする概念は、古くから朝鮮半島の人達の間で語り伝えられていたのではないだろうか。

七　日程記事との調和

倭人伝には「郡より女王国に至る、万二千余里」と、邪馬台国までの総里数が示されている。これまでの解釈では対馬海峡を合計三千余里の広さとしていたため、狗邪韓国までの七千余里を合わせた万余里を差し引くと、残る邪馬台国までの里数は二千里以下としかできなかった。

榎氏（注13）が「倭人伝の行程記事は伊都国を中心として放射状に傍線行路を記したものである」とされたのも、伊都国までの合計を一万五百里とするこれまでの解釈による場合、残りが千五百里にしかならないことにあった。

志田不動麿氏（注14）は、邪馬台国に至る日程記事を「水行すれば十日、陸行すれば一月」と読んでおられる。歩行一日を五十里として計算すれば、千五百里はちょうど一月で行くことになる。陳寿がもし伊都国までの距離を一万五百里として計算していたのであれば、榎氏が述べられたように放射状に読む以外、日程記事との調和はとれなくなってしまう。
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しかし「一海」と記された対馬海峡全体が千余里であるとすれば、九州北部から邪馬台国までの距離は万二千余里から八千余里を差し引いた約四千余里弱ということになる。陳寿は「郡使の往来常に駐とどまる所」と記された伊都国から奴国・不弥国までの距離、それに投馬国から邪馬台国に至るまでの日程記事を合わせた総里数を、約四千里弱として換算したのかもしれない。

従来どおり、これを末盧国からとする意見もあると思うが、いずれにしても対馬海峡を千余里とすることによって、七千余里を洛陽のある河南郡からのものとすれば、比例が合わないとした榎氏の指摘も完全に解消するのである（表１-１）。

ここに至って、これまで難点とされてきた里数と日程記事の調和も初めてその可能性を見出せることになる。

八　晋朝の思惑と陳寿の苦心

「魏志」三十に書かれた烏丸・鮮卑・東夷伝の、

「書に載す、蛮夷夏猾すと、詩に稱す玁狁（匈奴などの古称）孔はた熾さかんなりと。久しきかな其の中国の患と為るや。秦漢以来、匈奴久しく辺害を為す。孝武外四夷を事として東のかた両越・朝鮮を平げ、西は貳師大宛を討ち、卭苲夜郎の道を開く。然し皆荒服の外に在て、中国の軽重を為すこと能わず、而して匈奴最も諸夏に逼る。胡騎南に侵すとき則ち三辺敵を受く……」に始まる冒頭の一文には、「漢末魏初以来を挙げ、以て四夷の変に備うと云う」と記されている。

だが三国鼎立以来の激動で政情未だ定まらない状況下にあっては、魏晋朝が最も警戒しなければならなかったのは決して烏丸でも鮮卑でもなく、また広大な砂漠にさえぎられた西域でもなかった。

呉の孫権が公孫渊との同盟を画策し、或いはまた万里の荒波をものともせず夷州・亶州にまで船団を送り込もうとしたことは、魏の時代は言うに及ばず、時の晋朝にとっても容易ならぬ事態の招来を予想しなければならない出来事だったに違いない。

呉は二八〇年に事実上滅んだのであるが、反対勢力に対する晋朝の警戒はなお未だ解かれていなかったと見るのが自然ではないかと思う。事実、その二年後に当たる二八二年、呉の旧臣の将軍莞恭・帛奉らが反乱を起こし、また二八七年には南康平固県の李豊が反乱を起こして自ら将軍と號するなど、国内は依然として騒然とした状態が続いていた。

榎氏は「蜀志」後主劉禅伝の注に引かれた諸葛亮集に載せられている建興五年（二二七）三月の劉禅の詔に「蜀漢が四川省から兵を出して魏の領域関中（長安のある渭水の流域）に攻め入った場合には、呉主孫権は蜀漢を支援することを約し、涼州の諸国王はそれぞれの配下の月氏・康居の胡（族の）王二十余人を出動させて漢軍を助けようと申し出ている」ことが書かれていることなどをあげ、魏が大月氏王を親魏大月氏王に封じたのは、「こうした西域方面の侵寇から河西を守り、涼州の諸国王の配下の月氏・康居の兵力と蜀漢との協力を阻止する必要があったためである」（注15）と述べておられる。

いかに全土を統一したとはいえ、反乱が単なる反乱にとどまらず、このように諸外国の勢力と手を結んだときのことを考えると、おいそれと警戒を怠るわけにはいかなかったのである。

洛陽（河南郡）からの出発を「郡従り」とし、千余里の対馬海峡を「一海千余里」と三度重ねて続けたのも、こうした晋朝の立場を考慮した陳寿苦心の筆法だったのではないだろうか。

当代指折りといわれた陳寿の才はこの東夷伝において遺憾なく発揮され、張華・杜預ら時の政府高官達から高く評価された。思えば「魏志」倉慈伝に書かれた「郡従り」こそ、倭人伝の行程記事を解く最も重要な鍵を秘めた隠し絵だったのかもしれない。

陳寿はまた、韓伝ではその領域を「方四千里可り」と、いかにも四方が全部四千里であるかの如く記した。この謎を解く鍵は一体どこに用意されているだろうか。

陳寿は東沃沮伝において「其の地形東北は狭く、西南に長し、千里可り」と記した。そしてその同じ東沃沮伝の中に毌かん丘倹による高句麗王宮の討伐記事を載せ「北沃沮は南沃沮を去ること八百余里」と書いている。もし東沃沮の一辺の長さが千里であるとすれば、これだけで南北両沃沮の地を覆ってしまうことになる。なぜこのような書き方をしたのか。ここはどう考えても南沃沮の名など持ち出す必要のないところである。あまりにも不可解な記事である。

そういえば、東沃沮という地名の記述も何か不自然に思えてならない。この東沃沮伝の冒頭には「南は濊貊と接す」と明記されているのである。ここはただ沃沮伝とするだけでよいはずである。これは陳寿が「可り」によって周囲全体の長さを表したものであることを、それとなく教えるためだったのではないだろうか。この記事こそ『春秋経伝集解』を著した杜預の序文にいう、文の錯たがえにほかならないと思う。

『後漢書』東沃沮伝はこの記事を承けて「其の地東西は狭くして南北は長し、折するに方千里可り」としている。陳寿は「可り」が周囲全体の推定であることを示すために、狭長な地形をした沃沮の条においてわざと「方」を省いたのかもしれない（図１-１）。その含みがあったればこそ、沃沮の地をわざわざ三つに分けた上、一見矛盾するとも思える里数を書き入れたのである。

私はここに晋朝御用史官として仕えなければならなかった陳寿の、歴史家としての良心を見ることができると思う。これならたとえどこかの間諜が東夷伝を手に入れたとしても、韓の方四千里、さらには倭人伝の行程記事に秘めた謎を簡単には解読することはできない。

夏侯湛は陳寿の書いた「魏志」を見て、せっかく苦心して書き上げた自作の『魏書』を惜しげもなく打ち壊してしまったという。
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夏侯湛も文章家として早くから聞こえの高かった人物であり、尚書郎、中書侍郎、散騎常侍などを務めた人である。その彼が到底及ぶべくもなしと舌を巻いたこととは一体何か。おそらくそれは、陳寿がこの東夷伝において用いた筆法にカブトをぬいだことも、その大きな理由の一つだったのではないかと思う。

どこまでも晋の編纂官としての立場を守りながら、自らの真実をも貫き通した筆法の冴え。見事という他はない。白崎昭一郎氏は『三国志』の行文の力強さとその思想性の高さを高く評価しておられる（注16）。

少しでも短く、より簡潔に記すのが漢文の本旨とされている。史書の読解をめぐって様々に論議が分かれるのも、中国古文があまりにも簡潔な表現をとっていることに起因していることが多い。陳寿は一字の使い分けによってその内容に大きな影響を及ぼす漢文の特長を、巧みに利用したのではないだろうか。

まとめ

以上、陳寿が倭人伝を書くに当たって筆法を用いたのではないかということを前提として考察を行ってきた。その考察結果をまとめると次のようになる。

行程記事の冒頭に書かれた「郡従り」とは、首都洛陽のある河南郡からの出発を意味していた。同様に「郡自り女王国に至る万二千余里」も河南郡からのものであり、陳寿が意図的に洛陽の名を隠すために書いたものであった（この場合の「自り」は、ある一点から一方の到着点までという概略的表現をとるための用法である）。

また、対馬海峡の広さは合計三千余里ではなく、実際は「一海千余里」の一つの海（瀚海）であった。

陳寿の筆法は、あたかも簡潔を旨とする漢文表現法に則ったかの如く、倭の使者が最初に訪れた帯方郡の名をわざと伏せ「郡に詣り」とすることによって予想以上の効果をもたらした。「郡」という一字に託した陳寿の巧妙なレトリック、見事な隠し絵である。

この「魏志」の筆法は、三国鼎立以来の動乱の時代における晋朝の対外施政方針に基づいたものであった可能性が高い。

「郡従り」が洛陽のある河南郡を起点とした記事であるとすることは、現在の学問的常識から見ればあまりにも奇異に感じるかもしれない。しかし、このような解釈を前提とすることによって、これまで大きな謎とされてきた行程記事の矛盾はことごとく氷解してしまうのである。常識の壁にはばまれたまま考証が行き詰まってしまったかの観さえある今こそ、新たな視点に立った発想の転換が必要なのではないだろうか。

言うまでもなく「魏志」倭人伝は、三国時代から晋へと続く激動の時代を背景として書かれた同時代史である。晋の著作郎として仕えた陳寿が筆法を用いたという可能性は十分に考えられてよいと思う。

私が非難を承知の上で敢えて卑論を俎上にしようとしたのも、依然として謎を残したまま議論が空転しがちとなっている現状を何とか打開したいと考えたためである。中国正史の権威に惑うことなく、行程記事の矛盾点が根本から検討し直されることを切望してやまない。

〈注〉

１　「卑弥呼問題の解決」上（『オリエンタリカ』１）

２　「魏志倭人伝の里程について」（『朝鮮学報』第四十一輯）

３　「漢真番郡治考」（『古代学』一〜三）

４　『隠された邪馬台国』『二つの邪馬台国』

５　『シンポジウム邪馬台国』

６　『歴史と人物』（昭和五十七年十月号『倭国』）

７　『季刊邪馬台国』１・２・３・４号

８　『邪馬台国の全解決』『魏志倭人伝への一構想』

９　『魏志倭人伝』

10　『漢長安城と阡陌県郷亭里制度』

11　『季刊邪馬台国』28号

12　「魏志倭人伝の里程記事をめぐって」（『愛知県立大学文学部論集』第十九号）

13　「魏志倭人伝の里程記事について」（『学芸』第三十三号）

この説はこの他、豊田伊三美「邪馬壹国論を読みて」（『考古学雑誌』第十三巻一号）、安藤正直「邪馬台は福岡県山門郡に非ず」（『歴史教育』第二巻五・六・七号）などによっても述べられている。

14　「邪馬台国方位考」（『史学雑談』第三十八編十号）

15　『邪馬台国』至文堂

16　『季刊邪馬台国』14号






第二章　古代中国における「方」の解釈






一　「方四千里」の記事をめぐって

「魏志」倭人伝の里程記事を理解する上で重要な鍵になると思われる問題に、「方」の解釈をめぐる二つの見方がある。

一つは正方形にかたどった実地の一辺の長さ。もう一つは、その土地の周囲の長さを表すとする解釈である。

周知のように、これまで通説として、「方」は「方形にかたどられた区域の一辺の長さを表す文字」と考えられてきた。

陳寿は同じ「東夷伝」韓の条において、韓国の領域を「方四千里可り」と記している。だが、もしこれを、通説どおり一辺の長さを記したものとすれば、中国でいえば長安から南の桂林を結ぶ線を通した地点から東の地域全体を覆ってしまうほどの大きさとなる。この記事を実地と比較した場合、あまりにもかけ離れたものとなることは改めて言うまでもない。

「他の東夷諸国の里程と対比してみても、均衡を失する誇大値といわなければならない」（注１）（白崎昭一郎氏）

「三韓の「方四千里可り」の記事は『三国志』の他のいっさいの地理的記述に矛盾する」（注２）（山尾幸久氏）など、多くの先学によって指摘されているとおりである。

ここから韓伝・倭伝のみ短里で書かれているとする安本美典氏などの、地域的短里説（注３）も生まれてきたわけであるが、一方、古田武彦氏は、この韓の地「方四千里」を魏晋朝短里説の大きな根拠とされた。

古田氏はこの「方四千里」との関連で朝鮮半島の北半についても言及され、高句麗の方二千里に東沃沮の千里を加算し、それに高句麗は、「遼東の東千里にあり」と書かれているから、東西の幅の長さはこれも四千里になるとされる（注４）。

また古田氏は、周代から戦国時代にかけての「方」に関する記事にも注目し、これが長里で書かれたものであるなら中国が破裂するとも述べられた。つまり、周王朝も短里であったとする説である。

古田氏があげた「方」の用例を次に示す。

「今、王（楚王）の地、方五千里」（楚一）

「斉の地、方二千里」（斉一）（以上『戦国策』）

方五千里といえば、これだけで中国の大半を覆ってしまう。方が一辺の長さを表す文字であるなら、これまた当然の疑問であると思う。

戦国時代の中国には、楚や斉の外に、秦（方三千里）、趙（方二千里）、燕（方二千里）、魏（方千里）、韓（方九百里）（以上『史記』）などの列強がひしめいていた。これだけの里数値を、長里で「方」を一辺の長さとした正方形に見立てて地図の上に重ね合わせれば、これらの記事がいかに矛盾したものとなるか一目瞭然である。

二　周代短里はあったか

では周代において、一里七五メートル〜九○メートルというような極端な短里は用いられていたであろうか。

『五條古代文化』28号において白崎氏は、この周代短里の可能性についても検討を加えておられる。

Ａ 「涇水を鑿さり、中山の西より瓠口に邸いたり、渠となさしむ。北山に並び、東洛に注ぐ、三百余里」（「河渠書」）

Ｂ 「渭を引き渠を穿つ。長安に起り、南山に並び、河に至る、三百余里」（「河渠書」）

Ｃ 「始皇、天下に遊ばんと欲し、九原に道し、直ちに井泉に邸いたる。乃ち蒙恬てんをして、道を通ぜしむ。九原より井泉に抵る、山を塹ほり、谷を堙うづめ、千八百里」（「蒙恬伝」）

Ｄ 「是の時に当り、項王の軍、鴻門の下に在り。沛公の軍、覇上に在り。相去ること四十里」（「項羽本紀」）（以上『史記』）

Ａが戦国時代、Ｂが漢武帝の時代、Ｃは秦、Ｄは秦末期の記事である。

白崎氏はこれらの記事に示された里数値を実地にあてはめ、これを現在値に換算した場合、三七二メートル〜四二〇メートル程度の里単位となるところから「短里の存在を証明する確実な例は一例も見出されない」と述べておられる。

このような記事以外にも『漢書』律暦志の周代記事に、

（伝に曰く）「癸巳に武王始めて発す。丙午に師を還す。戊午に孟津を度る。孟津は周を去ること九百里。師、行くこと三十里、故に三十一日にして度る。……癸巳に武王乃ち朝、周より出でて紂を征伐す。序に曰く、一月戊午に師孟津を度る、至るとき庚申二月朔日なり。四日癸亥に牧埜に至る。夜陳す」

と書かれた例がある。癸巳から戊午までは二十六日であるが、牧ぼく埜やに到着した癸亥までの日数を数えて三十一日としたのかもしれない。「孟津」とは洛陽のすぐそばにあった黄河の渡しの名である。

武王は長安の近くにあった鎬を都としていた。孟津からこの鎬までを九百里としているのである。もっともこの記録は『漢書』の記事であるから、いつ頃書かれて伝えられてきたものであるか知ることはできない。しかし注の記事もこの記録に対し何の疑問も呈していないのである。

漢から魏の時代にかけても洛陽─長安間は九百五十里程度とされていた。また武王とは周の始祖となった王である。先の記事が周の最も古い時代の伝承であることに間違いはない。

周の時代は尺の単位そのものは短かった。『史記』秦始皇本紀第六に引かれた索隠の「古は八尺を歩と為し、今、周尺六尺四寸（六尺六寸とする説もある）を以て歩と為す。歩の尺数亦た同じからず」（注５）などと書かれた記事から考えると、孟津─鎬間を九百里とした先の記録は、三百歩（注６）を一里とする長里によって書かれたものであることに疑いはなさそうである。この記録は周の時代においても、漢の時代とそれほど変わらない里単位が用いられていたことを示す証拠となるものではないかと思う。

三　『周髀算経』と短里

一方、古田氏の短里説とは別に、谷本茂氏は『周髀算経』に記録されている里数値を「一寸千里の法」をもとに、大地を球形とする現代の数値（地球の極半径）を代入することによって計算し、その一里が約七六〜七七メートルになるとされた（注７）。そしてそこに用いられている里単位が、古田氏の主張する魏晋朝短里の数値（七五〜九〇）と一致することは偶然とは思えないとしておられる（『周髀算経』は周時代における天文観測の方法およびその結果を記録した算術書であり、後漢の末に現存のような形にまとめられたとされている）。

一寸千里説とは、髀または表と呼ばれる長さ八尺の垂直棒（ノーモン）を立てて夏至の日にその影を測り、南北千里の地点における影差を一寸としたところから出たものである。

また、地域的短里説の立場をとる安本氏も、この『周髀算経』に記載された里数値（安本氏は赤道半径を使って説明している）との関連で、古代において特定条件のもとで「短里」が用いられていた可能性は十分にあると思う、と述べられている（注８）。

安本氏は周代短里の度制として、六十歩を一里とする単位を考えられたようである。「誇張説」を唱えた白鳥庫吉氏も『卑弥呼問題の解決』において、倭人伝の一里が六十歩程度であることを示唆されている（注９）。

また、地理学者の藤田元春氏も「魏志」東夷伝に記された倭および韓の里は、古周尺の尺度によって書かれたものではないかと推測された（注10）。

はたして周代においてそのような特定の里単位が用いられていた可能性はあるだろうか。

もとより「天文志」についての専門的知識などほとんど皆無に近いのであるが、周代短里の問題を考察するためには避けて通れないので、この機会に若干ふれておきたいと思う。

『周髀算経』の里数をそのまま現代的概念による数値に置き換えた場合、確かに先のような理論も成り立つかもしれない。しかし、『周髀算経』の記録に大きな誤差のあることは、すでに隋代の劉焯（五四四〜六一〇年）をはじめ多くの学者によって指摘されており、現代値への換算を行うとすれば、こういった面からの検討がどうしても必要となる。

このことは南朝劉宋の元嘉十九年（四四二）の河承天による陽城─交州間（路万里に当たる）における影差（一・八二尺）をもとに六百里一寸とした測定。また、北魏の永平元年（五〇八）、洛陽における夏至影（一・五八尺）と、南朝梁の大同年間（五三五〜五四六）の金陵（南京）での測量結果（一・一七尺）による二百五十里一寸（金陵は洛を去ること南北略千里に当たる）という計測値と比較することによっても容易に窺えると思う。

隋の仁寿四年（六〇四）、劉焯は交（交趾郡）、愛（九真郡）の州は洛陽陽城からの距離が万里に満たないにもかかわらず、表の北に影のないことを知り、千里一寸は其の実差に非ずとして改めて実測する必要のあることを進言、大業三年（六〇七）、ようやく諸郡に対し測量の勅が下されたが、彼の死亡によって実現しなかったいきさつもある。

また唐の時代には、南なん宮ぐう説えつと僧一いち行ぎょうらによる大規模な観測によって、世界で初めてという子午線の実測も行われた。もちろん、これらの測量で得られた数値も、現代の科学知識による検証の目にさらせば、依然かなりな誤差のあることは言うまでもない。

開元十二年（七二四）、僧一行らによって観測が行われた区域は、北は蔚州（今の山西省霊丘）から南は林邑（今のベトナム境内のユエ附近）に至るまで、その両地間の距離は四〇〇〇キロ近くに及び、経線上に置かれた各測点の距離なども測量されたという（『人民中国』一九八一年十月号「隋・唐・五代の科学」より）。

その観測値は、これまでの記録と比較すればかなり精度の高いものであったはずである。しかしそれでも、このときの測量で得られた子午線（唐代は三六五度四分の一）の一度、三百五十一里八十歩（現代度三百六十度に換算すれば三百四十六里六十五歩となる）は、現代の子午線一度の観測値である一一〇・九四キロメートルと比較すると、相当な誤差を認めなければならない。

篠原俊次氏は『一寸千（短）里説批判』（注11）と題した論文において、『周髀算経』に関する諸氏の見解にふれながら一寸千里説など中国の歴代観測値の誤差要因などについて詳細に検討するとともに、各時代における測量値を現代値に換算比較したものを図によって示しておられる。

篠原氏は各史書に見られる観測値の誤差要因として、両地間の里数値、戴日点の誤りの他に、本影と半影の境界視定およびノーモンの垂直度、投影面の水平度、それに冬夏至日決定の誤差などを指摘している。

そして、一寸千里説に対する根本的な疑いとして、『隋書』天文志が道路距離により「計るに陽城は交州を去ること路万里に当る」（五四九・五里一寸となる）としていることに対し、『旧唐書』天文志にその直路を「五千里」（二七五里一寸となる）と見ていること。さらにハノイ附近および告成鎮の緯度差から求められる直線距離は三千三百里（一四五九キロメートル）であることなどをあげ、「一寸千里」説を説く『周髀算経』などに記録された千里という距離も「〝数倍の誤差〟を不自然としない観点が容易に受け入れられるだろう」と述べ、「谷本氏の『一寸千（短）里』説は非科学的な立論となるだろう」としりぞけられた。

また、尾崎雄二郎氏も「古代里程記事における類ハップル定律現象について」（注12）と題する論文の中で一寸千里の問題にふれ、その基礎となった里数値を地図に合わせて計算すると、千里は六百五十八里弱、万里とされているところの定距離は三千四百二里弱にしかならないと述べておられる。

一寸千里という『周髀算経』の数値に対する疑いは、現代中国においても多くの研究者によって提出されており、もはや現代の数値にあてはめるべき対象とはなっていないのである。このような点から考慮しても、周代短里の可能性はきわめて薄いと思う。

なお『周髀算経』および谷本論文に対する専門的な評価批判については、篠原氏の前掲論文に詳しいので参照していただきたい。

四　千里の馬

『史記』項羽本紀には次のような記事がある。

「吾、此の馬に騎ること五歳、当る所敵無し。嘗て一日に行くこと千里」

ここに書かれた「一日に千里を行く」という項羽の言葉には、ただ単に名馬であることを強調するための代名詞としての「千里の馬」とは違い、ある程度の具体性がある。一日に走る距離としてはよく訓練された優秀な馬でも、まず二五〇キロから三〇〇キロ程度というのが常識的なところかもしれない。

『五條古代文化』28号において白崎昭一郎氏は、「小アジアのサルディスからメソポタミアのニネヴァまで、二六〇〇キロの距離を九日間で走ったという」加茂儀一氏の論文（注13）にある古代ペルシアの伝令馬の話を紹介しておられる。

この伝令馬の平均行程は約二九〇キロということになる。

もし実際に一日千里（戦国・前漢時代の里で四〇五キロ）を行くとすれば、相当なスピードと持久力を兼ね備えた馬でなければ不可能だと思う。しかし、古代人は現代の我々には考えられないような身体の使い方をしたかもしれないから、日頃からそのように訓練されていたということも決してないとはいえない。

『晋書』石季龍伝にも一日に千里を行く馬の記事がある。

「閔が乗る所の赤馬を朱龍と曰う。日に行くこと千里、左に雙刃の矛を杖し、右に鉤戟を執る。風に順いて之を撃ち、鮮卑三百余級を斬る。俄かに燕騎大いに至り之を圍むこと数周。閔、衆寡敵せず、馬を躍らせ圍を潰し、東して走り行くこと二十余里、馬故無くして死す」

この文面を見れば、このときの戦闘がいかに凄まじいものであったかということがリアルに感じられる。多数の敵を相手にした閔が獅子奮迅の活躍をする中で、自分の馬をどれほど酷使していたか。それは最後に書かれた「馬故無くして死す」という記事を見ることによって容易に想像がつく。アジア大陸のあの広い大平原の中で、生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされた者にとって、最後に頼ることのできるのは馬だけである。このような急場に備えて常に馬の鍛練をおこたらないよう心掛けることは、そこに生きる者達にとって必要不可決の条件となっていたに違いない。

また、馬は無盡蔵に近いほど生産されていた。僅か一日で馬を乗り潰してしまうほどの激しい乗りかたは、当時の人々の間では日常茶飯事のように行われていたのではないだろうか。現在でもモンゴルやパミール高原の男達が猛烈な勢いで騎馬戦を演じている場面がテレビなどでよく映し出されているが、おそらくこれは古代からの伝統として受け継がれてきたものと思う。特にパミール高原に住むタジク族が、馬に乗って羊を奪いあう刀羊（チャオヤン）は勇壮そのものである。その激烈な争奪戦はぶっつづけに七、八時間も行われるというから驚く。

古代中国では八尺以上の馬を「龍馬」と呼んでいた。閔が乗っていた馬の名は「朱龍」である。

名前から窺えば、この赤馬も八尺以上の龍馬であった可能性が強い。その龍馬が閔という猛将の手によって厳しく錬え抜かれ、実際に千里の道を、砂塵を巻き上げながら疾駆していたのかもしれない。名馬朱龍の死は、勇将閔の壮絶な戦いぶりと共に、長い間、人々の語り草となっていたのではないだろうか。

五　千里の牛あり

一日に千里を行くのは馬ばかりではない。『晋書』苟晞伝には、日に五百里の道を往復するという牛の記事が書かれている。

「晞、朝政日に乱るるを見て、禍い己に及ぶことを懼れ、交結する所多し。珎物を得る毎に即ち都下の親貴に貽おくる。兗えん州は洛を去ること五百里、鮮羨ならざらんことを恐れ、募りて千里の牛を得る。信を遣わす毎に旦に発して暮に還る」（傍点筆者）

『後漢書』郡国志を見ると、兗州の中で最も洛陽に近い陳留郡までの距離は雒陽（洛陽）の東五百三十里と書かれている。この点から考えても、先の記事が後漢時代と同じ長里で書かれたものであることは、まず間違いないと思う。驚いたことに馬でさえ困難と思われる往復千里の道を牛で駆けるというのである。

しかも、その記事には「信を発する毎に……」と書かれている。この牛が千里を走り通したのはただの一回だけではなかった。日に千里を行くことは、この牛にとって体力のぎりぎりの限界を超えるほどの距離ではなく、十分にその走行能力の範囲内に属する道程だったのである。

昭和六十年十月十一日に放送されたＮＨＫの「ヒマラヤ・ドラカ村で今」という番組で、ネパール王国のドラカ村で毎年行われているという二頭仕立にした牛の競走が放映されていた。

ほんの短い距離でしかなかったが、その猛烈なスピードは、馬ではないかとさえ疑うほどであった。身のしまった茶色の牛で、持久力も相当あるのではないかと思う。「千里の牛」とは或いはこのような牛だったのではないかと、テレビを見ながら一人で想像したものである。

この他『晋書』王済伝には、

「牛あり八百里駁と名す。常に其の蹄角を瑩す。済銭千万を以て牛を与えんことを請う」

と書かれた記事がある。また『宋書』武三王伝にも、

「藏質が七百里の馬を以て義恭に賜う」「時に五百里の馬を献ずる者有り」

などと、その走行能力を具体的に示した記事が書かれている。馬でも日に五百里を走る能力を持ったものは、相当優秀な馬として評価されていたようである。

このような記事から考えると当時、普通の馬以上の健脚を誇った牛は、かなりいたのかもしれない。なお『晋書』葵謨伝には「賊の郵駅一日千里」と書かれた記事もある。

また『後漢書』輿服志の注には、

「使者は傳に乗馳す。其の駅騎は三騎にして行くこと晝夜に千里を程と為す」と記されている。もっともこの場合、駅騎であるから次々と乗り継いだという可能性が高い。しかし、一昼夜に千里、日中だけで少なくとも五百里を行くことが義務づけられていたのである。

『晋書』にある赤馬・朱龍や千里の牛を優秀なマラソンランナーにたとえるとすれば、この場合の駅馬（伝令馬）は、リレー方式でマラソンランナーと同じ距離を行く駅伝の選手といったところかもしれない。

後漢時代といえば、光武帝のとき千里の馬を献じた者のいたことが『晋書』江統伝に記録されており、また同じ『晋書』載紀十三にも「大宛、天馬千里の駒を献ず」と書かれた記事がある。この他、時代の新しいところでは、『唐書』西域列伝にも、

「嘗て波斯ペルシア馬を得て干海（青海湖）に牧す。[image: gaiji]駒を生む。日に歩すこと千里。故に世に青海駒と稱す」と書かれた記事がある。

千里の馬に関する話題は、各時代を通して人々の関心を集めていたようである。

『史記』趙世家には、

「徐の偃王反す、繆王日に千里馬を馳せ、徐の偃王を攻め大いに之を破る」

と書かれた記事がある。この記事には注が付されていて、

「索隠に曰う、譙周云う、徐の偃王は楚の文王と時を同じうす、周の繆王を去ること遠しと。且つ王なる者は行くに周衛あり。豈乱を聞きて獨り長駈し、日に千里を行かん乎。竝びに此の事を言うは實に非ざるなり」

と書かれている。この注の記事で「事実に非ざる」といっているのは日に千里を行くことではない。徐の偃王は周の繆王とは時代も違っており、また、王が僅かの手勢だけを引き連れて不用意に遠隔の地に出撃するようなことはあり得ないということなのである。

譙周は短里説の対象となっている三国時代の人であるが、『索隠』は唐の時代、司馬貞によって著されたものという。このような記事によって窺うと、唐の時代においても先にあげた青海駒などによって、日に千里を行くことが決して不可能ではないことが立証されていたのではないだろうか。

「馬より下りて種に与え、斌自ら歩して従えり。一日一夜行くこと四百余里、遂に脱れ帰ることを得る」（『後漢書』四十一）

これは人間の走行能力から考えれば大変な里数であるが、身の危険に迫られた場合、この程度の距離を行くことは健脚の者ならば決して不可能ではないのかもしれない。

以上、各史書に記録された千里の馬（牛）に関する記事をあげてきた。このような記事によって判断すると、秦より前の古い時代にも七五〜八〇メートルといった極端な短里が用いられていたという可能性はほとんどないといってもよいかと思う。

このように見てくると、古田氏が主張する『戦国策』や『史記』などの「方」によって示された里数値は、やはり問題として残ることになる。

六　「方」とは何か

かつて白鳥庫吉氏は、韓の「方四千里」および倭人伝の対馬（方四百里）、一支（方三百里）の条に記された数値を、周囲の長さを示したものとする見解に立ち、だいたい標準里と合致するとされた（注14）（対馬については上之島の周囲のみを記録したものとしている）。現在、この白鳥氏の見解は学界で否定されているが、『史記』などの記事から考えても改めて検討しなければならない重要な問題だと思う。

はたして「方」を一辺の長さとする学界の常識に誤りはないだろうか。

私はこの疑問を解くため「方」によって示された記事の中から、客観的な検証が可能と思われる目ぼしい例を拾い出してみた。

（一）「（長安）城、方六十三里」（『史記』巻九　注引『漢舊儀』）

（二）「天竺国、国（地）方三万里」（『史記』大宛列伝　注引『括地志』、『梁書』諸夷伝、『南史』海南諸国伝）

（三）「滇池に至る。地方三百里」（『史記』西南夷列伝、『漢書』西南夷伝）

（四）「光武帝の原陵山は方三百二十三歩」「明帝の顯節陵山は方三百歩」以下略（『後漢書』禮儀下　古今注）

（五）「席を敷くこと方四、五里」（『後漢書』陶謙伝　注引『献帝春秋』）

（六）「河より已西、流沙に迄およぶまで地は方万里、帯甲十万」（『晋書』苻丕伝）

（七）「大船連舫、方百二十歩を作り、二千余人を受く」（『晋書』王[image: gaiji]伝）

（八）「地は方幾万里、帯甲将に百万ならんとす」（『三国志』「呉志」三　注引『辨亡論』下、『晋書』陸機伝）

（九）「（禹域）方五千里、荒服に至る。南は交阯・北発（戸）、西は戎・析枝・渠廋・氐羌、北は山戎・発・息慎、東は長鳥夷を撫す」（『史記』巻一）

以上にあげた例のうち、（一）の長安城の規模については、すでに実地の検証によって、「方」によって示された里数値が周囲の長さを表したものであることが明らかにされている（注15）。

この長安城の例によって考えれば、周囲の長さを「方」によって表す場合もあることが判る。

もっとも長安城の場合、各史書によって、「方六十里」（今本『漢舊儀』）、「周回六十五里」（『三輔黄圓』）と、その数値に違いはあるが、「方」によって周囲の長さを表したものであることは間違いない。

では（二）の天竺国の場合はどうか。

天竺国とは今のインドの古名である。「身毒国」とも書かれていた。インドは相当大きな国である。しかし、地図を見れば判るとおり、中国と比較すればかなり小さい。

中国の領土は漢の時代で、東西九千三百二里、南北一万三千三百六十八里。唐の時代は東西九千五百一十一里、南北一万六千九百一十八里。また、明の時代では東西一万一千七百五十里、南北一万零九百里と記録されている。

ここで、もし天竺の「方三万里」という数値が一辺の長さを示したものであるとした場合、インドは中国のざっと九倍という途方もない大きな国であったと想定しなければならない。しかし、これを周囲の長さであるとすれば、一辺の長さは四分の一の七千五百里となるから（インドを逆三角形に見立てれば一辺の長さ一万里）、東西南北を一万里前後とする中国領土の里数表示ともよくマッチしたものとなる（現在、中国は九五九万七〇〇〇平方キロメートル、インドは三二八万八〇〇〇平方キロメートル）。

三万里を魏の里単位である四三四・一六メートルで計算すると、約一万三〇二四・八キロメートル。インドの周囲の長さは大ざっぱに見てだいたい八五〇〇キロメートル程度であるから、三万里の場合よりも相当小さい感じであるが概念的にはそれほどの隔りはない。

この同じ天竺国のことについて『唐書』には「天竺国は漢の身毒国なり……幅圓三万里」と書かれているのである。表現は違うが、これが周囲の長さを示したものであることは間違いないと思う（なお「方」によって示された数値は完全な正方形に組み合わせた上でのものであるとする考え方もあるが、この点については後で述べる）。

七　滇池に水位の変動はあったか

これと同じことは（三）の場合についてもいえる。『史記』西南夷伝、『漢書』西南夷伝には、滇池の大きさを「方三百里」と記している。

ところが、『後漢書』郡国志の注には「南中志に曰く、池の周り二百五十里」と書かれており、また「西南夷伝」には「周回二百余里」と書かれている。一方『水経注』には「池の周り三百許里」と記されている。

ここで仮に『史記』『漢書』などにある「方三百里」を一辺の長さとして計算した場合、『後漢書』の注に書かれた「周二百五十里」は約二十三分の一の大きさでしかなくなってしまう。

著者の范曄が死亡したのは四四五年であるから、『後漢書』が書かれたのはそれ以前のことである。『史記』（司馬遷、前一四五？〜前八六？）、『漢書』（班固、三二〜九二）が書かれた時代から『後漢書』の書かれた頃までの年数は、ざっと三百五十年（注が付されたのはさらに後のこと）。通説どおり、もし「方」が一辺の長さを示したものであるとすれば、この記事はその間に想像もできないような地殻の変動があって、その水位に大きな変化があったとしなければ説明がつかない。しかし、古代中国においてそのような大きな地殻の変動があったという記録は、管見の及ぶところまずなさそうである。

また、『水経注』に北魏（三八六〜五三四）の酈道元（五二七年頃死亡）によって注が付けられたのも、『後漢書』が書かれた頃とほとんど差はない。没年によって比較すると八十年ほど後のこととなる。

日本交通公社の発行した『ワールドガイド８　中国』を見ると、この滇池の大きさを南北四〇キロ、東西一〇キロ、面積三四〇平方キロとしている。周囲約一〇〇キロというところであろうか。

周回二百五十里を後漢時代の里単位によって計算すると、約一〇二・六八キロ、三百里の場合だと約一二四・四二キロである。これは南北四〇キロ、東西一〇キロという現在の数値よりは少し大きいが、およそ一八〇〇年という時代の経過を考えると、それほど大きな変化はなかったとみてよい。

このような点から考えても、『史記』『漢書』などに書かれた「方三百里」という里数も周囲の長さを表したものであることにほぼ間違いないと思う。

八　皇帝陵の規模と方

では次に（四）の後漢時代における各皇帝陵の規模に関する記事を比較してみよう。

『後漢書』帝紀の各注を見ると、

「（光武帝を原陵に葬る）帝王紀に曰く原陵は方三百二十歩」

「（孝明皇帝を顯節陵に葬る）顯節陵は方三百歩」

「（孝章皇帝を敬陵に葬る）古今注に曰く、陵の周り三百歩」

「（孝殤皇帝を康陵に葬る）陵……闊さ二百八歩」

「（孝安皇帝を恭陵に葬る）陵山は周り二百六十丈（歩）」

「（孝順皇帝を憲陵に葬る）陵、周り三百歩」

「（孝冲皇帝を懐陵に葬る）周り百八十三歩」

「（孝質皇帝を靜陵に葬る）周り百三十八歩」

「（孝桓皇帝を宣陵に葬る）周り二百歩（「集解」は三百歩）」

「（孝霊皇帝を文陵に葬る）周回三百歩」

「（孝献皇帝を……禅陵に葬る）周回二百歩」などと記されている。

これに対し「志」第六の礼儀下の注には、

「光武の原陵山は方三百二十三歩」

「明帝の顯節陵山は方三百歩」

「章帝の敬陵山は方三百歩」

「和帝の慎陵山は方三百八十歩」

「殤帝の康陵山は周り二百八歩」

「安帝の恭陵山は周り二百六十歩」

「順帝の憲陵山は方三百歩」

「冲帝の懐陵山は方百八十三歩」

「質帝の靜陵山は方百三十六歩」

「桓帝の宣陵山は方三百歩」

「霊帝の文陵は帝王世記に曰く、山方三百歩」

「献帝の禅陵は帝王世記に曰く、墳を起さず（平陵）」などと記されている。

このように、そのほとんどが同じ数値であるにもかかわらず、「方」と「周」の両方の文字が使用されているのである。

この中で光武帝の陵については「帝紀」「礼儀」下ともに「方」としているが、『三国志』の「明帝紀」に引かれた『魏書』の文には、「高祖光武の陵を表して四面百歩、民をして耕牧樵採することを得ざらしむ」と書かれている。

「四面百歩」であれば周四百歩ということになる。これは方（周）三百二十（三）歩という墓域よりも外側の少し離れた所に柵をして、陵の荒れるのを防いだのではないかと思う。陵を保護するという目的からいっても、一辺三百二十歩という古墳の中心部に当たる百歩四方だけに柵をするなどということは考えられないのである。

このような記録を見ることによっても、古代中国においては「方」と「周」が同字義として使用されていたことが理解できると思う。

九　「方四、五里」の坐席

では（五）の場合はどうか。『後漢書』陶謙伝には次のような記事がある。

「初め同郡の人笮融、衆数百を聚め、往て謙に依る。謙、廣陵・下邳・彭城の運糧を督せしむ。遂に三郡の委輸を断ちて大いに浮屠寺を起つ。上には金盤を累ね下には重楼を為つくる。又、堂閣周回は三千許人を容る可し。黄金の塗像を作り、衣に錦綵を以てす。仏を浴する毎に輒ち多く飲飯を設けて席を路に布く。其の就て食し及び観る者あること万余人に且なんなんとす」

これは徐州刺史であった陶謙が、笮融に広陵・下邳・彭城など三郡の糧運を監督させていたときのことが書かれたものである。食糧の運搬を監督する権限を与えられた融は、その殼糧を横領し、その利を以て金銀で飾った大きな仏寺を起て、また祭祠をとり行うごとに参拝客に飲食をふるまってもてなし、その数は常に万余人にも及んだという。

この記事には注が付されており、「献帝春秋に曰く、融、席を敷くこと方四、五里、費、巨万を以てす」と記されている。この「方四、五里」が、もし一辺の長さであるとすれば、万余人の客を接待するために約二〇〇〇メートル（一六五八・八八〜二〇七五・六〇）四方にも及ぶ坐席を用意していたことになる。二〇〇〇メートル四方といえば、仮に二メートル四方に一人が坐ったとしても、実に一〇〇万人もの人が一度に席に着くことができる広さなのである。

これに対し「方四、五里」を周囲の長さとした場合はどうか。記事を見れば判るとおり、その席は道路にそって敷かれていた。おそらくそれは道に面して細長く設けられていたのではないかと思う。ここで仮に周囲約二〇〇〇メートルの広さを、縦九五〇メートル、横五〇メートルという長方形の坐席に見立て、先のように二メートル四方に一人の割合で計算しても、一万一千八百七十五人の人がゆったりと坐ることができるのである。

また、これを四里として計算し、一歩四方（一・三八二四メートル四方）の席に一人ずつ坐ったとした場合、四里は周千二百歩であるから、縦五百五十歩、横五十歩の席としても、二万七千五百人分の坐席ができることになる。もちろん、宴席であるから客をもてなすための通路もあけておかなければならない。しかし常識的に考えても、まずこの程度の広さが食事をするときの坐席としては適当ではないかと思う。

このように、「方四、五里」を周囲の長さとした場合でも、仮に一万人の人達が一度に席に着いても、まだその大半は空席のまま残るほどの広さなのである。

十　「方万里」の範囲

続いて（六）の場合について検討してみよう。

『晋書』苻丕伝には次のような記事が書かれている。

「安西の呂光、西域より師を還し宣禾に至る。堅（苻丕の父、三三八〜三八五、前秦の王）が凉州刺史梁熈、境を閉じて之を距つことを謀る。高昌の太守楊翰、熈に言て曰く、呂光新に西国を定め兵強く気鋭し、其の鋒当る可らざるなり。其の事意を度るに異図あり。且つ今関中擾乱、京師の存亡未だ知らず。河より已西、流沙に迄およぶまで地は方万里、帯甲十万、鼎峙の勢、貢に今日に在り。若し光、流沙を出れば其の勢測り難し」

ここで高昌の太守楊翰が凉州の刺史梁熈に対して語った「河」とは、洛陽の西二千八百里、長安からは千八百里西方にある金城の傍を北に向かって流れる黄河のことである。また、流沙とは鄯善（楼蘭。ロプノール湖のほとりにあった）附近から西に広がる沙漠のことであった可能性が高い。

高昌の南方に位置する鄯善は、『漢書』西域伝によると「長安を去ること六千百里」とあるから、先の黄河からはだいたい四千三百里程度と見てよい。この鄯善までの里数によって考えると、流沙まではおよそ四千五百里というのが妥当なところではないかと思う。

また、南北の幅は地図を見れば判るとおり、平均するとだいたい五百里程度であるから、東西の四千五百里と合わせれば、周囲の長さはちょうど一万里ということになる。この記事はその文面によっておよその区域を想定することもでき、地図に合わせた検証が可能な例といってよい。

万里といえば「呉志」九、魯粛伝注引の呉書の文に書かれた「江東は沃野万里」も、この万里を周囲の長さとして理解するとき、江東・近南一帯に広がる穀倉地帯のことを述べたものとして、実際の地図とも無理なく合致させることができる。

また、これを一辺の長さとすれば、これだけでアジア大陸の大半は覆われてしまう。いかに概数的表現であるとはいえ、この例も「万里」を一辺の長さとするより、周囲の長さを表したものとした方がよく符合するのである。

十一　「方百二十歩」の舫船

次に（七）の例について検討することにする。

『晋書』王[image: gaiji]伝には次のような記事がある。

「武帝、呉を伐たんことを謀り、[image: gaiji]に詔して舟艦を脩せしむ。[image: gaiji]、乃ち大船連舫方百二十歩を作り二千余人を受く。木を以て城を為し楼櫓を起つ。四出門を開き其の上皆馬を馳せて来往することを得……船を蜀に於いて造る」

これは晋の武帝が呉を伐つため、益州刺史の王[image: gaiji]に要請して舟艦を造らせたことが記されたものである。[image: gaiji]はおよそ二千人という兵士を運ぶため、船を縦横に並べて「方百二十歩」という大型の舫船を作った。しかもその船は上に楼櫓を起て、あたかも城かとさえ見まちがうような構えに造られていた。その大きさは馬を走らせて往来することができたというほどであるから、かなりの規模のものであったことが想像できる。

しかし、この「方百二十歩」（一七二・六六四メートル）が一辺の長さであるとした場合、仮に一歩四方（一・四四七二メートル四方）に一人ずつ乗ったとしても、実に一万四千四百人という大人数を乗せることができるほどの大きさなのである。人間なら一歩四方に四人は楽に坐ることができるから、二千人なら約二十三歩四方（五百二十九平方歩）もあれば相当のゆとりをもって乗ることができる。

また、たとえ馬を一緒に運んだとしても、馬なら一頭で横幅一歩、縦二歩もあれば十分すぎるほどであるから、仮に二百頭を載せたとしても二十歩四方（四百平方歩）ほどの広さがあればよい。このように計算してみると、兵士約二千人に加えて馬二百頭を載せたとしても、だいたい三十歩四方（周百二十歩、九百平方歩）の船であれば十分なのである。

王[image: gaiji]は成都から出発した。その記事には「太康元年正月、[image: gaiji]、成都より発す」と書かれている。正月といえば渇水期である。また、この船は蜀で造られたとあるから、成都市の近くを流れる岷江の支流内江で造られた可能性が高い。『人民中国』一九八二年六月号に掲載された近藤芳美氏の「一歌人の中国紀行」には、岷江に関する記事が書かれている。

その記事によると、戦国時代末期、秦の荘襄王の頃の臣で、蜀の郡守を務めた李氷という人物が、「岩山を開削して宝瓶江（都江堰）という人工の水路をうがち、岷江の流れを外江と内江とに自然に分けるとともに、内江の水流を宝瓶口から用水として広大な成都平野に導いた」という。

私はこの岷江の川幅がはたしてどの程度の広さなのか、何とかして知りたいと思い、東方書店に問い合わせてみたところ、中国の成都市に三十数年間も住んでいたという岡田氏（五十六年に帰国）から、岷江（外江）は成都市の附近でも三五〇メートル程度の広さがあるというお返事を頂いた（岷江は揚子江の本流に合流している）。これだけの川幅があれば、たとえ「方百二十歩」が一辺の長さであったとしても、運行は可能かもしれない。

しかし、揚子江の川幅は赤壁の戦いで有名な湖北省のあたりでも、渇水期にはおよそ四、五〇〇メートルといわれている（注16）。しかもこの川幅は下流の武漢のあたりよりは広くなっているという。

山西・陝西両省の境界附近（晋陝峡谷）を流れる黄河の川幅は、上流は三〇〇メートルの広さがあるが、壺口瀑布のある滝壺の近くは急に狭くなっており、三〇〜五〇メートルといわれている（『人民中国』一九八六年三月号より）。大黄河の水を一カ所に凝集するかのように、一七メートルの落差で一気に滝壺に流れこむ様は、「天下の黄河、一つの壺に収まる」とさえ形容されている。

揚子江の場合、これほど極端に狭くなっているような所はないと思うが、黄河の例などから考えると、武漢から約一三七〇キロ上流にある重慶から、岷江が揚子江の本流と合流する地点にある宜賓に至るまでの川幅も、相当割り引いて見ておかなければならない。

昭和六十年十月六日の読売新聞「現代中国の実像」に載った秋山元秀氏の文によると、長江をさかのぼる大型の客船は重慶までしか使えないから、成都市まで行くには鉄道で五〇〇キロ、特急でも十二時間はかかるという。もちろん、古代の舫船などとは違って、現在のような大型の船を運行させるには、川幅以上に水深が大きな関係をもっていることは言うまでもない。

しかし、岷江は揚子江の支流でもあり、成都は宜賓からかなり上流である。いかに舫船とはいっても船は浅瀬を通ることはできない。それに船を造ったのが内江であれば、その川幅はずっと内輪に見ておく必要がある。

また、たとえ舫船の造られたのが外江であり、成都を出発した王[image: gaiji]が内江と外江が再び合流する犍為（武阻）あたりで乗ったものとしても、はたして横幅百二十歩（一七三・六六四メートル）という途方もなく大きな船が、浅瀬に乗り上げることもなく易々と通れたかどうか疑わしいのではないかと思う。

以上の点から考えて、私はこの例も周囲百二十歩、縦三十五歩（五〇・六五二メートル）横二十五歩（三六・一八メートル）程度の舫船だったのではないかと推測している。

これぐらいの規模であれば、馬を馳せて往来することも可能だと表現する程度の大きさとしてふさわしいのではないだろうか。

この記事は岷江（外江および内江）から重慶あたりまでの川幅ならびに水深などを、晋の時代に照らし合わせながら実際に調べることによっても、ある程度は想像がつく。

一方、赤壁の戦いの場面に関する里数値、「北軍を去ること二里余、同時に火を発す。火烈して風猛し。往く船、箭の飛ぶが如し」（「呉志」九　注江表伝）については、もし赤壁附近の川幅が現在と同じように四、五〇〇メートルでしかなかったとすれば、古田氏が主張されるとおり短里でなければ説明はできない。しかし、この附近一帯の川幅は雨期になると土堤がないのでいくらでも拡がるということであるから、下流の河筋の状態（河床）如何によってはその川幅もかなり違ってくる可能性がある。

問題は、三国時代における揚子江の様子はどのようなものであったかというところにあると思う。この事例はこういった年代的・地質学的な面からの考察をも含め、さらに検討を重ねる必要があると思う。

十二　「方幾万里」の領土

では次に（八）の『三国志』「呉志」三、孫皓伝および『晋書』陸機伝にある「地は方幾万里、帯甲将に百万ならんとす」と書かれた記事について検討してみよう。

これは晋代の詩人陸機の「辨亡論」の下編にある詩の一節である。陸機は祖父の代から仕えてきた呉の滅亡を慨歎してこの「辨亡論」を作ったという。

ここに書かれている「方幾万里」の「幾」という文字の意味について調べると、『広辞苑』には「数量、程度のわからぬ意をあらわす、数の多い意をあらわす」と解説されている。

一方、『大漢和辞典』を見ると、先の意味の他に、「幾は近なり（ちかい）「集韻」、幾は微なり、殆なり（かすか）『説文』」などの解釈も付されており、また、『字源』にも、「きざし（微）ほとんど（殆）ちかし（近）あやうし（危、殆）」などが主な意味としてあげられ、「物の数を料り問う語」とする解釈は最後に書かれている。

「幾」という文字がこのような意味を全て合わせ持っているとすれば、先の「方幾万里」には一体どのような意味が含まれているだろうか。様々な使用例の中から、「方幾万里」に類すると思われる用例を選んで考察してみることにする。

荘子の「逍遙遊編」第一に、

「北冥に魚あり、其の名を鯤と為す。鯤の大きさ其の幾千里なるを知らざるなり。化して鳥と為るや、其の名を鵬と為す。鵬の背、其れ幾千里なるを知らざるなり……」

と続く文章がある。これは北の果てにある海には鯤という名前の魚がおり、その大きさは一体何千里あるのか判らないほどだ。また、それが化して鳥となったものを鵬と呼ぶ。その鵬の背はこれまた何千里あるか知ることもできない、という意味を表現したものと思う。また、次に示す、

「其の方幾里なるかを知らざるなり」（『元史』外夷伝　緬条）、

「其の遠きこと幾千里なるかを知らざるなり」（『元史』外夷伝　流求条）

などは、その土地の広さは方何里程度なのか知らない、流球までの距離は一体何千里あるのか見当がつかない、ということを書いたものである。

一方、「食、幾米可り」（『晋書』帝紀一）では、司馬宣王が陣中に病む諸葛孔明の健康状態を知るため、一日にどれほどの米を食べているのかと、その使者に尋ねたことが記されたものである。

このような例によって判断すると、「方幾万里」の場合の「幾」は、どれほど、どれくらい、などという物事の程度の判らない意味を表すために使用された文字と解するのが妥当だと思う。「親を探して幾千里」などという言葉はその好例といってよい。

すでに述べたとおり、中国の領土は東西南北ともに一万里前後とされている（実際の大きさは中国全土で六千里四方程度）。三国時代における呉の領土はそのうちの三分の一程度と見てよい（図２-１）。

ここで仮に中国全体の大きさが一万里四方程度の里数で表現されているとすると、呉の領土は大雑把に見て五千五百里から五千六百里四方の大きさであったことになる（周回二万二千四百里）。揚子江や海岸線に沿った面の一辺の長さは、おそらく七千里とも八千里とも称されていたと思う。しかし、それでも先の記事が一辺の長さを示したものでないことは一目瞭然である（呉の領土は三角形に近い）。

ではなぜ「方幾万里」などという表現がされているのだろうか。もし方が一辺の長さを表すためのものであり、その大きさを「万里」という概数によって示そうとしたのであれば、何も「方幾万里」などとしなくとも「方万里」とすればよいはずである。

したがって、ここで「方幾万里」といっているのは、先に示した例などと同じく、「その領土は周回（方）何万里もあるのだ、何万里あるか判らないほどだ」という意味を表現したものに他ならないと思う。

十三　禹域「方五千里」

次に（九）の例について検討する。


[image: P003]


『史記』五帝本紀には、禹の事跡について次のように記している。

「……九州敢て辟違すること莫きは唯々禹の功を大と為す。九山を披し九澤を通し、九河を決して九州を定む。各其の職を以て来貢す。厥かの宜を失わざること方五千里。荒服に至る。南は交阯・北発（戸）、西は戎・析枝・渠廋・氐羌、北は山戎・発・息慎、東は長鳥夷を撫す」

夏の始祖となった禹は、陸行は車に乗り、水行には船に乗り、また泥行には橇そりを用い、山行は棒を用いて自ら卒先して九道を通し、九河を決して治水を行い九州を定めたと伝えられている。その禹の治績の及んだ所を「禹域」といい、これが古代における中国領土の汎称となっていた。

よく知られているとおり禹域とは、冀州・袞州・青州・徐州・揚州・荊州・豫州・梁州・雍州など、九州全体を合わせた領域をいう。この九州は周の時代、冀州の地を分かちて幽・并の二州を加え、また、漢の時代に雍を分かち改めて凉とし、梁は益と改名された（その後再び雍と梁も加える）。したがって禹域と呼ばれた土地は『後漢書』郡国志に記録された諸地域のうち、南方の交州（合浦・交阯・日南など）および西の凉州（張掖・酒泉・燉煌など）などの一部を除いた各州のほとんどの地が含まれていたと見てよい。

その禹域を『史記』は「方五千里」としているのである。前章までに見てきた例はいずれも「方」を一辺の長さではなく、周囲の長さとして計算した方が記事内容ともよく合致していた。それに反し、この「方五千里」がもし周囲の長さであったとした場合、一辺の長さは千二百五十里にしかならないから、その領域は一州の大きさにも満たないことになってしまう。これまでにあげた例のうち、この例だけが「方」を一辺の長さとした方が地図ともより合致するのである。

尾崎雄二郎氏は、先にあげた論文の中で『尚書正義』の、

「地理志　漢の土境を言う。東西九千三百二里、南北万三千三百六十八里なり。其の言う所を験するに、山川は禹貢の域を出ず。山川の地に載るは、古今必ず同じ。而して里数の異なる者は、堯は周・漢と、其の地は一なり。尚書の言う所は、其の虚こ空くう鳥ちょう路ろに拠り、方直にして之を計る。漢書の言う所は、乃ち著ちゃく地ち人跡を謂う。屈曲して之を量る。数同じからざる所以ゆえんなり。故に王粛の上篇の注に云えらく、方五千里なる者は、直方の数。若し其の廻がい邪しゃ委曲すれば、動ややもすれば倍加の較かず有りと」

と書かれた記事を紹介しておられる。禹域の「方五千里」が一辺の長さを述べたものであることはこの記事によっても確認できることであり、間違いはない。

また、これは禹域ばかりではない。中国太古には伏義、神農、女媧という三皇の時代があったとされている。この三皇に続いて黄帝、顓頊、嚳、堯、舜という五帝の時代があった。

この五帝の元祖とされている黄帝に関する記事も、禹域の場合と同じ認識によって記された可能性が高い。『漢書』地理志の冒頭には黄帝の治績を述べた次のような記事がある。

「昔、黄帝舟車を作りて以て不通を済し旁あまねく天下を行りて万里を方制し、[image: gaiji]を画り州を分ち百里の国万区を得たり」

その領域の具体的な地名については『史記』黄帝紀に、

「東のかた海に至り丸山に登り岱宗に及ぶ。西は空桐（隴右に在り）に至り雞頭に登る。南は江に至り熊湘（熊山は長沙、湘山は巴陵県に在り）に登る。北のかた葷[image: gaiji]（匈奴の別名なり）を逐う」と記され、その経略範囲は相当に広い。

また、黄帝の後を継いだ顓頊のときには、北は幽陵（幽州）、南は交趾、西は流沙にまでその治政が及んでいたというのであるから、漢の時代ともほとんど変わらない領域であったことが想定できる。

したがって、黄帝の時代における「方万里」も、周から漢の時代にかけて行われていたと思われる里単位による認識からすれば少し足りない感じはするが、周囲の長さとするよりも一辺の長さとして理解した方が遥かに妥当である。

このような例によって考えると、禹の時代より以前は、「方」が一辺の長さを表す文字として使用されていたことは確かなようである。すでに述べたとおり、『後漢書』『晋書』などの記事は明らかに「方」を周囲の長さとした方が地図ともよく合っていた。

では、禹の時代に続く殷・周の時代、或いは戦国時代までの間に「方」に関する解釈が変わったのだろうか。

「方」によって示された里数を一辺の長さとするか周囲の長さと解するかによって、その面積比は十六対一という較差・矛盾を生じてしまうのである。あまりにも大きな違いである。「方」に関する度制に何らかの変革があったとしなければ説明がつかない。しかし、もし方制が改変されたのであれば、このことに関する何らかの記録が残されていなければならないはずである。

そこで、私はそのことを裏付けるための証拠となりそうな記事はないかと『史記』を検索してみた。『史記』巻四の本紀には、次のような記事が書かれている。

「……成王、奄より帰り宗周に在りて多方を作る。既に殷命を絀け淮夷を襲い帰りて豊に在り。周官を作り禮楽を興正す。度制是に於て改る」（傍点筆者）

「多方」とは何か。この記事の注には「孔安国曰く、衆方を天下諸侯に告ぐ」と記されている。成王とは周の武王の子である。武王は殷の帝紂を仆たおし、これに代わって中国の天子となり国号を周と改めた。武王の死後は武王の弟の周公が、成王が成長するまで政治を代行した。この間、すでに殷は亡び、また周に対して反逆を企てた諸侯も平定され、天下はことごとく周のもとに帰していた。成王が改めて天子の座に即いたのは、周王朝としての地盤がほぼ完全に固まっていた頃である。

これらの記事から察すると、このときになって成王はこれまでの度制を改め、「方」が周囲の長さを示すものであることを天下諸侯に布告したのではないだろうか。つまり、「方何里の地に封ずる」といった場合、それは一辺の長さではなく、周囲の長さを意味するものだったのではないかと思う。

すでに述べたとおり、禹域よりもかなり狭いと思われる領域が、戦国時代においては楚の地方五千里、秦は方三千里、斉方二千里、趙の方二千里、燕の方二千里、魏方千里、韓方九百里などと記されているのである。これは「諸侯（六国）の地、秦に五倍す」（『史記』蘇秦列伝）と書かれた記事によっても判るとおり、ほぼ同時代の記録であることに何ら疑点はない。

その頃の秦の地は方三千里であった。これらの表記が周囲の長さを示したものであることは、まず間違いないと思う。

十四　田制と県方百里

『漢書』百官公卿表上には、方百里の県制について「県は大率方百里。その民稠おおければ則ち減じ、稀すくなければ則ち曠ひろぐ。郷亭またかくの如し。皆、秦制なり」と書かれている。

古賀登氏は、その著『漢長安城と阡陌・県郷亭里制度』において、長安城の規模と共に、県方百里についても多くの研究者の説を紹介しながら考察しておられる。

古賀氏は『商君書』の徠民篇に示された、

「地、方百里なる者は、山陵什の一に處り、藪澤什の一に處り、谿谷流水什の一に處り、都邑蹊道什の一に處り、悪田什の二に處り、良田什の四に處る。此れ作夷五万を食やしなう。其の山陵・谿谷・藪澤は以て其の材を給すべく、都邑蹊道は以て其の民を處くに足る。先王の制土分民の律なり」などとある記事をもとに、

「『県方百里』とは大郷に県治を置き、それがおおむね百里四方内にある諸郷を管理するということである」と述べておられる。

県制の方百里がなぜ百里四方なのか。

『漢書』食貨志上にある魏の李悝の尽地力説には、

「……以為らく、地、方百里、提封九万頃、山澤邑居を除き、参分して一を去れば、田六百万晦と為す……」と記されている。

この「九万頃」が一歩四方の百歩を一晦（一頃）として計算されたものであることは疑いない。県制の場合（二百四十歩一畝制の場合は三万七千五百頃）の方百里を周囲の長さとしたのでは計算が合わなくなってしまう。

すでに述べたように、長安城の規模を示した場合の「方」については、足立喜六氏（注17）、古賀氏および諸氏の見解は、周囲の長さを表したものとすることで一致していた。しかし、一方においてこのような「方」を一辺の長さとする田制が厳として存在していたこともまた事実である。

専門史家の間でも方百里の県制については、細かい点でその見解に多少の食い違いはあるものの、「方」は一辺の長さを表すものとして理解されている。このことは古賀氏などが三分の一を山沢邑居とし、三分の二を耕地とする制度（商鞅の県制では二対三の割合となる）を基本としながら詳しく計算して示しておられるとおり、まず間違いはないと思う。

それは周から秦・漢の時代へと受け継がれ、後漢の頃、さらに改良され現在の形にまとめられたといわれる『九章算術』などの方田に関する設問の解答によっても明らかである（「九章の算術は周公の作なり」〔『後漢書』鄭玄伝注〕）。

この『九章算術』は三国時代（二六三年）、魏の劉徽によって詳しく注釈が施され現在に及んだとされているから、「方」を一辺の長さとする度制は一貫して変わることなく受け継がれてきたものと見てよい。

では、この田制の場合とは違って、『戦国策』『史記』以下の諸書に見られるように国の領域などを示す場合には、なぜ「方」が周囲の長さを表すために用いられているのだろうか。

阡陌制によっても知られるように、中国では古代から田畑が方形に整然と区画されていたという。いってみればこの場合、その規模の大きさを示すには周囲の長さでもって表すよりも、縦横といった一辺の長さ、または、その面積（歩・畝）によって示した方が理解しやすかったのではないかと思う。

これに反して、国の領域や湖などの場合、その形は必ずしも方形とは限らない。したがってその大きさを表すには、一辺の長さよりも周囲の長さでもって示した方が簡単で判りやすく、また都合がよかったのである。

周の成王が諸侯に対して多方制の採用を通告したときの目的は、ただ単に領域の大きさを表すのに都合がよいということだけからではなかったと思う。だが、方を四方とする制度は次第に一般の人々の間にも浸透し、後世その便利さも手伝って土地の範囲ばかりではなく、物全体の大きさを「方」によって言い表すようになったのかもしれない。

『漢書』巻四文帝紀にある「方内安寧にして兵革あること靡なし」と書かれた記事の注には、「臣賛曰く」として、「方は四方なり、内は中なり、内外と云うが猶ごとし」と解釈が付されている。

しかし、この解釈は顔師古によって否定されており、「この説、非なり、直に方の内を謂うのみ」と解説されている。「方内」と書かれているのであるから、この場合の「方」とは四方八方の「方」ではなく、その領域の区域内という意味を表すための「方」（四方）であることは疑いないと思う。

「方」の解釈をとり違えるのは、何も我が国ばかりではなさそうである。

十五　正方形と周回

『邪馬台国　中国人はこう読む』の中で謝銘仁氏は、

「長を絶ち短を補わば、将に五十里ならんとす」（『孟子』「勝文公上」）

「長を絶ち短を補えば、方三千里」（『礼記』「王制」）（以下略）などと書かれた記事をあげ、方を一辺の長さとする立場から「昔の中国人は土地の面積をはかるのに、その土地を正方形（等辺）に組み合わせてから、その積を求めていた」と述べておられる。

しかし、これは完全な正方形に組み合わせるために「長を絶ち短を補った」のではなく、その境界の長短曲折をある程度なだらかな形として想定し、領土の大きさを大雑把に把握するための方法だったのではないかと思う。

もちろん、完全な正方形と長方形、或いは楕円形の場合とでは、その面積にかなりの差があるのは言うまでもない。だが領土の大きさなどはそのほとんどが「方二千里」「方三千里」などという概数による大雑把な表現によって示されており、正確な数値が記された例はまずないといってよい。あるときは国力を宣伝するために大きく誇張され、またあるときは必要以上に小さく言って、相手に実体をつかませないようにしたときもあったかもしれない。

あの有名な赤壁の戦いを前に「江東に割拠す、地は方数千里」と述べた周瑜の言葉（「呉志」十）。また、呉王劉濞が語った「敝国狭しと雖ども地は方三千里、人少なしと雖ども精兵五十万を具す可し」（『史記』評林巻之一百六）。強敵秦に対抗するため楚王に対して同盟を迫り、「今楚の地、方五千里、持戟百万、此れ覇王の資なり」と説いた毛遂の言上（『史記』評林巻七十六）。これらの言葉は、いずれも国力を称揚或いは誇示するための一種の号称なのである。億万長者、九十九里浜、十人力などというのも、皆その例外ではない。

このような観点からすれば、「方」によって示された数値が必ずしも完全な正方形に組み合わせた上での数値である必要はないのである。要するに「方」とは、領土或いは物などの規模や範囲を概観的に最も手っとり早く理解させるために用いられた文字、ということに他ならないと思う。

十六　通説と伝承

かなり以前のことであるが、家を少し修理してもらったとき知り合いの大工の棟領（堀口賴利氏）に、「方」のことを知っているか、と聞かれたことがある。

当時は古代の田制、それに「方」などについてほとんど関心をもっていなかったので、私には何のことかさっぱり判らなかった。

その話によると、「方」とは周りという意味であり、「方丈の間」などの場合には、四方が共に一丈であるため略して方丈といい、それ以外のときは方七十五尺とか方六十五尺などと、周囲の長さを表すために用いるということであった。その人は不幸にしてすでに故人となられたが、この「方」の意味について、今の学者はほとんど知らないそうだ、と話していたのを思い出す。

「方」を、一辺の長さを表す文字として受け取っているのは、何も現在の学者ばかりではない。我が国の古い記録は、そのほとんどが「方」を一辺の長さとしているようである。

一例をあげると、志賀島で発見されたあの有名な金印の記録もそうである。大谷光男氏は『邪馬台国時代』の中で、この「漢委奴国王」と刻まれた金印に関する『宝略説』（三）の文を紹介しておられるが、それによると、

「一、金印印文「漢委奴国王」一顆　侯爵黒田長成

印面方二・三糎（七分六厘）高〇・八糎（二分六厘）…」

などと記されている。二・三糎とは漢の一寸、つまりこの記事では一辺二・三糎を「方」としているのである。また大谷氏は『研究史金印』の中でも、この金印の鑑定を依頼されたという亀井南冥や梶原景煕、大田南畝などの金印に関する文を紹介しているが、いずれも「方七分八厘」「方七分七厘」「方八歩」などと一辺の長さが記されている。

一方、田中琢氏の『平城京』には、延宝九年（一六八一）に刊行されたという『和州旧跡幽考』、それに幕末、伊勢津藤堂藩の大和古市奉行所に奉職していた北浦定政の『平城大内裏跡坪割之図』などに書かれた平城宮部分の広さを「方八町」とした記事が紹介されているが、共に方を一辺の長さとしている。

同じく白崎氏の『日本古代史論争』（注18）においても平城京の各坪、一辺の長さ四十丈が「方四十丈」と記されている。

もっとも金印などの場合、完全な正方形であるため、四方が共に一寸であるという意味を以て使用されたのだと解すれば何ら問題はない。この点は中国でも同様である。しかし、先にあげた中国史書の例などによっても判るように、方は周囲の長さを表すためにも使用されていた。

よく知られているように、白鳥庫吉氏は「倭女王卑弥呼考」において、「方」を周囲の長さとする解釈を示された。私が不審に思うのは、明治四十三年『東亜の光』第三巻六・七号に発表されたこの論文に対する当時の反論の中には、「方」を周囲の長さとして計算したことに対する具体的な批判文がほとんど見られないことである。「方」をどのように解釈するかということは里数記事を検討する上で特に重要であり、見逃すはずはないのである。また、白鳥氏ほどの大家が、田制などの場合における「方」の意味を全然知らなかったとも考えられない。

このような点から推すと、我が国においても条里制などとは別に、「方」が周囲の長さを表す文字として使用されていた可能性は十分に考えられると思う。

『古代文化を考える』12号において高倉盛雄氏は、『扶桑略記』に斉明天皇藁葬の地が「陵の高さ三丈、方五町」と記されていることを紹介されている。

一町を一〇九メートルとして計算すると五町は五四五メートル。高倉氏はこの山陵を「周囲三百歩（形）ひさごがた」としておられるが、隋・唐の時代（六〜十世紀）の三百歩は、ちょうど五町の長さと同じ程度である。

高倉氏の述べておられる二百歩が、メートルに換算すればどの程度になるのか判らないが、この「方五町」が一辺の長さを示したものでないことは確かなようである。しかし、同じ墓の規模であっても、孝徳天皇紀の記事などでは方が一辺の長さを示すために使用されているようである。

陵墓の制度について述べた大化二年（六四六）の詔には、

「夫れ王みこたち（皇族）より以上かみつがたの墓は、其の内の長さ九尺、濶さ五尺。其の外の域は、方九尋、高さ五尋。役一千人、七日に訖おわらしめよ……上臣の墓は、其の内の長さ濶さ及び高さは、皆上に准なずらへ。其の外の域は、方七尋、高さ三尋……」などと記されている。

ここに用いられた「方」の場合は、高さなどから推測すると一辺の長さを示したものである可能性が高い。しかもこれは先の記録よりもかなり古い時代の記事である。『扶桑略記』は延暦寺の僧皇円が、神武天皇から堀川天皇の寛治八年（一〇九四）に至るまでのことを編纂したものであり、年代的にはずっと新しい。時代は逆なのである。

このことは、ある時期から「方」が一辺の長さを表す文字として改定されたということではなく、古くから二通りの解釈があったことを物語っていると思う。したがって方を周囲の意味とする考え方は、一部民間の人達の間において口伝によって受け継がれてきた可能性が高い。我が国の場合、条里制などのような正方形の場合における方の解釈が優先されたため、いつの間にか方が周囲を表すためにも用いられていたということが忘れ去られていたのかもしれない。

江戸時代、一人の庭師によって考案されたという水琴窟の技術は、およそ二百年の間、口づたえだけによって職人達の間で受け継がれていたという。この水琴窟の水滴を反響してかなでる玄妙の音色は、現代の庭師達の手によって再現され、昭和六十年十二月十六日の七時半からの番組（ＮＨＫ）で晴れて全国に紹介された。

口伝だけによって受け継がれる技術および知識などというものは、一般の人達に公開されることはほとんどないのかもしれない。明治時代の史学者達が白鳥論文の「方」に関する見解をはたしてどのように受け止めておられたのか。このことだけでも知ることができれば、何らかの示唆が得られるのではないかと思う。

なお、具体的な根拠は示されていないが、「方」を周囲の長さとする見解に立つ論者は、白鳥氏の他に野津清（注19）、高木彬光（注20）などの各氏がある。

これまでに述べてきたとおり、「方」は周囲の長さを表すためにも使用されていた。このことは邪馬台国の所在を探る上においても、欠くことのできない重要な鍵となりそうである。もし韓の「方四千里可り」が周囲の長さを表した（注21）ものであるとすれば、倭人伝の行程記事とどのような関わりをもつことになるのか、その点については次の機会に述べたいと思う。

周の成王によって制定されたと思われる多方制が、中国三千年の時代の流れの中で、はたしてどのような変遷をたどりながら今日に至ったのか。力及ばずして未だそのことに関しては何の確証もつかんでいないままである。
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14　「倭女王卑弥呼考」（『東亜の光』第五巻六・七号）

15　古賀登氏の『漢長安城と阡陌・県郷亭里制度』の注に、『新中国の考古収穫』『長安史蹟の研究』などの書名があげられている。

16　『よみがえる九州王朝』

17　『長安史蹟の研究』

18　『季刊邪馬台国』25号

19　『邪馬台国物語』

20　『邪馬台国の秘密』

21　『歴史と人物』（昭和五十七年十月号）において、岡田英弘氏は「魏志」倭人伝が書かれた頃の別の記録によると、ソウルから朝鮮半島南端までは約千里であったことがよく知られていたと述べておられる。







白崎昭一郎氏の付言

堀口氏の本稿は非常な力作で、多数の古典の用例から、中国の史書によく見られる「方」の字義に、周囲の意味もあることを明らかにされた。長篇の一挙掲載にふみきったのだが、多数の方の味読をお願いしたい。向後「魏志」の中の「韓の方四千里」や対馬・壱岐の「方四百里・三百里」も周囲の意味にとれないかどうか再検討が必要であろう。

なお筆者がかつて拙著『東アジアの中の邪馬臺国』の中で、白鳥庫吉氏が「方」を周囲の意にとられたことを、十分な古典の検索を行うことなしに批判したことは、まことに浅慮の致すところで懺愧に堪えない。ただし筆者自身は『三国志』の中の「方」は、やはり一辺の長さを表しているとの見方をなお捨て切れないでいる。






第三章　「千里の馬（牛）」再考






『古代日本海文化』八号において、先の七号に発表させていただいた「千里の馬（牛）」に関する拙稿に対し、菊地清光氏から貴重なご意見を賜った。

菊地氏は、兗えん州から洛陽までのおよそ五百里の道を、牛が一日で往復したという記事が不思議で信じられない、と述べておられる。菊地氏が驚かれるのも無理はないと思う。実は私も最初にこの記事を見つけたときは、何かの間違いではないかと再三自分の目を疑ったほどであった。

しかし、兗州は今の山東省北西部から河北省南西部一帯にかけて存在していた地名であったといわれ、『後漢書』郡国志の注に書かれた記事が間違いである可能性はほとんどない。それで私もこの記事を信じる気になったのであるが、もちろんこのような超弩級の牛や馬は、あの広い中国においてさえ五十年に一頭、或いは百年に一頭出るか出ないかといった珍しい存在であったからこそ特筆されたものに違いない。

菊地氏が感じておられる疑問は、常識的な目から見れば当然すぎるほど当然なことなのであるが、千里の馬（牛）が実際に存在したという可能性について、私はこの菊地氏の考えとはちょっと違った考え方をしているので、少し述べさせていただこうと思う。







一　「千里の馬」と伯楽

菊地氏は現在の中央競馬の馬（Ａ級）は、二〇〇〇メートルをちょうど二分で走る、とし、この数値をもとに四キロメートル＝四分、四〇キロメートル＝四十分、四〇〇キロメートル＝四百分と計算。

「二キロメートル＝二分」を二倍して「四キロメートル＝四分」とするのが、その生物の死を招きかねない無謀な数字であるのに、そのままのペースで五倍（一〇キロメートル）、五十倍（一〇〇キロメートル）、二百倍（四〇〇キロメートル）とするのが、いかに乱暴粗雑極まるものかお判りいただけよう、と述べておられる。

無論、私も古代中国人が現在の日本で行われている競走馬のような感じで、一日中とばし続けたなどとは考えていない。もしそのような乱暴な乗り方をすれば、それこそ一時間どころか三十分もしないうちに馬がへたばってしまうのは目に見えている。

しかし、イギリスで行われている馬車付きの競馬のような走法で、時速二五キロ程度のスピードを持続しながら走り続けたとしたらどうだろうか。

犬橇は平均時速およそ二〇キロ程度で走り続けるという。菊地氏にならって千里を四〇〇キロとすれば、時速二五キロならちょうど十六時間で千里を走る勘定になる。当然、途中で何度か休息をとらなければならないから、この休息時間を三時間とすると、合計一九時間で到着することになる。

『唐書』西域伝にある千里の馬の記事には「日に歩すこと千里」と書かれているが、これは速歩のような感じで走り続けることを表すために書かれた可能性が高い。馬がゆるい駆け足で行くことを「キャンタリング」というそうである。もちろん速歩で行くといっても馬の体調を見ながらキャンタリングに移り、また足場のよい所を選んでは鋭く鞭をいれ、短距離競走馬のように疾走させたときもあったのかもしれない。

『唐宋八家文』におさめられている韓愈の作に、

「世に伯楽有りて然る後千里の馬有り。千里の馬は常に有れども、伯楽は常には有らず（後略）」と書かれた文がある。馬の能力をいかにして最大限に発揮させるか、ということは半日、一日といったような長丁場を乗りこなす場合、特に重要となってくる。

世界マラソン界のトップランナーとして名を知られていた瀬古利彦選手の上下動の少ないピッチ走法は、マラソン選手としては理想的な走り方だといわれている。イギリス競馬ばりのキャンタリングは、一日中走り続ける場合に用いる走法の基本となっていたのではないかと思う。

二　スピードと距離の関係

世界一速い男といわれていたカナダのベン・ジョンソン選手、アメリカのカール・ルイス選手らは、一〇〇メートルを十秒程度で走る。またマラソンの場合を例にとると、世界の一線級の選手は、四万二一九五メートルを二時間七分から二時間十分で走り抜く。

ここで一〇〇メートルを走った場合と、マラソンコースを走ったときの一〇〇メートルの平均所要時間の割合はどのようなものであるか分析してみよう。計算を簡単にするため一〇〇メートルを十秒、マラソンコースを四〇キロとし、その走行時間は二時間として、一〇〇メートル当たりの所要時間増加率の割合がどのようになっているか見ることにした。

距離が四百倍となったとき所要時間の方は七百二十倍、これは四百倍を一としたときのちょうど一・八倍。四百倍の距離を走ったときの所要時間の増加率は一・八倍なのである。つまり、一〇〇メートルの四百倍の距離を走ったときの、一〇〇メートルの平均所要時間は十八秒ということになる。

菊地氏は、現在の中央競馬の馬は二〇〇〇メートルをちょうど二分で走るとされている。千里の距離と仮定した四〇〇キロは一〇〇〇メートルの四百倍に当たる。一〇〇メートルの四百倍の距離を走ったときの所要時間の割合は一・八倍であった。

ここで仮に一〇〇〇メートルを一分として、馬がその四百倍の距離を走ったときの所要時間を、同じ割合で計算すると、ちょうど十二時間（七百二十分）となる（一〇〇〇メートルの平均所要時間は一分四十八秒）。無論、人間と馬の違いがあるとはいえ、四〇キロと四〇〇キロでは距離が違いすぎる。とてもマラソン選手の場合と同じ割合で走れるはずはない。

しかし私は、マラソンの選手が四〇キロを走ったときの一〇〇メートルの平均所要時間十八秒という数値に、千里の馬の存在を考えるための大きな示唆が含まれているような気がしてならない。

それは一〇〇メートルを走るときの半分近くにスピードを落とせば、実に四百倍の距離をも走ることができるという、スピードと体力消耗の度合の関係が、千里の馬の可能性に対する夢を大きくふくらませてくれるからである。

先に述べた時速二五キロという数字も、鍛え抜かれた優秀な馬（牛）にとっては決して空想的なスピードではなかったということが、こういった面から立証できるかもしれない。

白崎昭一郎氏は『五條古代文化』二十八号において、現代の競走用の馬は、時速四〇キロを出し得るということを書いておられる。時速四〇キロで走ったときの一〇〇〇メートルの平均所要時間は一分三十秒である。実際に馬を走らせたわけではないから机上の空論といわれればそれまでだが、この一〇〇〇メートル一分三十秒を一〇〇〇メートル二分、さらに一〇〇〇メートル二分三十秒にまで落としたとすればどうだろう。人間の場合におけるマラソンのペースと同じ割合のペース配分で馬が四〇〇キロを走ったと仮定したときの、一〇〇〇メートルの平均所要時間は一分四十八秒であるから、これは相当なスローペースである。

この一〇〇〇メートル二分三十秒のペースで四〇〇キロ（千里）を走ったときの所要時間が、十六時間四十分なのである。先に私が述べた時速二五キロは、これよりやや速いペースでしかない。

菊地氏は一日に五百里、千里という記録は、短里か長里か決定せよといわれれば、短里であろうと答えざるを得ない、と述べておられる。もちろん私も、周代から魏・晋の時代にかけて正規の里単位とは異なる短里が、どこか一部の地域において使用されていたかもしれないという可能性についてまで、全く否定するつもりはない。

しかし、唐の時代においてさえ、先の記事の他に、

「頡利、千里の馬を得て、獨り沙鉢羅に奔る」（突厥伝）

「千里の馬有り、伝えて龍種と為す」（『唐書』西域伝）

などと書かれた例があり、多少の誇張があるとしても馬行の記録に短里が用いられていたとすることはできないのである。

また『明史稿』西域伝の四にも「善く走る者有り、日に三百里可り」と書かれた記事がある。

明の時代の一里は五五九・八メートルとされているから、三百里だと一六七・九四キロとなる。これは後漢時代の四百里（一六五・八八八キロ）よりもさらに二キロ以上も長い。しかもこれを日中だけで走破するというのである。

まさに鉄人といったところであるが、これも世界の一線級のマラソンランナーであれば不可能ではないのかもしれない。一コース四二・一九五キロを三時間半ぐらいにペースを落とし、途中で休息をとりながら十六時間、十七時間という長い時間を必要とするのはもちろんである。またこれが死のレースであることも疑いない。しかし、「千里の馬」の記事と同様、誇張があるとはいっても、決して虚妄の数字などとはいえないと思う。

菊地氏が述べておられるように、私があげた記事の中には「誇張・誤記・誤伝・虚偽」なども必ず含まれているには違いない。しかし、これらの記録が長里を前提として記されたものだということは、ほとんど疑う余地はないのである。






第四章　「魏志」倭人伝の方位記事






一　方位記事について

邪馬台国の位置を探るためには、里程記事と同じく、方位記事をどのように解するかということが重要な鍵となってくる。

この方位記事について畿内説を説く論者は、「南」と書かれた邪馬台国への方角を「東」と読みかえて理解してきた。これに対し、原文どおり「南」でなければならないとするのが九州説の立場からの主な反論であった。

ところが倭人伝の記事には「南、投馬国に至る水行二十日。……南、邪馬台国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月」と書かれていて、そのまま読むと邪馬台国は到底九州内におさめることはできない。邪馬台国は遥か南方の海上にあったと想定しなければならなくなってしまう。

地図を見れば判るとおり、方位記事は決して正確とはいえない。その位置がほぼ確実に知られている一支国、伊都国、奴国などへの方角も、それぞれ四十五度から五十度程度のずれが認められるのである。

倭人伝の方位記事をより正しく理解するためには、何よりもまず、古代中国人の地理観がどのようなものであったかを知ることが大切だと思う。

内藤湖南氏は、明治四十三年に発表した「卑弥呼考」（注１）において、『後魏書』勿吉伝の洮児河から松花江の上流へと進む「東南」への方角を「東北行」とした記事などをもとに、中国史書の方位記事が必ずしも正しくないことを指摘し、邪馬台国への南は「東」に訂正する必要があることを説かれた。

同じく邪馬台国畿内説の立場をとる石井良助氏（注２）も、方角よりも距離、日程の方が信用し得るとし、方角・距離・日程の三つが調和する所にこそ邪馬台国は存在すると述べておられる。

また白崎昭一郎氏（注３）は、『漢書』西域伝にも方位記事に誤りがあることを指摘しておられる。

Ａ　蒲犂国、西、無雷に至る五百四十里。

無雷国、南（東）、蒲犂に至る五百四十里。

Ｂ　蒲犂国、東（東北）、莎車に至る五百四十里。

莎車国、西南、蒲犂に至る七百四十里。

Ｃ　莎車国、西（西北）、疏勒に至る五百六十里。

疏勒国、南（東南）、莎車に至る五百六十里。

白崎氏はこれらの記事を図によって示し、ここにあげた諸例は四十五度、九十度、百三十度、それぞれ方位を誤っているとされる。

さらに山尾幸久氏（注４）は「方角記事がきわめて大ざっぱであることは『後漢書』郡国志にある劉昭の注を一見すれば、ただちに了解される」と述べ、「今日の正確な地図は、早急にもち出さないほうがかえってよい」としておられる。

よく知られているように『後漢書』に注が入れられたのは梁の時代である。『三国志』が書かれた頃と比較すれば、時代はかなり新しい。その注の記事でさえ、方位のずれはかなり見られるのである。

ここで山尾氏が指摘された『後漢書』郡国志の注に書かれた記事を、現代地図の方位と比較してみよう。

まず鉅鹿郡について見ると「雒陽の北千一百里」と書かれているが、実際は東北である。同じく勃海郡および清河国も「雒陽の北」としているが、これも東北である。また済南国は「雒陽の東千八百里」と書かれているが、地図で見ると東北に近い。東莱郡、斉国も東としているが東北東から東北に近い所に位置している。

次いで廬江郡は「雒陽の東一千五百里」と書かれているが、実際は東南である。同じく呉郡および会稽郡も東としているが、かなり東南に近い。

一方、西中国に目を転じてみると、益州郡は「雒陽の西五千六百里」と記されている。しかし地図を見れば判るとおり、巴郡は洛陽から見ればほとんど西南に近い所に位置している。益州郡も同様に西と書かれているが、これは確実に西南である。同じく蜀郡、犍為郡、永昌郡も西としているが、ほとんど西南に近い。また、燉煌郡、酒泉郡は西と書かれているが、むしろ西北に近い西北西である。次いで代郡は東北としているが、ほとんど真北に位置している。

また「雒陽の南方一千里」と記されている交趾郡は、洛陽の真南に位置する南海郡の方よりも、「西」と記されている益州郡への方に方位的にはずっと近い所に位置している（地図４-１）。

この「郡国志」の注の記事も倭人伝の記事などと同じく、東西南北に加えて、東南、東北、西南、西北などと八分法によって記されている。したがってその表示された方角から、それぞれ二十二・五度、計四十五度程度の振幅誤差は、あらかじめ念頭に入れておかなければならない。

仮に廬江郡を例にとってみると「東」と方角表示がされているから、東の方角から各二十二・五度、つまり、東北東或いは東南東に位置しているのであれば、その方角表示は間違っているとはいえないことになる。しかし、廬江郡は確実に首都洛陽の東南に位置している。もしこの東南までを振幅誤差の許容範囲内に属するものとすれば、東南から東北までの、実に九十度という振幅誤差を認めなければならないことになるから、その方角表示は全くあてにならないことになってしまう。
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東西南北だけの四分法による表示であるならともかく、中国史書の方角表示はそのほとんどが八分法によって示されている。佐藤鉄章氏が検出された『三国志』の方位記事（注５）にも、八分法によって示されたと思われる東北、東南などの記事は、四十三例もあげられている。このような点から考えても、実際の地図と比較して二十二・五度以上の誤差がある場合は、当然間違いとしなければならない。

『後漢書』「郡国志」の注における方位記事の中では、完全に誤りと判断できるものだけでも実に三十三例を数えることができるのである。これが古くから領城としてきた中国本土内の方角表示であること、しかもこの注が時代も比較的新しい梁の時代に新たに書き加えられたものであるということに驚きの念を禁じ得ない。

二　人間の方向感覚と距離感

昭和六十年五月十三日七時半からのＮＨＫの番組（「ウルトラアイ」）で、人間の方向感覚を確かめるための実験が行われていた。

この実験は出発点で確認しておいた北の方角を、一方向にだけ曲がった道を一定距離進んだ後、再び言い当てるものである。この日の実験に参加したのは三人であったが、間違えずに言い当てたのはこのうちの一人だけであった。ほんの僅かな距離の、しかも一方向にだけ曲がった道での実験でさえ、このような有様なのである。

「魏志」三十に記載されている西戎伝にも、百八十度という、全く逆の方角を示す誤りを指摘した記事が書かれている。

「前世謬て以おも為えらく、條支は大秦の西に在り、今、其の實東に在り……前世又謬て以為らく、弱水は條支の西に在り、今、弱水は大泰の西に在り」

もちろん、この記事は伝聞によって記された可能性もあり、記録違いということも十分に考えられると思う。しかしながら、知らない土地に行ったときの人間の方向感覚がいかにあてにならないものであるかということは、先のＮＨＫが行った実験結果などによっても証明されているとおりである。

出発点から遠くなれば遠くなるほど、その判断能力は失われてしまう公算が大きい。これは古代人の場合でもそれほどの差はないのではないかと思う。古代においては、計器はもちろん正確な地図さえなかった。

これが旅をする場合などでなく、年中同じ土地に留まっているのであれば、別に問題はない。昼は太陽の位置によって方角を見極めることができるし、夜は平野部なら北極星を見れば北の方角を知ることは容易である。

重要なのは旅先での判断力である。出発点を基準にしたときの方向感覚が、人間の場合どの程度に働くかということを問題にしなければならない。特に全天が雲で覆われた日が何日も続いた場合などは、自分が今どの方角に向かって進んでいるのかさえ、皆目見当がつかなくなってしまうのではないかと思う。

『五代史』四夷伝の二には、契丹から逃れて中国に帰るまでの行程中の出来事などについて述べた、次のような記事が書かれている。

「幽州より西北、居庸関に至り、明日また西北石門関に入る。関路の崖狭し、一夫を以て百に当る可し。此れ中国、契丹を控扼するの険なり。また三日、可汗州に至る。南に五臺山を望む。其の一峯最も高き者は東臺なり。また三日新武州に至る。西北行五十里、難鳴山あり。……また四日帰化州に至る。また三日天嶺に登る。……また行くこと三四日、黒楡林に至る。時に七月、寒きこと深冬の如し。また明日斜谷に入る、谷長五十里、高崖峻谷、仰ても日を見ず、而して寒さ尤も甚し。已に谷を出て平地を得る。気稍温し。また行くこと二日湟水を渡り、また明日黒水を渡る。また二日湯城淀に至る。……また二日儀坤州に至り麝じゃ香河を渡る。幽州より此に至るまで里堠なし、其の向う所南北と為すを知らず……」（傍点筆者）

この記事を見ると、出発点では西北などの方角が示されているにもかかわらず、およそ一カ月経過した頃には里堠（方角・里程などを示した標識）がないため、一体どの方角に向かって進んできたのか、またどちらが北なのか南なのかさえ判らない状態となっていたことが判る。

このような例によって推量すると、「魏志」三十の西戎伝に指摘されている百八十度という方位の誤りも、あながち記録違いというだけではすまされないであろう。

『晋書』四夷伝などを見ると、林邑国の風習について、

「其の俗、皆北戸を開き以て日に向う。居止に至りては東西或は定め無し」などと書かれている。西戎伝の大秦、條支国などの所在については、地中海方面のローマ領、また唐代においてはキリストの生誕地、宋代ではバクダード（大秦）カルデア説、シリア説、ペルシア説（條支）などと諸説あるが、いずれにしても地里的（緯度）には林邑などより少し北寄りに位置していると思われるから、北戸などということはあり得ないかもしれない。

しかし、たまたま曇天続きで家の向きがまちまちであったりした場合、人間の方向感覚は全く狂ってしまう。もし仮に道程距離と方角のどちらを正確に判断できるか実験を行ったとすれば、方角よりも里数を知ることの方が、その確率はずっと高くなるはずである。

『五代史』四夷伝にも、先の記事に続けて「西南行、日に行くこと六十里、行くこと七日、大山門に至る……」などと書かれた箇所があるが、たとえ進行方向が西南とは判っていても、その地がはたして出発地点から見てどの方角に当たるかということになると、なかなか判断することはできないと思う。

方角は毎日の行程距離を加算する里数のように簡単に計測することはできない。旅先で到着地の方位を知ることはそれほど難事なのである。

「魏志」倭人伝においては「南」と記されている対島から壱岐への方向を、隋の使者はその行程を報告するに当たって「東して一支国に至り」と記した（『隋書』倭国伝）。実際は対島の東南に位置する壱岐への航海が、南に向かっていると思われたり、東に進むと感じられたりしているのである。

内藤氏が例示された『後魏書』勿吉伝の記事、また白崎氏の指摘された『漢書』西域伝の記事は、いずれもが遠征中または探訪旅行中においての方位表記であった。無論、倭人伝の記事もその例外ではない。これらの記事が九十度、或いは百三十五度という方位の誤りを犯していたとしても、決して不思議ではないのである。

しかも倭人伝の記事は、不弥国までの里数表記に変えて、投馬国以下の行程は日数によって示されている。この点から考慮しても邪馬台国に至るまでの方位記事に対する信頼度は、さらに低くなる公算が大きいとみなければならない。「南」とした邪馬台国への方角が、東の誤りである可能性は十分に考えられてよいと思う。

三　日程記事との調和

昭和二十三年に発表された「邪馬台国の位置─その研究史的考察」（『学芸』[image: gaiji]三七）において三品彰英氏は、

「『魏志』の文を読むにあたっては陳寿時代の地理的知識に即して読解すべきである。すなわち南という方位記事を東に訂正するよりも、われわれの持っている地図上の日本列島を南の方に敷列せしめるように、しかも不正確な形に歪めて九十度の転回を試みるのが撰者自身の考えに即するゆえんである。

そしてこの南に延びていると考えられた日本列島のどの辺のところに邪馬台の都が位置しているかということなのである。右のごとき態度で倭人伝を読んでいけば、邪馬台国は近畿地方の辺りに求むべきであらう」と述べておられる。

陳寿時代の地理観が日本列島を約九十度南に転回せしめたものであったとして見るとき、

「南、投馬国に至る水行二十日……南、邪馬台国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月」とした日程記事との調和も自然に成り立つ。

これに対し、古田武彦（注６）、伊勢久信（注７）、坂田隆（注８）、壱岐一郎（注９）、高木彬光（注10）氏など、一部の九州説論者によって主張されている日程記事を帯方郡からのものとする読解は、あまりにも不自然であり、無理がある。

「徳若国は……長史の居を去ること三千五百三十里、洛陽を去ること万二千一百五十里、子合と相接せり。其の俗皆同じ。皮山より西南のかた烏耗を経て懸度を渉り[image: gaiji]けい賓ひんを歴て六十余日行にして烏弋山離国に至る。地方数千里、時に改めて排持と名づく。復た西南のかた馬行百余日にして條支に至る」

「大月氏国は藍氏城に居り、西のかた安息と接せり。四十九日にして行く。東のかた長史の居る所を去ること六千五百三十七里、洛陽を去ること万六千三百七十里」（以上『後漢書』西域伝）

これらの記事が里数と日数の両方を用いて、それぞれ別の行程について述べていることは明白であり、倭人伝の記事だけを例外とすることはできない。要するに日数によって示されているのは、里数が明らかにされていないためなのである。

もっとも、同じ場所に至るまでの行程を、距離と日数の両面から説明している場合もないことはない。『梁書』諸夷伝の記事などはその例である。

「扶南より投拘利口を発し、海の大湾の中に循いて正に西北に入り、湾辺の数国を歴て一年余可りにして天竺の江口に到る。水に逆いて行くこと七千余里にして乃ち至ると」

しかし、このような場合は、必ず文中にそのことが明確に示されている。

邪馬台国までの日程記事について客観的な解釈を試みられた安本美典氏（注11）は、次のような見解を示しておられる。

──私は、「魏志」倭人伝の、「水行十日、陸行一月」という記事には、何らかの、情報の混乱が含まれていると思う。つまり、邪馬台国の一部の勢力が、北九州から南九州に移ったという伝承が、「魏志」倭人伝が書かれた頃すでにあって、南九州に行くのに、「水行十日、陸行一月」ぐらいかかるという話が、いわば混乱して、「魏志」倭人伝の中に、入ってきているのであろうと考える。──

安本氏のこの見解は、邪馬台国が北九州にあったとする説の問題点を端的に言い表していると思う。問題が最も重要かつ欠くことのできない邪馬台国への道程記事であることから考えても、より合理的な説明が要求されなければならないところである。

これは『明史』日本伝に書かれた、織田信長が関白であったとか、豊臣秀吉が明智光秀とは別人の阿奇支を攻めていたといったような間違いとは、明らかに比重が違う。

情報の混乱があったとする以外、説明が不可能であるということ、これは北九州説最大の弱点であり、学問的根拠を求めた上での他のいっさいの立論をも崩壊せしめる矛盾点といわざるを得ない。

無論、北九州説ばかりではなく、たとえ邪馬台国が南九州にあったとしても、日程記事と合致し難いことに変わりはない。石井良助氏が説く方角・距離・日程の三つの調和は、方位記事の信頼度といった面からアプローチするのが最も妥当ではないかと思う。

四　『混一彊理歴代国都之図』をめぐって

一九五六年、室賀信夫氏は「『魏志』倭人伝に描かれた日本の地理像」と題した論文を『神道学』十号に発表された。この論文は氏が専門とする地理学史的な立場から、当時の中国人が日本および東アジアの地理像をどのように思い描いていたかということを考察したものであるが、その中で紹介された『混一彊理歴代国都之図』には、日本列島が九州を北に南北に延長した形で描かれている。

室賀氏はこの論文において、「魏志」倭人伝が書かれたとき、すでに倭人の国を地図化したものが存在していたと仮定し、中国の東南海上に南に転倒した形で描かれた日本こそ、魏晋時代の日本についての地理的観念をそのまま可視的に表現したものであると推測された。この室賀氏の説は推測に頼るところが多いとする指摘はあるものの、地図の存在とともに、邪馬台国大和説を側面から補強するものとして多くの人に支持されている。

しかし最近に至って、弘中芳男氏により『混一彊理歴代国都之図』の日本が九十度南転した姿で描かれているのは、「魏志」の書かれた時代からあった知識をもとにしたものではなく、むしろ偶然性に基づくとした方がより穏当であるとする見解が示された（注12）。

『混一彊理歴代国都之図』に描かれた日本図は、李朝の太宗元年（一四〇一）、日本に使者として訪れた朴敦之パクトンデの持ち帰った行基図式日本図に基づいて、権近らが補入したものとされている。

弘中氏は『混一彊理歴代国都之図』が作られた一四〇二年より約百五十年後の、明の嘉靖三十三年（一五五四）頃に作られた『広輿図』も拙劣な日本図を掲げているに過ぎないと指摘された上、日本列島が約九十度南転した姿で描かれているのは、西を上方位とした『行基図』を不用意にそのまま重ねたために生じたもの、とされた。

弘中氏が述べられたように、中国地図の稚拙な日本図から想像する限り、室賀氏が述べる裴秀の時代（三世紀）からあった地図の方位に依拠して補入したとする論は成立しないかもしれない。だがはたして、日本列島が約九十度南転して描かれたのは、朴敦之の持ち帰った『行基図』が、たまたま西方上位であったためという結論に問題はないだろうか。

五　東方上位を基準とした我が国の方位観

宮井義雄氏は、論文『邪馬台国の位置』（注13）において、

「日本人は太陽を基準として東西を経とし、図示する際には自己に対して垂直の線を引いた。南北は緯、平行線であった」と述べておられる。

また田口賢三氏も、その著『邪馬台国の発見』の中で『日本書紀』成務天皇五年条の記事をあげ、我が国の古代における方位の基準は、東が主となっていたことを指摘しておられる。

しかし、よく知られているとおり『行基図』と称されているものには、東方上位図の他に南方上位、それに西方上位としたものもある。

織田武雄氏の『古地図の世界』（注14）によると、ヨーロッパ中世の世界図もそのほとんどは東が上になっているという。これはエデンの園が「世界の東に実在する」と信じられていたキリスト教的世界観に基づくものとされている。

また、イスラム教徒の間では「インドの古い観念を受けついで、世界の南には『世界の頂上』にアリン或いはアリムとよばれる聖都が存在すると想像し」ていたという。このイスラムの世界図は、緯度も経度も〇度のところに位置するとみなされるアリンの方向を指す南を上にしたものが一般的であると述べられている。

一方、中国では南面・北面などの言葉によって知られるように、北を尊ぶ思想から北方上位が常識とされてきた。

このような観念に従うなら、西方上位とした図は、仏教思想の影響を受けて書かれた可能性が高いであろう。浄土教の仏典の説くところでは、西方十万億土の彼方に極楽浄土が存在するとされている。

西方極楽浄土を説く阿弥陀教（羅汁訳、四〇二年）の我が国での初見は、寛弘四年（一〇〇七、平安中期）、藤原道長の『吉野金峰埋教』十五巻の写経中とされている。

浄土教の僧であり阿弥陀聖と称された空也、天台宗の教義を究め、浄土教の基礎を築いたといわれる源信などは、平安中期（八九七〜一〇八六）の人である。また、浄土真宗の開祖である親鸞、それに浄土宗の開祖法然などが世に出たのは鎌倉初期（一一九二〜一二二一）であった。するとこの頃から西方浄土観が一般化していたのであろうか。

しかし、西方上位図の一つである下鴨神社所伝の『輿地図』は「写図に記された年号にはなお疑問の余地がある」（織田氏）ということであるが、延暦二十四年（八〇五）のものという。もし下鴨神社所伝の『輿地図』が、八〇五年の原図が作成された時点において、すでに現在のものと同様に西方上位として描かれていたものとすれば、阿弥陀信仰に関する経典は、さらに早い時期に伝来していた可能性も考えられる。

遡ってみると、七八八年には常行三昧（九十日間、身口意において弥陀を念ずる法）を伝えた天台宗の祖、伝教大師最澄によって、比叡山に根本中堂が道場として建立されていた。或いはすでにこの頃から西方極楽浄土観は一般化していたのかもしれない。

私が不思議に思うのは、室町時代の永仁二年（一二九四）以前に作られたという『拾芥抄』所載の『大日本国図』（東方上位）にある説明文が逆になって書かれていることである。もし宮井・田口氏らが述べておられるとおり、古代の我が国における方位の基準が東を上にしたものであったとするならば、もともと東方上位であった『行基図』が後世、何らかの理由によって南方上位（イスラム的世界観）または西方上位（仏教による西方極楽浄土観）に改変された可能性も決してないとはいえない。

先にあげた成務天皇紀の記事などによって考えれば、原『行基図』（行基、六六八〜七四九）は、いずれも東方上位として書かれていたのではないかという推測も可能となる。

六　倭人伝の行程記事と『混一彊理歴代国都之図』

室賀氏は『混一彊理歴代国都之図』に描かれた日本図について、

「つまりこの図は、もし『魏志』の記載を忠実に地図化したとすれば、日本は必然的にこのような表現を受けるであろうことをはっきりと示しているのである」と述べておられる。

地図４-２を見れば判るように、この図では北九州と壱岐および対島の間が大きく隔たって描かれている。このことは、「魏志」倭人伝および『梁書』倭伝などにある対島・一支を経て末廬国へと至る行程記事を参考にして描いたことを強く感じさせる。

このように対島・壱岐などを九州から遠くはなれた海中に描いた図は、弘中氏の示された我が国の『行基図』には全く見られない。また朝鮮半島を必要以上に大きく描いていることも「……狗邪韓国に到る、七千余里」とした「魏志」倭人伝などの記事が大きく影響していることを窺わせる。この中で対馬が朝鮮半島の南端近くに描かれているのは、「対馬は近い」とする彼ら自身の知識によったものかもしれない。

『梁書』新羅伝には「新羅は百済の東南五千余里に在り」と書かれた記事がある。無論、検討を要する記事には違いないが、「帯方より倭に至る……韓国を歴るに、あるいは東しあるいは南す、七千余里」とした記事との関連によって書かれた可能性が高い。
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このような観点からすれば『高麗史』に書かれた「広幾於万里」も、これらの中国史書からの知識をもとにしたものであった可能性は十分に考えられてよいと思う。この頃の朝鮮には、まだ自国の具体的な規模についての資料が整っておらず、もっぱら「魏志」などの中国史書が参考に用いられていたのではないだろうか。




七　『行基図』の津軽大里

弘中芳男氏は日本列島が九十度南転して補入されなければならなかった必然性を論証することは至って困難であるとし、むしろ偶然性に基づくとした方が穏当な解釈であるとされた。

では、一四〇一年に朴敦之が日本から持ち帰った日本図が、西方上位に描かれていたとする証拠はあるだろうか。

弘中氏の示された結論は『混一彊理歴代国都之図』に日本を補入する際、たまたま権近の手許にあったのが西方上位の日本図だったのではないか、との想定に立つ。

ところが、補入された日本図の中に見られる「津軽大里」などの地名は、下鴨神社所伝の『輿地図』、および『南瞻部州大日本正統図』（唐招提寺蔵）などの西方上位図には書かれていないのである。また、夷地も岩手（奥羽地方）から青森にわたって大きく位置づけられているが、西方上位図をはじめ他の『行基図』では片隅に追いやられ、小さく扱われているに過ぎない。

これは『地図の歴史』の中ですでに織田武雄氏が指摘しておられることであるが、織田氏は慶長版『拾芥抄』所載の『行基図』にこれらの地名が見られるところから、『混一彊理歴代国都之図』に描かれた日本図は、これに近い『行基図』によったことが窺われると述べておられる。

『拾芥抄』は洞院公賢（一二九一〜一三六〇）が撰したといわれる、中世の百科辞典ともいうべき書物で、その後たびたび書き加えられ、慶長年間（一五九六〜一六一五）に至って初めて刊行されたという。この図が『拾芥抄』に登載されることになったのは、『行基図』の中では最も信頼の置ける地図として定評があったためかもしれない。当然、一般にも広く流布していたことが考えられる。

一四〇一年、使者として日本に来た検校参贊の朴敦之が、源詳助（大内氏の重臣平井祥助）から譲り受けたといわれる日本図が、たとえ『拾芥抄図』と同じものではなかったにしても、それが西方上位図であったとする証拠は何一つない。むしろ『拾芥抄図』と同様に東方上位図であった可能性の方が高いのである。これは正常位に描かれている『海東諸国記』（一四七一年刊）付載の日本図に、先にあげた津軽大里・夷地などの地名が見られることからも窺えることである。

織田氏によれば、この日本図に書き入れられている鎌倉殿・富士山・湖（琵琶湖）・兵庫浦・博多などの地名は、申叔舟が嘉吉三年（一四四三）に朝鮮使として来日したときの知識によったものという。刊行年次は慶長版『拾芥抄図』よりかなり早く（一二五年以上）、「印刷された日本図としては世界で最初のもの」とされている。

一四七一年の刊行であるから『混一彊理歴代国都之図』が作成された年の約七十年後となるが、日本が東西に長く延びた列島であることがはっきりと認識されるようになったのは、申叔舟以後のことなのかもしれない。

以上のようなことから考えれば『混一彊理歴代国都之図』の日本図は、日本を南北に長く延びた列島であるとした陳寿の地理観が、対馬・壱岐の次に朝鮮半島に最も近いのは北九州であるとする李朝初期の政府官僚の手によって再現されたもの、とするのが穏当な解釈といえるのではないだろうか。

この論文は邪馬台国の所在を求めて、方位記事の信憑性といった面から、新たなアプローチを試みたものである。

〈注〉

１　『芸文』第二・三・四号

２　「邪馬台国の位置と倭国の政治構造」『シンポジウム邪馬台国』

３　『東アジアの中の邪馬台国』

４　『魏志倭人伝』講談社現代新書

５　『隠された邪馬臺国』

６　『邪馬台国はなかった』

７　「『魏志・倭人伝』旅程記事の『分離式読み方』の提唱」『東アジアの古代文化』47号

８　『邪馬壹国の論理と数値』

９　『邪馬壹（台）国〝発見〟記』

10　『邪馬台国の秘密』

11　「高千穂論争」（３）『邪馬台国』25号

12　『古代文化を考える』７号、『邪馬台国』15号

13　『桐朋学報』昭和三十年十二月

14　『古地図の世界』織田武雄著






第五章　里数記事解釈上の問題点






昭和四十六年十一月『「邪馬台国」はなかった』という、斬新な題名の本が刊行された。

この本の中で古田武彦氏は、邪馬壹国説を提唱するとともに魏晋朝短里制を主張、『三国志』全体の里数記事が短里によって貫かれていると述べられた。

以来、長里説の立場に立つ白崎昭一郎、山尾幸久、安本美典、佐藤鉄章など各氏との間で激しい論争がくり返され、またその間にあって篠原俊次氏は『三国志』の中に記載された里数記事の全用例を摘出、それを地図による実測値と照合することによってその正否を明らかにしようとされた。

その結果、これら各氏の詳細な検討とその論証によって、最近ようやく魏晋朝短里はなかったことが証明された形となっている。

漢唐の時代などと同じく、魏晋朝の時代も長里が用いられていたことは、まず間違いないと思う。







一　数里の解釈

中国史書には実に様々な形で里数記事が記されている。その中で特に「数千里」または「数百里」などと書かれた記事の多いのが目につく。本稿ではこれらの記事に関するこれまでの解釈に対して、以前から常々疑問に感じていた点について述べてみたいと思う。

白崎氏や安本氏は、「韓伝」の「凡そ五十余国、大国は万余家。小国は数千家、総て十万余戸」と書かれた記事、および「蜀志」二の「（孫権）周瑜程普等の水軍数万を遣わし……」とある記事などをもとに、「数」は主として二、三、四を表していると述べられた。

また一方、古田氏は「数年間にして遂に江東を有す」（「魏志」一）、「歩騎数万。道路廻阻、四千余里」（「魏志」三　裴注）などの記事をもとに、数千里を五、六千里と主張された。

『大漢和辞典』などには具体的解釈として「数年＝二、三年から五、六年」「数尺＝二、三尺から五、六尺」などと、不確定数を示すための文字とされている。

その意味では、「数」を二、三、四、或いは五、六とする解釈も、決して間違ってはいない。しかし、これをそのまま他の用例にあてはめた場合、解釈のしかた次第ではその数値も大きく違ったものとなってしまう。「数」によって表されたその内容が、その事例ごとに様々に異なるからである。

では、これらの記事に用いられた「数」とは、一体どのような目的・意味をもって書かれているのだろうか。

二　用例の比較

『三国志』などには、「数」によって表される数値と同程度の数を示す場合にも、

「紹が軍を去ること四十里」（「魏志」六）

「洹水に到る、鄴ぎょうを去ること五十里」（同）

「城の西、五、六里に出て屯す」（「魏志」十四）

「渠二百余里を通運す」（「魏志」十五）

「行くこと四、五里」「漢陽の西、四、五十里」（「魏志」十八）

など、実数によって示された例は実に多い。

だが、このように実数によって記されている場合は、いずれもその場所が確実にその一点および一線上に限られているか、またはある地点からある地点までというように限定して示すことのできる場合に限られている。

これに対し「数」によって表されている例を見ると、二、三または五、六などという限られた数値を示すだけでは、その意味を表現し切れない場合が多い。

次の例はそのことを示した典型的な例といえる。

（一）「（文帝）冬十月、広陵の故城に行幸す。江に臨んで観兵す。戎卒十余万、旌旗数百里」（「魏志」二）

（二）「丞相亮、南征して還る。群寮数十里に於て逢迎す」（「蜀志」十四）

（三）「沙の塠に依りて屯を為すこと東西数十里」（「魏志」一）

（四）「車輪を以て瓴れい甓へき数十を懸け、之これを飛ばすこと数百歩」（「魏志」二十九）

（五）「帝、盤を徒す。盤折れ、声数十里に聞こゆ」（「魏志」三　注引　漢晋春秋

三　用例による検討

ではまず（一）の場合について見てみよう。

黄初六年（二二五）冬十月、魏の文帝は広陵の故城に行幸した。漢から帝位を譲り承け、魏の国力が最も充実していた時期である。この時の閲兵に参加した戎卒は十余万人、その戎兵の持つ旌旗はまるで高さを競うかの如く林立していた。

この場合、戎卒の充満した区域の広さを述べたものではなく、その手にする旌旗が所せましと何百里かの地になびく様を表現したものという感じが強い。とても二、三または五、六などという限られた数字によって言い表せるような情景ではないのである。

次に（二）の場合はどうか。

これは小説『三国志演義』で有名な諸葛孔明が長途の南征から還ってくるというので、待ちかねた各群寮がそれぞれ数十里の先まで出迎えたことが記されたものである。

真っ先に出迎えた者のいる場所から都の中心までは、まだかなりの距離があったはず。この例は各人が二十里、三十里、或いは四十五里、五十里と、思い思いの所において丞相の労をねぎらい歓待した様子を表現したものではないかと思う。この場合も二、三或いは五、六などといった限られた数字では言い表せるような状態ではない。

また（三）の場合についてみると、裴松之の注には、この時の袁紹の軍を衆十余万とも、八万とも記している。この例は曹操との対決に備えての布陣について述べたものである。

東西とは書かれていても、決して一列に長く並んで陣を布いたわけではない。おそらくそれぞれが前後左右、適当な場所を見つけて屯営したものと思う。十万という軍勢の数から考えても、一つや二つの数字によってその屯営の範囲を示すのは適当ではないということが判る。

（四）の例は、発石車に改良を加え、大石を敵陣の中へ連続的に撃ち込もうと試みたことが記されたものである。もちろん、現在のように精巧なものであるはずはない。したがって飛ばされた石は百二十歩、百五十歩、或いは二百歩、二百五十歩と、様々な場所に落下したものと思う。

このような状態を具体的な数字によって示すのは到底無理である。この場合どうしても概数的表現をとらざるを得ない。これは（五）についても同様であり、いずれも限られた数字では表現することのできない事柄が記されたものである。つまり「数」とは、まとまりのない一定していない状態を表現したものであり、具体的な数量、里程などを示すために用いられたものではないということである。

以上のことを念頭に、先にあげた各氏が引用された各用例について、ここでもう一度検討してみようと思う。

四　「魏志」三の例

「帝の軍未だ至らざること数百里、権遁走す」

古田氏はこれを五、六百里とみなす立場から、これが漢唐の里数値なら、「余りにも長大な距離」が両者の間にあることになり、遁走すべき緊迫感はない。したがって、これも韓倭人伝の里数値に等しい、とされた。

しかし、ここに書かれた数百里とは、明帝の大軍が幾筋にも連なって、百里という里数を単位とした地点まで迫ったことが記されたものと思う。

この場合、一本の道路を進軍してきたのではなく、孫権の陣を前にして幾手にも分かれて攻撃の態勢がとられていたはずである。また、先頭に立つ部隊はすでに百里の地点まで到達していたであろうし、最後に続く部隊はまだ遥か五、六百里、或いはもっとそれ以上の遠方にいたかもしれない。距離的な数値を求める場合、どうしてもそれぞれの主観に左右されがちとなるのは無理もないが、この記事からは客観的な数値を求めることはできない。

五　「魏志」六の場合（方数千里）

「表、遂に攻めて懌を併す。南は零桂を収め、北は漢川に據る、地方数千里」

ここには「南は零桂を収め」と書かれている。ある地域が、まとまった一つの邑ゆう落らくとして互いに繋がりを持って発展してゆくためには、何といっても地理的な連帯感がなければならない。この記事にある零陵・桂陽なども、地理的に自然な形で一つの方域としてまとめられ、そのように呼ばれてきたはずである。劉表はそれらの地域をその勢力にまかせて手中にし、数々の領域を我が物として支配することになった。

したがって、この場合の方数千里とは、千里を単位とした様々な形の領域が数あるという表現に他ならないと思う。

六　「呉志」九　赤壁の戦い

この解釈は「江東に割拠す、地方数千里」の場合にもあてはめることができる。

周知のように、この江東については『史記』項羽本紀および『漢書』項籍伝においては「方千里」と記されている。それがなぜ『三国志』の中には「方数千里」と書かれているのか。

『漢書』項籍伝などを見ると、江東について次のように述べられている。

漢の軍に追いつめられた項羽は遂に東へと引き返し、烏江の渡しにたどり着いた。このとき、烏江の亭の長が項羽を励まし、

「江東小なりと雖ども地方千里、衆数十万、亦た王たるに足る、願わくは大王急すみやかに渡れ」と述べたことが記されている。しかし項羽は、

「籍、江東の子弟八千人と渡りて西す。今一人の還るもの亡し。縦たとえ江東の父兄憐みて我を王とするとも、我何の面目ありて之に見えんや」と答え、愛馬をその亭長に与えた後、追って来た漢の兵と刃をまじえ、遂に自らの首を刺して死んだ。

ここでは烏江以東の地が江東として述べられている。烏江とは現在の安徽省和県の東にあった渡しの名である。

これに対し、「魏志」十四には「策、新たに江東を併す」と記されており、また「呉志」一には「策、江東を併す」とある記事に続けて「曹公、策が江南を平定すと聞きて意はなはだ之を難はばかる」という呉歴の記事が載せられている。

つまり、この時代、江東は孫策の手によって新たに併合され、その範囲は大きく広げられていた。しかも「呉志」十に「江東は地勢山川の固めあり」と記されているように、併せられた領域が一つの平野として広がっていたのではなく、山川をはさんで幾つもの区域に分かれていた。したがって周瑜が曹操との対決を前にして述べた「江東に割據す、地方数千里」とは、『漢書』項籍伝などに記されている江東とは違って、千里を単位とする領域が数あるという意味でなければならないと思う。

七　管仲の故事

では次のような場合、どのような解釈が可能か。

「昔、管仲、桓公に親射し、後に幽囚せられ、魯の檻車によりて載せらる。少年をして挽きて斉に送らしむ。管仲、桓公の必ず己を用うるを知り、魯の悔を懼る。少年に謂いて曰く、『吾、汝が為に唱わん。汝、和を為せ。声、声に和し、宜しく走るべし』と。是において管仲、之を唱う。少年走り之に和す。日に行くこと数百里、宿昔にして至る」（「魏志」十九　裴注）

これは管仲が斉の求めに応じ、少年の挽く檻車によって魯から送られたときの故事が記されたものである。

少年は管仲の言葉に従い、その詩に声を合わせて唱いながら走った。もちろん、一日中唱いながら走り通したのではない。時々は声をとざし、所々で体を休めながら何百里かの道を走り続けたのだろう。「数百里」とはそのような様子を表現するために書かれているのである。

八　「蜀志」二　数万と三万

「権、周瑜・程普等水軍数万を遣わし、先主と力を併せしむ」（「蜀志」二）

この場合、そこに引用された江表伝に「三万人」とその実数が述べられており、また、「蜀志」五の記事にも「周瑜・程普・魯粛等水軍三万を遣わし、亮に隨いて先主に詣らしめ、力を併せて曹を拒む」と書かれているため、そのおよその兵士の数はこれらの記事によって知ることができる。

ではなぜ「蜀志」二には「数万」と記され、「蜀志」五でこれを「三万」としているのか。ここで両方の記事を見くらべてみると、「蜀志」二の記事には魯粛の名が書かれていない。つまり、省略された形の概数的記述となっているのである。

これに対し、「蜀志」五の場合、「三万」と書かれた記事の前に、

「今将軍、誠に能く猛将に命じ、兵数万を統じて、豫州と規を協かなえ力を同じうす、操が軍を破らんこと必せり」と、すでにこの時点において孫権が呉の一軍として統轄することが諸葛亮によって述べられているのである。

これらの記事によって見れば、一つの軍団として組織されていない状態のまま記される場合は概数的な表現がとられ、まとまりのある状態として述べられる場合、具体的な数字が示されるということが判る。

九　周旋数千里

「丹陽は地勢険阻、呉郡・会稽・新都・鄱陽の四郡と隣接す、周旋数千里、山谷万重なり」（「呉志」十九）

この記事でまず目につくのは「地勢険阻」「山谷万重」と記されていることである。未だ従おうとしない衆徒を求めて、郡内くまなく周旋するためには、平野部をめぐるときのように悠々と一本道を進んで行くわけにはいかない。おそらく各所において険しい山や谷などで道路が遮られ、幾度かは引き返さなくてはならないはずである。

したがって、ここで「周旋数千里」とあるのは、丹陽の首都を中心とした千里を相前後する数々の道のりを、何度も旋転しなければならないという状態を述べたものと思われる。

十　絢爛を極めた阿房殿の偉容

『漢書』賈山伝には「阿房の殿を為る。殿の高さ数十仞、東西五里、南北千歩」と書かれた記事がある。この記事について『史記』始皇本紀を見ると、

「朝宮を謂南上林范中に営作す。先ず前殿阿房を作る。東西五百歩、南北五十丈、上に以て萬人を坐す可し」と書かれており、また『水経注』渭水の条には、『関中記』に、

「阿房殿は長安の西南二十里にあり、殿の東西は千歩、南北は三百歩で、庭中には十万人を収容する」と記されている。各記事によって示された数値が違っているのは、前殿をはじめ幾棟もの立派な宮殿が建ち並んでいたためかもしれない。

『史記』始皇本紀には、先の記事に続けて、

「……阿房宮を分作し、或は麗山を作る。北山の石椁を発し、乃ち蜀荊の地の材を写す、皆至る。関中計るに宮三百。関外四百余（中略）咸陽の旁二百里の内、宮観二百七十、復道甬道を相連ねしめ帷帳鐘鼓美人を之に充つ」と記されている。『漢書』賈山伝に「東西五里、南北千歩」と書かれているのは、これらのすべての宮観のうち、その中核をなす主な宮殿の規模について述べられたものと思う。

するとここに「殿の高さ数十仞」とあるのは、各棟によって様々に異なる阿房殿の高さを表すために書かれたものという解釈が可能となる。やはりこの例も、二、三十仞、或いは五、六十仞などという限られた数字では表現できないために「数十仞」としたのではないだろうか。

十一　せり上がる峰々

最近、地震発生の原因などとの関連で、プレートテクトニクス理論が盛んに唱えられるようになった。『大唐西域記』を見ると、阿路猱山の条に、

「[image: gaiji]蔽多伐刺祠城の南三十余里、阿路猱山に至る。崖嶺峭峻、巌谷沓冥。其の峰歳毎に高さを増すこと数百尺」などと書かれた例がある。

これは年によって高くなる度合が違っていることとともに、その隆起する状態が峰ごとに異なっていることを表現したものと思われる。実際に見なければ判らないが、山の高さを示す場合に「数十丈」などと書かれているのは、おそらく一つの山頂が高く嶔えているのではなく、幾つもの切り立った峰が連なって林立している様を表現したものではないかと思う。

十二　「数」とは一から九までの概数

では、このように「数」という文字によって示されている例には、具体的にいってどの範囲までの実数が含まれているのだろうか。

『史記』一百一十一には「降る者数万、号して十万と稱す」と書かれた記事がある。『漢書』評林巻之五十二を見ると、「食客日に数十百人」と書かれた記事があるが、その注には「或は八、九十、或は百人なり」と記されている。

この注の記事などによって判断すれば、数十とは百人までの人数が含まれていることになる。また、「魏志」一の「公の兵万に満たず」とある記事に引かれた裴松之の注には、「数千の兵」とも「八千人」とも書かれている。

一方、『史記』評林巻之一百十には、

「匈奴の一人を見ず、漢又た故の従驃[image: gaiji]趙破奴を遣り、万余騎をして令居を出ること数千里、匈奴の河水に至りて而して還る」と書かれた記事があるが、これには「河水は名なり、令居を去ること千里」と注が付されている。この例は漢の兵万余騎が、匈奴の一人を捜すため数々の道を通って河水まで至ったことが記されたものと思う。

これらの記事によって判断すれば、概数的な意味である「数」によって表現されたその内容は、実に一から九までの数が含まれているということが判る。従来、「数」が三、四、または五、六を表すと解されてきたのは、これらの数が示されている割合が確率的にいって最も多いことに原因があったのではないかと思う。

「数」という文字がどのような意味をもって使用されているかを考える場合、「魏志」九に引かれた『魏略』の、

「豊、臺省に在りて多く疾に託す。時に臺制、疾百日に満つるときは當に禄を解す。豊が疾未だ数十日に満たず、輒ち暫く起ち、已すでにして復た臥す。是の如くすること数歳」などと書かれた記事がよい参考となる。




以上、里程記事を理解する上で問題となる「数千里」などの解釈について、各史書にある用例をもとに考察した。もちろん、限られた用例による判断であり、これだけでは十分に説明されているとはいえないかもしれない。しかし、里程記事を明確にするためには、この「数」のもつ意味は特に重要と思われるだけに、敢えてここに新たな問題として提示させていただいた次第である。






第六章　「魏志」倭人伝と確率論　── 藤井滋氏に ──






邪馬台国の位置については様々な説が唱えられているが、そのほとんどは畿内説と九州説によって占められており、それが学界の主流となっている。

しかし、畿内説には邪馬台国への方角を「南」とする方位記事が、また九州説には「水行十日、陸行一月」と書かれた日程記事をどのように調和させるかということが問題点として残されている。

すでに知られているようにこの問題に関しては、畿内説論者は「南」とした方角を東に、九州説の立場をとる人は放射式、或いはまた分離式に読むことによって解決しようと試みておられるが、今日に至るまで明確な解答は出されていない。

では、問題となっている方位記事と日程記事とでは、どちらに信頼性があるだろうか。







一　錯覚に基づく確率論

『東アジアの古代文化』49号において藤井滋氏は、確率論の立場からこの方位記事についてもふれ、

「畿内大和説を主張する人達は、自分達の主張が百万分の一にも満たない可能性しかないことを、理解しているだろうか」と述べておられる。

ところで、百万分の一などという途方もない数字は、一体どのような確率計算によって得られたものだろうか。

「魏志」倭人伝には十九カ所の方位記事が書かれている。この中には二十の「東」と「南」が記されている。藤井氏は「東」の字を「東」と書写するか、「南」と書写するか、また「南」の字を「南」と書写するか「東」と書写するかをそれぞれ[image: gaiji]の確率で起きるものと仮定した上で、二十カ所の「東」と「南」のうちで一カ所のみが間違っており、他の十九カ所は正しい確率を求めると[image: gaiji] となる、としておられる。

そしてその注において、「二十カ所の東と南のうち、すべてが正しい確率は[image: gaiji] と計算できる。一カ所のみが間違っている確率は[image: gaiji] となって、同じ値となる」と説明しておられる。

しかし、二十カ所の「東」と「南」のすべてが正しい確率と、十九カ所が正しく一カ所のみが間違っている確率は、決して同じ値ではあり得ない。複雑な計算は面倒なので省略するが、これは「パスカルの三角形」（注１）によって容易に答えを得ることができる。

二十カ所のすべてが正しい確率を [image: gaiji] とする計算では、このうちの一カ所のみが間違っている確率は [image: gaiji]、つまり [image: gaiji] とならなければならない。しかも畿内説では、方位が間違っているとしているのは邪馬台国への方角ばかりではなく、投馬国への方角についても同様の考え方がされている。二十カ所の「東」と「南」のうち、二カ所だけが間違っている確率は、 [image: gaiji] である。

ここまで読んできてお気づきだろうか。藤井氏が用いられた確率計算では、二十カ所の「東」と「南」のすべてが正しい確率が最も小さいという結果になるのである。藤井氏は九州説を主張しながら、方位記事が全部正しい確率が最も小さいという計算を行っているのである。

藤井氏は何か大きな錯覚をされたまま議論を展開しておられるのではないだろうか。この確率計算では二十カ所のうち、半分の十カ所が間違っている確率が [image: gaiji]、約一七・六パーセントとなり、最も高い確率となる。これでは倭人伝の方位記事は間違いだらけで信頼するに値しない、といっているのと何ら変わるところはない。

二　方位記事の信憑性

藤井氏は方位記事に誤りがある場合の可能性を、書写の間違いだけに限って考えておられるようで、「方角」「距離」「戸数」のうち「方角」を最も信頼度が高いとされている。

しかし、人間の方向感覚は決して渡り鳥のように正確ではない。すでに『古代日本海文化』６号において明らかにしたように、方位記事の誤りは中国の国内記事においてさえも数多く指摘できるのである（地図６-１参照）。

ではここで、中国史書の外国伝に書かれた方位記事が、どの程度信頼できるか検討してみよう。まず『史記』大宛列伝を見ると、

「安息国─其の西は則ち條支と、北は奄蔡・犂靬と接す」と書かれている。犂靬とは一名大秦とも呼ばれ、古代ローマ帝国のことであると考えられている。安息はペルシア、今のイラン地方にあった国とされているから、犂靬は安息の「西」としなければならない。

また條支はカルデア説、シリア説、ペルシア説などいろいろな説があるが、これはイラン（ペルシア）南部のジャスク、バンダルアバスであった可能性もある。

『後漢書』西域伝には、大秦への使者として遣わされた甘英が、條支に至り安息西界の船人にその道程を伺ったところ、


[image: P006]


「海水広大なり、往来せる者善風に逢えば三月にして乃ち度ることを得、若し遅風に遇うときは亦た二歳なる者あり。海に入るには人皆三歳の糧を[image: gaiji]もつ。海中善く人をして土を思い恋慕せしめ数々死亡する者あり」

と聞かされ、遂に渡航を断念したことが記されている。この西域伝には、

「安息より西行三千四百里、阿蛮国に至る。阿蛮より西行三千六百里、斯賓国に至る。斯賓より南行河を度り又西南干羅国に至る九百六十里、安息の西海を極むと、此れより南のかた海に乗りて乃ち大秦に通ず」（傍点筆者）

とあるから、これはペルシア湾からアラビア海（インド洋）に出て紅海へと入り、アレキサンドリアに至る航路について書かれたものである可能性が高い。安息の西界から海を渡るための出発地となる所には條支の名は記されていないのである。

このことに重点を置いて考えると、甘英が條支に抵いたり西海に臨んだ場所とは、ペルシア湾に続くオマーン湾のどこかであったと推定できる。

後漢時代にはインド洋も西海と呼ばれていた。また『漢書』西域伝には「烏弋山離国（中略）東北都護治所に至ること六十日行、東罽賓と、北撲桃と、西犂靬・條支と接す。行くこと百余日可ばかりにして乃ち條支国に至る。西海に臨み暑湿にして田稲あり」と書かれているが、烏弋山離国から都護治所までの距離、および六十日という日程などから推測すると、條支までの「百余日可り」という日数は、都護の治所から烏弋山離国を経て條支に至るまでの全体（注２）の行程に要した日数であったとも考えられる。

『後漢書』は皮山から烏弋山離までを六十余日とし、さらに「復た馬行百余日」としているが、白鳥庫吉氏（注３）が述べておられるように、この日数は『漢書』の記事と何らかの関連があることを感じさせる。

「復た」とは、再び、或いは何度か馬に乗って行くことであり、途中で何度か徒歩もまじえたことを意味するのではないかと思う。初めて馬に乗って烏弋山離から出発することを記すのなら、「馬行百余日」とだけ書くのが本当である。「復た西南馬行」は復び馬に乗って行くことを表すために書かれた公算が大きい。

一方、この「復」を徒歩で行く場合とは別に、馬に乗って行く場合について書かれたものとすれば、そのままでも良いことになる。

烏弋山離国の東にありとされている罽賓国の条には、

「又、三池盤石の阪あり、道の陋せまきこと尺六、七寸、長さ径三十里、行く者騎歩相持し繩を索して相引く、二千余里にして乃ち懸度に到る」（傍点筆者）と書かれている（『漢書』補注では「二十里許り」としている）。「二十里許り」が正しいのではないか。

先の百余日という日数が、都護もしくは皮山からの徒歩をもまじえた全体の総日程について述べたものとすれば條支までは四十日となり、先の比定でアフガニスタン西南部のカンダハル地方からヘルマンド川附近にあったと思われる烏弋山離からの行程に見合う日数となる。

もしこの推定に間違いがなければ、「安息の西」とする條支への方角は「南」としなければならない。犂靬の場合と同じく、ここでもその方位に九十度の誤差があったことになる。この『史記』の方位表記は、それぞれ左に九十度ずつ回転させることによって正常位を指し示す。

では次に『漢書』の場合を見てみよう。この『漢書』西域伝の記事については、すでに白崎昭一郎氏（注４）によって誤りの多いことが指摘されているが、その他にもいくつかの間違いが見られる。


[image: P007]


まず精絶の西とされている扞彌は、地図で見ると南に近い西南に位置している。小宛国の条には都護治所の位置を西北としているが、ほとんど北に近い（地図６-２）。また、大月氏国の条にも「南のかた罽賓と接す」と記されているが、ここは東南としなければならない。

『後漢書』西域伝にも「高附は大月氏の西南に在り」としているが、『中国史稿地図集』を見ると、その都城は東南の方角に書かれている。さらに『漢書』において「安息の東」としている烏弋山離への方角も『後漢書』では「南」となっている。烏弋山離国は安息の東に近い所に位置しているから、ここは『漢書』の記事の方が正しい。やはりここでも九十度近く方角を間違えていた疑いが強い。

では「魏志」三十に附載されている西戎伝の場合はどうだろうか。まず西域道に入る始めの部分において「隴堆を過ぎ故の楼蘭に到る。西に転じ亀茲に詣る」としながら、南道を説くくだりにおいても「西行且志国（且末）、小宛国、精絶国……」としている。しかし、ここは西よりも西南の方角に近い。

また、『三国志集解』精絶国の条には「西南戎盧と正西扞彌と皆相通ず」と書かれているが、ここは南と西南に改めなければならない。扞彌国の条にも「……東北亀茲と、西北姑墨と接す」と書かれているが、亀茲は扞彌のほとんど北にある。『漢書』は北としている。また姑墨も北に近い。さらに「大月氏、南のかた罽賓と接す」とあり、高附も大月氏の西南としているが、両方とも東南とするのが正しい。

無論、正しい方角を示した記事の方が多いことには変わりないが、その方位表記にかなりな誤りが見られるのは、どの史書にも共通した現象といえる。

『五代史』四夷伝の（二）には「幽州より此に至るまで里堠なし、其の向う所南北と為すを知らず……」と書かれた記事がある。また、「魏志」三十附載の西戎伝にも「前世謬りて以為らく、條支は大秦の西に在り、今、其の實東に在り……」と、その方位の誤りを指摘した記事があるが、これらの記事は人間の方向感覚がいかに頼りないものであるかということを端的に物語っていると思う。

なぜこれほどまでに方向が判らなくなっていたのだろうか。第一に、これが遠い異国の地における方位表記であったということ。また、百歩譲ってこのときの情況について酌量すると、全天が厚い雲におおわれていたため、ということも考えられるかもしれない。

このような場合だと、たとえ彼らが敢えて自分の勘だけに頼って方角を決めたとしても、八分の一の確率でしか正しく方向を見定めることはできなかったことになる（古代中国の方位表示は八分法によって示されている）。このような記事によって判断しても、倭人伝の方位記事にかなり誤りが含まれていることは疑いない。

三　適用を誤った確率論

それにしても藤井氏が一般的な確率論を倭人伝の方位記事にそのまま適用したのはどうしたことだろうか。藤井氏の間違いは「東」の字を「東」と書写するか「南」と書写するか、また「東」の字を「南」と書写するか「東」と書写するかを半々、つまりそれぞれ[image: gaiji]の確率で起きると仮定したことに大きな原因の一つがあり、さらに六のパレート解析の項において、方位記事を最も信頼性が高いとしたところにあると思う。

誤写率を[image: gaiji]とする確率計算では、方位記事は間違いだらけということになってしまう。また遠い異国の地における方位記事の信頼度は、日程や距離、それに伝聞によると思われる戸数記事などよりも、さらに低いものでしかない。方位記事に対する確率論の適用は、藤井氏の意図に反して全く逆の印象を私達に与える結果としかなっていないのである。

では、方位記事の信頼度はどのような方法によって示せばよいだろうか。

四　誤謬率試算

その正確な位置さえ確定できない国の多い現状において、誤謬率何パーセントなどという数字を示すことは当然差し控えなければならないと思うが、方位記事の信頼度を示す確率論は、倭人伝と同じ条件にある諸外国伝の方位記事を基準としてこそ初めて可能といえる。また記事を見ただけではその誤りが誤字によるものか、方位の間違いであるかを判別することはできない。方位記事の誤謬率を具体的数値によって示すとすれば、方位を間違えた確率プラス誤写率を一つのものとして表すのが妥当かと思う。

今、仮に五種類の史書に書かれた外国伝の中で、その地理的位置がほぼ確実に知られている国の方位記事が十カ所ずつあるとしてみる。その方位記事の中で四十五度以上方位を間違えたと思われるもの、および誤記によると思われる例の割合が、それぞれ [image: gaiji]、[image: gaiji]、[image: gaiji]、[image: gaiji]、[image: gaiji] であったとする。この各史書の誤謬率を合わせたものの平均は [image: gaiji]。この数値は百分率に直すと二十パーセントの誤謬率となる。
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また、それぞれの偏差からマイナス符号を取り除いた絶対値の平均を標準偏差として用いる。

[image: gaiji]

倭人伝の方位記事は十九カ所に書かれているから、その [image: gaiji] つまり二〇パーセントは三・八となる。この三・八に推定の誤差を考慮して先の標準偏差を用い、これに定数の２を乗じたものをプラス・マイナスすると、倭人伝の方位記事にはおよそ七・六カ所から０カ所の間違いがあるということになる。
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この計算では誤謬率三・八パーセントが中心となっているから、だいたい三カ所から五カ所間違っている確率が最も高いことになる。倭人伝の方位記事には絶対に間違いはないと主張する論者は、同時に七・六カ所の誤りがある可能性も認めなければならない。

無論、これは私独自の考えによる創案であり、また、あくまでも仮の数字でしかない。それに確率論などというにはほど遠いほどあまりにも簡単に過ぎる。しかし、基本的にはこういった方法をとるのが最も確実ではないかと考えている。無作為に投げられたコインの表が出るか裏が出るかといったような、偶然性を基本とする確率論の適用によっては、方位記事を正しく把握することなど到底不可能なのではないだろうか。

すでに知られているとおり、倭人伝の方位記事は末盧国から不弥国に至るまでの三カ所で、確実に四十五度程度の誤差のあることが指摘されている。これらの国々よりもさらに遠い所にある投馬国、邪馬台国への方位記事が信頼し難いものであることは明らかである。

五　宮崎氏の見解の是非について

また藤井氏は、故宮崎康平氏（注５）が古田武彦氏（注６）の邪馬壹国説を批判して、

「また（古田）氏は、その刊本の中の『臺』と『壹』との使用例を統計風に並べ、かくのごとく間違いがないから、壹は絶対に臺の誤りではないと説かれている。うっかりするとのせられそうだが、飛行機が千回飛んで、間違いなく安全だったからといって、永久に安全だとはいえない。その後に誤って墜落した例も多い。千回飛んで安全でも、千一回目に墜落したらどうする？　間違いというのはそんなものだ。これだけいえば読者も了解されるだろう」と述べておられることについて、確率論を無視した典型的な例であるとされている。氏はこの飛行機の件について、

「飛行機が墜落する確率は、大多数の安全な飛行機とごく少数の墜落事故を起こした飛行機の割合から求められる。千回無事故で飛行した眼前の飛行機が墜落事故を起こす確率は処女飛行に出発する飛行機のそれに等しい」と述べておられる。この点、氏の述べておられることに間違いはないと思う。

もちろんその確率は飛行機の数だけではなく、その飛行回数距離などとの割合によって求められるものなのであるが、実は宮崎氏の指摘もこのことについて述べたものなのである。宮崎氏の文をもう一度よく読んでみていただきたい。

「飛行機が千回飛んで、間違いなく安全だったからといって、永久に安全だとはいえない。その後に誤って墜落した例も多い」と述べているのは、多くの史書に見られる誤写の例を飛行機の事故にたとえたものであり、「千回飛んで安全でも、千一回目に墜落したらどうする？」とは、過去の事故数から割り出されるその危険性について指摘したものに他ならないと思う。

今、仮に飛行機の墜落する確率を [image: gaiji] であるとした場合、千五百回目に一度事故を起こすということではなく、処女飛行に出発するその時点からすでに [image: gaiji] の確率でその飛行機は墜落する危険性をはらんでいるということなのである。この危険率は処女飛行であろうと九百回目であろうと千一回目であろうと、また、たとえ千六百回目であろうと、十分な整備点検を前提とする限り何ら変わりはない。宮崎氏の主張は、決して確率論を無視したものとはいえないのである。

六　三カ所に書かれた壹与（與）

藤井氏が「魏志」倭人伝の中に三度も書かれている「壹与」を「臺与」と書き間違える確率は非常に小さいとし、この箇所はもっとも書き間違いの少ないところである、と主張されている点に関しては私も賛成である。

このことはすでに原田大六氏（注７）も指摘されており、また、篠原俊次氏（注８）も史料批判の立場から論じておられるが、「壹与」であった可能性は非常に大きいと思う。

ただ藤井氏は、『三国志』の中に書かれた百四十二の「壹」（五十六）と「臺」（八十六）のうち、明らかに間違いと判断できる箇所は全くない、とする古田氏の見解を承けて、

「今、『邪馬壹国』と書き間違えた書写者が全く偶然に、再び『壹与』と書き間違える確率を計算してみる。その確率は [image: gaiji] よりも大きくはないだろう。同じように、『臺与』を引き続き三回も『壹与』と書き間違える確率は [image: gaiji] よりも大きくはない」とし、「『邪馬台国は邪馬臺国の間違いである可能性が大きいので、壹与も臺与の間違いであると考えてよい』と主張する論者は、実に四億分の一の確率を信じていることになる」としておられる（正確には[image: gaiji]）。

しかし、その間には「壹拝」という字も書かれている。ここでは壹と臺を合わせた数が対象とされているのである。続けて間違える確率計算において、この両方を同様に考えることはできない。したがってその確率は、藤井氏流に計算するとすれば、百四十二個の壹と臺の中で臺は五十六であるから、まず邪馬壹国と間違える確率は[image: gaiji]、次いで初めに壹与と間違える確率は [image: gaiji]、引き続き三回間違える確率を [image: gaiji] とするのが妥当かと思う。

百四十二個の壹と臺全部を対象とするのであれば、邪馬臺国の次には「壹拝」という字が書かれているのであるから、初めに壹与と間違える確率も[image: gaiji]、引き続き三回間違える確率を [image: gaiji] としなければならない。そして邪馬壹国と間違えたあと初めに壹与と間違えた確率は [image: gaiji]、引き続き三回壹与と間違えた場合の確率も [image: gaiji] となり、同様の間違いとして計算されることになる。

では「魏志」倭人伝に三度書かれている「壹与」を「臺与」と間違えて書き写した場合をどのように説明すればいいだろうか。この場合、三カ所に書かれている壹与という名を見ながら臺与と書き間違えたことになる。

『三国志』の中には八十六個の壹が書かれているのでこれを標本とした場合、 [image: gaiji] が計算の基準となる。無論、壹であったか臺であったか決定的な証拠はないのであるから、藤井氏のように壹と臺を合わせた百四十二個を対象としても別段差し支えはない。しかし、誤写の問題は表面的な数字だけでは推し量れない面がある。

ここで問題なのは、壹与という名が三度書かれているとはいっても、初めの壹与から二番目の壹与までは十五字隔たっており、続けて書かれているのは二番目と三番目だけである。三つのうち最初の壹与だけを見て臺与と間違えてしまったということも十分に考えられる。

まずこういった面も考慮しなければならないと思う。この部分に関する記事はいずれも「魏志」の文を要約したものか、またはその写しである。これらの史書は各史書ともその名は一回ずつしか書かれていない。三カ所に書かれた壹与の名を十分に確認しなかったということは、決してあり得ないことではないのである。

一度だけ書かれた文字を間違えている例はかなり多い。そのことは「一奥」（『太平寰宇記』）、「臺擧」（『御覧魏志』）、「臺輿」（『通典』）などと書かれた史書がいくつか存在することからも想像がつくと思う。壹を臺としたこれらの記事に一般的な確率論を適用して（三回続けて間違える確率を）論ずるのは、やはり妥当とは言い難い。

七　「邪馬壹国」か「邪馬臺国」か

藤井氏は、同じく邪馬臺国を書写者が誤って「邪馬壹国」と書いた可能性は、確率的に見てほとんどあり得ないとされている。

この国名の問題に関しても、類書の史料批判が先決課題であるとする篠原俊次氏などの慎重な意見もあるが、私は、この点に関しては大谷光男氏（注９）、安本美典氏（注10）、白崎昭一郎氏（注11）、三木太郎氏（注12）などが述べておられるとおり、『三国志』が書かれた時点においては「邪馬臺国」であったとするのが正しいのではないかと考えている。

江口純氏も『東アジアの古代文化』51号において、「臺」とあったと想定することは「壹」とあったと想定することよりも、種々の事態を簡明に説明できる、と述べておられる。

もし「臺」を「壹」と書き間違える確率が [image: gaiji] 以下の割合でしか起こり得ないのであれば、初めから壹と書かれていた可能性は非常に高いといわなければならない。しかし、百四十二個の臺と壹に関する書例は、そのほとんどが中国の国内記事である。

白崎氏も「百三十八例（邪馬壹国と壹与を除く）の壹や臺は大部分地名・人名・建物の名として現れ、『三国志』の著者陳寿や、それを筆写した後代の中国人にとって親しみ深いものだったのに反して、『邪馬壹国』の字句は、遠い異国の、しかもただ一回しか現れぬ馴染みのない地名であったという事実である。確率論は、すべての事象がさいころの目のように全く平等に現れることを前提としているので、不利な事象に対しては誤りの確率は当然高くなるだろう」と、すべての文字を同じ枠の中で考えることに対し疑義を呈しておられる。外国伝に書かれた壹与の名や国名を、中国人には常識として知られていた「壹拝」や「臺に詣る」などを書写する場合と同一に論ずることはできないのである。

外国の国名や人名などにそれほどの注意がはらわれていなかったことは、「邪馬臺国」（『梁書』）、「邪馬嘉国」（『翰苑』）、「邪馬臺国」（『御覧魏志』）、「邪為台国」（『太平寰宇記』）など「倭国伝」に見られる文字の錯乱ばかりではなく、『漢書』の「且末国」が「魏志」附載の西戎伝では「且志国」に、同じく「皮山国」が「皮穴国」に、「休循国」が「休修国」に、『後漢書』の「徳若国」が「億若国」などと間違えて書かれていることなどからも容易に想像がつく。

一方誤写の問題とは別に、ここで一つの仮定として、まず壹与という名を「臺与」と書き間違えた史書があったとすればどうだろうか（『梁書』など）。これを見た書写者が「魏志」には壹与の名が三度書かれていることから、邪馬臺国という国名も邪馬壹国の間違いではないかと判断し臺を壹と書き改めてしまったということも決してないとはいえない。この場合だと邪馬臺国から邪馬壹国に改訂されたことになる。

江口氏が述べられたように、ここでは、 [image: gaiji] 以下などという確率論は無意味なものとなってしまう。この邪馬壹国の問題に関しては決定的な決め手を欠くが、様々な事柄を総合すると、最初は邪馬臺国と書かれていたとするのがやはり穏当ではないかと思う。

おわりに

これまで九州説を主張する論者は「南」とした邪馬臺国への方角を間違いないものとし、邪馬台国が畿内にあったとする説を否定するための最大の根拠としてきた。

しかし、我が国の地形、それに投馬国および邪馬台国までの日程記事との調和といった面をも含めた観点から推量すれば、「南」とした邪馬台国への方角は「東」の間違いであったとする方が遥かに自然である。

また、里数記事と日程記事を分離式に読む解釈は、行程記事を全体的に一つのものとして理解する上で大きな矛盾を生み出す。日程記事を帯方郡からのものとすれば九州説にとってはなはだ都合がよいようであるが、この記事は不弥国までの里数記事に、そのまま続けて書かれているに過ぎない。

『唐書』南蛮伝に次のような記事がある。

「山穴阻深、道里を知ること莫なし、南北十八日行、東西二十三日行」

前掲論文においても少しふれたが、「又北行三百余里、大水有り、屈利と名づく。又北行三日刃水に至る。又北行五日」（『北史』室韋国伝）など里数と日程の両方を用いた例は決して珍しいとはいえないのである。投馬国への「水行二十日」、邪馬台国への「水行十日陸行一月」という記事が、里数が明確にされていないための記述であるということはほとんど疑う余地はない。

以上、邪馬臺国および壹与の問題を別としても、『魏志倭人伝の科学』と銘打った藤井氏の、方位記事に対する確率論の適用には大きな誤りがあり、邪馬台国への方角を「南」とした記事によっては決して畿内説を否定し得ないことがご理解いただけたと思う。

〈注〉

１　パスカル（フランスの科学者、宗教思想家。一六二三〜一六六二）の創案したこの方法は、その数を増すごとに低くなる確率の法則性に着目し、次々に上の数を加えながらこれを三角形の形に広げていったもの。この法則性を証明した「数三角形論」は一六五四年に執筆されたという。

２　『古代日本海文化』３号において考察したように「可」はただ推定という意味だけではなく、全体を一纒にして推量することを表す文字として使用されている。
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３　『白鳥庫吉全集』第三巻

４　『東アジアの中の邪馬臺国』

５　『新版まぼろしの邪馬台国』

６　『邪馬台国はなかった』

７　『邪馬台国論争』

８　『五條古代文化』28号　福本正夫氏発行

９　『邪馬台国時代』

10　『邪馬壹国はなかった』

11　前掲　注４

12　『魏志倭人伝の世界』






第七章　「魏志」倭人伝の解釈をめぐって












私は『古代日本海文化』39・40号の「短里仮説の崩壊」において、古田武彦氏などが主張しておられる短里説は到底成立し得ないことを論証、また、これより五年ほど前に発表した同18号においては、「魏志」倭人伝の行程記事はすべて標準里で理解できることを、一つの試論としての形ながら披露させていただいた。

一九九五年の末、これまで地域的短里、邪馬台国九州説の立場をとっていた石田健彦氏が、私の「短里仮説の崩壊」を読み、「いよいよ地域的短里説の成立しがたいことを確信……畿内大和説に大きく傾いている」とのお考えを発表された（「市民の古代ニュース」一九九五年十一月一日号）。

この石田氏の邪馬台国畿内説への転向に対し、早速、半沢英一、久保田穣の両氏から拙論への批判もかねた反論が提出され論争となっている。







一　「正方形の四周」と「周囲の長さ」は全く意味が違う

半沢氏からの私に対する反論は、主に「方」の解釈に関するものであるが、半沢氏が「市民の古代研究」78号で「堀口氏は『方』を『正方形の四周の長さ』とされている」と述べられたことに対する解答として、

「実はそうではなく『方』という字を用いて大雑把にその周囲の長さを表している、としているのである」ということを述べたところ（同79号）、同80号において再びこの問題にふれ、

「したがって韓全体の規模が『方四千里可り』であるということは、その一辺の長さがおよそ千里ということなのである」（『古代日本海文化』18号）と述べられ、

「私は……『方』は一辺の長さではなく、周長を表す文字である……とする解釈をもとに、韓・倭人伝共にすべて標準里によって理解できることを指摘……提唱した」（同39号）とした私の文を示し、

「これらの文章は、問題の里数を『正方形の四周の長さ』としているとしか、私には思えない」とされている。

確かに半沢氏が抜粋された文章だけを読めば、私が「方」を「正方形の四周の長さ」としているかのように誤解されるかもしれない。しかし、拙論の全体を十分に読んでいただければご理解いただけると思うが、前掲18号で私が、

「……その一辺の長さがおよそ千里ということなのである」としているのは、韓国の菱形となった地形を念頭にして説明した部分であり、それに「方形」を前提としたものではないことを示すために、「およそ」としているのであって、決して「正方形の四周の長さ」などという場合とは意味が違う。

また、39号の「『方』は一辺の長さではなく、周長を表す文字である」とした部分は、どのような場合も「方」は「一辺の長さ」であるとしてきた従来の解釈に基づいて、そうではなかったことを示すための説明として述べたものなのである。

これらの部分については、私の文章に行き届かない点があったためかと思うが、誤解のないように再度説明させていただいた。

また半沢氏は、80号の第二の部分において、

「『大雑把にその周長を示している』ことと、『正方形の四周の長さ』ということに、今の議論の上で実質上どんな違いがあるのかが、わたしには理解できない」とされている。

だがこの点については、『九章算術』などの算術書の解釈とも絡んでくるので、実質上それほどの違いはない、などと大まかなことはいっていられない。半沢氏があげられた『九章算術』や『海島算経』などの算術書が「方」を用いているのは、その対象がすべて「方形」であることを前提とした場合であり、また、これによって一辺の長さを示していることは、氏が述べておられるとおりである。

これは田制について述べる場合や、印璽の大きさを示す場合などにおいても同様である。田積の計算や印章の大きさなどには寸分の誤りもあってはならないのであり、大雑把に周囲の長さによって領土の広さを表す場合などとは全く意味が違う。

『周礼正義』巻二十四に、

「里字の義に三つあり、一を三百歩の里と為す、一を二十五家の里と為す、一を里居の里と為す」と書かれた記事がある。古代中国文字は「方」や「里」ばかりではなく、実に多くの文字がいろいろな意味を表すために兼用されており、通り一遍の解釈だけでもって理解していては間違いを犯しやすい。

半沢氏は算術書に用いられた「方」のみを根拠に、正方形の一辺の長さとすることに間違いはないと再度主張された。

しかし『古代日本海文化』７号で例示したように、「方」がいずれも周長を表すために用いられていたということはまぎれもない事実であり、これを簡単に無視するわけにはいかない。問題は歴史書（韓・倭人伝）の行程記事に書かれた「方」がどのような意味で用いられたか、ということであり、この点をどう理解するかが重要な論点となっていることを忘れてはならないと思う。

二　久保田氏の反論に対して

一方、久保田氏は『古代の風』18号における石田氏への質問の中で、前掲18号の拙論にふれ、

「……最初の狗邪韓国までの七千余里の出発点を洛陽のある河南郡とし、三回渡った千余里の海を、実はすべて一つの千余里の海のことだとする。私にはそういう解釈の下に倭人伝中の里を以て標準里とすることにはついて行けない。今までに発表された幾つかのものを読んだ限り、資料の解釈について常識的であった石田さんが、こういう堀口氏の見解を受け入れるのであろうか」と述べておられる。

久保田氏は、拙論に反対する理由を具体的には述べておられないのではっきりとは判らないが、出発点を従来の解釈どおり帯方郡とするのであれば、韓の「方四千里可り」をどう理解するのか。また「一海千余里を渡る」については、『三国遺事』に書かれた「帯方の南がわにある海は広さが千里であるので瀚海（ひろい海）という」〔南帯方（南原府）条〕、『梁書』扶南伝の「扶南の東界は即ち大漲海、海中に大洲あり、洲上に諸薄国あり、国の東に馬五洲あり、復た東のかた漲海を行くこと千余里、自然と大洲に至る」（傍点筆者）とした記事と、倭人伝との記述の違いをどう解釈しておられるのか、これらの点についてぜひ具体的に述べていただきたいと思う。

韓の「方四千里可り」については、これまで肝心の「方」の解釈をあいまいにしたまま、つっこんだ議論をされたことはなかったが、歴史書で領土の広さを表すために用いられた「方」は、すべて周長を示すものばかりである。久保田氏は私が前掲７号で示した多くの用例を無視して、韓・倭人伝に用いられた「方」だけは田制などの場合と同様、一辺の長さを示したものとすることで事足れりとするのであろうか。

朝鮮・対馬海峡の広さに関しては、『倭変事略』に収められた「倭情屯田議」の、

「……大海の中と云うと雖も、海面相望む、至るに多くとも三・四百里に過ぎず」（壱岐─対馬、対馬─釜山間）と書かれた記事に注目したい。

中国は平野が多く、自分達のおる所から遥か彼方に望見できる山までの距離が、山の高さとの関係とも絡めてどの程度のものであるかということは、少し旅慣れた者であれば誰しも熟知していたであろう。狗邪韓国から対馬、また、対馬から壱岐への航程において、韓国（対馬）の島影が小さくなって暫く行ったところで対馬（壱岐）の山容を望見した魏の要人達が、その相対距離を千余里などと推測したであろうか。

『古代日本の航海術』において茂在寅男氏は、航海時における視達距離の計算式を示して対馬・壱岐などに対する視達距離を推定し、比較的低い山しかない壱岐でさえも、晴天でさえあれば目標を失わずに航行できると述べておられる。茂在氏が計算の基準とされた眼高四メートルについては少し高過ぎる気はするが、少し高い所に行けば互いの島影が見られるという壱岐─北九州間などの航路を、千余里に見積もったなどとは私にはどうしても思えないのである。

この点、石田氏も朝鮮・対馬海峡を千余里の広さの一つの海であるとする拙論には反対とのご意見をお持ちのようなので、先にあげた『三国遺事』などの記事をどのように理解しておられるのか、具体的な、できるだけ詳しい反論を期待したいと思う。

三　里は路程なり（『正字通』）

また久保田氏は、倭人伝の行程記事が標準里であるとすれば、

「……末廬国から伊都国までの五百里というのはどう処理するのだろうか。標準里なら、一里四三〇メートルくらいとされているから、五百里は約二〇〇キロになる。どこが末廬でありどこが伊都であるか、はっきりしたことは判らないが、そこをどこだとしても、そこから二〇〇キロ行けば九州を突き抜けてしまうのではないか」と、拙論に対する批判を述べておられる。

「魏志倭人伝の里程単位」その３（注１）において篠原俊次氏は、『禹貢図』四十八編を作成した胡謂がその「導江図」と称する方格地図上に「漢志以尋陽江為禹貢之九江、東陵郷為禹貢之東陵、今按此東陵南距大江六百余里」と注記し、江より方格二百里×三倍の地点に東陵郷（今の安徽省霍丘県西）を記していると指摘しておられる。平野部が多く、比較的文化の進んでいた中国本土においてさえ、このような例が見られることを忘れてはならないだろう。

山地の多い我が国では、車の時代となって各地の道路が相当に整備されてきている現代においてさえ、縦貫道路の建設によって通行時間が三分の一にも四分の一にも短縮されたなどということも、決して珍しい話ではない。

ご存じのように末廬国の条には「四千余戸有り。山海に浜うている。草木茂盛し、行くに前人を見ず……」と記されている。私は末廬国を松浦に比定しているが、松浦から伊都国に比定されている前原地方までの間には山があり、また川もある。いわゆる獣けもの路みちにも等しいような道路しかなかった我が国の三世紀の時代における里程に、直線距離のみを当てはめて標準里を否定するのは、やはり妥当な解釈とはいえないのではないだろうか。

山尾幸久氏（注２）や謝銘仁氏（注３）なども述べておられるように、地理紹介記事に書かれた里数は全て路程であることを常に念頭に置いて理解することが大切だと思う。

四　誤りの多い方位記事

久保田氏は、また、「私が畿内説に反対するのは基本的には方角である」と述べておられる。しかし、方角の問題に関しても、すでに『古代日本海文化』６号および13号、『市民の古代』第16集で述べたように、中国史書の方位記事には誤って記されたものが少なくない。白崎昭一郎氏（注４）が指摘された『漢書』西域伝、また山尾氏が指摘し、前掲拙論の中で図示した『後漢書』郡国志注の記事なども、かなり間違っている。

久保田氏は倭人伝の記事ばかりでなく、さらに「三国志本文中の方角も間違っているとは思われない」とまで述べておられる。久保田氏は『三国志』に書かれた一つ一つの例について、ご自分で直接当たってみられたのだろうか。

次の例を見ていただきたい。

「帝（明帝）、東のかた権（呉）を征す」

「先帝（文帝）東に合肥を置き、南のかた襄陽を守り、西のかた祁山を固む」（以上「魏志」三）

一見して明らかなように、呉は洛陽からは東南の方角にあり、また合肥も東南である。

「後主（劉禅）、家を挙げて東遷、既に洛陽に至る」

蜀が都としていた成都は洛陽の西南に当たる方角にあるから、この記事も正確には東北としなければならない。しかもここに名の出ている呉、合肥および成都─洛陽間は、魏や蜀の将士、要人達が何度も行き来し、お互いその地理的位置は熟知されていた所である。にもかかわらず、その方位表示には約四十五度の誤りが見られる。

これらの記事に関して、東南や東北を大雑把に東と記したのであろうとする研究者もいるかと思う。だが実はそうではない。

「権東南に生まれて」（「呉志」二）

この記事は呉の記録をもとにした記述なのであろう。この時代、呉においては洛陽からの方角が正確に把握されていたのかもしれない。明確に東南と判断されている場合は、おおまかに東西南北に分別し「東」と書いたりはしないのである。

「東南陸行五百里、伊都国に到る」「東南奴国に至る百里」また『後漢書』郡国志注の記事にも「東北」と記された例があるが、これらの記事から考えても、古代中国における方位記事は四分法ではなく、八分法によって記されていたことが理解できると思う。

前掲号において図示したが、『後漢書』郡国志に注が入れられた時代（六七六年完成、劉昭）になってさえ、成都よりもさらに南寄りに位置する永昌や益州までもが西とされている（地図７-１）。

前掲論文でも例示したが、『五代史』四夷伝に、

「幽州より此に至るまで里堠（方角・里程などを示した標識）なし、其の向う所南北と為すを知らず」と書かれた記事がある。

久保田氏は正確な地図のなかった古代の人々が、知らない土地を何日も旅するようなとき、一体どのようにすれば出発地からの位置を知ることができるというのであろうか。晴天が続くときならまだしも、曇った日が何日も続いたような場合、出発点からの方位はおろか、今、自分達がどの方向に向かって進んでいるかさえ、皆目見当がつかなくなってしまうであろう。

方位を誤って記した例は他にも多く見られるが、以上によっても、方位記事に間違いはないとする久保田氏の主張は、ご自分の主観だけで判断してきた単なる思い込みに過ぎなかったことを理解していただけると思う。




私は『邪馬台国』17号で卑弥呼の墓を箸墓に比定した。あらゆる面から総合的に考えれば、畿内説は最も妥当性に富んでいる。しかし従来、箸墓の築造時期は土器編年などをもとにした推測によって三世紀の後半に位置付けられており、他の方々の説も含めて箸墓説はこれまであまり顧みられることはなかった。

ところが最近、奈良国立文化財研究所の光谷拓実氏らが中心となって開発した年輪年代測定法によって推定した年代は、これまで考古学の主流となってきた土器による編年よりも百年、少なくとも五十年遡らせて考えなければならないことが明らかとなった。

この年輪による年代測定が信頼性の高いものであることは動かし難いものがあり、この測定法に科学的な反論を加えることは、まず不可能であろう。古墳の開始時期も当然四、五十年遡らせて考えなければならない。卑弥呼の時代は古墳時代ではなかったとしてきた邪馬台国九州説の方々は、これによって大きな転換を迫られることになる。邪馬台国北九州説・東遷説は、日程記事に対する無理な解釈とともに、考古学の面でも転向に踏み切らざるを得なくなってしまっているのではないかと思う。

日程記事に関してはすでに『古代日本海文化』27・28号において述べたが、九州説の立場に立つ方の中には依然として里程記事と切り離し、これを帯方郡からのものと主張されている方もおられる。しかし、次にあげるように、里数記事の中に日程記事をとり混ぜて記入した例は決して少なくない。

「徳若国は……洛陽を去ること万二千一百五十里……県度を渉り罽賔を歴て六十余日行にして烏弋山離国に至る。……復た西南馬行百余日にして條支に至る。條支国の城は山上に在り、周回四十余里、西海に臨みたり、……北に転じて而して東のかた復た馬行六十余日にして安息に至る。……安息国は和横城に居り、洛陽を去ること二万五千里」（『後漢書』西域伝）

「室韋国は勿吉の北千里に在り、洛陽を去ること六千里。……路和龍に出て北千余里契丹国に入る。又北行十日啜水に至る。又北行三日善水有り、……又北行三百余里、大水有り、屈利と名す。又北行三日、刃水に至る。又北行五日、其の国に到る」（『北史』列伝第八十二）

ここにあげた記事は「魏志」倭人伝の投馬国、邪馬台国への日程記事を、不弥国までの里数と合わせて換算し「郡自り女王国に至る万二千余里」とした記事と同様、すべての日程と里数をまとめて換算し、洛陽からの里程としてその冒頭に記入している。

邪馬台国北九州説は、人口の面でもこれを北九州内に納めるには無理があり、大和岩雄氏によって唱えられている「邪馬台国は二カ所あった」とする説（注５）も、その大筋は先の日程記事や、三世紀後半からとされてきた古墳時代などとの矛盾を解消しようとしたものであり、北九州説の弱点を補おうとして必然的に生まれてきた一つの説に他ならない。

『東アジアの古代文化』82号の「古墳の起源と邪馬台国」において白崎昭一郎氏は、「仮に箸墓古墳の年代が（卑弥呼の時代）に定まったとしたら、どれだけの人が九州説を保持する勇気を持つであろうか」と述べておられる。方位記事に誤りが多いことに加えて、卑弥呼の時代が古墳時代であったことが明らかとなった現在、邪馬台国への方角を「南」としていることだけをもって畿内説を否定しようとするのは、もはや恣意的な解釈という以外なくなってしまっているのではないだろうか。研究歴の古い人ほど自説へのこだわり、思い入れは強いと思うが、今こそ「保持する勇気」は潔く捨て去り、「転向に踏み切る勇気」が求められるべきときであろう。「どれだけの人が九州説を保持する勇気を持つであろうか」と述べた白崎氏の真意も実にここにあったと思う。
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〈注〉

１　『計量史研究』

２　『魏志倭人伝』

３　『邪馬台国・中国人はこう見る』

４　『東アジアの中の邪馬台国』

５　『邪馬台国は二ケ所あった』






第八章　短里仮説の破綻






『邪馬台国はなかった』以来、魏晋朝短里、夏・殷・周代短里説を主張しておられる古田武彦氏は、最近の著書（注１）において、『史記』五帝本紀にある、

「……唯だただ禹の功を大と為す。九山を披し、九沢を通し、九河を決して九州を定む。各おの其の職を以て来貢し、厥宣を失わざること方五千里、荒服に至る。南は交阯・北発を撫し、西は戎。折枝。渠[image: gaiji]。氏羌、北は山戎・発。息愼、東は長鳥夷。四海の内咸し帝舜の功を戴く。……」と書かれた記事を根拠とし、この時代における天子の領地は、短里による「方五千里」であった、とされている。

しかし、この記事に対する古田氏の解釈には根本的な誤りがあるように思う。これは一身を賭して国土の安泰に尽くした禹の治積の及んだ領域について述べたものであり、五帝時代における天子の領土が方五千里であったなどということでは決してない。

そのことは、同じ『史記』秦本紀にある「昔の者五帝、地は方千里」を見ることによっても明らかである。五帝とは黄帝・顓頊・帝嚳・堯・舜の五人を指していう。古田氏は同じ『史記』項羽本紀に書かれた「古の帝なる者、地方千里、必ず上游に居す」とある記事を引き合いに出し、舜・禹・周の時代の方五千里、秦・漢の方千里ということで、夏・殷・周の短里（一里約七六メートル）と、秦・漢の長里（一里四〇五メートル）とが五対一だということが『史記』に明確に示されていた、とされている。

ところが先に示したように、五帝時代に天子の領土が方千里であったという記録ばかりでなく、周の時代においても同じく「方千里」であったことが『孟子』万章篇、『説文』注などにも「天子の制、地方千里」「周制、地方千里」と書かれている。古田氏が述べるように、秦・漢時代における長里の方千里に対し、夏・殷・周代は短里による方五千里であったなどという証拠は、どの史書からも見出すことはできないのである。







一　六尺一歩、三百歩一里は周の制度

また古田氏は、六尺一歩、三百歩一里という単位は、秦の新法であって決して周の古法ではなかった、とも述べておられる（注２）。

しかし、『孔子家語』王言解に「周制三百歩を里と為す」とあることが、すでに謝銘仁氏（注３）によって指摘されており、『周禮正義』にも『春秋』穀梁伝の「古の者、三百歩を里と為す」とある記事（注４）や、「六尺を歩と為し、歩百を畝と為す」とある『司馬法』の記事が引かれている。

『司馬法』とは周王朝の大司馬が残した兵法と、春秋時代の兵法家、田（司馬）穣苴じょうしょの兵法書など、後世に伝えられていたものを合わせて五、六世紀頃編纂された書物だという。これらの記録による限り、六尺を歩として、三百歩を里とする制度は、すでに周の時代から行われていた度制であったことを疑う余地はない。

『禮記』王制の「古の者、周尺八尺を歩と為し、今周尺六尺四寸を以て歩と為す」や、『史記』注に書かれた「古は八尺を歩と為し、今周尺六尺四寸を歩と為す」などの「古」が、はたしていつの時代を指して述べたものであるか、遺されている史料からは明らかにすることはできない。しかし、少なくとも周の中期以降ではなかったということだけはいえると思う。

尺に関しては、すでに『古代日本海文化』十九号でふれたように、十寸を尺とする制度とは異なるものとして、殷の湯王時代における十二寸、九寸、周の始祖武王が八寸を尺としたことなどが記録として遺されているようであるが、歩に関しては特に時代を確定できるような記録はない。しかし、よほどの根拠がない限り、『司馬法』や「穀梁伝」などの記事を無闇に否定することはできないと思う。

二　史書に書かれた山高は路程である

次に、山の高さを示した里について反証しておきたい。

「潜中、天柱山有り、高峻二十余里」（「魏志」張遼伝）

古田氏はこの記事が山の直高を示したものであるとし、長里による記述とすれば実高一八六〇メートルの天柱山（霍山）の高さは、エベレスト（八八四八メートル）を超える超高山になる、とされている。はたしてこの記事が山の直高を示したものと言い切れるだろうか。

『漢書』注において「如淳曰く、……泰山は南面より直ちに上れば歩道三十里、車道百里」（郊祀志）と書かれた泰山は、『後漢書』祭祀志の劉昭注においても、およそ三十里とされ、郭璞（西晋時代）注では「山下より頭に至るまで四十八里二百歩」と記されている。また『大漢和辞典』にも「周百六十里、高さ四十余里」とした『唐六典』の記事が引かれている。『周髀算経』に示された里数値が短里と付合する、とされた谷本茂氏（注５）も、山の高さを示した里数値は山の直高を表したもの、とする点で同じ意見をお持ちのようである（注６）。

古田氏や谷本氏は、いずれも魏代の人であった文穎や、孟康、如淳などの知識をもとにした記事をあげ、『漢書』注の記事は短里なしでは読めない、とまで述べておられるが、両氏の記事解釈には短里の存在を信じ込むあまりの先入観による思い込みが、大きく影響しているような気がしてならない。

もし唐里で四十余里と記された泰山の里程が山の直高を示したものであるとすれば、二万メートルを超える天の柱かと思われるような空想的な超高山ということになってしまう。

明代の張自烈が撰した『正字通』には、「里は路程なり」と書かれている。

『周髀算経』や『海島算経』などの算術書には、確かにその直高が里によって示されている。しかし、先にあげた泰山の例などによって考えれば、他の文字が様々な意味に用いられていると同様、歴史書や地理誌などに山高が里で示されている場合は、山頂までの道路距離とするのが妥当である。

三　実距離が示されている「千里の牛」

古田氏をはじめ多くの研究者は、『史記』などに書かれた「千里の馬」に関する記事を「空想的」「短里でなければ理解できない」とされている。だが、はたして一日に千里（四〇〇〜四三五キロ）を走る馬がいたという話は、空想的で実際にはあり得ないことなのだろうか。

『晋書』荀晞伝に兖州─洛陽間五百里の道を一日で往復する「千里の牛」の記事がある。

「晞、朝政日に乱るを見て、禍い己に及ぶことを懼れ、交結する所多し、珎物に得る毎に即ち都下の親貴に貽る。袞州は洛を去ること五百里、鮮羨ならざらんことを恐れ、募りて千里の牛を得る。信を遣わす毎に旦に発し暮に還る」

ここに書かれた「五百里」が長里であることは『後漢書』郡国志注の記事によって明らかであり、地図で確かめても間違いはない。何年か前、アテネ─スパルタ間二五〇キロの道を走るスパルタスロンという苛酷なレースがテレビで放送されていたが、全コース三十六時間以内に完走することが条件とされているという。しかもこのレースには山越えのコースまで用意されていた。そのような悪条件にもかかわらず、優勝タイムは二十時間と三十分程度といわれている。

私が住んでいる所に近い和歌山県の新宮市をスタートし、新宮─田辺間一三〇キロの道程を走破するウルトラマラソンが、何年か前から毎年行われるようになった。一九九六年十月に行われたレースの優勝タイムは十二時間三十五分九秒であったという。優勝者の川村繁木氏は三年連続一位で、しかも四十四歳だというから驚く。

無論、一流のランナーは出場しないだろうが、先にあげたスパルタスロンや、このウルトラマラソンなどの話を聞くと、人間でもこれだけの距離を走り抜くことができるのであろうかと驚嘆せざるを得ない。

現在のところ馬の一日の走行距離は、一八〇キロ程度が限度といわれているが、伯楽（本名は孫陽）にあやかって走法に工夫を凝らせば、一日に千里を行くことも或いは夢ではないかもしれない。

四　韓・倭人伝の里程記事

古田氏は『東アジアの古代文化』六十一号において、論戦中の安本美典氏が、魏晋朝短里説は、現在、ほぼ否定されているとみてよい、と述べたこと（注７）に対し、「この断案は、全く事実に反する」とし、

「氏が依拠される篠原俊次氏の『三国志の里程研究』（注８）は、氏の研究の『出発点』たる『倭人伝の里程研究』が〝出ないまま〟になっている。倭人伝は、三国志の一部である上、『三国志中の里程列伝』ともいうべき性格をもつ。篠原氏の研究思想と研究方法の適否の検証されるべき不可避の関門である。私はその出現を待ちつづけている。しかるにそれが『カット』されたまま、『ほぼ否定』などと氏が断言されるとは──」（傍点筆者）と、安本氏の反論を〝性急さ〟と〝思い込み〟によるものとされている。

また、『邪馬台国徹底論争』巻一の中で、古田氏は当の篠原氏に対し、信州白樺湖畔における古代史討論シンポジウムに講師として来てくれるよう依頼したところ、「今、壁にぶつかっております」といって断られたことをあげ、「篠原氏が倭人伝の里程記事に対するうまい回答が見つからないためではないか」と述べておられる。

古田氏はさらに『古代史のゆがみを正す』の「まえがき」において、倭人伝の「里単位」と『三国志』本伝の「里単位」を安易に分離する手法は、結局恣意的だったのだ、と述べ、『三国志』全体が同一の里単位で書かれている、という基本的な立場を強調しておられる。

倭人伝は陳寿が魏使の報告書などを参考にしながら、実地の見聞に基づいて書いたものであるから、『三国志』本伝の里単位と同様の里単位によって理解すべきだ、とする点に関しては私も異存はない。しかし、すでに山尾幸久（注９）、白崎昭一郎（注10）、安本美典（注11）、佐藤鉄章（注12）、篠原俊次（注13）、後藤義來（注14）などの各氏によって明らかにされているように、『三国志』本伝に書かれた里程記事のほとんどは長里に該当するものばかりである。

倭人伝の里程記事に関しては古田氏ばかりでなく、地域的短里説の立場をとる安本氏など、また、通常里で書かれているとする論者（注15）も、ほとんどは誇大値とする点で一致している。

しかし、たとえ短里、或いは誇大値と思われる記事であっても、他の諸々の原因、たとえば原文解釈に問題はないか、また、現在では考えられないような迂回路の存在、「方」を一辺の長さと見るか、周長と見るか、といったような異なった視点からの考察によって検討を加えてゆくことこそ、短里使用の可能性を考えること以上に重要ではないかと思う。

私は『古代日本海文化』十八号において、倭人伝の行程記事に関する試論を発表。「郡従り倭に至る」とある「郡」とは、帯方郡のことではなく、首都洛陽のある河南郡から各郡を経由して倭に至ることを陳寿が筆法を用いて記したものであり、また「一海千余里を渡る」と重ねて三度書かれているのは、合計三千余里の海ではなく、広さ千余里の一つの海を渡ることを記したものであるとする新解釈を披瀝、韓・倭人伝ともにすべて標準里で理解できることを論証した。以来、すでに三十年の歳月を経過しているが、未だこの拙論に対する感想はおろか、批判文にすらお目にかかることはできていない。

『三国遣事』南帯方（南原府）の条を見ると、「帯方の南がわにある海は広さが千里であるので瀚海（ひろい海）という」と書かれた記事がある。しかし、現在この記事に関しては一般の研究者ばかりでなく、専門の学者の間ですらほとんど問題にされていない。それは中国後代史書がすべて、「郡従り倭に至る」を、帯方郡からの行程を記したものと解しているためである。

古代中国においては、自国こそ世界文化の中心であるとする考えが支配的であった。遠夷の国々について述べた外国伝も、その中華思想に基づいて書かれたものであることに変わりはない。無論、我が国も、中国から見れば何十カ国にものぼる多くの国々の一国に過ぎなかったことは言うまでもない。

こういった観点から見れば、「魏志」倭人伝の行程記事に関する中国後代史書の解釈と、お膝元の朝鮮・対馬海峡に対する認識のもとに書かれた『三国潰事』の記述の、どちらが信頼性が高いといえるか明らかである。

よく知られているとおり、『三国志』は同時代史料である。この点、他の中国歴史書とは異なった観点に立って読まなければならない。

陳寿が『三国志』を撰した頃の晋は、ようやく中国統一をはたしていたとはいえ、未だ各地における反乱の勃発に警戒を怠ることはできない状態であった。呉は二八〇年に滅んだのであるが、その反政府勢力がもし倭国など他の諸外国と手を結んで、強大な勢力となったときのことを想定すれば、女王卑弥呼が治めていた独立国倭という国は、遥か彼方万里の海中に存在する絶遠の国であると思わせる必要があったのではないか。

呉は孫権の時代〔黄龍二年（二三〇）〕、甲士万人を遣わし、万里の荒波をものともせず夷州亶州の征略を企て、また、遼東の公孫渊とも連結を図るなど、盛んに海上活動による勢力拡張を画策していた。

東大名誉教授として東洋史の研究に長年携わってこられた故榎一雄氏は、「蜀志」後主劉禅伝の注に引かれた諸葛亮集に載せられている建興五年（二二七）三月の劉禅の詔に、

「蜀漢が四川省から兵を出して魏の領域関中（長安のある渭水の流域）に攻め入った場合には、呉主孫権は蜀漢を支援することを約し、涼州の諸国王はそれぞれの配下の月氏・康居の胡（族の）王二十余人を出動させて漢軍を助けようと申し出ている」ことが書かれていることなどをあげ、魏が大月氏王を親魏大月氏王に封じたのは、「こうした西域方面の侵寇から河西を守り、涼州の諸国王の配下の月氏・康居の兵力と蜀漢との協力を阻止する必要があったためである」と述べておられる（注16）。

陳寿の筆法は、こうした晋王朝の国是となっていた対外施政方針に則って用いられたものであった可能性が高い。

五　『県風土記』に短里はあったか

古田氏は魏晋朝短里説との関連で、我が国の『県風土記』の中にも短里で書かれたと思われる記事があると主張しておられる（注17）。

（一）「肥前国風土記に云う。松浦の県あがた、県の東六里（１）に帔搖岑有り」

（１）底本　「三十里」。概数記載とはしがたい。実距離によれば六里または七里とすべきである。しばらく「六里」としておく。

（二）「風土記に云はく、球磨の県。県の乾いぬいのかた七十里（９）、海中に嶋あり。積ひろさ七（10）里可りなり。名づけて水嶋と曰いふ」

（９）底本　「七里」。新考及び実地理による。

（10）底本　「七十」。新考により訂す。

（一）の場合について古田氏は、岩波古典文学大系『風土記』の校定文において「六里」とされている松浦県治から帔搖岑までの距離が、底本（『筑紫風土記』）では三十里となっていることをあげ、原古写本に短里で三十里と書かれていたにもかかわらず、校定者が長里（五三五メートル、八世紀の里単位）による自らの実距離に対する判断によって六里に改定したもの、とされている。しかしここでは、まず松浦県の治所がどこにあったか、ということを問題にしなければならない。

また古田氏は、松浦湾南辺の海岸部は陸地部分が狭隘であるため、帔搖岑と海岸集落領域との距離が限定されている、と述べておられるが、『風土記』の記事は「県の東」としているのであるから、東西部分においてかなりの距離が見込める。それに実際は西に位置する松浦が北松浦半島とされ、北に突き出た部分を東松浦半島と呼び、最も南にある所を西松浦郡などとしている点も気になる。したがって、帔搖岑の位置も定かでない。このような観点からすれば、底本にある三十里を必ずしも短里使用の例とすることはできない。

また（二）の例について古田氏は、井上通泰の『西海道風土記逸文新考』の文、

「○七里は凡三十五町なれば略今の一里なり。さて球磨県乾七里海中有嶋といへるは疑はし。風土記撰進より一千余年の後なる文政の始にすら海岸よりの距離だに一里許なりしをや。なほ次に云ふべし○積の字万葉緯に稍とあり。考証本などは之に従ひたれど積とあるぞまさりたらむ。但積七十里バカリとあるは疑はし。少くとも今はいとささやかなる島なればなり。恐らくは数字に誤りあらむ。或は上の七里と顛倒したるにか」を示し、

「右の冒頭の文に、『今の一里』といっているのは、『三六町（三・九二七三キロメートル）』（『広辞苑』）である。『凡三十五町』というのであるから、『約三・八キロメートル』である。これが『七里』だ、というのであるから、その『里単位』は『約五四三メートル』となろう。右にあげた、八世紀の里単位である」としながら、最後の部分において、

「この通泰の『一里』は、先にあげた『約五四三メートル』であるから『短里』（一里＝約七十七メートル）の『七里』（約五三九メートル）とよく一致している。古写本（底本）の『七里』のままでいい。すなわち、両視点、一方は『長里』、他方は『短里』と、依拠した『里単位』が異なっていたのである」と述べておられる。

井上通泰（一八六六〜一九四一）の時代は、すでに「一里」三十六町（三・九二七三キロ）の大里が用いられていた。これは最初古田氏が指摘されたとおりである。谷本氏も小里を廃して大里（三十六町）を正式に定め永制としたのは、慶長九年（一六〇四）であったと述べておられる。ただ東北地方では十八世紀になっても小里が使用されていたという。しかし、井上通泰は姫路出身の人である。「文政（一八一八〜一八二九）の始にすら海岸よりの距離だに一里許なりしをや」とある「一里」が、小里（五三五メートル）による表現であった可能性はほとんどない。

古田氏は非常に多忙な方であり、最後の部分において何か錯覚にとらわれていたのではないかと思うが、底本の「七里」が短里で書かれたものではないことは明らかである。ここはやはり井上通泰が述べているように「乾のかた七十里」と「積ひろさ七里」であったのが、伝写の際に誤って逆になってしまっていたのだ、とした方が理にかなっているように思う（球磨県はかなり内陸部にあった）。

六　『万葉集』の短里について

古田氏はまた『県風土記』にある記事との関連で、『万葉集』の中にも短里で書かれたと思われる記事があると主張しておられる。
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「筑前国怡土郡深江の村子こ負ふの原に臨める丘の上に二つの石あり。……深江の駅うま家やを去ること二十許里にして、路の頭ほとりに近く在り」

〔『万葉集』巻第五、八一三、序詞。天平元年（七二九）〜二年（七三〇）の間〕

万葉の歌人として知られる山上憶良は、筑前の国守であった頃、建部牛麻呂という筑紫の故老から、息おき長なが足たらし日ひ女めの命みこと（神功皇后）が新羅征討の際に用いたとされる鎭懐石の伝説を聞き、「子負の原」と題する歌を作った。先の記事は、この歌に添えられたその謂いわれに関する序文の一節である。

古田氏は糸島郡二丈町の文化財地図（地図８-１）に画かれた鎭懐石伝説地と深江駅の距離を計測。鎭懐石八幡神社の地と深江駅の間は「一五〇〇〜二〇〇〇メートル」の範囲にあるとし、先の「二十許里」は、短里の里単位でまさにピッタリである、とされている。

しかしここでも、先にあげた『県風土記』（一）の例と同様、二丈町の文化財地図に書き入れられた深江駅の位置が、伝説が語られた頃の駅家と同じ場所であったかどうか、という点がまず問題にされなければならない。そればかりでなく、山上憶良の序文に書かれた「二十許里」は「二丁許里」の誤写であることも指摘されている。

この記事は「許里」と書かれているから「二十許里」とするのがあたかも正解であるかのような感じがしないでもない。だが最後に書かれた「里」が、里数表示のための「里」ではなく、ただ単に「許り」という意味を漢字表記したものであったとすれば、その答えは大きく違ってくる。

日本の美術界に大きな足跡を残し、大正二年（一九一三）に亡くなられた岡倉天心がインド滞在中に書いたという本の題名にも『亞細亞ハ一ナ里』と、「一つなり」という意味を表すために漢字の「里」が用いられている。無論、「二丁許り」が正解であったとしても「一丁」は一〇九メートルであるから、二丁では二一八メートルほどしかなく、二丈町文化財地図にある深江駅─鎮懐石伝説地間の距離と合っているわけではない。したがってこの場合も、当時の「駅家」の位置がどのあたりにあったかということが最重要の問題であることに変わりはない。

私が「深江の駅家を去る二十許里」ではなく、「二丁許り」に賭けるもう一つの理由に、「許り」に対する字義的な面からの意味づけがある。

すでに『古代日本海文化』三号で明らかにしたように、「許り」には非常に大きい、或いは遠い、深い、また、これとは反対に、非常に近い、小さい、少ない、など、物事に関する常識的な認識範囲を超えた驚きや謙遜、思いやりなど、極端な表現の意味が含まれている。「御心痛幾許り」とか、「僅か許りの物ですが」といったような場合がその例である。

先の記事の場合「二十許里」とするよりも、駅家からほんの少し離れた所に、という意味の「二丁許り」であったとする方が、「許り」の字義から考えてもぴったりする。古田氏の多くの史料を参照しながらの精力的な検証ぶりには畏敬の念を覚えずにはいられないが、遺憾ながらこの記事も、短里使用の例として断定するのは早計といわざるを得ない。

七　鬱うつ陵りょう島の方百里も周長

この点、谷本氏が古田氏との共著『古代史のゆがみを正す』の「古代朝鮮歴史書の里単位」において、短里使用の例としている、

「于山国は溟周（江陵）の真東の海にある島で鬱陵島ともいう。地は方一百里である」（『三国史記』）についてもいえる。

谷本氏は「方一百里」を、一辺百里、周囲四百里とした上で、「一里＝三百歩（三百六十歩）とすると、方百里の周囲は十二万歩（十四万四千歩）となる」とし、『三国潰事』にある「阿瑟羅州（溟州）の東の海のなか順風二日のところ干陵島がある。周囲が二万六千七百三十歩である」と書かれた記事と比較、鬱陵島（ウルルン島）の地図（地図８-２）を示した上で『三国遺事』の「周囲二万六千七百三十歩を『長歩』と考えると、一歩＝約一・三五メートルとして、周囲約三六キロメートル、一辺九キロメートルの正方形或いは直径約一二キロメートルの円形で近似できる。一方、『三国史記』の方一百里を『短里』とみなせば、一辺約八キロメートル弱となる。現在の鬱陵島の地形は一辺一〇キロメートル程度の正方形でほぼ覆われる大きさ（面積七二平方キロメートル）である」とし、「方百里は『短里』で妥当であり、『長里』では過大だ」と述べておられる。しかしこれは、谷本氏が「方」を一辺の長さ、として計算したためであり、「方一百里」を周囲の全長とみなせば、ことさらここに短里を持ち出す必要はない。

すでに前掲七号で例示したように、中国史書にあるほとんどの用例は、田制の場合を除き周長を表したものばかりである。古田、谷本の両氏にはまだ拙論をお読みいただいていないのではないかと思うが、この機会にぜひご覧いただいて、短里問題とも絡めて改めて再考願いたいと思う。
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古田氏や谷本氏は、他にも短里使用の例として二、三あげておられるが、中国史書ばかりでなく『三国史記』『三国遺事』など、その基本となったのは短歩・短里ではなく、普通の歩幅を基準とした通常里で記されているとするのが妥当である。谷本氏自身も鬱陵島の記事に続く次の項で『三国史記』や『三国遺事』に書かれた山城の歩数値についてふれ、これを近年における古城の発掘報告（注18）による記録と比較した上で、そのほとんどは「長歩」で該当する、とされている。

もし短歩・短里が歴史書の地理表記に用いられているとするのであれば、通常の五分の一、六分の一といった短い尺も用いられていたとしなければならないが、現在のところそういった極端に短い尺の存在は証明されていない。谷本氏は歩と尺は別の単位系である、とする考えから、「歩と尺は別の単位系で連動していない。歩が短歩でも別の単位系だから尺はそのままでも関係ない」と述べておられるが、『周髀算経』や『海島算経』が六尺一歩、三百歩（千八百尺）一里の倍数関係によって書かれていることは、すでに篠原俊次氏などによって指摘（注19）されているとおりである。谷本氏はこの点に関する考察を省略されたか、或いは何か錯覚に捉われていたのかもしれない。

八　『大乗院寺社雑事記』の記事

谷本氏はまた前掲書において、室町時代（十五世紀）興福寺大乗院の第二十代門跡・尋尊の日記をまとめた『大乗院寺社雑事記』の文明十一年（一四七九）五月二十八日条に、「旧云六尺為歩云々、或一尺云歩云々」と書かれた記事のあることを紹介し、短歩・短里実在の可能性を主張する立場から、「この記事から、一尺が一歩と同程度であったという伝承の存在を読み取ることも可能であろう」と述べておられる。

私自身も前掲書十九号で、一尺程度の短歩が存在した可能性について少しふれたが、もし短歩が存在していたとすれば「狸歩」と呼ばれるものがそれに当たるのではないかと考えている。この「狸歩」に関する諸書の解説を見ても、「一挙足、つまり半歩を一歩とする」としたもの、「一弓、六尺の同義」としたもの、或いは「狸を横たえた長さ、三尺」としたものなど、その解釈には何か釈然としないものがあり、明確にその実長を証明したものはない。
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明の徐光啓の『農政全書』によると、土地の広さが歩によって計られるようになる以前は、尺を基準とした測度が行われていたという。こういった点から考えると、一尺程度を一歩とした単位も決してなかったとはいえないかもしれない。しかし、白崎氏も述べておられるように、中国正史など正規の歴史書における里程表示に、このような極端に短い短歩短里が用いられていたか、ということになると、また話は別である。

『大漢和辞典』歩の部に先にあげた『農政全書』の記事を引用し「方尺を歩と為す」と、図と共に掲示（図８-１）した箇所がある。これは「六尺を歩と為す」（図８-２）の誤りなのであるが、谷本氏が紹介しておられる『大乗院寺社雑事記』の記事に関しても、『農政全書』などが伝わる以前における、こういった誤字がもとになった伝承である可能性についても考慮する必要がありそうである。

おわりに

以上、古田氏、谷本氏などによって提唱されている短里仮説に対して反論するとともに、これまで常識とされてきた倭人伝の行程記事に関する解釈への疑問と、簡単ではあるが『三国志』本伝の里単位を基本とした新解釈を改めて提示させていただいた。

解読の主なポイントは「郡従り」をどう解するか、「方」の解釈、それに「一海千余里」の読み、の三点にあると思う。

今、私が古田氏をはじめ多くの研究家諸氏に望みたいのは、これまで常識とされてきた従来の解釈に甘んじることなく、原点に立ち戻って『三国志』の著者陳寿の記述に、改めて深く思いを致していただきたいということである。

〈注〉

１　『倭人伝を徹底して読む』その他

２　『古代史のゆがみを正す』、前掲注１

３　『邪馬台国・中国人はこう読む』

４　『邪馬台国の論理と数値』において坂田隆氏もこの記事をあげておられる。

５　「中国最古の天文算術書「周髀算経」之事」（『数理科学』[image: gaiji]一七七）

６　前掲注２

７　『吉野ケ里遺跡と邪馬台国』

８　「魏志倭人伝の里程単位」１・２・３、『計量史研究』[image: gaiji]２・３・４

９　『魏志倭人伝』その他

10　『東アジアの中の邪馬台国』その他

11　『邪馬壹国はなかった』その他

12　『隠された邪馬壹国』その他

13　前掲注８、その他

14　「『魏晋朝短里説』について」（『邪馬台国』35号）

15　山尾幸久、白崎昭一郎氏など

16　『邪馬台国』

17　『よみがえる卑弥呼』

18　森浩一監修『韓国の古代遺跡』

19　「一寸千（短）里説批判」『五條古代文化』30号、前掲注８






第九章　陳寿の取材旅行（上）






「魏志」東夷伝には「今」という文字が多く使われている。歴史記事の中に書かれたものは別として、この「今」は執筆時における諸国の状態を表すための文字であり、陳寿が現地で直接取材した上での記述であることを示したものといえる。

班固によって書かれた『漢書』、苑嘩の『後漢書』東夷伝には、現時点を示す「今」は全く書かれていない。

陳寿は、東夷伝を編述するに当たって、自ら東夷諸国を歴訪し、その風俗・習慣などについて取材して回ったのではないか。

この「今」は倭人伝にも書かれている。

『南九州文化』34・35・37号において私は、「至」と「到」の字義をもとに、陳寿が我が国にも来訪していたことを推量した。

倭人伝には、さらに「参問倭地」とも書かれている。

「参問」とは「まじわり聞く」「くらべ問う」という意味であり、現在一般にいわれている「訪問」とは区別して考えなければならない。また、これは直接倭地で参問した意味を表すものであるから、著者が自ら倭地を訪れた上でなければ書けない記事である。陳寿が東夷諸国歴訪の最後に、我が国にも来訪していたことは間違いない。

倭人伝はまだまだ解明されたとはいえない。学界の方々ならびに研究家諸氏の忌憚のないご討論を切に期待する次第である〔陳寿の取材旅行「この記事尤も考見す可し」（『三国志集解』）〕。

一方「魏志」三十に付載された西戎伝は、従来「魏略」の記事とするのが通説であった。

しかし、西戎伝の最後の部分にある「魚豢議して曰く」と書かれた記事は、これまでの通説に大きな疑問を投げかけている。『三国志集解』の中にも「この記事、尤も考見す可し」と疑義が呈されている。中国の書法として、著者が自らの文章に自分の名を記した上に「議して曰く」などとは書かないのが通例である。私はこの西戎伝も、陳寿が東夷伝の評に続けて付載したものではないかと推測している。

東夷伝の評に続けて、魚豢による「魏略」の文が書かれているが、二文字程あけて「燉煌、西域の南山の中、玉羗の西より葱領に至るまで王千里……」などとある部分は陳寿の文ではないかと推測している。「王千里」とはさかんに駆けることを示すための表現である。陳寿は西域諸国を歴訪した後、同じ歴史家の魚豢と議論（話し）し合っていたのではないか。後の歴史家は全て魚豢の文だと考えていたために、最後の部分にある「魚豢議して曰く」とある記事に「西戎伝の議尤も考見す可し」と疑義を呈したのではないだろうか。自らの文に「議して曰く」などと書くことは決して有り得ない。




従来、『三国志』は官府の記録、また、これに先行する『魏略』『魏書』などを参考に書かれたとする見解（注１）が通説として述べられてきた。しかし東夷伝には「今」という文字が多く書かれており、またその詳細な記述を見ると、官府の記録などを参考にするだけでこれだけの記事をものにできたとは思えない。

陳寿は、『三国志』を撰述するに当たって、官府の記録などを参考するだけにとどまらず自ら直接、各地へ取材に出かけたのではないか。

一　執筆時点を表す「今」

「呉志」十六、陸凱伝に次のような記述がある。

「予、しきりに連りに荊揚より来るものに従いて、凱が皓を諌める所の二十事を得る。博く呉人に問うに、多く云う、凱が此の表有りしことを聞かず、又、其の文を按ずるに殊に甚だ切直、恐らくは皓の能く容認する所に非ざるなり。或いは以為らく。凱、之を篋笥に蔵めて未だ敢えて宣行せず。病困くるしきとき、皓、薫朝を遣わし言わんと欲することを省問せしむ。因よりて以て之を付す。虚実明らかにし難し……」

これは陸凱の上奏文に関する疑問点を確かめるため、陳寿が自ら現地に出向いたときの話をそのまま記事にしたものである。この記事は陳寿が呉地で直接取材したことを窺わせるに十分である。

また「魏志」東夷伝には「今、夫餘の庫に玉壁、珪瓉有り、数代の物世に伝えて以て寶と為す」（夫餘伝）

「長子抜竒、小子伊夷模、抜竒不肖、国人共に伊夷模を立てて王と為す。……抜竒遂に遼東に往く、子有り、句麗国に留まる。今の古雛加駮位居是なり。……伊夷模子無し、灌奴部に淫いんして子を生めり、位宮と名づく、伊夷模死して立ちて以て王となる。今の句麗王宮是なり」（高句麗伝）

「郡を句麗の西北に徙す。今のいわゆる玄莵の古府是なり」（東沃沮伝）（高句麗伝の「今」については後述）など、執筆時点を示すと思われる様々な事柄が「今」という字を用いて記載されている。これらは皆、陳寿自身の手になる作文であり、官府の記録をもとにした歴史記事ではない。

よく知られているように、『史記』『漢書』には東夷諸国に関する詳しい記事はなく、また「魏志」東夷伝よりも後で書かれた『後漢書』東夷伝も「魏志」を参考にしたと思われる部分が多く、執筆時を表す「今」という文字は全く使用されていない。

「魏志」東夷伝における風俗・習慣など、その生活全般にわたる詳細な記述は他の史書の追随を許さないものであり、「魏志」のオリジナルといって間違いはないであろう。

烏丸・鮮卑伝序文の「書に載す……」で始まる文に続けて書かれた、

「……その習俗前事、漢記を撰す者の己に録して之を載す。故に但だ漢末魏初以来を挙げて以て四夷の変に備うと云う」という記事、また、東夷伝序文の高句麗王宮の追討に関する歴史的記事に続けて書かれた、

「烏丸骨都（注２）を踰え、沃沮を過ぎ粛慎の庭を践み、東のかた大海に臨む。長老説く、異面の人有り、日の出る所に近しと。遂に諸国を周観、其の法俗を采るに小大区別、各名号有り、得て詳らかに紀す可し。夷狄の邦と雖も俎豆の象存す。中国礼を失うときは之を四夷に求むというを猶信ず。故に其の国を撰次し、其の同意を列ねて以て前史の未だ備わざる所に焉を接ぐ」とある記事は、陳寿の東夷伝撰述にかけた情熱と、その執筆に対する心構えを知る上で興味深い。

『東アジアの中の邪馬台国』において白崎昭一郎氏は、魏人が入国した形跡のない挹婁の風俗・習慣などに関しても正確に描写されていることを指摘しておられるが、魏の時代ばかりでなく、晋の時代となってからも使者を遣わした形跡はない。

「粛慎の庭を践む」とある記事について『三国志集解』の注には、

「……（母丘）倹、王頎を遣わし之（位宮）を追う。沃沮を過ぎること千有余里、粛慎の南海に至る。即ち未だ粛慎の国境に入らず、知る可し、此の庭を践むと云うも亦た其の実を失えり」と書かれている。これはこの記事が高句麗王宮の追討記事に繋がる記事ではなく、陳寿が東夷伝撰述に当たって諸国を歴訪したことについて述べたものであることを、注者の丁謙も気がついていなかったためであろう。

二　「云う」の字義

烏丸・鮮卑伝序文の最後の部分に書かれた「云う」については、本来、他の史書からの引用である場合、また聞き書きなどをするに当たって、真偽が明らかでなく、確信の持てない場合などに用いられるのが普通である。だが烏丸・鮮卑伝の序文に用いられた「云う」の場合、少し意味が違う。

辞典などには「云」は「雲」の古字とされ、「文首、中、末にあって語調を整える助字」「文末にあって上文をおさめる言葉」「もし」「あるいは」などと解説されているが、それ以上の意味については述べられていない。

この「云う」に関してはすでに『古代史の海』３・４号においてもふれたように、漠然とした、はっきりとしないさまで、先に述べたような意味を表す場合に用いられる。しかし、そればかりではなく、自分の考えや意見を述べた後、自らの見解について、まだ十分に意を尽していない、確信が持てない、断言はできないがだいたいこんなところではないか、という謙遜の意を表すためにも用いられている。

李延寿によって書かれた『北史』『南史』にも、この「云う」が用いられている。

「其の四夷の朝享、亦た各おの時に因る。今各おの編次し、四夷の伝に備うと云う」

「魏の時に来る所の者、隋に在りて亦た至らざることあり。今、總めて編次し以て前書の西域伝に備おぎなうと云う」（以上『北史』）

「時に至ること有りと雖も、其の風土を論ずるに、甚だ未だ詳にすること能わず、今、略して西域諸国に備え、編して之に次ぐと云う」（『南史』）

いうまでもなく、ここに書かれた「今」は李延寿の『北史』および『南史』撰述時におけるその時点を表したものであり、陳寿と同様、自らの文の最後に「云う」を用い撰述に対する著者としての謙虚な姿勢を示したものであることは疑いない。

『後漢書』にも同様の記述がある。

「（伸長統）……尚書郎と為り、丞相曹操が軍事に参じ、古今及び時俗の行事を論説する毎に、恒に憤を発して歎息し、因りて論を著す。名づけて昌言と曰う。凡そ三十四篇十余万言。献帝位を遜ゆずるの歳、統率す。時に年四十一。友人東海の繆襲、常かつて稱すらく、統が才章、西京の董賈・劉楊に継ぐに足れりと。今、其の書を筒撮して政に益有る者を略して之に載せると云う」（『後漢書』列伝三十九）

「今、蓋し其の推変尤も長じて、以て時事を弘め補う可きを糺し、因りて合わせて之を表すと云う」（同列伝七十二上）

「……情迹殊雑にして條品を為すこと難し、片辞特趣、区別するに足らず、之を措けば即ち事或いは遺ること有り、之を載せれば則ち貫序統無し、其の名体殊なると雖も、而も操行倶に絶したるを以て、故に總めて獨行の篇と為す。庻こいねがわくは諸々の闕文に備えて漏脱を紀志せんと爾云う」（同獨行列伝七十一）

列伝三十九の例は、苑嘩が仲長統伝を立てるに当たって仲長統が著した『昌言』三十四編の中から、有益と思われる文言を選んでその伝に付載することを述べたものであり、この文に続けて仲長統によって書かれた何編かの文章が載せられている。

以上、述べたように、「云う」が著者自身の歴史書編述に対する謙虚な姿勢を示すために用いられたものであることを知れば、烏丸・鮮卑・東夷伝序文の意味も、一層理解がしやすい。なお、汲古書院版の『後漢書』では、これらの記事に用いられた「云う」を「しかり」と読んでいるようである。しかし、「しかり」と読んでしまっては断定の意味が強くなってしまう（注３）。これでは「云」本来の意味から外れてしまうため、私はこれらの例についても「云う」とした。

陳寿は東夷伝を書くに当たって、かつて玄菟の太守王頎が、高句麗王位宮追討のため、その南界にまで至ったという極遠の地、粛慎（挹婁）にまで足を踏み入れた。夫餘伝、高句麗伝、東沃沮伝、韓伝などに書かれた「今」は、陳寿が東夷諸国すべての地で、その風俗・習慣など国情全般について直接取材して回ったことを窺わせるに十分である。

三　「至」と「到」の字義

私は「南九州文化」34・35・37号において、「至」と「到」の字義に関する考察をもとに、陳寿が倭人伝を書くに当たって我が国を来訪していたとする説を発表した。この「至」と「到」の字義については、すでに牧健二氏（注４）によって「至」は中間的経過、「到」は目的地への到着を示す文字であることが明らかにされている。しかし、この牧氏の見解には何人かの研究者から反対意見が提出（注５）され、そのまま無視された形となっていた。

私はこの問題をそのまま放置していては、倭人伝の真の解明にはつながらないとの思いに駆られ、様々な用例をもとに改めて検討した結果、牧氏の結論には間違いがないことを再確認するに至った。

この再検証の過程において私は、牧氏の見解に加えて、さらに、「至」は一つの文脈の中における中間的表現、「到」は目的地への到着を表すばかりではなく、歴史記事に関係のない地理紹介記事の中で「到」が用いられている場合は、著者自身が当地へ至った（目的地）ことを示したものであることを推量、陳寿の我が国への来訪があったことを結論するに至った次第である。

「魏志」倭人伝には「到」の他に「参問倭地」「今、倭の水人好んで沈没して魚蛤を捕らえ、文身し亦以て大魚・水禽を厭う」などとも書かれている。

倭人伝に続けて書かれた西戎伝にも、

「……故の楼蘭に到る。西に転じて亀茲に詣る……車師の界戊巳校尉の治する所の高昌に到る……凡そ西域の出る所前史に有り、己に具さに詳かなり。今、故に略して南道を説く……前世謬りて以為らく、條支は大秦の西に在り、今、其の実東に在り……風の利なるに遇い二月にて到る。風遅ければ或いは一歳。風無ければ或いは三歳と……六日にして乃ち其の国に到る……北は驢文に至る。水行半歳、風疾き時一月にして到る……」などと書かれた箇所がある。

このうち、特に亀茲国の条には「詣」という文字が使用されている。これはただ目的地に到着したことを表すばかりではなく、著者が何らかの目的を持って亀茲国の治所を訪れた可能性が考えられる。

後漢時代、亀茲の近くには西域都護府が置かれていた。魏から晋の時代にかけても、この関係はある程度続いていたのではないか。西戎伝の著者（陳寿）は何らかの使命を授かって、亀茲国の治所を表敬訪問したのかもしれない。

『魏略』逸文の狗邪韓国・伊都国の条にも「到」が用いられているから、魚豢も陳寿と同様、倭国を訪れていたのであろう。東夷伝の他の箇所にも『後漢書』や「魏志」にない『魏略』の逸文が引かれており、かなり詳しかったことが窺える。

四　陳寿の筆法

ここで、「魏志」倭人伝と『魏略』の記述の違いについて述べなければならない。

よく知られているとおり「魏志」倭人伝が、

「郡従り倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴て、乍は南し乍は東し、其の北岸狗邪韓国に到る七千余里。始めて一海千余里を度る、対海（馬）国に至る。……又南一海千余里を渡る、名づけて瀚海と曰う。一大（支）国に至る。……又一海千余里を渡る、末盧国に至る」「郡自り女王国に至る万二千余里」

としているのに対し、『魏略』の文では、

「帯方従り倭に至るには……（其の北岸）狗邪韓国に到る七千余里（中略）帯方自り女（王）国に至る万二千余里」となっている。

この記述の違いには一体どのような意味があるのだろうか。

魏・蜀・呉の三国が鼎立していた魏の時代はいうに及ばず、晋の時代となってからも反対勢力に対する警戒を怠ることはできなかった。このような状況の中にあって、魏晋朝の時代、反対勢力を牽制するため、倭国は帯方東南遥か彼方の絶遠の海中にあると思わせる必要があったのではないか。「帯方東南万里」とすることは、魏晋朝の国家機密として関係者に通達されていたのではないかと思う。

『漢書』地理志の如淳注にも「墨の如きで委面して帯方東南万里に在り」と書かれている（注６）。これは「楽浪海中に倭人有り………」という本文に対する注であり、「男子は大小と無く皆黥面文身す」とある倭人伝の記事と同様、その倭人達は大魚・水禽の害を避けるため皆文身しており、帯方東南万里の彼方にある海中に住んでいる、と述べているのである。この如淳も魏代の人である。

『三国志』は、晋が中国を統一して間もない頃に書かれた同時代史である。倭人伝が執筆されたのは呉の残存勢力などによる反乱が各地で頻発していた最中であった。陳寿がたとえ帯方郡から僅か千余里ほど行った所で朝鮮、対馬海峡を渡れば、倭国に到着できるのだということを知っていたとしても、これをそのまま書いたりすることは到底できなかったであろう。魚豢や如淳が「帯方東南万里に在り」と書く中にあって「郡従り倭に至るには」「郡自り女王国に至る万二千余里」としたのは、陳寿の、歴史家としての密かな抵抗であり、苦心の筆法だったのではないかと思う。

私は『古代日本海文化』18号において、首都洛陽のある河南郡から各郡を経過して倭国に至るまでの道程を、あたかも帯方郡からの距離であるかのように思わせるため、陳寿が筆法を用いて「郡従り……」と書いたとする説を発表させていただいた。

この新解釈に対しては久保田穣氏（注７）、半沢英一氏（注８）などから反対意見が提出されているが、まだ本格的な議論を展開するまでには至っていない。陳寿が筆法を用いたとすることに関しては、先に名をあげた人の他にも反対意見を持っておられる方は多いと思う。しかし、陳寿は晋の史官として仕えた身である。司馬氏の悪行や国家の機密をあからさまに書くなど思いもよらないことであった。

「『漢書』『後漢書』『三国志列伝選』」の解題において、本田済氏は、

「史官は『直書して諱まない』のが本則である。すなわち支配者の悪行は悪行として憚らずに記録せねばならぬ。前三史はだいたいその原則を守っている。ところが陳寿は晋に仕えている身であり、晋の支配者司馬氏は、もと魏の重臣で、魏から形式上は平和裡に政権を移譲されたことになっている。故に陳寿としては蜀・呉に対しては魏王朝のほうを優遇せねばならず、魏代の歴史に司馬家の人々が出てくる場合は、現在の主君ということで、多分に気兼ねして書かねばならなかった。……司馬一族の悪行に至っては全く口をつぐむ。魏の斉王芳が廃されたのは司馬師の強制によるのであるが、陳寿は斉王が暗愚なため皇太后の意志で廃されたかのように記す。次の高貴卿公（司馬氏の専横を怒り兵を挙げて討とうとしたが失敗）は司馬昭の兵に刺殺されたが、陳寿の記述は『五月巳丑、高貴卿公卒す、年二十』とだけ。まるで病死である。魏の最後の天子陳留王から司馬氏が政権を譲り受ける際の記述も、あたかも自然の歴運であるかのようにあっさりしているが、もちろん司馬氏に対する遠慮からである。

曹爽・何晏・李勝・丁謐・畢ひっ軌き・夏侯玄らは司馬氏を倒そうとして敗死した人々である。陳寿はこの人々と、それに連座した許允・王経を併せて一伝を立てる。斉王紀では『曹爽ら不軌を謀る』として反臣の扱いをした上、本伝では曹・何の私生活についても悪口の限りを連ねる」

と述べ、曹・何らは、魏王室のためには忠臣であり、『三国志』に見える悪声は、ひとえに司馬氏に対する遠慮から発せられた、とする清の全祖望・銭大昕・王鳴盛・王夫之などの抗議文の存在を紹介しておられる。

後世非難の的となった魏を正当とすることに関しては、晋が魏のあとを継いだ形となっていることから考えても当然かもしれない。しかし、司馬昭の兵に刺殺された高貴卿公の死については、簡単に「高貴卿公卒す」とだけ記し、

「悖逆不道にして自ら大禍に陷る」「肆いままに不軌を行い」などと述べる太傅の司馬孚、大将軍司馬文王、大尉高柔、司徒鄭沖などの言葉を長々と載せ、特にこの点を強調して大きく取り扱っている。このような記述を見れば、陳寿が司馬氏に関する事柄を記事にするに当たって、いかに気を遣っていたかが窺えるだろう。

また「呉志」孫皓伝には、天紀四年（二八〇年、晋の太康元年）、晋に降服し、家族と共に洛陽に遷った孫皓に関し、

「（大康元年）孫皓窮迫して、前詔之を待つに不死を以てす。今皓至るに垂んとす、意猶お之を愍む、其れ号を賜いて帰命侯と為し、衣服車來、田三十頃を進給し、歳ごとに穀五千斛、銭五十万、絹五百匹、緜五百斤を給し、皓の太子瑾を中郎に拝し、諸子の王たるものを郎中に拝す」

とした詔書の記事を載せた後、いきなり、

「（大康）五年（二八四）、皓、洛陽に死す」と簡単に記している。この記事の注には「（天紀）四年十二月を以て死す。時に年四十二」とした『呉録』の記事が引かれている。

陳寿は孫皓が即位した元興元年（二六四）は魏の咸熈元年であること、そのときの年齢が二十三歳であることを明記している。即位したときの年齢が「魏志」の記すとおり二十三歳であれば、死亡した年（大康五年）の年齢四十二歳（四十三歳となる）ともほぼ符合しており、何ら矛盾はない。

ところが『三国志集解』の注には、即位したときの年齢が二十五歳であったとする説も引かれている。もしこの二十五歳の方が正しいのであれば、死亡した年齢は四十五歳となり、大きなずれができてしまう。この場合、元紀四年（二八〇）、皓が洛陽に遷ったその年に死んだとする『呉録』の記事の方が真実を伝えていることになる（四十一歳となる）。

孫皓は赤烏五年（二四二）に生まれたとされており、この記録による限り、太康五年四十二歳で死亡したとすることに何も問題はない。

実は「呉志」朱然伝に「……赤烏五年柤中を征す」と書かれた記事がある。この記事には裴松之の注として『孫氏異同評』の次のような記事が引かれている。

「魏志及び江表伝に云う、然、景初元年・正始二年を以て再び出てて寇を為す。胡質・蒲忠を破る所は景初元年に在り。魏志、魏書を承け依違して質等が然退くと云うのみ。呉志に説く、赤烏五年は魏に於いて正始三年と為す。魏の将蒲忠、朱然と戦う。忠、利在らず、質等皆退くと。按ずるに魏の小帝紀及び孫権伝、是の年並びに事無し。当に是れ陳寿誤りて呉の嘉禾六年を以て赤烏五年と為すのみ」

だが、はたしてこの『異同評』に述べられているように、陳寿は本当に「嘉禾六年」を「赤烏五年」と間違えて記しただけなのだろうか。

先に述べたように、皓は赤烏五年に生まれたとされている。そしてこの年から数えたとき、死亡したとされる大康五年はまさに四十二歳であった。しかし、もし天紀四年四十二歳で死んだとする『呉録』の記述が正しいのであれば、皓は赤烏五年ではなく、赤烏元年か嘉禾七年には生まれていなければならないことになる。

このように見てくると、陳寿は孫皓の死を記した「太康五年」の記事が真実ではないことを後世の人々に知らせるために、わざと間違えて「嘉禾六年」の戦闘を「赤烏五年」と記したのだといえないこともない。

『晋書』武帝紀には、大康元年、皓を帰命侯と為し、[image: gaiji]淥酒を太廟に薦めた、とする記事と、その二年、皓の妓妾五千人を宮に入れたとする記事はあるが、大康五年条には死亡記事など孫皓に関する事柄は全く記されていない。孫皓は巫術を信じていたとされている。

「……尚広をして天下を併せることを筮せしむ。同人の頤に之くに遇えり、対えて曰く、吉、庚子の歳青葢当に洛陽に入るべし、故に皓、其の政を修めず。而して恒に上国を窺うの志有り。是の歳也、実に庚子に在り」（「呉志」三、注引手寳晋紀）

予言などと稱されるものはこのようなことを信じていない者に対しても、時として大きな影響を与えがちなものである。こういったことも、孫皓が降服した後も司馬氏にとっては、呉の残存勢力に対する警戒と共に、なお安心できなかった大きな理由となっていたのかもしれない。

陳寿は孫皓伝の評において、

「肆に残暴を行い、忠諌の者は誅せられ、讒諛の者は進められる。其の民を虐用し、淫を窮して侈を極む。宣く腰首分離して以て百姓に謝すべし」と孫皓を悪しざまに記す。

だが裴松之の注には、

「皓、初めて立ちて優詔を発し、士民を恤し倉廩りんを開いて貧乏に振い、宮女を料え出して以て妻無きに配す。禽獣苑に擾みだれる者は皆之を放つ。当時翕然として振い、稱して盟主と為す」と書かれた『江表伝』の記事や、

「呉平らぎて後、晋の侍中庚峻等、皓が侍中李仁に問いて曰く、聞く呉王人面を披ぎ人足を刖きると、諸れ有りやと。仁が曰く、以て告げる者の過ち、此れ君子は下流に居ることを悪む、天下の悪、皆これに帰す、蓋し此の事なり。若し信に之有るとも亦た怪しむに足らず、昔、唐虞の五刑三代七辟肉刑の制、未だ酷虐と為さず。一国の主と為りて殺生の柄を秉る。人を罪し法に陥し、之に加えて以て懲らすも何ぞ多罪とするに足らん。夫れ尭の誅を受くる物は怨なきこと能わず。桀が賞を受くる者の慕うこと無きこと能わず、此れ人情なり……」などと書かれた記事も引かれている。

孫皓は洛陽に遷って間もなく殺されていたのではないか。呉が滅亡した後、司馬氏にとって都合の悪い記録・書物の類は抹殺され、これに代わる新たな書物の捏造も当然行われたであろう。嘉禾六年の出来事をいかにも誤記であるかのように孫皓の誕生年とされる赤烏五年に錯まちがえる。これは何でもないことのようであるが、大変勇気のいることである。

先の高貴卿公に関する記事といい、晋の史官として仕えた陳寿にとって、このような筆法を用いる他に、後世の人々に真実を伝える道はなかったのではないか。

高貴卿公の死を記した記事の前には、公が自ら僮僕を師いて司馬文王の邸第に押しかけるに至るまでの経緯は、何一つ書かれていない。もし裴松之の注がなかったならば、後世の人々はこの事件の真の原因について、詳しく知ることはできなかったであろう。

「漢晋春秋に曰く、帝（高貴卿公）威権日ごとに去るを見て其の忿に勝ちえず、乃ち侍中王沈、尚書王経、散騎常侍王業を召して謂て曰く、司馬昭が心、路人の知る所なり。吾れ座して廃辱を受けること能わず……」

私達はこの裴注を併せて読み進むために、あたかも陳寿が、あらゆる事柄を余す所なく記述しているかのような錯覚に陥ってしまいがちである。表現の自由が認められている現代ならともかく、全てのことに実力だけがものをいった三世紀の時代、時の権力者の隠し事をあからさまにすることなど到底できなかったであろう。

『晋書』華表伝に「正元の初め（二五四年頃）石苞来朝して盛んに高貴卿公を稱して、以て魏武の再生と為す。時に聞く者、汗を流して背を沾す。表、禍の作さんことを懼れ、頻に疾と稱して下舎に帰る。故に大難を免かる」と書かれたた記事がある。

しかし「魏志」に引かれた『世語』には、

「初め青龍中（二三三〜二三七）に石苞、鉄を長安に販い司馬宣王に見えることを得、宣王焉を知れり。後、擢して尚書郎と為す。青州の刺史・鎮東将軍を歴て、甘露中（二五六〜二五九）に入朝して当に還るべきとき、高貴卿公に辞す。中に留まること盡日、文王人を遣わし要して過らしむ。文王問う、苞何ぞ淹留せるや、苞が曰く、非常の人なり。明日発して栄陽に至る。数日にして難を作す」とあり、また『晋書』石苞伝を見ると、

「王基に代わりて揚州諸軍事を都督、苞因りて入朝す。当に還らんとして辞するとき高貴卿公と留語すること盡日、既に出でて文帝に白して曰く、非常の主なり。数日にして成済が事あり（高貴卿公を刺殺）」と書かれており、一時左遷された様子も見られるが、その後も割合順調に出世コースを歩んでいる。

高貴卿公が崩じたのは二十歳のときであるから、『晋書』華表伝に書かれた正元の初めは、公が十三歳の頃だったことになる。これらの記事によって考えると、石苞は公が少年の頃から何度か接触し、将来の偉材として陰ながら期待するものがあったのかもしれない。

しかし、一方においては司馬氏とも巧みに結びついていたのであろう。聞く者が皆、冷や汗を流して禍の及ぶことを懼れたという華表伝の記事は、当時の人々がいかに司馬氏の権力におびえ、気を遣っていたかということを窺うに十分である。

呉の孫権は強力な船団を繰り出して遼東にある公孫氏との同盟を画策し、或いはまた、遥か万里の彼方にあるといわれていた夷州・澶州にまで勢力を拡大しようと、躍起になっていたほどであった。呉が滅亡した後も、各地で呉の残存勢力による反乱が絶えなかったことは、『晋書』が記する通りである。

女王卑弥呼の治めていた倭は、帯方東南万里の彼方の海中に絶在する国であるとすることは、魏晋朝における不動不変の対外施政方針であり、このタブーにふれることは、ただちに自らの失脚、すなわち死を意味することは火を見るより明らかなことであった。

晋王朝の誕生にとって見逃すことのできない二人の死に対し、余計なことは何一つ記さず、「高貴卿公卒す」「五年皓死す」とだけ記したその苦懐を秘めた執筆姿勢。また韓・倭人伝で見せた見事な筆法の冴えは、陳寿の、歴史家としての後世の人々に対するせめてもの償いであり、精一杯の抵抗精神の現れではなかったろうか。私達は権力の壁という大きな制約の中で執筆しなければならなかった陳寿の、心の深奥、その精神の根幹に深く思いを致さなければならない。私はこの苦心の筆法に、歴史家陳寿の真骨頂を見る思いがする。

『魏志倭人伝』において山尾幸久氏も、『晋書』に王沈の著した『魏書』が「多く時の為に諱み、未だ陳寿の実録には若かざるなり」（王沈伝）とされているのに対し、陳寿の『三国志』が「時の為に重んぜられることかくの若し」と高く評価されていることについて、王沈の『魏書』は魏の皇帝のもとで執筆したものであるため、

「二四九年（嘉平元年）のクーデターで葬られた反司馬勢力、すなわち魏の王室にとっては『忠臣』にほかならぬ一派の列伝を、そう悪し様に書くわけにはいかないし、……少なくとも、司馬氏にとって十分満足できる記述というわけにはいかぬ」と述べるとともに、

「陳寿の場合、時は司馬氏が天下統一を成就した後である。作史の立場に葛藤もなく、気持ちは楽である。司馬懿が魏の朝政の実権を掌握したのは曹爽・何晏らの一派とその一族を皆殺しにしたとき以後である。曹爽は魏王室の親族であり、何晏もまた、父は後漢霊帝の外戚、母は魏の武帝曹操の夫人である。陳寿は『魏志』曹爽伝において、曹爽が天子の座を狙っており、この逆賊に対して司馬懿が決起したのだと、懿の上表文を借りて長々とその正当性を説きたて、朝廷の合議の結果なるものをまことしやかに載せている。そればかりか爽・晏の公私の生活のいちいちに、くだくだしく指弾を加えている。このような記述が『魏書』になかったことはほとんど間違いがないであろうが、魏・の・『時の為に』はばかって王沈が直筆しなかったのか否か、慎重な考察を要するだろう。むしろ晋の『時の為に』重んじられた、陳寿の述作ないし潤色とすべき点も少なくないはずである」

と、陳寿の『三国志』が晋の時代となってから書かれたものである点を強調して述べておられる。

この山尾氏の指摘は鋭い。そして「時の為に」重んじられるということの真の意味について、改めて考えさせてくれるという意味でも貴重である。

『晋書』を著した房玄齢（〜六四八）は七世紀の人である。「王沈伝」「陳寿伝」などを撰述するに当たって彼が依拠した資料は、一四五年間にわたって続いた長い晋の時代（二五六〜四二〇）においてすでに淘汰され、王沈の著した『魏書』には「多く時の為に諱み」、これとは反対に、陳寿によって書かれた『三国志』に対しては「時の為に重んぜられることかくの若し」とする見方が動かしがたい評価となって定まっており、これ以外のものは伝わっていなっかたのではないか。

私達はともすればこれらの記事に書かれた「時の為」を、両方合わせて同様に扱い、共に晋の時代だけを念頭に置いて考えがちであるが、王沈の書が「時の為に諱み」とされたのは、その執筆時点である「魏」の時代を指していった言葉であり、陳寿の『三国志』が重んじられた「時の為」とは、天下統一した晋の世なのだということを忘れてはならないと思う。いずれにしても王沈や陳寿が執筆したのは、歴史家として最も難しい時期であったという点で変わりはない。

〔注は本稿（下）に一括掲載する〕






第十章　陳寿の取材旅行（下）






一　高句麗伝における「今」

「魏志」高句麗伝には「……今の古雛加駮位居是なり……」「今の高句麗王宮是なり」と、二人の名の前に「今」が使用されている。通常「今」は、今日・只今の現時点を示す文字であり、先にあげた例のように、官府などに記録された歴史記事の中で述べられた「今」を除いては、著者の執筆時を示すために用いられるのが普通である。

『東アジアの中の邪馬台国』において、白崎昭一郎氏もこの「今」についてふれ、正始五年・六年、母丘倹の軍によって追われた位宮を、高句麗第十一代の王とされる東川王（二二七〜二四八）とする視点から、ここに書かれた「今」は二五〇年前後を指す、としておられる。

ところがこの場合、著者の陳寿はこの頃まだ十七歳の少年でしかなかったことになってしまい、普通考えられている「今」の字義からは外れてしまう。そこでこの矛盾を解決するため白崎氏は、この「今」を「魏志」そのものの書かれた時点ではなく、「魏志」の依拠した原資料（『魏略』としておられる）の執筆年代を示したものであろう（注９）、とされた。常識的には当然、このように解する以外、道はないかもしれない。『三国志集解』の注にも、「……今王は蓋し旧史の文を承く」と述べられている。

しかし、『三国史記』に記された東川王の在位時期に誤りはないであろうか。

『古代史の海』４号でもふれたように、『三国史記』に記された高句麗王の、初代宮から東川王の時代にかけての暦年代には相当な矛盾があり、信憑性が薄い。この『三国史記』では位宮を東川王の一代前の山上王とし、東川王の名は憂位居となっている。この東川王の条には「魏志」にある玄菟の太守王頎による位宮追討の記事も載せられており、この点に関しては辻褄があっている。

しかし、東川王の名が位居となっているのがどうも腑に落ちない。これは『三国史記』の撰者が、高句麗歴の年代に合わせて記事内容を入れ替えたために起きた矛盾ではないだろうか。

ここでもし『三国史記』に書かれた山上王（位宮、一八七〜二二七）の年代が遂成（次大王）の即位年に関する『後漢書』の建光二年（一二一）と、『海東古記』の本初元年（一四六）との間に見られるずれと同じように、二十五年食い違っていたとすればどうであろうか。位宮とされる山上王は二二二年から二五二年に在位していたことになり、位居とする東川王の年代は二五二〜二七三年となる。

「魏志」二十八には正始六年の高句麗討伐において、位宮を追った王頎の軍が粛慎の南界にまで至ったことを記している。正始六年は西暦二四五年であるから、太歳干支に二十五年のずれがあったとした場合、位宮が山上王であったとしてもよく符合する。

また『集解』の注によれば、山上王の在位期間は「幾五十年」であったとも記されている。山上王の在位時期は二二二〜二九三年であった可能性も決してないとはいえない。

『三国史記』の記事内容を見ると、年代のずれに合わせて一代ずつ繰り下げてしまっているのではないかと思われる部分が多い。私自身も『古代史の海』４号の論文では東川王を位宮とする『集解』などの見解に従ったが、王名に関する限り『三国史記』の記述の方が正しいのかもしれない。位宮を追討した母丘倹伝には、

「宮、歩騎二万人を将いて、軍を沸流水の上に進め、大いに梁口に戦う。宮、連しきりに破れ走る。倹、遂に馬を束ね車を縣けて、以て丸都に登り、句麗の都する所を屠る。……宮、単り妻子を将いて逃竄す。……（正始）六年、復た之を征す。宮、遂に買溝に奔る。倹、玄菟の太守王顧を遣わし之を追う。沃沮を過ぎること千有余里粛慎氏の南界に至る。石に刻みて功を紀し、丸都の山に刊り、不耐の城に銘す」と記されている。山上王という名は丸都山に城を築いた王の名としてもふさわしい。

また、『後漢書』の記録より即位時期が遅くなっている伯固（新大王、一六五〜一七九）の場合についていうと、その在位期間は十四年となっているが、『後漢書』には陽嘉元年（一三二）より前すでに即位したことになっており、「魏志」には憙平中（一七二〜一七八）に玄菟郡に属することを乞うたことが記されているので、その在位期間は四十年よりも多かったとしなければならない。『三国史記』では即位の年を遅くしている分だけ、その在位期間も短くなってしまっているのかもしれない。

さらに伊夷模の場合についていうと、「魏志」には王になれなかった兄の抜奇が、公孫康のもとに降ったと記されているが、康が公孫度の後を継いだのは建安九年（二〇四）であるから、伊夷模（故国川王、一七九〜一九七）の在位時期も当然、後にずらさなければならないことになる。

位宮は東川王ではなく、山上王だったのではないか。丸都山に都した山上王の位宮が、母丘倹・王頎の軍に追われたため、東川王の位居が代理となって復立し、平壌或いは奉天（瀋陽市）に都をおいて摂政を行っていたのではないかという可能性についても、十分に考慮しなければならない。『集解』の注には、東川王の即位に関し、「位居未だ立たざる前、尚、山上王あり」と書かれており、山上王がまだ在位しているにもかかわらず、政治の運営に携わっていたかのような記述も見られる。

このように見てくると、「魏志」高句麗伝に「今」を用いて、位居と位宮という二人の名を記した謎も、矛盾なく解消する。ちなみに『漢書』『後漢書』など、官府の記録・先行史書を参考にしながら書いたと思われる史書の外国伝には、歴史記事以外にこの「今」は全く書かれていない。異論はあるかと思うが、私は高句麗伝に書かれた「今」も、陳寿の執筆時点を示すための記述としてよいのではないかと考えている。

二　西戎伝の謎

従来、「魏志」三十の東夷伝に続けて付載されている西戎伝の記事は、全て『魏略』の撰者魚豢の作とするのが通説となっていた。このことは白鳥庫吉の、

「……『後漢書』及び『魏略』の大秦国の記事には各々其の長所あり。『後漢書』は主に政府の記録を史料に供したりと見えて、使節往復の如き公事の史實を載せたるに対して、『魏略』の著者は自ら西域の地を蹈みし旅行者か、但しは其の旅行者より直接に聞き取りしものと覚しくて、地理を記すこと甚だ明確なり……」（注10）

などとある叙述、また、榎一雄氏の、

「……『魏志』に西域伝がなく『魏略』の西戎伝の全文と考えられるものが、『魏志』巻三十の末に注として引用されているのを見ると、或いは『魏志』が『魏略』を移録したことはなく、両者別々にほぼ同じころに著作せられたものと考えるべきかもしれない」

などと書かれた文を見ることによっても明らかであり、学界全般を通して、この点に関し疑問をはさんだような様子は全く見られない。

私自身も最初のうちはこの西戎伝の記事について深く考えたことはなかったのであるが、その末尾の部分に書かれた文に行き当たり、魚豢の作としてきた学界の通説に大きな疑問を抱くようになった。以来、この記事と関係が深いと思われる文節・文字の解釈等に関し、常に注意をはらいつつ今日に至った次第である。

三　「議して曰く」

本来、「議して」とは、特定の相手と、直接または書簡などを通じて、或いは何人かの者が集まって議論したりする場合などに使用される文字である。

「乃ち独り粛を引き還し、榻とうを合わせて対飲、因りて密かに議して曰く、今漢室傾危、四方雲のごとく擾みだる、孤、父兄の余業を承けて、桓文の功有らんことを思う……」（「呉志」九）

「（建安）五年、紹と連戦、太祖官渡に保す。紹之を圍む、太祖軍糧方まさに盡きんとす。書を彧に与え、議して許に還りて以て紹を引かんと欲す……」（「魏志」十）

「群臣を朝堂に会して、議して曰く、大なる者は天地、次なる者は君臣……」（「魏志」六　注引、献帝紀）

また、裴松之（三七二〜四五一）は魚豢よりも百年以上も後の人であり、魚豢と直接議論を交わしたものではないことは明らかである。したがってこの箇所だけを裴松之の作文とすることもできない。裴松之が書く場合は、歴史記事をそのまま載せる場合を除き、「魚豢が曰く」或いは「云う」などとする以外ないのである。

中国史書の書例を見ると、著者が文中において自らの意見や感想などを述べる場合は「評して曰く」「賛して曰く」「論じて曰く」などと書くのが通例である。「議して曰く」と表記されている場合は、必ずお互いに自らの見解を直接述べ合うことを意味しており、先にあげた文字とは明らかに峻別して用いられている。

四　書写・印刷時の間違い

「魏略に曰く、西戎伝に曰く……」と続く冒頭の部分は、確かに『魏略』の文であることに間違いはない。しかし、

「……今劭提有り、或いは降り来たり、或いは遁れ去る。常に西州の道路の患いを為すなり」と書かれた所から一文字を開けて、

「燉煌、西域の南山の中、玉羗の西従り葱嶺に至るまで五千里、月氏の余種葱差恙、白馬黄牛恙有り。各酋豪有り」とある記事に続く文章は、前節までの記事とは記述のしかたも全く違っており、『魏略』の文をそのまま続けたものとは思えない。冒頭の「魏略に曰く、西戎伝に曰く」としたその書き出しを見ても、『魏略』は西戎伝に関する何らかの史書に基づいて書かれたのではないか、ということを窺わせる。

『邪馬台国』21号において故榎一雄氏は、今本の「魏志」本文に脱文があること、また、裴松之の注文が本文に交じっているところがあることなどが、銭大昕（一七二八〜一八〇四）ら、中国の史学者によって指摘されていることを紹介するとともに、写本に代わって印刷本が出現した結果、本文が誤られてもこれを正すべきテキストがなくなったことを嘆く李焘（『続資治通鑑長編』）や王応麟（一二二三〜一二九六『玉海』）などの文を引いて載せておられる。

たとえば汲古書院版の『三国志』「魏志」九の曹爽伝にも、本文があたかも引用文であるかのように一段下げて書かれた部分がある。この箇所は引用書名も書かれていない上、前ページの文に続く記事であり、本文であることに疑いはない。

このような間違いが長い間の写本時代において幾度かあったことは十分に窺える。さらに詳しく検証すれば、この他にも注文が本文の中にまぎれ込んだり、本文が誤って注の記事として扱われたりしているものが発見できるかもしれない。

西戎伝が『魏略』の文であると考えられてきた最大の理由は、倭人伝に続けて東夷伝に対する陳寿の評が書かれていることにあるのは言うまでもない。ほとんどの史書は、各章・節の最後に論や賛・評などを載せ、自らの文章を締め括っている。しかし『漢書』地理志の奥地条の末尾などにも、それまでの記事とは全く関係のない南蛮諸国の地理に関する記事が載せられた例もあり、陳寿が東夷伝の評に続けて西域諸国の記事を付載した可能性についても一概に否定することはできない。

西戎伝の燉煌の条以下に続く記事は、その書き出しに「燉煌……」「臨兒国……」「車離国……」「盤越国……」「大秦国……」などと、東夷伝の「扶餘……」「高句麗……」「東沃沮……」などとした記事と似通った書き方をしている。

無論、外国伝はどの史書も多少の違いはあれ、このような形をとっており、魚豢が書いたものであってもこの点では変わりはないかもしれないが、苑嘩の著した『後漢書』班固伝（『漢書』の撰者）にも「……固、議して曰く……」と書かれた記事がある。しかし、これは歴史記事の中に書かれたものであり、班固自身によって書かれた『漢書』には全く見られない。西域伝の「魚豢議して曰く」とした記事が、もし魚豢が自ら書いた記事だというのであれば、他の多くの史書に見られる書例とは全く異質の文例となってしまう。

すでに述べたように、漢文の書法として自らの文章に「議して曰く」などとは書かないのが通例である。この記事はどうしても魚豢以外の他の者が、魚豢と直接西域諸国のことについて感想を述べ合い、それを西域伝の中に付け加えたものとしなければ辻褄が合わない。

西戎伝の最後は先にあげた記事に続けて、

「余、今外夷大秦諸国を氾覧するに、猶を尚昿として蒙を発するが若し。况んや夫れ鄒衍が推し出す所、大易大玄の測り度る所をや。徒に牛蹄の涔に處るに限りて、又、彭祖が年無し、京風に託して以て迅游、腰[image: gaiji]に載せて以て遐観するに縁し無し。但いたずらに三辰を眺めるに労して、ただ思いを八荒に飛ばすのみ」と結ばれている。

この記事は東夷伝冒頭の、

「遂に諸国を周観……得て詳かに紀す可し……故に其の国を撰次し、其の同意を列ねて、以て前史の未だ備わらざる所に焉を接ぐ」と同様、著者自らの現地への踏査を端的に示したものであり、このことには一点の疑いもはさむ余地はない。

こういった点から考え合わせれば「魏志」三十に付載された西戎伝は、もともと陳寿の本文であったものが、かなり早い時期に『魏略』の文として誤って書写されたまま、印刷されて今日にまで至った可能性も、あながちないとはいえないのではないかと思う。

無論、例外的に自らの文章に「議して曰く」とした例が存在する可能性についても十分考慮しなければならないが、陳寿は東夷伝の評に続けて、付記の形で西域諸国に関する記事を書き加えたのではないだろうか。

おわりに

陳寿は東夷諸国を訪れてその風俗を取材して回り、さらに我が国にも足を延ばして倭人達の生活ぶりを詳しく記録した。「参問倭地」「今倭の水人、好んで沈没して魚蛤を捕らえ、文身して亦以て大魚・水禽を厭う……」といった記述は、著者自身が直接我が国を訪れ、見聞した上でなければ書くことはできないものである。東夷伝に多く見られる「今……」と書かれた文のほとんども、官府の記録などに基づく歴史記事ではなく、陳寿が当地で新たに得た知識をもとにした作文であり、いわゆる地の文というべきものである。

また、歴史記事とは関係のない地理紹介記事の中に書かれた「到」は、目的地への到着という意味を表すための文字であり、著者自らの到着を示したものであること以外考えられない。このことは、『漢書』地理志の、

「平帝の元始中に王莽政を輔く。威徳を燿かがやかさんと欲し、厚く黄支王に遺るに使を遣わして生犀牛を献ぜしむ。黄支自り船行八月可りにして皮宗に到る。船行二月可りにして日南象林の界に到ると云う。黄支の南に己程不国有り、漢の訳使此れ自り還ると」

「上、文林郎裴清を遣わして倭国に使せしむ。百済を度り、行きて竹島に至り、……又東して一支国に至り、又竹斯国に至り、又東して秦王国に至る。其の人華夏に同じ……」とした『隋書』倭国伝の記事などとの記述の違いを見ることによっても容易に想像がつく。

晋の著作郎となった陳寿は、外国伝を著すに当たって、官庁に保管された諸々の記録類を援用するだけに止まらず、これをさらに充実した確かなものとするため、自ら諸外国に出向いて直接取材して回ったのであろう。

陳寿は東夷伝序の冒頭において、先にあげた文の他に、

「……漢氏張騫を遣わし、西域に使いするに及びて、河源を窮め諸国を経歴して、遂に都護を置き、以て之を総領す。然して後西域の事具つぶさに存す。故に史官詳かに載せることを得たり。魏興りて西域盡く至ること能わずと雖も、其の大国、亀茲・干寘・康居・烏孫・踈勒・月氏・鄯善・車師の属、歳ごとに朝貢を奉ぜざること無し。略、漢氏の故事の如し……」とも記している。この記事によっても推量できるように、陳寿は『漢書』『後漢書』などに詳しく記されている西域諸国のことに関しては、国交記事を省略、また南道の地理を書くだけに止め（「北、西域に出る所、前史有り、己に具に詳かなり。今故に略して南道を説く……」）、未だ誰一人として成し得なかった前人未到の大秦（注11）への探訪を成し遂げ、さらにその周辺の国々についての情報をも得て西戎伝に略記したのではないだろうか。

まだまだ多くの文例に当たって検討を重ねなければならないとは思うが、この西戎伝の「魚豢議して曰く」とも併せ、陳寿の東夷諸国への歴訪について、学界の方々ならびに一般研究者各位のご意見を賜ることができれば幸いである。

追記

脱稿後、汲古書院出版部及び東洋文庫などのご厚意により『新唐書』列伝二十七の李延寿伝に接することができた。──『北史』『南史』の撰者、唐の貞観（六二七〜六四九）調露（六七九〜六八〇）時代の人。──

李延寿伝には次のように書かれている。

「……初、延寿が父大師、前世の旧事を識ること多し、常に宋・斉・梁・陳・斉・周・隋と天下を参隔するを以て、南方は北を謂いて「索虜」と為し、北方は南を指して「島夷」と為す。其の史、本国に於いて詳かなるも佗た（他）国は略し、往々に訾し美びし伝を失う。改正する所以を思い、春秋に擬して編年、南北の事を刊究せんとするも、未だ成らずして没す。

延寿既に数しば与に撰を論ず。見る所益ます広く、乃ち終に先史を追う。魏（北魏）の登国元年（三八六）を本とし、隋の義寧二年（六一八）に盡きるまで、本紀十二、列伝八十八を作る。之を北史と謂う。……」

すでに述べたように、歴史記事とは関係のない、純然たる地理紹介記事の中で、「到」が用いられている場合は、著者が直接現地に至ったことを示している。

実は李延寿によって書かれた『北史』外国伝の勿吉伝、室韋国の条にも、この「到」が用いられているのである。

「勿吉国。高句麗の北に在り、一に靺鞨と曰う。……洛陽を去ること五千里。和龍自り北二百余里善玉山有り。山を北に行くこと十三日、祁黎山に至る。又北行七日洛壌水に至る。水の広さ里余り、又北行十五日太岳魯水に至る。又東北行十八日其の国に到る」

「室韋国、勿吉の北千里に在り。洛陽を去ること六千里。……路和龍を出て北千余里契丹国に入る。又北行十日啜水に至る。又北行三日善水有り。又北行三日犢了山有り。其の山高大、周回三百里。又北行三百余里大水有り屈利と名す。又北行三日刃水に至る。又北行五日、其の国に到る」

勿吉国とは唐代の靺鞨のことであり、古くは粛慎とも呼ばれていた。この記事はほぼ同じ時代に書かれた『晋書』粛慎伝などと比較しても対蹠的であり、その詳細な行程記事は、他に例を見ない。これらの記事は李延寿が、自ら現地を訪れて直接取材したことを証明するに十分である。

李延寿伝の「見る所益ます広く」は、決して官府の記録類を探索することだけを述べたものではない。これは明らかに勿吉国などへの直接取材についても示すために書かれたものといえる。

「魏志」倭人伝には、狗邪韓国や伊都国の条に「到」が用いられているが、『北史』は狗邪韓国の名を省き、伊都国の条を「至」に改めている。

倭伝などに関しては直接現地に赴かず、「魏志」倭人伝などを参考に書いたためであろう。この点に関しては『梁書』倭国伝の場合も変わりはない。

李延寿は『北史』を編纂するに当たって、「魏志」に詳述されている倭国伝や、西域伝などは官府の記録に基づいて記述し、あまり詳しい記録の遺されていない東北方の国々の伝を立てるため、自ら勿吉国や室韋国などに出向いたのではないか。

ただ、この二国を除いては、東北方の国々も西域伝などと同様、すべて「至」としている。したがって、これらの他の国々の行程記事は先の二国での聞き書きである可能性が高い。

『南九州文化』でもすでに述べたが、『漢書』地理志、粤えつ地条の末尾に付載された南蛮伝にも「到」が用いられている。だがここではその最後に「云」を用い、これが漢の訳使の記録からの転載であることを示している（「黄支自り船行八月可りにして皮宗に到る。船行二月可りにして南象林の界に到ると云う。黄支の南に巳程不国有り。漢の訳使此水自り還ると」）

ご存知のように「至」と「到」は様々な場合に用いられている。しかし、著者の好みのままに何の意味もなく、修辞的に混用されたものではないことだけは、ここで強調しておきたい。

〈注〉

１　三品章英氏（『邪馬台国研究総覧』）、榎一雄氏（『邪馬台国』）、白崎昭一郎氏（『東アジアの中の邪馬台国』）、藤間生大氏（『シンポジウム邪馬台国』）、山尾幸久氏（『魏志倭人伝』）、三木太郎氏（『魏志倭人伝の世界』）。

２　山尾幸久氏は「烏骨・丸都」の間違いとしておられる。

３　山尾氏は烏丸・鮮卑伝序文に書かれた「云」は省略し、「……故にただ漢末・魏初以来を挙げ、以て四夷の変（＝兵乱）に備えん」と読んでおられる。

４　「邪馬台国問題解決のために」『国史論集』──「前漢書の書例に拠って解釈された邪馬台国・女王国・倭・倭国」『シンポジウム邪馬台国』石井良助氏も牧氏の見解を支持しておられる。「邪馬台国の位置と政治構造」前掲書。この他、泉隆武氏『邪馬台国の原点　倭』、孫栄健氏『邪馬台国の全解決』などもほぼ同様の見解を示しておられる。

５　榎一雄氏『邪馬台国』、古田武彦氏『「邪馬台国」はなかった』など

６　『漢書補注』にあるこの如淳注に対しては、「如墨委面」を国名と受け取る臣賛や顔師古の反対意見も載せられているが、如淳の注は「楽浪海中に倭人有り」とした本文に対する説明として述べられたものであり、両者の批判は見当違いといわなければならない。ここでは本文の「有り」と、如淳注の「在り」という二つの文字の字義の違いに注意しなければならない。この如淳注については古田氏（前掲注５）もふれておられる。

７　『古代の風』18号、その他

８　『市民の古代研究』78・80号、『古代史の海』６号、その他

９　内藤湖南『内藤湖南全集』、笠井倭人氏『邪馬台国研究総覧』注解なども同様の見解を示しておられる。

10　白鳥博士は西戎伝の記事について「……自ら西域の地を蹈みし旅行者か……其の旅行者より聞き取りしもの……」と述べておられるが、もし聞き書きである場合は「云う」または「言う」などといった文言を付け加えるのが普通である。しかし西戎伝にはこれらの文字は一切書かれていない。したがってこの記事は、著者自らの見聞に基づく記述であることに間違いない。

11　『後漢書』西域伝に「和帝の永元九年（九七）都護班超、甘英を遣わし大秦に使せしむ。條支に抵りて大海に臨み度らんと欲す。而るに安息の西界の船人、英に謂て曰く、海水広大なり。往来する者善風に逢わば三月にして乃ち度ることを得。若し遅風に逢うときは亦二歳なるとき有り。……海中善く人を使て土を思い恋慕せしめ、数しばしば死亡する者有りと。英之を開きて乃ち止む」と書かれた記事がある。






第十一章　「其の北岸」をめぐって






「魏志」倭人伝の行程記事は「郡従り倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴て、乍いは南し乍いは東し、其の北岸狗邪韓国に到る。七千余里」と続く。

「其の北岸」とは、倭国への行程を述べる記事の中に書かれたものであり、倭が主語となっているのであるから、当然、倭の北岸という意味にほかならない。だが、この倭の対岸としての北岸とする説に対して、狗邪韓国も倭国の中の一国であるとする説も一部の研究者の間で主張されている。

『評釈魏志倭人伝』において水野祐氏は、

「帯方を発した船が南進を続け、朝鮮半島西南端を東に転針し、狗邪韓国まで東進をつづけて来たので進行方向に向かって朝鮮半島南岸が北にあたることになり、それで北岸に泊すという意味での北岸となったのだと解する。たまたまそこが倭国領の狗邪韓国であったから、倭の北岸という表現をとった……」とする見解を示している。

『後漢書』倭伝には「其の西北界狗邪韓国を去ること七千余里」と記されている。また「魏志」倭人伝には「今、使訳通ずる所三十国」と記されているが、倭人伝に書かれている国の名は三十国であり、女王国に属さない狗奴国を除くと二十九カ国しかないことになってしまう。そこで狗邪韓国を加えるとちょうど三十国となり数が合うという。

しかし、国名は狗邪韓国と「韓国」という文字が明記されており、また、弁辰伝には「弁辰狗邪国」という名も書かれている。

『邪馬台国ハンドブック』において安本美典氏は、研究の資料を提供するために両方の説を提示しているが、「其の北岸」とした語句とも考え合わせると、やはりこれは文字どおり諸韓国の中の一国であり、『魏志倭人伝を読む』において佐伯有清氏なども述べているように、倭の北の対岸にある狗邪韓国へ到着することを述べたものである公算が大きい。

では、北岸とは倭のどこを対象とした記述なのであろうか。従来、倭の北岸とは、朝鮮海峡を隔てた対馬を対象とした記述とする見解が多かった。しかし、北岸・南岸などと記されているのは、対岸からその場所がたやすく見える場合であることが多い。

「（孫）権遂に（周）瑜及び程普等を遣わし、（劉）備と力を併せて曹公を逆へしむ。赤壁に於いて偶う、……初めて一たび交わり戦う、公の軍敗退し引きて江北に次す、瑜等南岸に在り（中略）瑜即ち甘寧を遣わし前みて夷陵に據らしむ。仁、兵騎を分かちて別に寧を攻め圍む、寧、急を瑜に告ぐ、瑜、呂蒙が計を用い凌統を留めて以て其の後を守らしめ、身ずから蒙と上りて寧を救う。寧が圍み既に解けぬ。乃ち渡りて北岸に屯す」（「呉志」九）

「牛渚に至る。秣陵を去ること二百里、宿して部分を設け攻取の節度を為す、前んで三山に至り渾が北岸に在るを見る」（『晋書』列伝十二）

「赤壁山は縣の西一百二十里に在り、北は大江に臨む、其の北岸は即ち烏林、赤壁と相対す」（『元和郡縣図（圖）志』巻第二十七）

ただ、たやすく見えるといっても、かなり遠い所の場合にも「北岸」などと記されている例は、ないこともない。

山尾幸久氏は『新版魏志倭人伝』において、次の例を紹介している。

「五日行海破に至る、藩人之を質と謂う、南北百里、北岸は則ち羅越国、南岸は則ち佛逝国……又北のかた四日行師子国に至る、其の北海岸は南天竺の大岸を距てること百里（『唐書』地理志）

これらの例は、先にあげた揚子江を挟んでの記述などと比較すれば相当遠い感じがする。しかし百里であるから、遠いといっても可視範囲内であることを前提とした記述であることに変わりはない。

釜山方面に比定されている狗邪韓国からは、平地だと対馬は見ることができない。固城半島からでも同様である。韓国南岸には釜山のすぐ南にある巨済島の他にも、南海島・加徳島・蛇梁島・昌善島など多くの島が目白押しに存在している。もし仮にこれらの島々（たとえば巨済島や加徳島など）にも倭人が住み着いていたのであるとすれば、慶尚南道の金海付近にあったとされる狗邪韓国からは容易に見ることができる。だがそれならば、なぜこれらの島々のことを倭の国々の数の中に入れなかったのかという疑問は当然出てくると思う。

しかし、陳寿が記載しなかったのはこれらの国々のことばかりではない。すでに「『対海国』考」において述べた（注１）が、対馬島の南島（上之島）だけを「対海国」（方四百里）として記し、北島（下之島）のことは書き入れていない。どうしてだろうか。

私はその理由を、その頃は北島の対馬国が卑弥呼の統治する邪馬台国連合に属していなかったためではないかと推測している。卑弥呼の統属下に入っていない国で特筆されているのは、邪馬台国と交戦した狗奴国だけである。このような視点に立って考えれば、もし朝鮮半島の南部に倭人の国があったとしても、対馬の北島（下之島）同様、当然はぶかれてしまっていたとしても不思議ではない。

私は先に「北岸」「南岸」などと記すのは、可視範囲内であることを前提とした記述であることを述べた。ただ榎一雄氏がその著書『邪馬台国』において、『元和郡県圖志』登州の条に都里鎮すなわち旅順が登州の北岸と書かれていることを、日野開三郎博士が明らかにしていることを紹介している（注２）。

もしこの記事がほんとうに「登州の北岸」と記されているのであれば、先に「可視範囲内」であることを前提とした記述だとした私の推測は、間違っていたということになってしまう。

そこで早速『元和郡県圖志』を購入し、巻十一にある登州の条を見ると、

「正北微やや東、大海の北岸都里鎮に至る、五百二十里」と書かれている。

地図で見ても判るとおり、登州と都里鎮（旅順）の間は韓半島南岸の釜山と対馬の距離とは比較できないほど遠く離れている。かなり遠い。しかし、倭人伝の記事では「其の北岸」となっているのに対し、『元和郡県圖志』の記事は「大海の北岸」としており、「登州の北岸」と記されているわけではない。この場合、五百二十里の大海を渡ったところの、その北岸に都里鎮があるという意味を籠めた記事である可能性が高い。

ただここで問題となるのは、後世に書かれた史書の記事である。『明史稿』外国伝などには「釜山は対馬と相望む、巨済は之に次ぐ」「朝鮮は対馬島と一水相望む」などと書かれている。天気の良いときは高い岡の上に登ればお互いの陸地を望見することができるという。

ここで「一水」とは、「水上（海上）に出れば」という意味であろうか。『倭変事略』に収められた倭情屯田議にも、「対馬島、竟に釜山に到る、大海の中と云うと雖も海面相望む至るに多くとも三四百里に過ぎず」と書かれた記事がある。

『明史稿』の記事には北岸・南岸などとは書かれていないが、研究家諸氏はこれらの記事をどのように理解されるであろうか。

明の時代ともなると、『三国志』が書かれた頃とは較べものにならないほど情報量も豊富にあったと思う。『倭変事略』も明の時代に書かれたものである。すでにこの頃には、釜山の高い山に昇れば対馬が望見できるということは、中国の史官達にも伝えられていたのではないか。『隋書』倭国伝にも、

「百済を度り、行きて竹島に至り、南に耽羅島を望み、都斯麻国を経て、迥はるかに大海の中に在り……」と「望」が用いられている。『晋書』列伝十二にも記されているとおり、たやすく見えるときは「見る」、これに対し、非常に遠い場合は「望」と表現されている。

こういった点を合わせて勘案しても、北岸・南岸或いは東岸などと書かれるのは、やはり容易に見える可視範囲内であることを前提とした場合のみにおける記述ではないかと私は考えている。

「魏志」韓伝には「……東西は海を以て限りと為し、南は倭と接す」と書かれ、『後漢書』の記事も馬韓条に「南は倭と接せり」と書かれている。「魏志」韓伝の「東西海を以て限りと爲し」とある記事によって推測すると、この頃にはまだ鬱陵島などにもその支配は及んでいなかったことが窺える。

これらの記事に対し、元の時代になると、

「（高麗）其の地、東は新羅に至り、南は百済に至る。皆大海に跨がる」（『元史』高麗伝）と韓半島はすでにその南にある島々にまで支配が及んでいることが示されている。韓半島の南部にあった倭は白村江の戦い（六六三年）を中心とする六世紀後半から七世紀の頃を最後に、その南にある島々の倭人達の国も含めて、完全に滅亡、或いは撤退していたのではないだろうか。

現在の視点から歴史をふり返ると、韓国は済州島を併合し、日本は沖縄を併合した。また中国は西羌（チベット）、閩越地方、或いは西域諸国（ウイグル自治区）を次々と攻め滅ぼし、さらには海を隔てた台湾をも傘下に収め、遂には広大な東北地方をも我が物として今日のような超大国となった。何百年、或いは千年という長い年月の間には、朝鮮半島や中国大陸の勢力図には様々な変動が見られる。

日本も元（中国）が攻めてきたときは対馬・壱岐が相次いで撃破され、その矛先は北九州にまで及んでいた。元はすでに高麗（朝鮮・韓国）を属国としており、もし日本が島国ではなく陸続きの国であったならば大変な痛手を被っていたに違いない。

「『対海国』考」においても少しふれたが、『新元史』日本伝には、

「……（元師）忽敦等、三島を連破、肆ほしいままに殺戮を行い、婦女を獲れば索を以て手の心を貫き船側に繋ぐ。日本人大に震い、其の藩属の兵十万二千余人を徴し、援に赴く。忽敦等日本と博多に於いて戦う……」などと書かれている。

北九州における戦闘はかなりの激戦だったのであろうか。ジャーナリストとして活躍している桜井よし子さんの話（関西テレビ日曜日朝七時半からの「報道２００１」）によると、このときの戦闘で死んだ日本の兵の墓ばかりでなく、元の兵士の霊を弔う石碑も地元の人達の手によって建てられ、今でも祀られているという。仏になれば敵も味方も、善人も悪人も皆同じだとする日本人の宗教観がそうさせたのだろうか。

肆に蹂躙され虐待された対馬・壱岐の人々、また、北九州の同朋達の悲惨な犠牲を目のあたりにしながら、憎しみをも乗り越えたこの崇高な行為は、今日に生きる私達も忘れてはならない。また、ぜひとも学ばなければならない大切なことの一つだと思う。

私は先に、ただ「接す」と記されているのは陸続きである場合に限る、とする見解を述べた。しかし、ここで一つ問題となる記事が残されている。『明史稿』朝鮮伝に書かれた、「……南は倭と接す」とある記事である。『元史』高麗伝において、すでに「……皆大海に跨がる」とまで記されていながら、その次の時代の史書である『明史稿』に、なぜこのような記述がなされたのだろうか。

『唐書』東夷伝においても、すでに「接す」は用いられていない。

「（百済）南は倭、北は高麗、皆海を踰こえて乃ち至る」

他の史書を検策しても海を隔てた国々を「接す」と記した例は見当たらない。つまり、「接す」とは、白崎昭一郎氏なども述べているように（注３）、陸続きとなっている場合にのみ用いられる語句なのである。もし「南は倭と接す」とした記事が海を隔てた対馬などを対象として書かれたものだとすれば、他の書例とは乖離したものとなってしまう。

『明史稿』朝鮮伝には、豊臣秀吉による朝鮮への侵攻が記されている。それによると、小西行長・加藤清正らに率いられた秀吉の軍は、任那日本府の故地でもあった韓国南部地帯を奪回したばかりでなく、さらには京城にまで軍を進め、碧蹄館において明の援軍をも打ち破るほどの勢いを見せていた。万暦二十九年条には「儻倭別に一旅を遣わし平壌を占拠、則ち王京の声援断絶」という記事も書かれている。しかし、水軍が朝鮮提督李舜臣の将いる軍に大敗を喫し、翌年明の使者、沈惟敬との間に和を講じたという。

この秀吉による朝鮮出兵は一五九八年、秀吉の死によって撤退することになったが、その後も倭が釜山を図り、しかも朝鮮が之と通じているという流言が飛ぶなど、情勢は混沌としていた。朝鮮伝に「南は倭と接す」と書かれたのは、或いはこのような状態をふまえた記述であったのかもしれない。

『明史稿』朝鮮伝には、秀吉の死を録した記事（万暦二十六年七月九日）に続けて、

「倭、朝鮮を乱してより七載、師数十万を喪い、餉数百万を廩す。中朝属国とともに勝算無し、関白死するに至り禍い始めて息む。二十七年四月、倭を平らげる詔を以て天下に告ぐ……」と書かれている。だが中国・朝鮮共に新たな外敵の侵入にさらされ続け、日本に兵を送るどころの騒ぎではなかったのであろう。この頃の朝鮮は逆臣による反乱、一方においては中国の併呑さえも警戒しなければならず、苦しい立場に立たされていた。

「大学士張位、請いて開城・平壌に屯田せんとす、朝鮮、中国の呑併を恐れ、磽こう确かく（やせた土地の意）を以て辞と為す。議遂に寝む」

我が国においては秀吉の後継をめぐる諸侯の軋轢、さらには天下分け目の戦いとして名高い「関が原の合戦」へと突入してゆく。双方共に多くの問題をかかえていた時期であった。

ところで三世紀の時代に韓半島の南部に住んでいた倭人達、また、任那日本府の置かれていた地域で生活していた倭人の一般庶民、いわゆる民百姓と呼ばれる人々は、その後どうなったのであろうか。

かつて中国や韓国から渡ってきた渡来人が、三代、四代と歴るにつれ日本人と雑居、結婚も繰り返して、やがては日本人として同化していったように、韓国の人々と同化し、純然たる韓国人となって今日にまで至っているのだろうか。

太平洋戦争に敗れた日本は、損害賠償に代わる経済援助と円借款も終わりに近く、国連費用の二〇パーセント近くをも負担させられながら厳しい批判にさらされていた。敗戦のどさくさに「李ライン」を引かれ、領土問題においてさえも、あたかも日本に非があるかのように喧伝されている。閣僚による靖国神社参拝に対する激しい非難、当時の支配者の命により赤紙一枚で否応なく召集され、戦場に散って行った人々の霊に対する鎮魂と不戦の誓いを新たにするためという弁明には、一切耳を貸そうともしない。

中国やヨーロッパの一部では罪人の墓を足で踏みつけたり、唾を吐きかけたりする風習が今でも残されているという。だがこの激しい非難は、ただ単に宗教観の違いだけによるものなのだろうか。最近の激しい反日運動の裏にはガス田の採掘や領土問題で、日本に文句をいわせないようにするための戦略があったとしか思えないふしがある。

かつて軍国主義時代の日本がそうであったように、今、中国は膨大な軍事費を使って軍備を格段に増強し、日中海域の中間点付近ですでにガスの採掘を始め、日本側の抗議にはまともに応じようともしない。

ロシアは未だに北方四島を還そうともせず、国民に対し「四島はロシア固有の領土だ」と教えこみながら、還すことには世論が承知しないと逃げを打つ始末。終戦後、極寒の地に抑留され、苛酷な労働を強いられて次々と斃れていった犠牲者のための抗議さえすることができない。これからの日本はこれらの難題をどう克服してゆくのだろうか。

人間の歴史、国の歴史はこの宇宙の悠久の時間軸の中で、様々な問題をはらみつつ、川の流れのように流れてゆくのであろう。願わくはこの流れが次第に水嵩を増して濁流となり、遂には暴れ川となってしまわないようにと祈るしかない。

「其の北岸」が可視範囲内であることを前提とした記述であることに、まず間違いないとしても、「魏志」韓伝にある「南は倭と接す」が、韓国南部に居住していた倭人の国を対象とした記事であるとすることに関しては、積極的にこれを主張する論者は少ない。

『山海経』の「倭は燕に属す」と書かれた記事、また『三国志』に公孫氏の時代、「倭・韓遂に帯方に属す」と書かれたときの倭、さらに「国に鉄を出す、韓・濊・倭、皆従いて之を取る」とある記事に見られる倭とは、どの地域にあった国々を指して述べたものなのかという問題をも含め、さらなる考察が求められなければならないだろう。北九州の人達がはるばる海を渡って鉄を取りに行ったと考えるよりも、韓国南部に住んでいた倭人達の中に採鉄を専業とする集団がいて、これを北九州の人々に売っていたとする方が自然なのではないか。

朝鮮半島には「倭山」という地名も残されていたという。韓国南部に倭が存在していたということに関しては、確実な証拠となるものがないので断定はできないが、陳寿が倭のどこを対象としてこの記事を書いたのか、「北岸」という文字の解釈とも絡めて改めて議論を深めなければならない問題である。




以上「其の北岸」との関連で日本と中国・韓国・朝鮮に関する、それぞれの時代における変遷についても簡単に見てきた。要はその時代における国力、また時の勢いというものが領土問題にも大きな影響を及ぼしていたということであろうか。

最近、国連費用の方はようやく一六・六パーセントにまで引き下げられてはいるが、急速な経済発展をとげている中国やロシアとは大変な開きがあったことと考え合わせても、あまりにも不公平な分担割合といわざるを得ない。ちなみに中国は現在やっと二・六パーセントになったばかりである。ロシアはさらに少ない。

〈注〉

１　「『対海国』考」（『古代史の海』第８号）

２　日野開三郎「北岸─三国志・東夷伝用語解の一─」『東洋史学』第五輯、三品彰英『邪馬台国研究総覧』所収

３　白崎昭一郎『東アジアの中の邪馬臺国』






第十二章　「会稽東治の東」をめぐって






「魏志」倭人伝には、習俗記事に続けて「其の道里を計るに當に会稽東治の東に在るべし」と記されている。ここは原文のまま「東治」とするのが正しいのか、それとも「東冶」の誤写なのであろうか。

中国の歴史地図を見れば判るように、実際、福州市（現在の福建省閩侯県の東北部）を中心としたあたりに東冶という地名が存在していた。

『後漢書』の著者范嘩は、このくだりを「其の地、大較会稽東冶の東に在り。朱崖、儋耳と相近し」と記している。そのためこれまでほとんどの専門の史学者、研究者によって「会稽東冶」の誤りであるとされてきた。

これに対し古田武彦氏（注１）は、各版本に書かれているとおり「東治」とすべきであると主張、原文に忠実であるべきとされた。この古田氏の見解に関しては多くの研究者から反論が寄せられており（注２）、各氏の読み下し文はほとんど「会稽東冶の東」と訳している。はたしてどちらが正鵠を射ているのだろうか。

古田氏はふれていないが私の持っている「呉志」（『和刻本正史　三国志（影印本）』）には、この他にも「会稽東治」と書かれた記事が何カ所か存在している。そこで私はしばらく倭人伝の記事から離れ、視点を変えて別の角度からこの問題を探ってゆくことにした。

まず「呉志」一、孫策伝の記事について吟味してみよう。

「呉人、厳白虎等、衆各萬余人、處どころに屯聚。呉景等、先に虎等を撃ち破り、乃ち会稽に至らんと欲す。策が曰く、虎等群盗にして大志有るに非ず。此れ禽と成るのみ。遂に兵を引きて浙江を渡り、会稽に據り、東治を屠り、乃ち虎等を攻め破る」（読み下し分は筆者、以下同様）

「魏志」十三、王朗伝には次のように記されている。

「孫策、江を渡りて地を略す。朗が功曹虞翻以為らく、力拒むこと能わず、之を避るに如かず。朗、身漢吏為り、宣しく城邑を保つべきを以て、遂に兵を挙げて策と戦い敗績。海に浮かびて東冶に至らんとす。策、又追い撃ちて大いに之を破る。朗乃ち策に詣る。策、儒雅なるを以て詰譲して害せず」

また、この記事との関連で「呉志」十五にある賀齊伝を見ると、

「……時に王朗東治に奔る。侯官の長商升、朗が為に兵を起す。策、永寧の長韓晏を遣わし、南部都尉を領せしめ、兵を将いて升を討たしめ、齊を以て永寧の長と為す。晏、升が為に敗らる。齊又晏に代わりて都尉の事を領す。升、齊が威名を畏れ、使いを遣わし盟を乞う。齊因りて告喩し、為に禍福を陳す。升遂に印綬を送り上つり、出て舎し降を求む。賊帥張雅、詹彊等、升が降るを顧みず、反して共に升を殺し、雅は無上将軍と稱し、彊は会稽太守と稱す。賊盛んにして兵少なし、未だ以て討つに足らず。齊、軍を住めて兵を息む。雅、女婿何雄と勢いを争い、両ながら乖く。齊、越人をして事に因りて交構せしめ、遂に疑隙を致し、兵を阻みて相圖る。齊乃ち進んで討ち一戦して大いに雅を破る。彊が黨震懼し、衆を率いて出て降る。侯官既に平らぐ……」

と記されている（商升は南部侯官都尉の長）。

この侯官は東冶に置かれていた。これらの記事を総合して考え合わせると、「魏志」十三、王朗伝は、やはり中華書局の刊本どおり「東冶」である可能性の方が高いかもしれない。

ただ「呉志」十二、虞翻伝の記事を見ると、

「虞翻字は仲翔、会稽餘姚の人なり。太守王朗命じて功曹と為す。孫策会稽を征す。翻時に父の喪に遭う、衰絰して府門に詣る。朗、之に就かんと欲す。翻乃ち衰を脱して入りて見え、朗を勸めて策を避けしめんとす。朗用いること能わず、拒み戦い敗績。亡げ走りて海に浮かぶ。翻追い随いて営護し東部侯官に到る。侯官の長城を閉じて受けず、翻往きて之に説きて然して後に納れらる」とある記事に続けて、

「呉書に曰く、翻、始め朗を送りて広陵に到らんと欲す。朗、王方平が疾く来りて我を邀えよ、南岳相求むとの訊言に惑う。故に南行す、既に侯官に至る。又、交州に投ぜんと欲す。翻、朗を諌めて曰く、此れ妄書のみ、交州に南岳（はたがしら、優れた人物）無し、安んぞ投ずる所ならんや。乃ち止む」とある裴松之の注が引かれている。

虞翻伝の記事にはかなりの錯綜があるようであるが、最初に虞翻が王朗を営護して到着した「東部侯官」とは東冶に置かれていた官府ではなく、章安あたりにあったとされている東部侯官都尉の治所だったのではないかという可能性が感じられる。

会稽郡には東部都尉の他に、西部都尉も置かれており、また、王朗が東冶に逃れようとしたとき、侯官の長商升が朗のために兵を起こしたことに対し、孫策が永寧の長韓晏を南部都尉に任命し、升を討つために派遣したことが記されている。この南部都尉は東冶方面に設置された官であり、都尉はその治安に当たることを主な目的として任命されたものである。『三国志集解』五十七、虞翻伝の注には、

「……司馬彪云う、章安、故は冶、然して則ち臨海も亦た冶の地なり。張勃の呉録に曰く、是れ勾践の冶鋳の所、後、分かちて会稽東南二部の都尉と為す。東部は臨海是れなり。南部は建安是れなり。杜佑の通典に曰く、後漢冶県を改め侯官都尉と為す。後、冶県を分かちて会稽東南二都尉と為す。今福州は是れ南部、台州（臨海市方面）は是れ東部……」

などと記されている。「冶県」という名称はあるが「東冶県」というのは他の史書にも見られない。福州にあった「東冶」とは、白崎昭一郎氏（注３）が述べているように地方名だったのかもしれない。

『三国志』および『三国志集解』などの、これらの事例に関する注の記事はかなりの錯綜、誤謬が含まれており、判別するのは難しい。しかし、もし東部都尉が東部侯官であったのであれば、虞翻が最初に王朗を護送して到着したのは、東冶ではなく、句章、或いは章安、臨海方面にあった東部都尉の官邸だったということになる。

『後漢書集解』郡国志東部侯国の条にある注には、

「洪頤曰く、三国志虞翻伝に、翻追い随いて東部侯官に到る。侯官の長城を閉じて受けず。東部侯官は会稽東部の侯官城なり」と書かれた記事も引かれている。

王朗はこの地で虞翻には年老いた母がいることを理由に、故郷（餘姚）に帰るよう勧め、自らも僅かな家臣や老母と共に、小船に乗って逃れようとしたことが記されている。

「獻帝春秋に曰く、孫策、軍を率いて閩越に如き、朗を討つ。朗、船を浮かべて交州に走らんと欲す。兵の為に逼られ遂に軍に詣りて降る（中略）朗、禽虜と称して使者に對えて曰く、朗瑣才を以て誤りて朝私を竊む。爵を受けて譲らず、以て罪網に遘う。前に征討せられ死を畏れて苟しくも免る。因りて人物を治めて命を須臾に寄す。又大兵に迫られて、惶怖して北引す。従者疾み患いて死亡、略盡きる。獨り老母と共に一欐に乗る。流れ矢始めて交わり便ち欐を棄てて俘に就き、稽顙して自ら征役の中に首せんとす。朗惶惑して達せず、自ら降虜と称す。前の迷謬に縁りて、詰られて慙懼す。朗愚浅にして駑怯、威を畏れて自ら驚く。又良介無く、早く自ら帰せず、破亡の中に於いて然して後に命を下隷に委ぬ。身軽くして罪重し、死して餘幸有り、脰を申べて鞅に就き、足を蹴りて絆に入る。叱咤聲に聽す。東西惟だ命なり」

ここで「孫策、軍を率いて閩越に如き、朗を討つ」とあるところ、現在、閩越は東冶地方を中心とした福建省一帯を指す地名として認識されているが、当時は章安、臨海方面も閩越の地として認識されていた。孫策は王朗を討つために東冶まで出向いたのではなかったのである。

何よりも疑問に感じるのは、虞翻伝に、「王朗が最初に東部侯官に至った時は、侯官の長が門を閉じて中に入れようとしなかった」と書かれていることである。虞翻が説得してようやく承諾を得たほどであった。

「呉志」十五、全琮伝に、

「（父柔）……詔書にて就きて会稽東部都尉に拝す。孫策呉に到るとき、柔、兵を舉げて先に附く」と書かれた記事もある。

これに対し、賀齋伝の記事では、侯官の長商升が王朗のために兵を集めて起こったとしている。そしてこの記事には王朗を討つために、孫策が自ら出陣したことは記されていない。

これに対し、王朗伝の記事には、

「孫策江を渡りて地を略す。……策と戦いて敗績、海に浮かびて東冶に至らんとす。策又追い撃ちて大いに之を破る。朗乃ち策に詣る。……」

と孫策が自ら戦陣に加わったことが記されている。

この箇所は『和刻本正史　三国志（影印本）』の記事も「東冶」としているが、ここは「東冶に至る」ではなく「東冶に至らんとす」という意味で書かれたものだったのではないか。『三国志集解』の注はこの箇所も各本とも「冶を治に作る」としている。他の記事と同様、これも誤りとしているが、或いはこの箇所も「東治」とするのが正しいのかもしれない。

その場合は、そのまま「東治に至る」と読んでもかまわない。このことは「……又、大兵迫りて、惶怖して北引す」とある記事と考え合わせても納得がいく。

すでにあげたが、虞翻伝の注にある「……翻、始め朗を送りて廣陵に到らんと欲す……故に遂に南行す。既に侯官に至る」も、この時南行して到着した侯官とは、章安、臨海などに置かれていた東部都尉の官であった可能性が高い。

賀齋伝の記事にある「侯官の長、商升、朗のために兵を起つ」は、王朗が孫策に敗れ東冶方面へ逃れようとしている、という知らせが届いていたための行動だったのではないか。王朗伝の記事には、商升の兵が朗を警護していた形跡は全く見られない。

このように見てくると、孫策伝の「……東治を屠り、乃ち虎等を攻め破る」とある記事も「東冶」ではなく汲古書院版の記載どおり、会稽の東の統治地域の意味をもって、初めから「東治」と書かれていたものであった公算がきわめて大きい。

『三国志集解』の注がすべて「東冶」の誤りとしてしまっているのは、これらの注が書かれた頃には、すでに「東治」は東冶の誤りであるとする意見が、中国においても大勢を占めていたためではないだろうか。

では次に「呉志」十五、呂岱伝の、

「会稽東治五県の賊、呂合、秦狼等乱を為す。権、岱を以て督軍校尉と為し、将軍蒋欽等と兵を将いて之を討たしむ。遂に合、狼を禽にし、五県平定す」の場合はどうか。

この記事の前には、呂岱が餘姚の長に補されていることが記されている。この餘姚は会稽の東部（真東）に位置しており、東冶とはほど遠い。

また、ここに名の出ている将軍の蒋欽伝を見ると、

「……策が東に渡るに及びて別部司馬に拝せられ……西部都尉に遷る。会稽治の賊呂合、秦狼等乱を為す、欽兵を将いて討撃、遂に合狼を禽にして五県平定す。討越中郎将に徒り、經拘、昭陽を以て奉邑と為す」とある。

この時、蒋欽が赴任していた西部都尉のあった地（金華市）も、東冶まではかなり遠い。それにここでは「東治」でも「東冶」でもなく、ただ「会稽治の賊」とだけ記されている。

「治」とは統治地域の意味をもって書かれたものであろう。呂岱や蒋欽が反乱の起きた時に治安を任されていた餘姚や西部都尉の位置から勘案すると、この例は「東冶」ではなく最初から「東治」と書かれていた可能性がきわめて高い。

東部都尉が置かれていた章安や臨海なども、古くは東冶方面と共に「冶」と呼ばれていたようであるが、餘姚や西部都尉などからはやはり遠い。

呂岱伝には先の記事よりもかなり後に、

「（黄龍）四年、廬陵の賊、李桓路、会稽東冶の賊随春、南海の賊羅厲等を合わせて一時に並び起こる。権復た岱に詔して、劉纂、唐資等を督し、部を分かちて討撃せしむ」

と書かれた記事もある。この箇所は汲古書院版にも「東冶」と書かれており、「南海の賊」の名も同時に書かれているので「東冶」であることに疑いはない。

「呉志」三孫皓伝に引かれた呉録にも「皓、諸父の和と相連及する者の家属を以て、皆、東冶に徒す」とある記事もそのまま「東冶」としており、『三国志集解』も「東治」とした例があることには全くふれていない。

以上の考証によって「東治」と書かれていたのは、倭人伝の記事だけではなく、呂岱伝などの記事にも東治という語が最初から用いられていたのだということが明らかとなった。

呂岱伝や蒋欽伝の記事には賀齋伝の場合とは違い、東冶からは遥に離れているにもかかわらず、どこにも「遣わし」という記事は書かれていない。このことも、反乱が起きたのは呂岱や蒋欽の赴任地に近い会稽東部の統治地域（東治）であったことを如実に証明している。学界の方々にはこのまぎれもない事実をしっかりと受け止め、慎重に検討していただきたいと思う。

では次に、宗室伝の記事について見てみよう。

「孫輔、字は国儀、（孫）賁が弟なり。……策西のかた廬江の太守劉勲を襲うとき、輔、随従して身から士卒に先だちて功有り。策、輔を立てて廬陵の太守と為し、属城を撫定せしむ。分かちて長吏を置き、平南将軍に遷り、節を假りて交州刺史を領す。使いを遣わし曹公と相聞す。事覺わる。権之を幽繋す。……典略に曰く、輔、権が江東を保ち守ること能わざらんことを恐れ、権が出でて東治を行るに因りて。乃ち人を遣わし書を齎して曹公を呼ぶ。行人以て告ぐ、権乃ち還り、偽りて知らざる若くし、張昭と共に輔に見ゆ。権、輔に謂いて曰く、兄、樂に厭きるかや。何の為に他人を呼ぶ。輔云う、是れ無し。権、因りて書を投じて昭に與う、昭、輔に示す。輔慙じて辭無し。乃ち悉く輔が親近を斬り、其の部曲を分かち輔を徒して東に置く」

ここに「江東を保ち守ること能わざらんことを恐れ」と、名の出ている江東とは、主として揚子江の東に位置する丹陽郡、呉郡、それに会稽近辺などをひとまとめにした総称であり、東冶（福州市）とはほど遠い。兄孫策の後を継いだ孫権は、呉の領域となった江東一帯を、いかにして安全に保持してゆくかに腐心していた。このような状態にある孫権が、一体何の目的があって遥か南方にある東冶にまで行こうとしたりするだろうか。

この頃、孫輔は平南将軍遷り、節を假りて交州刺史を領していた。しかし、孫輔は宗室の一員であり、他の家臣達とは違い、直接、現地に赴いて任務に当たっていたわけではない。孫権も曹操の任命によって会稽の太守を領することになったが、実際は呉に住まっていた。

このことは『後漢書』巻三十二などに書かれた記事によっても窺うことができる。

「済南の安王康、建武十五年に済南公に封ぜらる。十七年、爵を進めて王と為る。二十八年に国に就く」（済南王康伝）

「中山の簡王焉、建武十五年に左憑翊公に封ぜらる。十七年に爵を進めて王と為す。焉、郭太后の少子なるを以て、獨り京師に留まる。三十年に徒して中山王に封ず。永平二年の冬、諸王来りて辟雍に會す。事畢わりて蕃に帰る。焉に詔して與に倶に国に就かしむ」（中山簡王焉伝）

『三国志集解』の注によると、孫輔に関する事件は、赤壁の役の後のこととしている。

これは「呉志」二の（建安）十三年条に書かれた、

「……是の時、曹公新に（劉）表が衆を得て、形勢甚だ勝れり。諸々の議する者、皆風を望みて畏れ懼る。多く権に勧めて之を迎えしめんとす。惟だ（周）瑜、（魯）肅之を拒く議を執る。意は権と同じ、瑜（程）普を左右の督と為し、萬人を領して（劉）備と倶に進む。赤壁に於いて遇い大いに曹公の軍を破る。公其の餘船を焼きて引き退く」

また、この記事の間に引かれた、

「江表伝に曹公の権に与うる書を載す。曰く、近者辭を奉じて罪を伐ち、旄麾南に指す。劉琮手を束ねたり。今、水軍八十萬の衆を治め、方に将軍と呉に於いて會猟せん。権書を得て以て羣臣に示す。嚮震して色を失わざるは莫し」

などとある記事と関連付けて考えたためかと思う。

『三国志集解』の注では先の記事を「東冶」とした上、この頃孫権は会稽の太守を領していたのであるが、自ら将軍を以て呉に在住していたことを指摘、

「権の世、終に未だ嘗って一たびも会稽に至らず。況んや東冶は海隅に僻在、何の暇ありて遠く其の地に渉らん」と述べ、「此れ魚豢の紀す所、殆んど信ず可からず」と、『典略』の記事そのものまで否定してしまっている。

しかし、先程引用した「東治を行るに」の前には「江東を保ち守ること能わざらんことを恐れ」と書かれていることを忘れてはならない。すでに述べたように、東冶のある福建省（後の建安郡）はこの中に含まれてはいない。江東一帯は孫策の時代、表面的にはすでにほぼ制圧した形とはなっていたが、この頃になっても所々に伏匿が潜んでおり、その鎮圧には手を焼いていた。

「呉志」十三陸遜伝などを見ると、

「陸遜、字は伯言、呉郡呉人なり。本の名は議。世々江東の大族、……孫権将軍為るとき、遜年二十一、始めて幕府に仕う。東西の曹の令史を歴て、出でて海昌の屯田都尉と為り並びに縣事を領す。縣連年亢旱。遜倉殻を開きて以て貧民に振るまい、農桑を勤督す。百姓頼ることを蒙る。時に呉、会稽、丹陽、多く伏匿有り。遜、便宜を陳し、焉に與募を乞う。会稽の山賊の大帥潘臨、舊とから在る所の毒害を為す。暦年禽せられず、手下の召兵を以て深險を討治す、向かう所皆服す。部曲已に二千餘人有り。鄱陽の賊帥、尤突乱を作す、復た往きて之を討つ。定威校尉に拝せらる。軍、利浦に屯す。権、兄策の女を以て遜に配す。數しば世務を訪う、遜、議を建てて曰く、方に今英雄棊峙、犲狼闚望、敵に克ち乱を寧んずるは衆に非らざれば濟らず。而うして山寇舊悪、深地に依阻す。夫れ腹心未だ平かならず、以て遠きを圖り難し。大いに部伍して其の精鋭を取る可し。権、其の策を納れ以て帳下の右部督と為す。丹陽の賊帥費桟、曹公の印綬を受け、山越を扇動し、為に内応を作さしむるに會いぬ。権、遜を遣わし桟を討たしめんとす。桟、支黨多くして而うして往く兵少なし、遜乃ち牙幢を益し施こし、皷角を分かち布き、夜、山谷の間に潜ませ、皷譟して前む。時に應じて破散す。遂に東三郡を部伍し、彊き者は兵と為し、羸き者は戸に補し、精卒数万人を得たり。宿悪盪して過る所粛清なり」などと記されている。

孫権が呉の領域となった江東一帯の治安に、いかに腐心していたか、その一端は窺えよう。こういった状況を背景にして勘案すれば、その統治地域（東治）の巡察に出向いていたということは当然のことであり、納得がいく。

ここはどうあっても東治であり、決して東冶ではない。『三国志集解』の注はここでも「各本冶を均しく治に作る」としている。このような点を総合して考え合わせても、初めから「東治」と書かれていた可能性はきわめて高いといわなければならない。

私は最初、この「東治」という語は、陳寿が筆法を用いるための布石として創案した造語ではないかと疑っていた。しかし、魚豢の著とされている『典略』の記事にも書かれているということは、この時代、呉の要人達、それぞれの役職にある人達の間でも、日常の用語として使用されていたのだということが窺える。注意深く読んでみると『三国志』の中には「東」や「西」という文字を冠した語句は頻繁に用いられている。

「江東」などという言葉は漢の時代から存在していた語であるが、「呉志」十五、周魴伝の、

「東主、さき頃潜かに諸将を部分して、圖りて北に進まんと欲す。呂範、孫韶等は淮に入り、全琮、朱桓は合肥に趨き、諸葛瑾、歩隲、朱然は襄陽に到り、陸議、潘璋等は梅敷を討ち、東主は中営自ら石陽を掩い、別に従弟孫奐を遣わし、安陸城を治して邸閣を修立し、貨を輦し、糧を運びて以て軍儲と為し、又諸葛亮に命じて、進んで関西を指さしむ。江邊の諸将復た在る者の無し。才かに三千の所兵を留めて武昌を守らしむのみ……」

という魏の曹休にあてた書状の中で、鄱陽の太守周魴の在所から見た建業に都を置く孫権について述べた「東主」という言葉。また、「呉志」四、士燮伝の、

「燮、又益州の豪姓雍闓等を誘導し、郡の人民を率いて東附を揺さしめ」

「蜀志」十、李嚴伝に引かれた諸葛亮の書状に見られる、

「……吾れ君が父子と力を戮せて、以て漢室を奬く。此れ神明の聞く所、但だ人の之を知るのみに非ざるなり。都護に表し漢中を典らしむ。君に東関を委ねることは人と議せざるなり。謂う至心感動終始保つ可し……」

ここで「東関」とあるのは、『三国志集解』の注に「江州を謂う」と記されている。魏では東興を東関と呼んでいた（東南の方角）。

次いで徐福の渡来伝説でよく知られている「東県の人」の記事。

「（黄龍二年、孫権）将軍衛温、諸葛直を遣わし、甲士萬人を将い海に浮かびて夷州及び亶州を求めしむ。亶州は海中に在り、長老伝えて言う、秦の始皇帝、方士徐福を遣わし、童男童女数千人を将いて、海に入りて蓬莱神山及び仙薬を求めしむ。此の州に止まりて還らず。世々相承けて数万家有り。其の上の人民、時に会稽に至りて布を貨うこと有り。会稽東県の人海行し、亦た風に遭いて流移し亶州に至る者有り。在る所絶遠、卒かに至ることを得べからず。但だ夷州の数千人を得て還る」

また、「蜀志」五、諸葛亮伝の注に見られる、

「時に師出でて成ること無く、傷缺して而うして反る者の衆し。三郡帰降するも而るに有つこと能わず、姜維は天水の匹夫のみ、之を獲るも則ち魏に於いては何ぞ損せん。西県の千家を抜けども、街亭を喪う所を補わず。何を以て功と為し、而うして蜀人相賀せんや」

など数多い。賀齋伝の「時に王朗東治に奔る」も「東冶」ではなく「東治」とした場合の方が、孫策伝や王朗伝の記事との整合性が得られやすい。

以上の考察によって汲古書院版に書かれている「東治」に関するほとんどの記事は「東冶」ではなく、そのまま「東治」とするのが正しい可能性がきわめて高いことが判明した。太平三年（一一五八）、臨海郡となった東部都尉の地も会稽の東部として認識されており、「東治」の範囲内にあったことは間違いない。

「（太平三年）会稽の東部を臨海郡と為す」（「呉志」三、孫皓伝）




では肝心の「会稽東治の東」についてはどうだろうか。

倭人伝の記事は倭人の間に行われている文身の習俗を、会稽王に封ぜられた夏后小康の子の故事と関連付けて述べた後に続けて書かれたものである。既に述べたが「東治」とは、会稽の東方一帯に広がる統治地域の意味をもって記されたものとするのが妥当かと思う。

しかし、一般にも広く知られている会稽という地名に続けて「東治」と書き加えるのは余計なことである。私はここに筆法の存在を感じずにはいられない。陳寿はわざわざ「東治」と書き入れることによって遥か南方にある東冶という地名を連想させ、倭人の国が中国の東方万里の彼方に、南北に長く延びた形で存在していると思わせようとしたのではないか。

これは「呉志」にある他の箇所に書かれた関係記事とも絡め、視点を変えて様々な角度から総合的に判断した結果でもあり、東冶の間違いであるとする学界の定説に反し、「会稽東治の東」が正しいとした古田氏の説が正鵠を射ていたことは、もはや動かし難い事実として認めざるを得ないこととなった。

この「会稽東治の東」に関する『三国志集解』の注は、ただ単に『後漢書』倭伝に書かれた范嘩の記事を踏襲したものに過ぎない。

「治は當に冶に作るべし。范書に云う、其の地大較会稽東冶の東に在り、朱崖儋耳と相近し……」

陳寿がもし東冶という地名と錯覚させるために会稽の下に「東治」という一句を書き加えたのだとすれば「南のかた投馬国に至る、水行二十日。南邪馬臺国に至る、水行十日、陸行一月」とある記事も、東への方角をわざと意図的に「南」とし、倭人の国が南北に長く延びた列島だと思わせようとしたのだといえないこともない。異論はあると思うが、まず「呉志」に見られる関連記事について詳細な検討を加えていただき、ぜひとも再考をお願いしたい。

すでに述べたように、陳寿は首都洛陽のある河南郡を起点とした行程記事を、冒頭の「倭人は帯方東南大海の中に在り」とした記事に絡ませ「郡従り倭に至る」と、あたかも帯方郡からの出発であるかの如く思わせるとともに、韓の領域を「方四千里可り」と、いかにも四方がすべて四千里であるかのように記した（方は周囲の長さ。注４）。またさらに韓半島─北九州の間を流れる広さ千余里の海峡を、三度重ねて「一海千余里を渡る」と、合計すれば三千余里の広さの海であるかのように記録した。

この陳寿の筆法はこれだけには止まらなかったのである。習俗記事の最後において、会稽の遥か南方に「東冶」という地名があることに着目。ただ「会稽の東」とはせず、わざわざ「東治」という行政区の名をひとまとめにした語句を書き入れて、倭の位置が帯方東南遥か万里の彼方、中国から見て當に会稽から東冶にまたがる東の大海の中に存在していると思わせようとしたのである。

『後漢書』の著者范曄が「会稽東冶の東」と改めてしまったのは、この陳寿の筆法に惑わされ、「郡従り」を帯方郡からの出発だと錯覚したことに大きな原因があると思う。

「楽浪郡徼は、其の国を去ること万二千里。其の西北界の拘邪韓国を去ること七千余里なり。其の地、大較会稽の東冶の東に在り。朱崖・儋耳と相近し」

『魏略』逸文には「其の舊語を聞くに、自ら太伯の後と謂う。昔、夏后小康の子、会稽に於いて封じられ、断髪文身し、以て蛟龍の害を避く」と記されている。

すでに述べたように、この太伯が荊蠻に犇り文身断髪して用い可からざるを示したことは『史記』の呉太伯世家に載せられているが、陳寿がこの太伯の話をすて、夏后小康の子の説話のみを用いたのはなぜか。

倭人達の間に伝えられていた太伯の後という伝承は、ただちに太伯すなわち「呉の太伯」という話に結び付く。もちろん、三国時代の呉とは何の関係もないのであるが、この呉は二八〇年、晋によって滅ぼされたとはいえ、その残存勢力が各地に潜んでいたことは十分に考えられることであった。夏后小康の子が封ぜられたのは会稽であるが、この話は「史記」越世家に載せられている。

「小康の庶子、会稽に封じられ、以て禹の祀を奉守す。身を文し、髪を断ちて草莱を披き、而うして邑す」

また、同じ『史記』東越列伝には、

「閩越王無諸なる者、越王勾践の後なり。（中略）漢の五年、復た無諸を立て閩越王と為す。閩中の故地に王とし、東冶に都す」と書かれている。

この東冶に関しては『史記會注考證附校補』に、「東冶は漢の県、今の侯官」と注記されているが、他の史書に県とする記事は見られず、先にあげた『三国志集解』虞翻伝の注にある、

「……杜佑の通典に曰く、後漢冶県を改め侯官都尉と為す。後、冶県を分かちて会稽東南二都尉と為す。今福州は是れ南部、台州は是れ東部……」

とある記事の方に信頼性が感じられる。

『漢書』西南夷両粤朝鮮伝を見ると、

「閩粤王無諸及び東海王揺は、其の先、皆、粤王勾践の後なり。……漢の五年、復た無諸を立て閩粤王と為す。閩中の故地に王として冶に都す」

と書かれており、また、同じ『漢書』地理志会稽郡の条に、呉、曲阿、無錫、餘姚、烏程、句章、餘杭、閩、錢唐、治、囘浦その他の地名があげられているが、『漢書補注』には治について、

「師古曰く、本閩越の地、（補注）先謙曰く、官本冶に作る。齊召南云う、冶を各本治に作るは非なり。東越伝に、秦、天下を併せ其の地を以て閩中郡と為す。漢の五年、復た無諸を立て閩越王と為す。閩中の故地に王とし東冶に都す。即ち此れ冶県……」

などと注が付されている。

夏后小康の子の故事には、その流れをくむ越王勾践、そしてその勾践の子孫である無諸が閩越王として東冶の地に都を置いたという記録が動かすことのできない事実としてつながっていたのである。

中国から見た倭の実際の地理的位置が、だいたい会稽の東に当たることは、陳寿も十分に承知していたであろう。だが、このことをそのまま記事にしたのでは、それまでの苦心の筆法も水の泡となってしまう。陳寿は倭人の黥面文身の習俗にことよせ、越王勾践から東冶に都した無諸へと連なる夏后小康の子の話を持ち出すことによって、東冶という地名を印象付けた上、「其の道里を計るに、當に会稽東治（会稽の東部に広がる統治地域）の東に在るべし」と、自然に東冶という地名を連想させるようなまぎらわしい書き方をしたのではないか。




以上の考証によって、これまで「会稽東冶」として疑わなかった学界の見解とは逆に、「会稽東治」と書かれていたのは、倭人伝の記事だけではなく、呂岱伝などの記事にも「東治」という語が最初から用いられていたのだということが明らかとなった。

呂岱伝（餘姚に赴任）や蒋欽伝（西部都尉）の記事には、東冶から遥に遠く離れているにもかかわらず、王朗伝の記事とは違いどこにも「遣わし」という記事は書かれていない。このまぎれもない事実をしっかりと受け止め慎重に検討していただきたいと思う。

現在刊行されている中華書局本は、他の箇所ばかりか肝心の倭人伝の記事さえも、すでに「会稽東冶の東」と改められてしまっている。「邪馬壹国」については未だにそのままとなっているにもかかわらず、「東治」だけを「東冶」としてしまったのはどうしたわけなのか。この問題についても他の記事と共に、今一度十分な検討を重ね、新たな判断が示されることを鶴首して待ちたい。

考古学界においては、国の予算を計上し相当な費用をかけて、盛んに発掘調査などが行われている。翻って文献史学の分野における状況はどうであろうか。一見矛盾しているかに見える行程記事をめぐって魏晋朝短理説が唱えられたり、韓・倭人伝のみ短里が用いられているとする地域的短里説が主張されたりしているが、学界の専門史学者達の間からは未だに、これらの問題に対する明確な解答は示されていない。

『漢書』『後漢書』の西域伝などを見ても明らかなように、中国から遥に遠く隔たっている諸外国の里程でさえ何十里、何里という里単位までも詳細に記録されている。ひとり「魏志」倭人伝だけが類ハップル定律現象的に誇大数値をもって記述されているのだというだけですまされるだろうか。このような大きな矛盾を抱えたまま今日まで何の進展もなく、長い年月を無為に過ごしてしまっている。

無論、学界に籍を置く者にとっては、そこに根強く定着している常識の壁、定説の枠を超えた新しい説を提示することは、もし間違いであった場合、ただちに自らの地位にも影響してくるだけに容易には踏み切れないのかもしれない。だが、それにしてもなぜ、もっと真剣に取り組もうとしないのか。限度を超えた学界の怠慢、という他ない。魏晋朝短里説や地域的短里説が生み出されてきたのも、この矛盾を何とか合理的に解釈しようとしたための所産にほかならない。

私はこれまでに何度か、倭人伝は著者の陳寿が筆法を用いて書いたとする説を提示し（注５）、議題としていただくことを期待した。しかし、その願いも空しく今日に至るまで、専門史学者の方々からは全く何の反応も示されていない。




考古学者の森浩一氏は、公立の研究所などに所属する夥しくすごい数の官僚学者の経費が膨大な額にのぼることを指摘するとともに、それらの各研究所から一体どれだけの研究成果が生まれたのか、と疑問を呈している（注６）。そして不朽の名作といわれる『古事記伝』を著した本居宣長は、本業は開業医であったこと、また、この宣長は藩からも幕府からも、一文の援助をも受けることなく研究を続けたことをあげ、

「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみている。官僚学者からは本当の学問は生まれそうにもない」とまで述べている。

私がこれまでに提示してきた行程記事における筆法の存在についても、ぜひとも本格的かつ慎重な検討と、確かな書例にもとづく建設的な議論が行われることを心から願ってやまない。

〈注〉

１　古田武彦『邪馬台国はなかった』

２　榎一雄『「邪馬台国はなかった」か』

３　『東アジアの中の邪馬台国』

４　「古代中国における「方」の解釈」（『古代日本海文化』第７号）

５　『行程記事新解釈の試み』（『古代日本海文化』第18号）

　　「陳寿の取材旅行」（『古代史の海』第10・11号）

６　「国が学者を雇うということ」（『季刊邪馬台国』第１０２号。『公研』からの転載）






第十三章　「許」と「可」の意味






「魏志」倭人伝には、狗邪韓国を歴て邪馬台国に至るまでの行程記事が、実に詳しく記録されている。この行程記事には各国における生活ぶり、或いは官名などと共に、その戸数も併せて記されている。

まず対海国（対馬）の条には「千余戸有り」とし、次に一大国（一支国）には「三千許りの家有り」と記され、以下、末盧国には四千余戸、伊都国は千余戸（『魏略』は万余戸）、また奴国には二万余戸、不弥国は千余家。続いて投馬国には五万余戸可り、女王の都する邪馬台（壹）国は七万余戸可りと記されている。

これらの記事の中で、一支国の条に記された「三千『許り』の家有り」、また、これとは対照的に、投馬国および邪馬台国の条における「可り」と書かれた記事が特に目を引く。

牧健二氏はこの「可」を推定の意味として理解し、「許」とは違って「ばかり」と読んではならないとする見解を示されている（注１）。

戸数記事などに用いられた「可」が推定の意味をもったものであることは、各史書にある用例によっても窺うことができる。これは『大漢和辞典』に引かれた「凡そ可と曰う者僅か可り未だ盡さざる所あるの辞なり」という解釈などによっても裏付けられており、異論はない。

しかし、「可」と書かれた用例を他の多くの書例と比較してみると、ただ推定の意味だけをもって書かれたものとばかりはいえない面も感じられる。推定によって書かれたと思われる事例であっても、「可」が用いられていない例はかなり多い。

これは「許」についても同様のことがいえると思う。辞書を見ると、この「許」について「だいたい、ほど、ぐらい」などと説明が付けられ、「およその見積もりを表す」意味を第一番にあげている。

ところが個々の用例の一つ一つを別の記事と比較してみると、決しておよその見積もりを表す意味だけに用いられているとはいいきれないのである。『広辞苑』にも別の意味として「事柄の範囲がそれ以上に出ないことを表す」という解釈が示されている。

はたして『三国志』の著者・陳寿は、どのような意味をもってこの二つの文字を倭人伝の中に記したのだろうか。倭人伝を正しく理解するためにも、陳寿がこの文字によって何を表現しようとしたのかを、はっきりと見極めなければならない。

本稿ではこの二つの文字に対して、どのような解釈を付すのが最も適当なのか、各用例を詳しく検討することによって探ってみようと思う。







一　「許」とは何か

まず一支国の条に書かれた「許」について考察してみたい。許には一体どのような意味が含まれているのか。

（一）「玉馬の高さ尺許りなるを得る」（『晋書』七）

（二）「小竜あり、長さ五・六寸許り」（『晋書』六十五）

（三）「虜を去ること一里許り」（『後漢書』五十五）

（四）「[image: gaiji]、表して堅を請て佐軍可馬と為す。郷里の少年随て下邳に在る者、皆堅に従わんことを願う。又諸々の商旅および淮泗の精兵を募りて、合わせて千許人、[image: gaiji]と力を併せて奮撃し、向う所前なし」（「呉志」一）

ここにあげた例のうち、二と三を除く一と四の場合は、いずれもその大きさ、或いは人数が容易に確認できる例である。

もし「許」がおよその見積もりを表すためだけに用いられた文字であれば、

「陰平道より無人の地を行くこと七百余里」（「魏志」二十）

「匈奴の故地に據る。東西万二千余里、南北七干余里」（「魏志」三十）

「覇、夜之を追う、明くるにおよび、行くこと百余里」（「魏志」十八）

などといった記事にも「許」が用いられていなければならない。これは許という文字の本来の意味が、決しておよその見積もりを表すためのものではないことを示していると思う。

では、この文字の本来の意味とは何か。先にあげた「許」の用例に共通していえることは、その事柄、或いは物体としては非常に「少ない」「小さい」という特徴が見られることである。これに対して次にあげる記事は、その事柄に関する大きい方の限界を示しているのではないかと思われる例である。

「貨千万を鋳て丈六の金像を造り、瓦官寺に於て之を迎う。歩き従うこと十許里」（『晋書』帝紀　十）

「漢家天下に君たること四百許年」（「魏志」六　注引獻帝春秋）

「馬已に十許り箭を被る」（『晋書』志　十九）

「白龍、長さ十丈許り」（『隋書』六十九）

「柳樹有り、高さ百尺許り」（『隋書』四十一）

「虎狼盗賊の為に害せられんと喪を発して服を制す、十年許りを積て乃ち郷里に還れり」（『後漢書』四十三）

以上、「許」と書かれた用例をいくつか見てきた。これらの用例を見て常に感じられるのは、非常に小さい、或いは少ない、という物事についての記事であることと、また、それとは逆に、常識では考えられないほど大きい、長い、或いは多い、高いといった場合について書かれているということである。

たとえば、長さ五、六寸といえば龍としては考えられないほど小さいものであり、反対に十丈といえば、いかに龍とはいっても驚くほどの大きさである。現在考古学的には遺物が残っていないため竜はなかったとされているが、『隋書』などの記事が全くの噓を書いたとは思えない。蛇や竜の骨は腐りやすいためではないかと思う。

漢の時代は「漢帝国」といわれるほど長く続いた。これは革命や禅譲などによってめまぐるしいほど政権の交代を繰り返してきた中国としては、非常に長く続いた例である。また、呉の孫権の父孫堅が、佐軍司馬として中郎将の朱[image: gaiji]らの軍に参加したときは、郷里の少年、および募集した諸々の商旅、それに淮泗の精兵を合わせても、僅かに千人許りという人数であった。これは三十六万といわれた張角の将いる黄巾の賊などに較べると、あまりにも少ない兵である。

ここで「およその見積もりを表す」とした解釈とは別に「事柄の範囲がそれ以上に出ないことを表す」とした『広辞苑』などの解釈を改めて吟味してみたい。

事柄の範囲がそれ以上に出ないとは、その事柄について常識的に考えた場合の、ぎりぎりの限界が示されていることに他ならない。手許に置く、枕許に置く、などは自分の身体に最も近い場所であることを示した良い例である。

また「許す」といった場合、その事柄のみについての容認であり、他の事柄には関係のない限られた範囲内のことを意味する。許容限度などという言葉は「許」の字義を端的に示したものといってよい。

三重県が発行している「県政だより」[image: gaiji]31（注２）の〝ふるさと紀行〟には、石山観音磨崖仏について書かれた『伊勢名勝誌』の記事が紹介されているが、その中でもとりわけ有名とされている阿弥陀如来像のことが、次のように記されている。

「山上巨石四丈許、阿弥陀像ヲ刻シ、山麓ノ石ニ地像仏ヲ刻ス……称シテ石山観音ト云フ」

これはおよその見積もりであることを示したというよりも、四丈もあるというその巨石の大きさに対する驚きの表現として用いられたものと思う。これ以上に大きな石は見たことはない、まるで岩のようだという意味が、この「許」という文字に籠められているのではないだろうか。

「何許の人ということを知らず」（「魏志」二十一　注引康集目録）

この例は家族がなく、また幼少の頃のことについて詳しい人もいないため、孫登がどこで生まれた人であるか判らないということが記されたものである。

孫登は隠者として名は知られていたが、その出身地に関しては彼を知る人達の証言によって、汲県にある北山の土窟の中で暮らしていたということが判っているだけであった。

この場合の「許」は、これ以上調べようはないという意味を表現したものだと思う。

あの人は今何処という場合、あの人は今何処にいるのだろうか、という程度のことを表現したものであるが、あの人はいま何許といえば、行方不明となった相手を捜すため、あらゆる手立を盡して八方訪ねて廻ったがどうしても判らない、もはやこれ以上捜す方法はないという、万策盡きたときのぎりぎりの感情が籠められた言葉なのである。

これまでの考察によって、「許」という文字が以上に述べたような意味を表現するために使用されているのだということが明らかとなってきた。つまり「許」はそれぞれの事物に関する認識範囲の限界を意味する文字として使用されているのである。

では倭人伝に書かれた「三千許りの家有り」にはどのような意味が含まれているのだろうか。周知のように、一大国（一支国）の大きさは「方三百里可り」と記されている。これは「方四百里可り」と記された対馬国よりもさらに小さい。

ところがその戸数を見ると、大きい方の対馬国は僅かに千余戸となっている。両島に関する紹介記事には、

「良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴す」（対馬）

「やや田地有り、田を耕せども猶食するに足らず、亦南北に市糴す」（一支）

と書かれている。海中の離れ島に住む住民の生活はかなり苦しかったのではないかと思う。たとえ食料を買い入れるとしても、現在のように大型船などを使って大量に運ぶというわけにはいかない。その航海は常に生命の危険さえ伴う大変な冒険だったはずである。

そのような状態の中で三千軒もの家族が生活していたのである。当時の常識ではこれが、もうこれ以上の人間は住むことができないというぎりぎりの限界だったのかもしれない。一大国（一支国）の条に書かれた「許」には、その島に住む人間の数の限界を示す意味が含まれているのではないかと思う。

二　「可」の字義

では次に「可」について検討してみよう。辞典には「許可、可能などの意を示す助字に用いる」とあり、「よい、ゆるす、ききいれる」などという解釈が示されている。そして一方この「可」にも「許」と同様、「ばかり、ほど」という推定の意味も含まれていることが書かれている。

ところが先にも述べたとおり、ただ推定の意味を示すだけが目的で用いられたとはいえないのである。

次の例を見てみよう。

「相去ること近き者は三、五千里、遠き者は二、三万里」（『梁書』諸夷伝）

「降る者三、四千人」（『後漢書』南匈奴伝）

「西海に臨みて以て大秦を望む、玉門陽関を拒ること四万余里」（『後漢書』西域伝）

「茶蘇一、二升を飲むのみ」（『晋書』六十五）

「城の西五、六里に出でて」（「魏志」十四）

「維等が統る所、歩騎四、五万人」（「魏志」二十八）

「権行くこと五、六里」（「呉志」二　注引の呉歴）

ここにあげた例は、いずれも推測・推定によって書かれたと思われるものばかりである。しかし、これらの記事には全く「可」は使用されていない。これに対し、次に示すのは確実にその計算・計測が可能な例である。

（一）「今天下の兵を起し以て之を討たんと欲す。略ぼ兵杖精卒を計るに九十七万有る可し」〔太元七年（三八二）条〕（『晋書』載記　十四）

（二）「今諸軍五十万可り」〔甘露二年（二五七）条〕（『晋書』帝紀　二）

（三）（沛公）「剛武侯に遇い其の軍を奪う、四千余人可り」（『史記』八）

（四）「三升の酒、大盤の棗を持し、来たりて與え酒を飲ませ棗を瞰わせて盡さしめんとす（中略）遂に飲むこと二升可り、余り一升有り」（『晋書』二十三）

（五）（使者）「投拘利口を発し、海の大湾の中に循いて正に西北に入り、湾辺の数国を歴て一年余可りにして天竺の江口に到る」（『梁書』諸夷伝）

一体これらの記事にはどうして「可」が使用されているのだろうか。ここにあげた記事のうち、（一）（二）の例はいずれも晋の軍全体の数について述べられたものである。また、（三）の場合も捕虜にした剛武侯の軍全体の兵数について述べたものという可能性が高い。このことは「可」が全体という意味を表すために用いられたのではないかということを強く感じさせる。

全体的な推定といえば、次の例についても同様のことがいえる。

「紹が騎将文醜、劉備と五、六千騎を將い前後して至る。諸将復た白す、馬に上る可し、公の曰く、未だなり。頃く有て騎の至ること稍多し、或は分ち輜重に趣く。公の曰く可なりと」（「魏志」一）

「帝、城上の弓を持つ者発せざるを見て、諸将に謂て曰く、攻める可しと」（『晋書』帝紀　二）

この場合、その場における全体的な状況判断によって、「今がチャンスだ」「よし行け」といった意味の言葉であるという感じが強い。先の（四）（五）の場合もこのような解釈をもとにして見れば、「全体で」「全部で」といったような意味をもって書かれたということが強く感じられる。

「……公に説て曰く、今天寒し、沙を起して城と為し水を以て之に灌ぐ可し、一夜にして成る可し。公これに従う……或は疑う、時に九月、水未だ凍るべからず。臣松之、魏書を案ずるに、公が軍八月潼関に至り閏月北のかた河を渡る、則ち其の年閏八月なり、此に至り容にして大いに寒かる可けん邪」（「魏志」一　注）（傍点筆者）

ここにあげた記事についていえば、もし九月であったとしてもという、全体的に考えた場合の判断であることを表すために「可」が用いられているのではないかと思う。物事を判断するときの「可能」、或いは「不可能」などという場合、たとえそのことについて取り立てて言い表さなくとも、全体的な面からの推量によってそれが決められるケースはかなり多い。

我々は何かを決めようとする場合、ほとんど無意識のうちにも物事の状態を全体的な面から判断しようとしているものである。

「議する者、浩が智略、以て邊を綏するに足れるを以て、留めて諸軍を都督して漢中を鎮せしめんと欲す。太祖曰く、吾安んぞ以て護軍無かる可けん、乃ち與に倶に還る。其の親任せらるること此の如し」〔「魏志」九　注（魏書）〕

「吾安可三以無二護軍一」。これは太祖が張魯を征したあと、中護軍の韓浩を漢中に留めるよりも、自分の傍に置いた方がよいと判断し、諸将の薦めを振り切って、共に鄴に還ったときの言葉が記されたものである。この例は「可」が全体的な事柄に対する推量であることを示すとともに、反語形の形で使用されている。

次に示すのは、その種落全体における勝兵の数についての推定と、大種だけを合わせた場合の推定を記した例である。

「……其の八十九種、唯り鍾最も強し、勝兵十余万、其の余の大なる者は万余人、小なる者は数千人……順帝の時に勝兵合せて二十万人可り」「其の大種は七つ有り、勝兵合せて九千余人」（『後漢書』西羌伝）

「漢人を選びて司馬と為し以て之を監督せしむ。魏の末に復た師を改めて都尉と為す。其の左部都尉の統る所、万余落可り、太原の故の泫氏県に居り、右部都尉は六千余落可り、祁県に居り……武帝践祚の後、塞外の匈奴、大水、塞泥して黒難等二万余落帰化す」（『晋書』匈奴伝）

ここで「万余落可り」「六千余落可り」などとあるのは、それぞれの都尉が統治する領地全体の部落の数について書かれたものであり、「（匈奴）二万余落帰化す」とは、匈奴全体が帰化して来たのではなく、塞外の匈奴のうちの二万余落が帰化して来たことを意味する。

「漢の兵胡の兵合わせて四万余人」（『漢書』陳湯伝）

この例も漢および胡全体の兵を合わせたものではない。このように全体を合わせたときの記事と、そうでない場合の記事には、その記述に歴然とした区別が見られる。

『晋書』東夷伝には辰韓の風俗について「其の風俗可馬韓に類す」（傍点筆者）と書かれているが、可の用例（注３）としては珍しい。汲古書院版の『晋書』ではこれを
  可ややと読んでいるが、ここで表現しようとしているのは、推定によって其の風俗・生活ぶり全体が馬韓のそれに類似しているという意味を表したものである。

「許」および「可」がただ〝およその見積もり〟または〝推定〟の意味だけで書かれたものでないことは、次の記事によっても明らかである。

（一）「二軍を較略するに七千許人可り」（『宋書』五十五）（傍点筆者）

（二）「初め土を穿つこと四尺、龍窟及び昔人の捨つる所の金銀の鐶釧銀鑷等の諸雑寳物を得る。深さ九尺許りなる可くして方に石磉に至る。磉下に石函有り」（以下略）（『梁書』四十八）（傍点筆者）

（一）の例は二軍を全部合わせても僅かに七千人しかいない、という意味であり、（二）の場合、初めの四尺と合わせて全体で九尺もの深さまで掘った所にという意味を表現したものと思う。石函はその石磉の下に隠されていた。これはたとえ貴重品とはいえ、地下に埋納された例としては、常識的には考えられないような非常に深い所ということなのかもしれない。

『大漢和辞典』に引用されている「凡そ可と曰う者僅か可り未だ盡さざる所あるの辞なり」とは、自らの立場から見た物事の全体像に対する推量、或いは未だ詳しく極めつくしていない状態のまま物事を全体的な面から推し測る、という意味をもって書かれたのではないかと思う。

では邪馬台国および投馬国の条に記された「可」に対してはどのように解釈するのか。

投馬国の「五万余戸可り」、邪馬台国の「七万余戸可り」という戸数から考えても、その統轄範囲はかなりの広さであったことが窺える。

我が国の地形の状態などから見ても、この両国の領域はおそらく幾つかの山や川などによって隔てられていたはずである。したがって、この両国の戸数を〝可〟としたのは、推定という意味ばかりではなく、その広い範囲に及ぶ領域全体の戸数を合わすと、ということを表現したものにほかならない。

「捴[image: gaiji]国……地方数千里衆二十万可り」（『北史』西域伝）

「可」とは、物事の全体的な状態を把握することによって推量するという意味を含んだ文字なのである。このような解釈に立つとき、いろいろな形で可を用いた漢語の意味が、最も自然に理解できるのではないかと思う。




以上、許と可について様々な角度から考察を進めてきた。

その結果、これらの文字がただ修辞的に筆法として用いられているのではないことが明らかとなった。しかもこの二つの文字には、推定とかおよその見積もりなどという意味ばかりではなく、もっと重要なこの文字でなければ表現できない大切な事柄が含まれていることが判ってきたのである。

これは〝およその見積もり〟といったような解釈は、これらの文字のもつ本来の字義ではなかったことを意味する。もちろん、個々の例によってはどのようにも判別しかねるような例も決して皆無とはいえない。また、立場を変えた別の視点からの考察次第では、さらにまた異なった解釈が可能かもしれない。

私はそれらのことも一切承知の上で、敢えて先述のように結論づけてみた。これを一つの説として決定づけるにはさらに詳しい検討を要することはいうまでもないと思う。識者のご理解、ご教示を賜ることができれば幸いである。

〈注〉

１　『シンポジウム邪馬台国』

２　三重県企画調整部広報外事課

３　前出注１






第十四章　正始四年における倭王の遣使と「壹拝」について






「魏志」倭人伝には、景初二年、倭の女王卑弥呼による最初の朝貢に続き、正始四年、再び中国魏の国へ朝貢したことが記されている。

しかし、不思議なことに、その派遣主体が「倭の女王」ではなく「倭王」となっており、また、前回とは違う使者を遣わしているにもかかわらず、「又」ではなく「再び」という意味を表す「復た」が用いられている。さらに不可解なことに、使者の掖邪狗らが率善中郎将の印綬を拝したことを、なぜか特に「壹拝」と記している。

陳寿は一体、どのような意図を以てこのような記述をしたのだろうか。

『倭人伝の用語の研究』（注１）を著された三木太郎氏は、景初三年を境として倭の女王という表現に替え倭王という呼称が用いられており、陳寿の記述にはっきりとした呼称上の区別が見られるとされている。

ところが『三国志』の記事で呼称上の区別がとられているのは「魏志」帝紀だけである。「蜀志」や「呉志」、さらに「魏志」鮮卑伝などの記事は、帝を称した後や、比能、素利がそれぞれ附義王、帰義王に冊封された後も、依然としてそれまでの呼称や名前が用いられており、呼称上の区別は全くされていない。

倭人伝の記事も、正始八年条では再び「倭の女王卑弥呼」としており、また「魏志」四斉王紀、正始四年条の記事にも「倭の女王卑弥呼」と記されている。

一方、中国史書の用例を見ると「復た」は再びという意味だけではなく、複数を表す場合にも用いられている。

「壹拝」についてはこれまで水野祐氏（『評釈魏志倭人伝』）（注２）、武光誠氏（『邪馬台国辞典』）（注３）、安本美典氏（『邪馬台国ハンドブック』）（注４）などの各氏によって「皆ひとしく拝した」「いっせいに拝した」とする見解が示されている。しかし、他の書例によって判断しても「壹拝」は、一度拝したという意味にしか解することはできない。

私はこの正始四年条の記事が「倭の女王」に替えて「倭王」としていること、しかもその上、使者の名も違っているにもかかわらず「又」ではなく「復た」を用いていること、さらに受拝記事において「壹拝」と特記していることなど、諸々の点を総合して考え合わせた結果、正始四年における魏への朝貢は二度行われ、またこの二度の朝貢において使者の掖邪狗らは、一回だけ率善中郎将の印綬を賜ったのだという結論に達したわけである。

倭の女王と倭王の使い分け、また、これまであまり注目されることのなかった「復た」と「壹拝」の解釈について、問題提起の意味も含めて、敢えてここに卑見を披瀝させていただいた次第である。




景初二年（二三八）六月、倭の女王卑弥呼は、中国魏の国へ交誼の使者を遣わし金印を賜った。

「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む、……」

「魏志」倭人伝には、この最初の朝貢に続いて、正始四年再び倭王による遣使の模様が記されている。

「其の四年（正始）、倭王、復た使大夫伊聲耆、掖邪狗等八人を遣わし、生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木[image: gaiji]・短弓矢を上献す。掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す」

一読して気になるのは、この正始四年条の記事ではなぜか、「倭の女王」とした景初二年条の記事に対し「倭王」と記されていることである。これは一体どうしてなのだろうか。また、冊封記事においても「掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壹拝す」と、ただ「拝す」とはせず、特に「壹拝す」と書かれている。このような例は、他の国交記事ではほとんど見られない。

景初二年か三年か、この最初の朝貢年をめぐっては、多くの研究者の間で激しい論議がかわされてきた。しかし、どうしたわけか正始四年条の記事に関しては、これまで学界でもあまり問題にはされていない。

本稿では、この正始四年条に記された「倭王」と「壹拝」について考察を深めてみたいと思う。







一　「倭の女王」と「倭王」の使い分け

『倭人伝の用語の研究』において三木太郎氏は、景初三年（二年）十二月、卑弥呼が魏の皇帝から親魏倭王に冊封されたその時点を契機として、それまでの「倭の女王」という表現に替えて「倭王」という呼称が用いられているとし、「卑弥呼の称号に截然とした区別がとられている」とされている。

三木氏が述べておられるように、景初二年、卑弥呼が親魏倭王に冊封された時点を境として「倭王」という呼称が用いられていることは確かである。正始元年条に書かれた、

「正始元年、太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし、詔書印綬を奉じて、倭国に詣り、倭王に拝仮し、幷びに詔を齎し、金帛・錦罽・刀・鏡・采物を賜う。倭王、使に因って上表し、詔恩を答謝す」など、詔書の記事を除いても倭王という表現は三度用いられている。

ところが不可解なことに、同八年条には、

「其の八年、太守王頎官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭、載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く、……」

と、再び「倭の女王」という表現がとられている。この記事はどのように理解すればよいだろうか。

この点に関し三木氏は、正始八年条において再び「倭の女王」としているのは、狗奴国との抗争が、卑弥呼が親魏倭王に冊封されるよりも以前からの不和が原因となっていることを示すため、と説明されている。

しかし、「魏志」四斉王紀の正始四年条には、

「冬十二月、倭の女王卑弥呼、使を遣わし奉献」と、依然として女王の呼称が用いられているのである。こういったことから考えると、正始八年条の、「倭の女王」とした記事が、狗奴国との不和が景初二年よりも前からのものであることを示すためばかりとはいえない気がする。

無論、これは斉王紀の記事であって倭人伝の記事ではない。ここに三木氏が主張される景初三年（二年）を境とした呼称上の区別という点を考慮する余地はあるかもしれない。

「魏志」帝紀などを見ると、たとえば武帝紀の場合、太祖から公（大将軍となる）、王（魏王となる）と、明らかに呼称上の区別がとられている。しかしこれは著者の陳寿が正統として記した「魏志」の場合だけであり、蜀の劉備は初めから「先主」と記されている。また、呉の孫権は黄竜元年（二二九）、皇帝の位に即いた。それにもかかわらずこれまでと同様、ただ「権」としか記されていない。鮮卑伝にも比能や素利に対する冊封記事が書かれているが、この二人が文帝からそれぞれ附義王、帰義王の称号を拝命した後も、それまでと同じく「比能」、「素利」としか書かれておらず、記述上の区別は全く見られない。倭人伝の例だけをもって、卑弥呼の称号に厳然とした区別がとられているとすることはできないのである。

三木氏は「正始八年条の記事は狗奴国男王と対応させるために、ほんらい倭王とすべきところを、倭女王と記したのではないかと考えられないこともないが、それでは全体の整合性がくずれるばかりか」「派遣主体を欠いていることの理由もまた不明になってしまう」と否定しておられる。

だが卑弥呼の名は、狗奴国王である卑弥弓呼という名と非常によく似ている。陳寿はこの点を考慮し、両者の違いを明確にするため、卑弥呼を倭の女王とし、卑弥弓呼を女王の名と対比させる形で狗奴国の男王と記したのだとする方が妥当性が感じられる。

三木氏は、正始八年には卑弥呼はすでに他界していた公算が大きいとし、景初三年（二年）を境に倭王と記載されているのであるから、彼女がもし生存していたのであれば、当然「倭王卑弥呼、与狗奴国男王卑弥弓呼、素不和」と記されるべきである、とされる。

三木氏が述べるように、正始八年条の記事には確かに派遣主体が記されていない。卑弥呼は何らかの理由によって王としての役務が果たせなくなっていたのだと思う。しかし、帯方郡の太守王頎は、両者が以前から仲が悪く相攻撃する状を説いているのであるから、倭の使者が派遣された時点をもってすでに他界していたとすることはできない。正始四年条の記事が「倭の女王」ではなく「倭王」となっているのは、もっと他の理由があってのことではないだろうか。

二　倭王は誰か

「魏志」は筆法によって書かれているとする孫栄健氏（注５）は、倭王を卑弥呼の男弟であるとする見解をとっておられる。また阿部秀雄氏（注６）は、倭王を狗奴国王のこととし、これを、「魏志」韓伝に記された辰王や、さらには崇神天皇とも結び付けておられる。

しかし、三木氏が示しておられるように、倭王とは卑弥呼のことを記したものであることは、詔書の文によっても明白である。

「親魏倭王卑弥呼に制詔す。帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝が献ずる所の男生口四人・女生口六人・斑布二匹二丈を奉り以って到る。汝が在る所踰はるかに遠きも、乃ち使を遣わして貢献す。是れ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。今汝を以って親魏倭王と為し、金印紫綬を仮し、装封して帯方の太守に付して仮授せしむ……」

男弟はどこまでも男弟であり、また一大率の将帥や伊都国王も共に別の人物であることは疑う余地はない。狗奴国王、辰王もまたしかりである。「魏志」のどこにも狗奴国王や辰王が倭王となったことを窺わせるような記事は書かれていないのである。

私は陳寿が正始四年の朝貢記事に「倭王」と書いたのは、これまでに示した各氏の見解とは、全く別の意図があってのことではないかと考えている。

三　陳寿の意図

この正始四年条の記事には「倭王、復た使大夫伊聲耆・掖邪狗等八人を遣わし」と「復た」という文字が用いられている。「復た」は「再び」とか「同じように繰り返す」といった意味を表すために用いられるのが普通である。したがってここは景初二年の遣使に続いて「再び」朝貢したことを示したものとするのが穏当な解釈といえるかもしれない。

しかし、ここで注意しなければならないのは、景初二年の派遣主体が「倭の女王」となっているのに対し、正始四年条の記事では「倭王」となっていることである。また使者の名も違う。無論、倭王という表現は正始元年条の記事にも用いられており、四年条の記事は詔書の文にある「親魏倭王」の称号を承けての記述といえないこともない。

だがすでに述べたように「魏志」四斉王紀の記事には、依然として「倭の女王」という呼称が用いられているのであるから、三木氏が述べるように景初三年（二年）を契機として呼称上の区別がされていたとばかりはできないのである。ここはどうしてもこの一文に秘めた陳寿の意図について深く考えてみる必要がありそうである。

四　使に因って上表

『評釈　魏志倭人伝』を著された水野祐氏は、正始元年にも朝貢が行われたとし、四年条に書かれた「復た」は、この遣使を承けてのものとされている。水野氏は正始元年条にある「倭王、使に因って上表し、詔恩に答謝す」を、倭の使者が帯方郡へ派遣されたこととし、これを『晋書』宣帝紀の「正始元年春正月、東倭訳を重ねて貢を納む」（注７）と結び付けておられるわけであるが、正式に使者を派遣した場合であれば「使に因りて」などといった表現はとらない。

（一）「其の使に因りて賢（莎車国王）に西域都尉の印綬及び車旗黄金錦きん繍しゅうを賜う」（『後漢書』西域伝）

（二）「建安中に太祖幽州を定む。歩度根、軻比能等と烏丸校尉閻えん柔じゅうに因りて貢献を上る」（「魏志」三十　烏丸鮮卑伝）

（三）「（迷吾）章和元年に復た諸種の歩騎七千人と金城の塞に入る。張紆、従事司馬防を遣わし、千余騎及び金城の兵を将いて木乗谷に会戦す。迷吾が兵敗れて走る。訳使に因りて降らんと欲す」（『後漢書』西羌伝）

など他の用例を見ても、「因」は正式に使者を派遣しない場合にのみ用いられている。

（一）の例は莎車国の使者に託したことがはっきりしているので別としても、（二）の記事に名の出ている閻柔は烏丸校尉である。鮮卑から遣わされた使者ではない。また、（三）の場合も「魏志」鮮卑伝にある「訳夏舎を遣わし」などといった記事から考えると、その訳使は漢の使者である公算が大きい。

『邪馬台国辞典』解説編の中で武光誠氏も、「使に因りて上表」を魏の使者に託したことを述べたものとされている。第一『晋書』の記事は「正始元年春正月」となっているのであるから、魏の使者が倭を訪れてから派遣したのでは、同じ年の正月に到着することなど到底不可能である。

前後の文脈の違いによって、同じ語句でもいろいろに異なった意味をもってくるのが漢文の特長であるが、この正始元年条の記事も「正始元年、太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし」で始まる一連の記事を一つの文脈としてとらえるべきであり、その文脈の中の一節として書かれた「使に因って」は、倭に派遣された魏の使者を指して述べたものであることに疑いを入れる余地はほとんどない。

「魏志」四陳留王伝にも、上表に関する次のような記事がある。

「南中都督護軍霍弋に因りて、上表して自ら陳す。又、交阯の将吏も各おの上表して言う……」

ここでは倭人伝の記事と違って「南中都督護軍霍弋に因りて」と、上表文を託した相手の名が明記されているので理解が得られやすいと思うが、やはりこの場合も首都洛陽まで正式に使者を派遣しなかったために「因」が用いられたのであろう。

無論、例外もある。

「（鄧艾）高山大沢を見る毎に、輒ち軍営處所を規度指晝す。時の人多く笑う。後に典農綱紀・上計吏と為り、使するに因りて太尉司馬宣王に見ゆ。宣王之を奇とし、之を辟して掾と為す」（「魏志」二十八）

この記事の場合などは「因レ使」を「使するに因りて」と、鄧艾自身が使者として司馬宣王に謁した意味に読むべきであり、倭人伝の場合などとは全く違った意味をもってくる。

五　「復」の用例

「復た」が「再び」を示すための文字であることは先に述べた。だが「復た」は決してそういった意味を表すためだけに用いられているとは限らない。次の例を見ることによってもそのことは窺えると思う。

（一）「晋の天福中、復た来りて朝貢……周の廣順元年、使を遣わし朝貢……顯徳二年、又使を遣わし来貢」（『宋史』高麗伝）

（二）「河南の尹范遷、清行あるを以て代りて司徒と為る……公輔に在るに及びて、宅数畝あり、田一頃に過ぎず。復た推して兄の子に与う」（『後漢書』郭丹伝）

（三）「（淳煕）三年、風泊の日本の舟、明州に至る。衆皆食を得ず、行乞して臨安府に至る者、復た百余人なり」（『宋史』日本伝）

（四）「句麗復た其の中に大人を置きて使者と為し、相主領せしむ」（「魏志」三十　東夷伝）

（五）「亦た復た君臣あり」（『鄰交徴書』巻二）

（六）「時に寒く且つ旱す、二百里復た水無し。軍又た食乏し。馬数千匹を殺し以て糧と為し、地を鑿つこと三十余丈にして乃ち水を得たり」（「魏志」一　武帝紀）

ここにあげた例では、「復た」がいずれも「再び」ではなく、「何度も」或いは「何人も」といったような意味で用いられている。

（一）の記事に書かれた晋の天福中とは、後晋を建国した高祖、聖文章武明徳孝皇帝、およびその甥に当たる二代目、出帝の時代を指していう。そこで『五代史』を見ると、天福四年九月の条に「高麗王建、其の廣評侍郎邪順を使て来らしむ」とあり、また、八年十一月条にも「高麗、其の廣評侍郎金仁逢を使て来らしむ」、同十二月条にも「高麗、太相を使て来らしむ」と書かれた記事がある。天福中の「復た」が、ただ「再び」という意味を表すだけではなく、「何度も」という意味をも含めた表現であることはまず疑いない。

この例では天福中の「復た」と、それに続く顯徳二年条の「又、使を遣わし来貢」と書かれた記事が対照的である。

（二）の「復た推して兄の子に与う」も、それまで兄の子に対して何も与えたことが記されていないばかりか、他に対してもそのようなことが行われたことを窺わせるような記事は書かれていない。

したがって、ここに用いられた「復た」も、「再び」ではなく「何度かに分けて」または「何人かの兄の子に」などという意味をもって書かれたものであることは明らかである。

同様に（三）の「臨安府に至る者、復た百余人」も、その前文にはこの記事と関連のありそうな記事は全く書かれていない。したがってこの記事の場合、嵐のため遭難し、かろうじて中国の海岸にたどり着いた倭の人々が、昨日は十五人、今日は三十人といったように、漂着した場所や時間、たどってきた道程の違いなどによって、それぞれが各自思い思いに救いを求めて臨安府にまで至ったことを表すための「復た」ではないかと思う。

（四）の「復た其の中に大人を置き」の場合も、支配体制を万全にするため沃沮の国中に何人かの大人を配置して、それぞれの所領地の状態、人々の動静を互いに連絡しあいながら治めさせたことを述べたものだと思う。

（五）の「亦た復た君臣あり」も、その記事の前には何らここで「再び」という意味を示さなければならないような事柄は記されていない。一方、「亦た」には「同じように」という意味がある。したがってここでは、同じように、何人もの（複数の）君臣があるということを示すために「復た」が用いられているのである。

では（六）の場合はどうか。その記事には「二百里復た水無し」と書かれている。これは旱天のため二百里の間、どこにも水のある所はなかったということを記したものであろう。無論、考えようによっては、水のある所から出発して二百里の間ふたたび水源に巡り会うことはなかった、という意味に解せないこともない。しかし、文脈からいってもこのような場合に、再び水のある所はなかったというような表現をするとは考え難い。やはりこの場合も二百里の間、何度か水を求めて探したが、どこにも水のある所はなかった、という複数の探索を表現するためのものである可能性が強い。

『史記』留侯世家に「上、雒陽の南宮に在り、復道より諸将を望見す」と書かれた記事がある。現在、復道は普通の場合、複道と書かれているようであるが、その注には「復、音は複、上下に道あり、故に之を復道と謂う。葦昭云う、閣道なり」などと解説されている。古代においては上下に二つの道を設けた閣道を、復道と書く場合の方が多かったのかもしれない。

平成四年三月二十六日、大阪羽曳野市軽里の峯ヶ塚古墳の発掘調査を行っていた同市教委によって「横穴式とみられる石室の上部に、別の竪穴式石室を確認した」ことが発表された。中国史書には「復穴」などという語が用いられているが、これには「重穴なり」と解釈が付されている。こういった重層式を復穴というのであろう。この他「復廟」などについても「重屋なり」と解説されている。

「復唱」などという言葉などによっても判るように「復」には「複」と同様、複数を表す意味も含まれていることは間違いなさそうである。

六　「復」と「又」の用法

『旧唐書』日本伝の記事を見てみよう。

「長安三年、其の大臣真人、来りて方物を貢す。……開元の初、又た使を遣わし来朝す。……天賽十二年、又た使を遣わして貢す。……開成四年、又た使を遣わし朝貢す」

この記事によっても明らかなように、通常は何度使者を遣わした場合でも「復た」ではなく「又」が用いられている。これは『宋史』日本伝の場合においても変わりない。

「復た」が用いられるのは、ただ再び朝貢したという意味を表すためだけではなく、前と同じ使者を遣わした場合、或いは同じ目的をもって遣わされた場合などに限られている。

次の例を見ていただきたい。

「元の世組の至元二年（一二六五）、高麗人趙彝い等、日本国通ずべしと言うを以て、奉使すべき者を擇ぶ。三年八月、兵部侍郎赫徳に命じ、虎符を給して国信使に充て、禮部侍郎殷宏に命符を給して国信副使に充て、国書を持して日本に使せしむ……四年六月……復た赫徳等を遣わし……五年九月、赫徳・宏に命じ、復た書を持して往きて対馬島に至らしむ……十二月、又た秘書監趙良弼ひつに命じ往きて使せしめんとす……（八年）九月、高麗王[image: gaiji]、其の通事別将徐称を遣わし、良弼を導き送り日本に使せしむ……十年六月、趙良弼、復た日本に使し、太宰府に至りて還る」（『元史』日本伝）

すでに述べたとおり、正始四年条の記事は景初二年の倭の女王に対し、「倭王」となっており、また遣わされた使者の名も違う。その朝貢記事の中に「復た」と書かれているのであるから、この「復た」は前項で述べた複数を表すための用法と同じ意味を持つことになる。したがって、陳寿が派遣主体の表現も使者の名も異なる朝貢記事に、「又」ではなく「復た」を使用したのは、正始四年の遣使が一度ではなかったことを示すためであった公算が大きい。

正始四年の遣使は一度ではなく二度行われた。陳寿はそのことを示すために「掖邪狗等率善中郎将の印綬を壹拝す」と、使者として遣わされた液邪狗らが、率善中郎将の印綬を一度だけ拝受したことを、特別の意味をこめて記したのではないだろうか。

七　魏朝の祝事と重なった朝貢

正始四年、最初の遣使が行われた。ところが何らかの理由によって倭国が期待したような朝貢の目的が達せられなかったのかもしれない。その原因とは何か。

「魏志」四、正始四年条の記事を見ると「春正月、帝、元服を加う。羣臣に賜うこと各おの差あり。夏四月乙卯、皇后甄氏を立つ。大いに赦す」と書かれた記事があり、また、七月には故の大司馬曹真、征南大将軍夏侯尚、司空陳羣、左将軍徐晃、司徒王郎、征西将軍夏侯渊ら、数々の功績があった多くの将帥を、太祖の廟庭において祀ったことが記されている。

「魏志」四に書かれた正始四年条の、倭の女王卑弥呼による奉献記事は十二月であるから、その旅程から考えると、一回目の遣使はどうしても六月以前のこととしなければならない。すると春正月における斉王の元服記事、四月条の「皇后甄氏を立つ」とある記事が注目されることになる。

一方、もう一つの原因として考えられることは、倭の使者に外交使節としての何らかの手落ちがあったのではないか、ということである。『宋史』日本伝、天聖四年条に次のような記事がある。

──明州言う、「日本国太宰府、人を遣わし方物を貢す。而も本国の表を持たず」と。詔して之をしりぞく──

正始四年正月から四月頃、魏の都洛陽を訪れた倭の使者達は、何らかの理由（魏朝の内部事情、或いは倭の使者に、正式な使節としての不備な点があった）によって、景初二年初めて朝貢した時のような友好国の使節としての取り扱いをしてもらえなかった。そこでしかたなくこの年改めて二回目の奉献を行ったのではないだろうか。無論、掖邪狗らの主だった使節が二往復したわけではなく、途中で待機して別の使者が倭王の意向を確かめ、再び貢物を持って引き返し、二度目の朝貢が行われたのであろう。

同じ年に何度も朝貢した例は『明史稿』などにも幾つか記されている。

「二十二年、三たび貢す、明年復た貢す」

「比年に一貢、或いは一年に両貢」（外国伝　五）

「二王並びに貢す。歳に或いは三、四たび至る」

「五年、使を遣わし三たび貢す」（西域伝）

こういった例は他の史書でも時々見られる。

たとえ遠隔の地であっても、何らかのやむなき事情があった場合、同じ年に何度も朝貢することは決して珍しいことではなかった。

このような観点に立つとき、陳寿が正始四年条においてなぜ「倭の女王」とはせず「倭王」としたか、その意図が明瞭に浮かび上がってくるのである。正始元年、魏から金印を授けられた王を倭の女王卑弥呼とはせず倭王と記したのは、この正始四年の派遣主体を倭王とし、ここに「復た」を用いて複数の朝貢が行われたことを示すための、一つの布石だったのかもしれない。

八　壹拝について

そのことを端的に示しているのが「壹拝」という記事である。陳寿はなぜここでわざわざ「壹拝」という文字を用いたのだろうか。

「壹拝」については従来「皆ひとしく拝した」「いっせいに拝した」とする見解〔水野祐（注８）、安本美典（注９）、武光誠（注10）などの各氏〕、また、「一つ拝した」など様々な見解が示されている。だが、「壹」は一度、或いは一回という意味を示すために用いられたものである可能性が高い。

『蜀志』龐統伝に引かれた「襄陽記」に、「其の妻子皆羅列して堂下に拝し、奔走供設す」と書かれた記事がある。また「魏志」四、高貴郷公紀には「羣臣迎えて西掖門の南に拝す」と書かれた記事があり、さらに「呉志」三孫休伝にも「綝、兵千人を以て半野に於て迎え、道側に拝す」などと書かれた記事がある。

もし掖邪狗ら、倭の使者が皆ひとしくいっせいに率善中郎将の印綬を拝授した、という意味だけを示すのであれば、「壹拝」ではなく、こういった例のような記述をするのが一番ぴったりのような気がする。

「昔、韓嫣、副車の乗に託して、馳視の使を受く。江都誤りて為に壹拝す。而して嫣、欧刀の誅を受く」（『後漢書』陳寵伝）

「徐、戸を出でて覧を拝せんとす。適たまたま壹拝することを得て」（「呉志」宗室伝　所引呉歴）

これらの例を見ても判るように「壹拝」とは一度拝すること。しかし倭人伝の場合、率善中郎将の印綬を拝したことを記したものであるから、掖邪狗らがこの印綬を一度拝授したということを示したものにほかならないと思う。

以上のように「倭の女王」を「倭王」としていること、「又」ではなく「復」が用いられていることなど、これまでに述べてきた諸々の条件を総合して考え合わせると、ここはやはり二回の朝貢において掖邪狗らが、率善中郎将の印綬を一度拝授したとするのが至当といえるのではないだろうか。

「壹拝」と対照的な例としては、「再拝」や、三木太郎氏が用例一覧（注11）の中にあげている「更拝」「復拝」がある。

（一）「羣臣、再拝して臣と稱す」（「呉志」四孫休伝）

（二）「寵、力戦して功あり、羽遂に退く、進めて安昌亭矦に封ず。文帝、王位に即きて揚武将軍に遷す。呉を江陵に破りて功あり、さらに伏波将軍に拝す」（「魏志」二十六満寵伝）

（三）「十九年（建輿）春、就て維を遷して大将軍と為す。……維、魏の大将軍鄧艾が為に段谷に於て破れ、星散流離、死する者甚だ衆し、衆庶是に由りて怨えん讟どくす。而も隴已西亦た騒動して寧からず、維、過ちを謝し負を引き、自ら貶削を求めて後将軍と為り、大将軍の事を行う……二十年、魏の征東大将軍諸葛誕、准南に反し、関中の兵を分ちて東下す。維、虚に乗じて秦川に向わんと欲す……景耀元年、維、誕が破れ敗すと聞きて乃ち成都に還る。復た大将軍に拝す」（「蜀志」十四姜維伝）

（一）の「再拝」は文字どおり一拝二拝と二度拝礼を繰り返すこと。「壹拝」が一度拝する意味を表したものであることはこのことからも明らかである。

（二）の例はたびたびの戦功によって安昌亭矦から揚武将軍となり、さらに伏波将軍を拝命したことを記したものであるが、前の役職に替えてさらに重要な任務に進封する場合などに用いられている。

（三）の「復拝」の場合、先にその任務に当たっていた者が、何らかの理由によってその役職を退くか、またはその官位が有名無実なものとなってしまっていたのが、再び前の職務に復したことを意味する。

この他「加拝」「転拝」などもあるが、これも文字どおり先の官位に重ねて別の役職をも兼ね与えた場合、配置転換を命じた場合などである。

まとめ

正始四年条に用いられた「復た」は、通常の場合の「再び」という意味を表すためではなく、この年に複数の朝貢があったことを示すためである公算が大きい。

同様に、「壹拝」も二回の朝貢において一度だけ率善中郎将の印綬を授けられたことを表すために書かれたものである。

考察の足りない面もあるかと思うが、「倭の女王」と「倭王」という二つの称号の使い分けとの関連で、これまでほとんど注目されることのなかった「復た」と「壹拝」に関する私見を披瀝させていただいた。研究者各位のご意見を賜ることができれば幸いである。

〈注〉

１　『倭人伝の用語の研究』

２　『評釈魏志倭人伝』

３　『邪馬台国辞典』

４　『邪馬台国ハンドブック』

５　『魏志東夷伝への一構想』

６　『卑弥呼と倭王』

７　「貢を納む」は、貢献する側が自国で貢物を納めた場合などに用いられる。拙稿『古代日本海文化』24号「景初二年六月の朝献記事をめぐって」

８　前掲注２

９　前掲注３

10　『邪馬台国辞典』

11　前掲注１






第十五章　一大率をめぐって






「魏志」倭人伝には「女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察す。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治し、国中に於て刺史の如くに有り。王、使を遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、及び郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず」と書かれた記事がある。

この「一大率」については、女王卑弥呼から派遣された軍団の統率者、監督行政官とするのがこれまでの常識的な解釈とされていた。しかし、昭和四十三年に至り松本清張氏は「一大率」は女王国から派遣されたものではなく、魏の帯方郡が設置した官であるとする説を発表、これまでの通説に対し異論を唱えた（注１）。

女王国の設置した官であるとする説は依然、根強いものがあるが、以来この松本氏の見解を支持する論者も多い。また、こうした解釈をもとに、これは帯方郡から派遣されたものではなく、魏の設置した官であるとする江上波夫氏（注２）、白崎昭一郎氏（注３）などの見解もある。

一方、派遣主体の問題とは別に「一大率」とは一人の人間に与えられた官名であるとし、一名の大率の意味にしか読めない、とする説も唱えられている。これは中国人の学者である謝銘仁氏（注４）が示された見解であるが、孫栄健氏（注５）もこれとほぼ同様の説を唱えておられる。

はたして陳寿はどのような意味を表すために、ここに「一大率」と記したのか。

本稿では各氏が示された見解をもとにしながら、一大率を中心としたこの一章の問題点を明らかにしてゆきたい（なお謝氏らの見解も一人の大率が軍政長官であれば、当然そこに一つの軍団が存在することを前提としたものであることに変わりはないわけであるが、〝一人の〟という点が強調されているため、分けて考察することにした）。







一　一大率とは何か

山尾幸久氏（注６）はこの一大率について、

「軍事集団の統率者、すなわち大将率・大将帥を意味する大率と表現し、かつ〝倭王の統治地域において、倭王に任命派遣された、中国の州刺史のようなところがある〟と注釈していることが手がかりとなろう」とし、

「魏代の刺史は管内の郡県国県を巡視して官人の政務を監察するとともに、一州の軍事権をも掌握していたのであるから、大率はヤマト政権から伊都に派遣されて常駐した軍管区司令的存在であったらしいことをうかがわせる」と述べておられる。

また榎一雄氏（注７）も、周代および晋代の記録などをもとに、

「率は統率する、あるいは統率者の意味で、おそらく軍団の統率者をいったものであろう」と述べ、一大率を女王国から派遣されたものとする見解をとっておられる。

一方、古田武彦氏（注８）は『宋書』百官志の記事を例に引き、「衛率」とは天子の都を守るための門衛を
  主つかさどる官として書かれており、その率はおのおの一軍を領していること、また『三国志』の中には「一大石」「一大蛇」などと書かれた記事が多く見られることなどをあげ、「一大率とは一つの大きな率、つまり、女王の都の門衛たる一つの大きな軍団のことである」とする見解を示された。

では謝氏および孫氏などの示された、一大率を一人の大率とする見解はどのような根拠をもとにしたものなのだろうか。

謝氏は『史記』巻七の「項羽本紀」にある「復た一都尉を斬り」、「魏志」倭人伝の「乃ち共に一女子を立て王と為す」などをあげ、「一都尉」とは「一名の都尉（軍務を掌る官）」、「一女子」とは「一人の女子」を指すところから、「一大率」とは「一名の大率」の意味にしかとれないとする見解を示しておられる。

また孫氏も『新唐書』日本伝に、この一大率のことが「本率一人を置き……」と書かれていることをあげ、一大率とは一人の大率のことであるとしておられる。

ところで、この大率という官名に関しては、重松明久氏が『歴史手帖』第三十三号において『墨子』迎敵祠条に、

「城上歩ごとに一甲一戟、其の賛は三人、五歩に五長有り、十歩に什長有り、百歩に百長有り、旁に大率有り、中に大将有り」と書かれた記事のあることを示しておられる。

一方『晋書』百四の石勒伝には、榎氏が例示された「並びに部落の小率となる」と書かれた記事がある。大率或いは小率という官職名があったことは確かなようである。

この他『晋書』には「氷が別率趙龍を蕪湖に斬る」（五十八、周処伝）、「田甄等六率を召し」（五十九、東海王越伝）などと書かれた記事もあるが、これらの記事はいずれも一人の人間の官名として書かれたものであることを示している。

『史記』楚世家にも「五率を獲て以て帰る」と書かれた記事があるが、その注には五人の名が記されている。

このような記事による限り、たしかに「一名の大率」とする解釈も成り立ち得ないわけではない。しかし倭人伝には、「諸国を検察す」とあり、また「国中に於て刺史の如くに有り」と書かれている。この記事が一大率の役割について述べたものであることは疑いない。

ここに書かれた国中がたとえ伊都国だけのことを記したものであったとしても、たった一人の人間が伊都国の港に於いて交易の品を検閲したり、諸国を巡察したりすることは不可能である。

『晋書』には、先の記事などとは別に「四率の精兵万人」（三十六、張華伝）、「咸熈の際、一部ただ彊を以て分ちて三率と為す。泰始の初めまた四と為す」（五十六、江統伝）、「本三率を置き、其の兵馬を盛んにし、宿衛して虞を防ぐ所以なれど」（四十八、閻纘伝）などと書かれた記事もある。

こうした記事をもとに倭人伝の文面について考えると、一大率とはやはり一名の大率という意味で書かれたのではなく、軍事行政の両面にわたって諸国を監察するために置かれた一師団のことを記したものである可能性が高い。

したがって、重松氏が例示された「大率」、また『晋書』百四の石勒伝に書かれた「小率」などは、軍事行政機関としての一軍団に属する率吏に与えられた官職名であることは明らかである。

同じ『晋書』三十五の裴秀伝には、「後衛の率吏を増置し、三千の兵を給す」と書かれた記事がある。『史記』楚世家にある「五率を獲て以て帰る」、前記『晋書』五十九の「田甄等六率を召し」なども、一つの率としての軍団に属する率吏のことが記されたものであることは間違いない。

『旧唐書』倭国日本伝に書かれた一大率を、「本率一人を置き」とした『新唐書』日本伝の記事は、編纂者が解釈を間違えたための誤記といってよいと思う。

古田氏は、一大率を一つの大きな軍団のことであるとされた。古田氏があげた例の他にも「魏志」十四、蔣済伝に「今十二州有りと雖ども、民数に至りては漢の時の一大郡に過ぎず」と書かれた記事がある。無論、これは一つの大郡という意味ではない。一つの大きな郡のことである。

「一大道を行きて」（「呉志」十二、虞翻伝　注引呉書）、この場合も同様に一つの大きな道、という意味にほかならない。このような記事によって勘案すると、一つの大きな軍団とした古田氏の解釈が妥当性をもってくる。

もちろん、一つの大率と書かれた可能性も決してないとはいえない。倭には大倭があり、他の東夷諸国にも大加・大帥などの名が書かれている。また、ただ一つの軍団とするだけでは行政監督機関としての権能をも有する一大率を説明するには十分とはいえないかもしれない。

『史記』周本紀の注には、

「大卒は戎車三百五十乗、士卒二万六千二百五十人、虎賁三千人有り」と書かれた記事がある。「率」と「卒」の違いはあるが、この場合も大きな卒ではなく大卒とも読める。

しかし倭人伝の場合、衛率などに関する記事などから判断しても、大率という官を設置したとするより、軍事行政機関としての一つの大きな率を置いたと解する方が自然である。

倭人伝には「宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す」とある。

『三国志』が書かれた晋の時代の職官制度について述べた『晋書』職官志には、

「左右の衛率は案ずるに恵帝の東宮を建てるときに置く。初めは中衛率という。泰始五年、分ちて左右と為し、各おの一軍を領す。恵帝の時、愍懐太子東宮に在り、また前後二率を加う。江左に及び前後二率を省く。孝武大元中にまた置く」（傍点筆者）と書かれている。

女王の宮殿を守る衛率とは別に、海外交易の門戸である伊都国にも特に一つの率を置いている。それは大きな率である。陳寿はこのような意味で書いたのではないかと思う。

「率」は帥に通じ、「ひきいる」「さきだつ」「みちびく」という意味をもつ。

これに対し「卒」とは、文字どおり兵士のことである。『史記』に書かれた大卒の場合、非常の際に備えるために設けられた戦闘要員としての軍団、一個大隊といった意味を表現するにふさわしい。

しかし、一大率は軍事ばかりではなく、各諸国の民治などについても監察する権限を持ち、貿易関税などを取り立てていたことが窺える。

このような一大率の性格を明確にするためにも、一大率とは女王国以北（以西）（注９）の治安にたずさわる一つの大きな軍事行政監督機関であったとするのが最も妥当な解釈ではないかと思う。

二　一大率派遣の主体はどこか

松本清張氏は、一大率を帯方郡から派遣されたものとする理由の一つとして、各国の王によって便宜上共立された卑弥呼にはなんの軍事力も政治力もなかったとし、もし彼女が派遣したのであれば、その代理的な役人である大率を諸国が畏れ憚るはずはないと述べておられる。

では共立によって女王となった卑弥呼は、軍事力も政治力もない単なる傀儡でしかなかったのだろうか。倭人伝には、

「其の国、本亦男子を以て王と為し、住まること七・八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立て王と為す。名づけて卑弥呼と曰う。鬼道に事え能く衆を惑わす」と書かれている。

私はこの「共に一女子を立て王と為す」の前に書かれた「乃ち」に注目したいと思う。

「乃ち」とは、一説に言葉の続き難いさまを表すという。つまり「気持ちの高まり」「意思の決定」を意味する文字なのである。

「汝[image: gaiji]の賊困迫、走りて宛城に保す。堅身みずから一面に当り城に登りて先に入る。衆乃ち蟻附す。遂に大いに之を破る」（「呉志」一、孫堅伝）

「創少し愈ゆ、乃ち復た出でて戦う」（「呉志」一　注引呉書）

「請て與に相見え、甚だ之を奇とす。乃ち表して賛を薦す」（「呉志」十九、孫峻伝）

これらの記事が「乃」によって表現しようとしているのも大略同様の意味である。

先の「乃ち共に一女子を立て王と為す」と書かれた記事を、「魏志」高句麗伝の、

「伯固死す、二子有り、長子抜奇、小子伊夷模、抜奇不肖、国人便ち共に伊夷模を立て王と為す」（傍点筆者）

また「魏志」夫余伝に書かれた、

「尉仇台死して簡位居立つ、適子無し、孽子麻余有り、位居死して諸加共に麻余を立つ」

などと見比べていただきたい。

高句麗伝の場合、兄の抜奇は人々の信頼が薄く、誰も従おうとはしなかった。この抜奇には伊夷模という弟がいた。そこで国の人々は兄の抜奇を王とするより弟を立てた方がいいだろうということになり、この伊夷模を立てて王とした、ということなのである。いってみれば王統の血を継ぐ者ということで便宜上、不肖の兄に替えて次子の伊夷模を王にしたわけである。

これと同じことは夫余伝の場合にもいえる。

王の簡位居には嫡子がなかった。しかし王統と何の関係もない者を王とするわけにもいかない。そこで諸加が相談の上、やむなく隠し子の麻余を立て王としたわけである。この夫余の条には何も書かれていないが、高句麗の場合と同様、「乃ち」ではなく「便ち」に近い共立であったと思う。

このような記事と比較するとき、長い間紛争が続く中で彼女こそ王とするにふさわしいと、多くの人々に推戴されて王となった卑弥呼が、女王とは名ばかりの単なる傀儡でしかなかったとは決して思えないのである。「乃ち共に」とは、多くの人々の意見（気持ち）が完全に一致したことを表したものに他ならない。倭人伝には、

「鬼道に事え、能く衆を惑わす」（傍点筆者）と書かれている。「能く衆を惑わす」とは彼女の霊言（予言）に対する人々の信頼度の高さ、期待の大きさを表したものである。

このことから考えても、卑弥呼の超能力がいかに人々を心服させていたか容易に想像がつく。山尾氏は注６の『日本古代王権形成史論』において、古代社会における集団的秩序を保つための共同規範といったものについて、

「人々は古来慣行とされてきた行為に意味づけをし、価値を賦与し、権威を認め、内面的信念として共有していたのであろう」とし、

「自然界に内在する超自然的威力への信仰によるタブーが共同規範の実効性を担保する強制力を発揮し、制裁が神を基準とした絶対的なものであったのもそれゆえであろう」と述べておられる。

倭人伝には「男弟有り、佐けて国を治む」と書かれている。諸国王の上に立つ宗主国としての政治、および権力の行使は、この男弟を中心としてとりおこなわれていた可能性が高い。また卑弥呼は超能力の外に、親魏倭王という対外関係をバックにした権威をあわせもっていた、とする上田正昭氏（注10）の指摘もある。

伊都国の条を見ると、「世に王有るも皆女王国に統属す」と書かれている。統属とは文字どおり女王国（邪馬台国）に属することであるから、そこにはやはりかなり強い政治力の介在があったことを否定できない。このような観点からも、伊都国に置かれた一大率が、女王卑弥呼すなわち邪馬台国から派遺されたものであったことは容易に想像できるのである。

一方、江上氏は注２に示した論文で、倭人伝の「国々市有り、有無を交易し、大倭をして之を監せしむ」「特に一大率を置き」とある文章には主語がないとし、「魏志」は中国の史書であるから、主語が書かれていない場合は中国が主語と考えるのが自然だと思う、と述べ、邪馬台国と話し合いの上で特に一大率を伊都国に置いた、とする見解を示しておられる。

しかし、この江上氏の見解に対して山尾氏は前述の書で、

「租賦を収む……大倭をして之を監せしむ……特に一大率を置き諸国を検察す」の三カ所には主語が省略されていると見られるが、それは倭王である、と述べておられる。山尾氏が述べておられるとおり、

「男子は大小と無く、皆黥面文身す。古より以来、其の使中国に詣るや、皆自ら大夫と稱す……」で始まるこの一連の記事は、倭国の法制・風俗・習慣など倭人達の生活の有様について述べたものであることに間違いない。

したがって、その主語は当然倭国であり、租賦を収めるその対象も倭の諸国王および倭王卑弥呼のことでなければならないはずである。

直木孝次郎氏（注11）も、

「倭人の社会や政治のことを述べて来て、女王国より以北に『特に一大率を置き』というのだから、一大率は女王国すなわち邪馬台国が伊都国に置いた官と考えるのが、もっとも自然な解釈であろう」と述べておられる。

同じ邪馬台国・畿内説の立場にある三木太郎氏（注12）も同様の見解に立ち、

「この一大率が中央の出先機関である伊都国に派遣されている事実こそ、畿内のような遠隔の地からよく九州を抑え、中国外交を進めることのできた理由と考える……」と述べておられる。

また邪馬台国九州説の立場をとる榎氏は注７に示した『邪馬台国』において、

「魏が一大率を置いて外民族を統治した例は他に見えない」とし、

「もし魏が置いたものとすれば相当の規模の軍隊が駐留していたはずである。また狗奴国との戦争や卑弥呼の死後の国内での騒乱に際して、重要な働きをしたはずであるが、そのような記録の片鱗も残っていない」と述べておられる。この点に関しては、謝氏もほぼ同様の見解を示しておられる。

水野祐氏（注13）も、「魏が倭国にそういう性格のものを設置するならば、まず諸韓国内にそれと同じようなものを設置することの方が、より必要なことではなかったろうか」と述べておられる。

また、「もし一大率を魏・帯方郡が置いたのであれば、長官名が書かれていなければならない」とする古田氏の指摘も見過ごすことはできない。

松本氏はこの古田氏の反論に対して、

「『魏志』には同じく重要な任務を帯びて伊都国に駐まる所の郡使の名を挙げていない」とし、「氏名が付していないから郡の官吏でないという反論は成立しない」（注14）とされている。

しかし、伊都国に駐まるのは舟出を前にしての風待ちや、航海の疲れを癒すためであり、

「郡使の往来常に駐まる所なり」（傍点筆者）とある記事は、倭国に常駐する派遣官のことを記したものではない。

以上で明らかなように、一大率が女王国の設置した官であるとする理由の説明は、これらの諸説にほとんど出盡していると思う。

三　国中について

一大率は伊都国に治所を置いていた。その一大率が諸国を検察したわけであるが、その有様は国中において刺史の如くであった、と倭人伝は記している。ここに書かれた「国中」とは、一体どの範囲について述べたものだろうか。

この国中を倭国全体とする意見（注15）もある。しかし、この一節が「女王国より以北には」という記事で始まっていることから考えても妥当な解釈とはいい難い。

またこの国中が「常に伊都国に治す」とある記事に続けて書かれていることから、「国中」とは伊都国の国中を指していったものとする見解（注16）もある。

伊都国は「郡使の往来常に駐まる所なり」と書かれ、その港は対外貿易の門戸として常に開放されていた。もしこの国中が伊都国一国を指していったものとした場合はどうか。奴国、不弥国以下の国々がたとえ諸韓国或いは中国との交易を図ったとしても、一大率の役人が彼らの所持する品々を伊都国の港において検察することは可能だったかもしれない。

しかし、この解釈に立った場合、女王国以北の中に含まれる一支国、対馬国（対海国）などには検索の手は及ばないことになってしまう。

「魏志」九の夏侯尚伝を見ると、

「漢家刺史有りと雖も六條を奉ずるのみ、故に刺史を伝車と稱す、其の吏を従事と言う、居るに常の治無し」と書かれた記事がある。刺史とは軍事・行政を司る州知事・軍政長官といったような権限を与えられた官吏であり、常に八月を以て郡国を巡察していたという。

陳寿が倭人伝に「国中に於て刺史の如くに有り」と記したのは、国中を巡察するのが一大率の最高指揮官であり、それが刺史と同じような権力をもつ軍政長官であったというためではなく、国中を巡察して回るところが刺史に似ているということを表現するためではなかったかと思う。

国中とは国の中のあらゆる所という意味である。したがってこの国中という記事からも「刺史の如くに有り」が一人の大督率のことをたとえたものでないことは容易に読みとれる。無論、常に国中を巡回して人々の動向に監視の目を光らせたのは、一大率に属する多くの率吏であったに違いない。

その率吏は一支・対馬などにも巡遣されていた可能性が高い。一大率の率吏達はそれぞれの分担によって女王国以北の国々を検察し、その結果を本部に報告していたのであろうか。このような観点から見れば、ここに書かれた国中とは、女王国以北の諸国と解するのが最も妥当ではないかと思う。

四　女王国以北

ここで女王国以北の中には女王国も含まれているのかどうか、ということが問題となってくる。牧健二氏（注17）は女王国以北を、女王国を除いたそれより北の諸国のことであるとされた（松本氏は注１の『古代史疑』で、これを対馬・壱岐・末盧・伊都・奴の五カ国としておられる）。

これに対して白崎昭一郎氏は『三国志』全体の用例から「女王国以北」には当然女王国も含まれているとし、この点から「一大率を設置したのは女王国である」という前提を疑わなければならない、と述べておられる。

倭人伝には「諸国これを畏憚す」と書かれている。女王国が女王国以北の中に含まれているのであれば、自ら設置した一大率を女王国が畏憚するというのは確かにおかしい。明らかに矛盾している。「呉志」二の孫権伝に、

「荊州の長沙・江夏・桂陽以東を分ちて権に属し、南郡・零陵・武陵以西を備に属す」と書かれた記事があるが、白崎氏、水野祐氏らが述べておられるとおり、ここに記された諸郡が以東・以西の中に含まれているのは明白である。

では派遣主体であるはずの女王国も、その検察ぶりを畏れ憚ったというのだろうか。もしこれが事実であるとすれば、一大率は魏が設置したとする以外説明がつかない。

このため水野氏は、一大率が監察するのは女王国を除いた七カ国であるとされた。これは諸国の動静の査察・統制など一大率の任務を主に内政面から考えた場合について述べたものと思われるが、この問題について考える前に、一大率をなぜ女王国以北にしか置かなかったか、ということを明らかにしなければならない。

五　一大率の主な役割は何か

また後で述べるが、一大率の派遣主体は女王国である。一大率は津において交易の品を検察し、女王への贈り物が間違いなく邪馬台国に届けられるよう取り計らったという。

交易品の一部が女王に献納されていたのは、貿易関税といった意味合いも含まれていたのかもしれない。ここでは、こういった面から考察した方が理解が得られやすいのではないかと思う。伊都国の港において検察を受けた使者達が、献納品の数を少なくしたり中味を取り替えたりできるのは、女王国（邪馬台国）に到着するまでの道中においてしか考えられない。

つまり、女王国以南（以東）の諸国は邪馬台国の関所において巌しい検問を受けることになるのであるから、献納品の一部をごまかしたりするようなことはあり得ないわけである。

冒頭にあげた一章の最後の部分に「差錯するを得ざらしむ」とあるのは、このことが一大率の最も重要な任務であったために書かれたものに違いない。

「……間年の中、路を行く老父重きを擔う。人代りて擔い行くこと数十里、家に至らんと欲するに置て而して去らんとす。姓名を問うに以て告げず。暫しばらくありて老父復た行く。剣を路に失う。人有りて行きて之に遇う。置て去らんと欲するも、後の人之を得て剣主是に於て永く失わんことを懼る。取て購募せんと欲するも或は恐らくは差錯せん。遂に之を守りて暮に至る。剣主還りて之を見れば前に代りて擔える人なり。（後略）」（「魏志」十一、管寧伝）

ここに書かれた「差錯」は、倭人伝の記事を理解する上でよい参考になると思う。

この一大率に関する記事の前には「国々市有りて有無を交易す。大倭をして之を監せしむ」と書かれている。

各諸国間におけるあきない（商売）の監督は大倭が担当していた。これに対し、一大率は海との貿易を検察・取り締まることを主な役目とした。一大率の職務をこの点にしぼって考えると、女王国以北の諸国だけを巡察したという理由が一層はっきりしてくると思う。

また、海外との交流を望んでいたのは、何も諸国の王達だけではなかったはずである。たとえ記録には残されていなくとも、一般豪族と諸韓国或いは中国の人々による交易も決してなかったとはいえない。

このことと関連して一大率は各諸国の民治にも大きくかかわっていた。一大率の検察を諸国が畏れ憚ったというのは、こういった点について述べたものである可能性が高い。

したがって、この場合の諸国とは、諸国王のことというより、王をも含めた諸国の人々という意味に解するのが適当ではないかと思う。

この中には当然、女王国の人々も含まれているはずである。そればかりではなく、先の国中の場合とは違って、貿易品の検察を畏憚する諸国には邪馬台国に属するすべての国々という意味が含まれているのかもしれない。

古代社会における罰則は非常に厳しいものであった。「魏志」三十、夫余伝には、

「刑を用いること厳急なり、人を殺す者は死す。其の家人を没して奴婢と為す、窃盗は一に十二を責す」とあり、「魏志」三十、高句麗伝にも、

「牢獄なし、罪有れば諸加評議して便ち之を殺し、妻子を没入して奴婢と為す」

と書かれている。倭人伝にも、

「其の法を犯すや、軽き者は其の妻子を没し、重き者は其の門戸及び宗族を滅す」

と書かれている。

法による統制・法の適用は諸外国に劣らず峻厳であった。累（罪）は宗族にまで及んでいたのである。刺史の如くに国中を巡回して不正の摘発を行う一大率（一団の率吏達）の姿を見ては、密貿易など思いも及ばなかったに違いない。邪馬台国を中心とした国家としての体制は十分にでき上がっていたと見てよいのではないだろうか。




このように見てくると、倭国の法制・民俗・習慣などについて述べたこの章において、女王国以北（女王国を含む）の諸国が一大率の存在を畏れ憚ったということと、その一大率の派遣主体を女王国であるとする解釈が何ら矛盾することなく一つの線で繋がってくる。

私が「女王国以北」とした記事と、一大率の検察ぶりを諸国が畏憚したという記事に矛盾を感じながらも、その一大率の派遣主体を女王国であるとしたのは、この一節の主語が倭であると判断したためにほかならない。

女王国以北との関連で考えた限りでは、一大率を魏の派遣官であるとする説には、確かに魅力が感じられる。しかしこの記事のポイントは、主語はどこか、という一点につきると思う。

六　「文書を伝送」した一大率

この一大率に関する記事の後半部には、

「王、使を遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、及び郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ざらしむ」と書かれている。

中国との国交によって郡使が訪れるだけではなく、邪馬台国およびその統属下にある各諸国の王も、諸韓国および中国を相手に盛んに交易を行っていた様子が窺える。

ここに書かれた「王、使を遣わし」を、倭王卑弥呼のこととしたり、松本氏のように伊都国王とする説もある。また水野祐氏は、これを、卑弥呼を除いた諸国の王としている。

だがここは、卑弥呼および諸国の王とするのが穏当かと思う。外港として開かれた伊都国の港では、一大率の役人が各国の使者が所持する交易品を捜露し、関税をもかねた女王卑弥呼への贈り物が、間違いなく献上されるよう検察の目を光らせていた。

このくだりは「文書・賜遺の物を伝送し」とするのが通説のようになっている。しかし私は、郡使の持参する卑弥呼への贈答品はもちろんのこと、各国の使者が持ち帰った献上品が途中ですり替えられたり、勝手に品物の数を少なくしたりされることのないよう、彼らの口上書とは別に、検察の結果を一大率が文書にして伝送していたのではないかと考えている。したがって、ここは、

「文書を伝送し、賜遺の物をして女王に詣るに差錯するを得ざらしむ」

とするのが正解ではないかと思う。

山尾氏も別の解釈をする一方で、「文書を伝送し」とも読める、としておられる（注18）。

また榎氏も『東洋史学』創刊号に載った「邪馬台国の方位について」において、

「『伝送の文書』は一大率が臨津捜露の結果を文書にして女王に報告することを述べたものと解したい」としておられる。しかし同氏はその後この解釈を変更している。

『隋書』倭国伝の「其の俗」で始まる倭人の風俗・習慣などについて述べた一節の中に「文字無し」と書かれているところから、この頃の倭人は文字を知らなかったとする意見が強い。しかし、俗とは文字どおり俗人、つまり一般の人々という意味であり、上層部の要職にある人々の間では、すでに文字は知られていたと見て間違いない。

正始元年条には魏帝からの贈り物をたずさえて邪馬台国を訪れた建中校尉梯儁らに対し、上表文をことづけて詔恩に答謝したことが記されている。もし文字を知らなかったというのであれば、卑弥呼が賜った詔書の内容さえ理解できなかったということになってしまう。

また「伝送」の意味についてもよく吟味する必要があると思う。

「虞、是に於て職を奉じ貢を修して愈いよ益ます恭粛。諸外国羌胡、貢献する所有るも道路通ぜず、皆為に伝送して之を京師に致す」（「魏志」八、公孫瓚伝　注引呉書）

この記事は道路が通行不能のため、やむなく伝送して京師に送り届けてもらったことが記されたものである。検察を受けた郡使や諸国の使者が、伊都国の港で一大率に女王への贈り物を手渡して邪馬台国まで送り届けてもらったというのであれば「文書・賜遺の物を伝送し」でも意味は通じるが、このくだりは一大率が主語となった記事である。その一大率が伝送を依頼するのは、女王に対する贈り物の内容を記録した文書以外あり得ないわけである。

それに特別の事情でもない限り、郡使や諸国の人々が女王への贈り物を自分で直接届けずに伝送を依頼するというような礼に反することが行われたとは考えられない。そのことは卑弥呼の朝貢記事、『日本書紀』の推古天皇紀などに書かれた中国使節の来朝記事、朝鮮信使の来朝記事などによっても証明されていると思う。先にあげた正始元年条の記事にも、魏の使者が直接詔書・印綬を奉じて倭王に拝假したことが記されている。

無論、対馬や一支など遠隔地にある国々が、経費やその他のやむを得ない事情から一大率に依頼した場合も、決してなかったとはいえないかもしれない。だがこれはあくまでも特殊な場合に限ってだけ考えられることであり、この記事の文意が伊都国において検察した結果を報告し、道中間違いの起こらないようにしたものであることに変わりはない。一大率から飛脚の手にゆだねられた文書は、女王への献納品をたずさえた使者達よりも一足早く、邪馬台国へ届けられていたのではないだろうか。

この一連の記事の解釈について山尾幸久・三木太郎などの各氏は、

「皆津に臨みて、伝送の文書・賜遺の物を捜露し、女王に詣るに差錯あるを得ざらしむ」

とされている。しかし陳寿が、郡使のたずさえてきた詔書を文書と書いたとは考えられず、また、諸国の王達がみやげとして女王に贈り物をする場合など、あらかじめ文書まで作成していたとしなければ、先の解釈では意味が通じなくなってしまう。

また最後の部分は榎氏・三木氏らが読んでおられるように「差錯するを得ざらしむ」とするのが適当かと思う。

（一）「郡国を分ち裂き、地絡を断ち戴りて、田を王田と為し売り買うことを得ざらしむ」（『後漢書』十三）

（二）「悉く魏の諸王公を録して鄴に置き、有司に命じて監察し交関することを得ざらしむ」（『晋書』一、宣帝紀）

（一）は隗囂が王莽の罪業を弾劾した文である。王莽は専制的な政治を行うため自分に都合のよい法令を定めて、国の人々が田畑を自由に売り買いすることを禁じた。

（二）は晋の宣帝が魏の諸王公の動きを封ずるため、有司に命じて監視させたことを記したものである。

（一）は王莽が、（二）は宣帝が主語となった記事であることは疑いない。ここは当然「得ざらしむ」と読まなければならない。

先の倭人伝の記事も一大率を主語とした文である。献納品の差錯を未然に防ぐための処置について述べた記事であることは疑いない。一大率が検索の結果を文書にしたためて伝送し、道中たとえ災難に遭ったりしたときにも使者の言い訳が立つようにするとともに、途中で献納品をごまかしたりすることができないようにしたという意味なのである。

以上、一大率をめぐる一連の記事の解釈について考察を重ねてきた。その結論として本稿に示した解釈に対しては、多くの方々の反対意見もあると思う。異とされる点について忌憚なきご意見を賜ることができれば幸いである。
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10　『シンポジウム邪馬台国』

11　『ゼミナール日本古代史』（上）

12　『魏志倭人伝の世界』

13　『評釈魏志倭人伝』

14　『ゼミナール日本古代史』（上）

15　孫栄健氏、その他

16　三木太郎氏、その他

17　『日本の原始国家』

18　『歴史と旅』昭和51年６月号






第十六章　地名の由来と歴史　── 菊地清光氏へ ──






私は以前、矢の飛距離との関連で、私の住む紀宝町成川の山にある「とんびゃと」という地名の由来に、二つの説があることを紹介させていただいた。

一つは山腹に遠矢が突き刺さっていたことから、遠矢峠と呼ばれるようになったというものであり、もう一つの遠見屋峠説は、その山の奥にある七なな滝たきという所に住んでいた人達が、農産物などの略奪を防ぐため、通称、城山と呼ばれている山の頂上にある平地に小屋（遠見屋）を立て、交代で見張りをしていたことからそのように呼ばれていたとするものである。

このうちのどちらかが、長い間に地元の人達の間で「とんびゃと」と訛って呼ばれるようになったというのであるが、私は遠見屋峠説の方に分がありそうだと考えていることを述べた。

この地名の由来に関して菊地氏から、

「とんびゃと＝遠見屋説ですが、これだと五音目の『と』が蹴飛ばされてしまっています。『鵄（とび・とんび）のいるヤト（ヤチ・ヤツ＝湿地）』でよいのではありませんか。湿地という文字とイメージにあまりこだわらずに『沢』と考えておいてよいように、私は考えるのですが……」という御助言を頂いた。

菊地氏は「アイヌ語地名」などに関し、該博な知識をお持ちのようで、精力的に詳しく研究しておられるご様子には、私も常々敬服の念を抱いている。

菊地氏がどのような考えからこの峠のことを「湿地」や「沢」と結び付けられたのか判らないのであるが、この「とんびゃと」という所は湿地や沢などには全く関係のない山地であり、私はやはり地元に伝承されていた遠見屋峠などの方が、この地名にはふさわしいように思う。

遠見屋峠が「とんびゃと」となったのは、「鵄」が「とんび」と訛って呼ばれるようになったように、遠見屋が少しずつ「とんびゃ」に変化し、また「とんびゃと」の「と」は、峠が「とう」と呼ばれており、それが次第につまって「と」となったような気がする。

明治維新に活躍したことで有名な坂本竜馬が、脱藩するときに走って越えたという幾つかの峠も「とうげ」ではなく、地元の人達の間で何々峠とうと呼ばれているということである。

現在、ほとんどの人は平地の多い人里に出てきているが、昔から七滝に住んでいた人達は、新田氏一族の子孫ということで、本家筋には鎧なども伝えられているという。新田義貞に代表される新田氏一族は、よく知られているように足利氏の擁する北朝に対抗する南朝方の旗頭であった。

南北朝時代、足利氏のために敗れた新田氏一族のうちの生き残った人々が、厳しい探索の目を逃れて、地方の山深い所に隠れ住んだのかもしれない。私の母も七滝の人である。

鵄を「とんび」と呼ぶのは、東北訛りなどからきていると思うが、遠見屋峠が「とんびゃと」と呼ばれていたのも、まんざら関東・東北訛りと関係ないとはいえないような気がする。

菊地氏は地名について詳しく研究しておられるのでよくご存じと思うが、各地に伝えられている地名の中には、言語学的にはどうにも説明のつかないような読み方が、地元の人達の間でされている例がすこぶる多い。地名の問題は何よりもまず、その地方に住む人の話を聞いてみることが大切ではないかと私は考えている。

せっかくご意見を頂戴しながら他のことに気を取られていて書く暇がなく、ご返答が大変遅くなってしまったが、地名の由来には隠された歴史やドラマが深い関わりをもったまま、謎として残されているものがまだまだ多いような気がする。

もちろん「魏志」倭人伝に登場する国名や地方名についても、今後とも手掛かりを求めて思索を続けていくつもりである。






第十七章　用命天皇、多利思北（比）孤説の展開






用命天皇、多利思北（比）孤説の展開　上

隋の開皇二十年（六〇〇）、我国は中国に交誼の使節を派遣し朝貢した。

『隋書』俀桜（倭）国伝には、この時の模様が次のように記されている（以下「倭」と書く）。

「開皇二十年、倭王あり、姓は阿毎、字は多利思北（比）孤（以下「比」と書く）、阿輩雞彌と号す。使いを遣わして闕に詣る。上、所司をして其の風俗を訪わしむ。使者言う『倭王は天を以て兄と為し、日を以て弟と為す。天未だ明けざる時、出でて政を聽き跏趺して坐し、日出ずれば便ち理務を停め、云う、我が弟に委ねんと』と。高祖曰く「此れ大いに義理無し」と。是に於いて訓えて之を改めしむ。王の妻は雞彌と号す。後宮に女六・七百人有り。太子を名づけて利（和）歌彌多弗利と為す。城郭無し」

ところでこの『隋書』倭国伝に記された倭王多利思比孤とは、一体誰のことであろうか。

一　『新唐書』日本伝の記事

『新唐書』日本伝に、我国の古代から続く各天皇について記した王年代紀の中に、

「其の姓は阿毎、自ら言う、初めの主は天御中主と号す。彦瀲に至るまで凡そ三十二世、皆尊を以て号と為す。筑紫城に居り。彦瀲の子神武立ち、更めて天皇を以て号と為す。徒りて大和州に治す。…中略…次は用命、亦た目多利思比孤と曰う。隋の開皇の末に直る。始めて中国と通ず……」

と書かれた記事がある。この記事によって判断すれば『新唐書』が書かれた頃には、隋の開皇二十年に朝貢した倭王多利思比孤とは用明天皇のことであるとする認識があり、それが中国にも伝えられていた、ということが考えられる。

従来、隋や唐と、我国の国交記事に関しては、多くの研究者によってたびたびふれられており、様々に論議がかわされてきている。しかし、多利思比孤が誰であったかということについては、それほど関心がはらわれていないよう（注１）である。また不思議なことに、用明天皇が多利思比孤だったということに関しては、管見の知る限り全くふれられていない。

二　多利思北（比）孤、九州俀王説の矛盾

『「邪馬台国」はなかった』以来、魏晋朝・中国古代短里、邪馬壹（臺）国北九州説を主張し続けておられる古田武彦氏は、この時の俀王多利思北孤は、女王卑弥呼が治めていた邪馬壹国の後裔であるとし、『宋書』倭国伝に記された倭の五王ともからめて、独自の九州王朝説（注２）を展開しておられる。

『隋書』倭国伝の冒頭には、

「倭国は百済・新羅の東南にあり。水陸三千里、大海の中に於いて山島に依って居る。魏の時、訳を中国に通ずるもの三十余国、皆自ら王と称す。夷人里数を知らず、但、計るに日を以てす。其の国境は東西五月行、南北三月行にして、各々海に至る。其の地勢は東高くして西下り、邪靡堆に都す。則ち魏志の所謂邪馬臺なる者なり」

と書かれている。

『魏志』倭人伝に書かれた邪馬臺国が、九州にあったということがもし真実であるならば、古田氏が提唱する九州王朝説もあながち独断的な解釈とはいえないかもしれない。しかし邪馬台国が何処にあったかという事に関しては様々に意見が別れるところであり、いまだに決着をみていない。古田氏が、行程記事の最後の部分にある投馬国・邪馬臺国への日程記事を帯方郡からのものとする解釈は、他の中国史書の例から考えても矛盾があり、到底受け入れ難い（注３）。

『隋書』倭国伝には、倭の地勢が「東西五月行、南北三月行…東高くして西下り…」と書かれているが、大和に都のあったことが明らかな推古天皇の時代を記した『旧唐書』倭国日本伝にも、同様に「東西五月行、南北三月行」と有り、別の箇所において「西界南界は咸みな大海に至り、東界北界は大山有りて限りを為す」と書かれている。このことは隋に朝貢した国と、唐と国交を結んでいた国が同じ国であったことを示す何よりの証拠であり、また『日本書紀』舒明天皇三年秋八月の条に「大仁犬上君三田耜・大仁薬師恵日を以て、大唐に遣す」と書かれた記事と、『唐書』の「貞観五年（六三一）、使を遣わし方物を献ず」とある記事がぴったり一致している点などから考えても、やはり先の倭王多利思比孤は近畿天皇家の王であったとするのが妥当な判断といえるのではないかと思う。

三　邪馬壹国・俀国・多利思北孤説は誤り

古田氏は一連の著書において倭の女王卑弥呼が都とした国は邪馬臺国ではなく、邪馬壹国であったと主張されている。しかし、すでに多くの人によって指摘（注４）されている通り、現在知られている『三国志』の最古の刊本（紹興本─紹興年間一一三一〜六二、紹熈本─紹熙年間一一九〇〜九四）ができるよりも前に書かれた『隋書』（魏微─六四三撰）の「魏志の所謂邪馬臺なる者なり」とある記述は、邪馬壹ではなく邪馬臺であったことを示す動かし難い証拠であり、『魏志』倭人伝に書かれた「壹」が誤りであることは明白である。このことは俀国についても同様である。

『隋書』倭国伝は『後漢書』倭伝に書かれた「建武中元二年、倭奴国、奉貢朝賀す……」を受けて「漢の光武の時、使を遣わして入朝し、自ら太夫と称す。安帝の時、又使を遣わし朝貢す」としながら「之を俀奴国と謂う」と改めてしまっている。

『北史』も列伝第八十二の見出しには『隋書』の記述を受けて「俀」としながら本文は「倭国伝」とし、また『魏志』の記事を引用して「又南のかた水行十日、陸行一月、邪馬臺国に至る」としながら「即ち俀王の都する所」と間違えてしまっている。改めていうまでもなく、邪馬臺国は倭の女王卑弥呼が都した所である。倭奴国を俀奴国としている点も『隋書』と同様、誤りといわなければならない。他の中国史書は『北史』を除いて全て「倭」（注５）としており、『隋書』の記述が間違っていることは明らかである。『隋書』の記事だけをもって「俀」と書かれているのであるから、これを「倭」とするのは間違いだというのはあまりにも早計といわざるを得ない。

『隋書』倭国伝には「邪靡堆に都す」と書かれているが、これは『魏志』倭人伝に書かれた邪馬臺国を「ヤマト」ではなく「ヤマタイコク」と読んだためであった可能性が強い。現在、多くの史学者は「堆」を「ト」と読んでいるようであるが、漢音の読みからいっても「ヤマタイ」という発音を示すための記述とみるのが妥当ではないかと思う。『後漢書』倭伝には「大倭王は邪馬臺国に居す」と書かれているが、この記事について唐の章懐太子賢が「按ずるに、今、邪摩堆と名すは音の訛なり」と注を入れている。「堆」は当時においても「ト」ではなく「タイ」と読むのが一般的だったのではないだろうか。

『東アジアの古代文化』六十五号において甲斐幸午郎氏は、邪馬壹国説を否定する文に続けて「臺」の読みについてふれ、『康熈字典』に「同都ノ㓛、音徒ニ叶ウ」とあり、『易林』の「典冊法書、蔵シテ蘭臺ラントニ在リ」を用例にあげていることを紹介しておられる。

蘭臺は漢の時代、文書などを掌った役所の名として知られているが、『魏志』などにもその名は見られる。こういったことから考慮しても邪馬臺は「ヤマタイ」ではなく「ヤマト」という音を表すために書かれたものである可能性が強い。

（『魏志』倭人伝に書かれた邪馬臺は『後漢書』や『梁書』が書かれた頃までは、間違いなく「ヤマト」と読まれていた）

しかし、いつの頃からか、少なくとも『隋書』が書かれた頃には、一部の歴史家の間で「ヤマタイ」と読まれるようになっていたのかもしれない。もしそうであれば『隋書』に俀国と書かれているのは、書写の時間違えた、という可能性の他に、撰者の魏徴が意識的に倭国に直したということも考えられる。『後漢書』の「倭奴国」などの朝献に関する記事を引用しながら、「之を俀奴国と謂う」と改変の手を加えているのはその事を如実に物語っていると思う。「謂う」は、そのように思う、という意味を表すための文字であり、ここは魏微がそのように判断した、ということを示したものなのかもしれない。

また古田氏は多利思比孤についても、多利思比孤ではなく「北孤」とするのが正しい、とされている。しかし『隋書』の記述を受けて「俀国」とした『北史』も多利思比孤としており、また『新唐書』の記事も「目多利思比孤」となっている。

『魏志』六　董卓伝に「…[image: gaiji]等が還る比ころ…」と書かれた記事があるが、汲古書院版の和刻本正史『三国志』では「[image: gaiji]等が還る北」となっている。

前後の文脈から考えても判るように、これは明らかに「比」の間違いである。「北」と「比」は字形が似ており、書写の際に間違える比率は高いと思う。『邪馬台国』十七号において三木太郎氏も、『北史』ばかりでなく『通典』も多利思比孤としていることをあげ「北孤」は認め難い、と述べておられる。これらの史書以外にも『宋史』日本伝に「隋の開皇二十年、倭王姓は阿毎、名は自多利思比孤、使を遣わし書を致す」と書かれている。

以上、邪馬壹国、俀国、多利思北孤説ともに、先にあげた多くの書例を総合して考えた場合、やはり誤りとしなければならないと思う。無論、古田氏が述べておられるように、史料としてのオジリナテイは『魏志』倭人伝や『隋書』にあるのはとうぜんである。しかし、現在伝えられている刊本が作られるよりも前に、中国においてもすでに邪馬臺国、倭国、多利思比孤と書かれていたという事は、まぎれもない事実として認めないわけにはいかない。

四　『隋書』倭国伝と『日本書紀』の矛盾

多くの史家が『新唐書』の多利思比孤・用明天皇説を重要視しようとしないのは、『日本書紀』に記された用明天皇の在位時期（五八五〜五八七）が『隋書』倭国伝の開皇二十年（六〇〇─推古八年）とした朝献記事と一致しないことの他に、その七年後に当たる大業三年にも、この多利思比孤が朝貢したと記されているためにほかならない。

よく知られている通り『日本書紀』の記述によれば、用明天皇は五八五年に即位し、在位僅か二年（一年八ヶ月）で瘡病（天然痘）のために崩じている。また、用明天皇のあと崇峻が天皇となり、五年間在位していた。もし『隋書』の「大業三年、其の王、多利思比孤、使を遣わし朝貢す」とした記事が真実を伝えたものであるならば、多利思比孤・用明天皇説は根底から崩れてしまうことになる。

だがこの大業三年の記事は、もともとは全く別の記録であったにも拘わらず「開皇二十年、倭王あり、姓は阿毎、字は多利思比孤……」とある記事に続く一連の記事に、そのまま繋いでしまったものといえないこともない。この『隋書』倭国伝の記事は、冒頭の地理記事に続く、漢の時代からの国交紹介記事と、「開皇二十年……」以下、倭の国情、風俗などについて述べた部分、大業三年における倭国からの遣使と、隋使の来訪を記した部分の三つから成り立っている。私は、大業三年の「大業三年、其の王、多利思比孤、使を遣わし朝貢す」とある記事は、もともと隋朝の記録にあったものでなく、撰者の魏徴がついうっかりと「其の王、多利思比孤……」と書き入れてしまったのではないかと推測している。

中国史書の書例を見ると、同じ王が朝貢して来た場合は、ほとんど「又た使を遣わし」「復た使を遣わし」などと書かれている。これに反し、大業三年の記事には「又た」が用いられていない。何十年も年代が離れていた場合は「又た」を用いないということも考えられるかもしれないが、大業三年（六〇七）は開皇二十年の僅か七年後である。少し書き方が異様だといえないだろうか。

この大業三年の記事には「日出ずる處の天子、書を日没する處の天子に致す、恙無きや、云々」という我国から送られた有名な国書の文が載せられている。これを見た隋帝は「蛮夷の書、無礼なる者有り、復た以て聞する勿れ」と大いに怒ったという。しかし、この記事に続けて「明年、上、文林郎裴清を遣わして倭国に使せしむ」と書かれているから通常述べられているように「激怒」したというようなことではなく、礼儀を知らない、礼が無いといった程度のことだったのであろう。

隋からの使節が来訪した事を知った倭の朝廷は、二度にわたって出迎えの使者を遣わしこれを歓迎した。倭国伝にはこの時の模様が次のように記されている。

「倭王、小徳阿輩臺を遣わし、数百人を従え、儀仗を設け、鼓角を鳴らして来り迎えしむ。後十日、又大礼可多毗を遣わし、二百余騎を従え郊労せしむ。既に彼の都に至る。其の王、清と相見まみえ、大いに悦んで曰く、『我れ聞く、海西に大隋禮義の国有りと。故に遣わして朝貢せしむ。我れは夷人、海隅に僻在して、禮義を聞かず。是を以て境内に稽留し、即ち相見えず。今故ことさらに道を清め館を飾り、以て大使を待つ。冀くは大国惟新の化を聞かんことを』と清、答えて曰く、『皇帝、徳は二儀に並び、澤は四海に流る。王、化を慕うの故を以って行人を遣わして来らしめ、此に宣諭す』と。既にして清を引いて館に就かしむ。其の後、清、人を遣わし其の王に謂って曰く、『朝命既に達せり、請う即ち塗みちを戒めよ』と。是に於いて、宴享を設け以って清を遣わし、復た使者をして清に随い、来って方物を貢せしむ。此の後遂に絶つ」

この時、倭の都に隋の使者を迎え、裴清と相見えた「其の王」とは、直木孝次郎氏ら（注７）が述べておられるように聖徳太子のことだったのであろう。

『日本書紀』用明天皇紀には、

「御食炊屋姫天皇みけかしきやひめのすめらみことの世みよにして、東宮みこのみやに位居まします。萬機よろづのまつりごとを総攝りふさねてかは、天皇みかど事#わざ#したまふ」

と書かれており、推古天皇紀にも、

「厩戸豊聡耳皇子うまやどのとよとみみのみこを立てて、皇太子ひつぎのみことす。仍よりて録攝政まつりごとふさねつかさどらしむ。萬機よろづのまつりごとを以て悉ことごとくに委ゆだぬ」

とある。聖徳太子が内政外交すべてにわたって天皇の代理として事に当たっていたことは疑いない。

五　「此の後遂に絶つ」の解釈をめぐって

前項であげたように『隋書』倭国伝には、大業三年における朝貢記事に続けて、その翌年（四年）隋から我国に対し返礼の使節を派遣した記事が載せられているが、その末尾には「此の後遂に絶つ」と書かれている。

ところが「帝紀」三の大業四年三月条の記事を見ると「百済、倭、赤土、迦邏舎国、並びに使を遣わし方物を貢す」とあり、また同六年春正月条にも「倭国使を遣わし方物を貢す」と書かれた記事がある。

従来、「遂に絶つ」を以て我国と隋との国交は大業三年の朝貢、同四年における隋使の来訪を最後に途絶えた、とするのが一般的な考え方として定着していた。古田氏は、この「帝紀」大業四年、同六年条にある記事と、倭国伝の記事との矛盾を指摘し（注８）、この時代、多利思北孤を王とする九州の俀国と、大和に都を置く倭という二つの国が隋と国交を結んでいたとされている。もし倭国伝の最後に書かれた「遂に絶つ」が、両国における正式な国交断絶を記したものであるならば、古田氏の指摘は尤もであり、確かに正鵠を射たものといえよう。古田氏が述べておられる通り、このような重要な問題点が何ら議論されることもなく、安易に看過されてよいはずはない。しかし「遂に絶つ」は、必ずしも我国からの朝貢がこの時点を以て途絶えた事を意味するものとは限らない。同じ『隋書』西域伝、安国（安息）の条にも、隋から西域に使者を派遣した記事があり、大業五年の朝貢記事に続けて「後遂に焉を絶つ」と書かれている。ところが「帝紀」の方には大業十一年にも安国から朝貢のあったことが記されている。「（十一年春正月）突厥、新羅、靺鞨、…安国、曹国…並びに使を遣わし朝貢」。この安国が西域伝に記された安国とは別の安国であったとは考え難い。「遂に絶つ」は同じ西域伝の康国と女国の条にも書かれているが、「…甸職、大業五年を以て使を遣わし朝貢、其の後、復た至らず」と、再び朝貢して来なかったことをこのような形で記した例もある。

安国とは古代ペルシャの国名であり、漢の時代は安息国と呼ばれていた。『後漢書』西域伝に「洛陽を去ること二万五千里」とあるように、陸続きとはいえ我国以上に絶遠の地にある国であり、隋にとって格別国交を結んでおかなければならないという政治的な理由など何一つない。従って先の記事は、西域諸国からの朝貢に応えて使節を派遣したが、その後これら各国からの朝貢に対し、隋の側からは返礼の使者を遣わすことがなかった、という事を示すための記述ではないかと思う。この安国の例などから考えると、倭国伝に書かれた「遂に絶つ」も、大業四年の使節派遣を最後に隋から再び使者を遣わすことはなかった、という事を記したものである可能性が強い。

『後漢書』西域伝を見ると、

「武帝の時に西域内属するもの三十六国有り、漢為に使者校尉を置きて之を領護せしむ。宣帝改めて都護と曰う。元帝又戊巳二校尉を置き車師の前王の庭に屯田せしむ。哀平の間に自ら相分割して五十五国と為る。王莽位を簒うばいて侯王を貶易す。是に由りて西域怨叛して中国と遂に絶つ、並びに復た匈奴に役属す。匈奴税を斂すること重刻なり。諸国命に堪えず、建武中に皆使を遣わし内属せんことを求め、願いて都護を請う。光武、天下初めて定まりて未だ外事に遑いとまあらずと竟に許さず……（永平）十六年に明帝乃ち將帥に命じて北のかた匈奴を征して伊吾盧の地を取る。宜禾都尉を置きて以て屯田し遂に西域を通す。于實の諸国皆子を遣わして入侍す。西域自ら絶ちて六十五載にして乃ち復た通ず」

と書かれた記事があり、また、

「（和帝の永元三年）班超遂に西域を定む……六年に班超復た焉耆を撃ち破る。是に於て五十余国悉に質を納れて内属す……孝和の晏駕するに及びて西域背畔、安帝の永初元年に頻に攻めて都護任尚・叚禧等を圍む。朝廷其の険遠にして相応赴し難きを以て、詔して都護を罷む。此れより遂に西域を棄つ」

と再び西域との交流を絶ったことが記されている。「和帝の時数しば貢献、後西域背畔、乃ち絶ちぬ」とあるのは、この時のことについて述べたものであろう。

この西域については「建武より延光に至るまで、西域三たび絶ち、三たび通ず」と記されている。絶交したといっても西域が自ら叛いて絶った場合や、中国の側からこれを棄てて交際を絶った場合など、様々な事情・原因のあったことが窺える。たとえ互いの利益が相反するためではない場合であっても、安国などのように絶遠の地であるために交流を絶つこともあるのであるから、倭国伝の最後に書かれた「此の後遂に絶つ」とある記事だけを以て、単純に倭国が隋への朝貢を罷めたことを記したものだと断ずるわけにはいかないのである。

古田氏は、倭国伝と同じく、流求国伝の末尾にも書かれている「爾自り遂に絶つ」に関してもふれ、隋による流求侵略が大業四年（六〇八）のことであったことを根拠に、俀国と流求国が同じ年に隋朝に対して国交を絶った、とされている。しかし、この流求国の場合もその意味は全く違う。『隋書』流求国伝の記事には次のように書かれている。

「……大業元年、海師の何蛮等、春秋二時毎に、天清く風静かなるとき、東望するに、依希として煙霧の氣有るに似たり。亦た幾千里なるを知らずと。三年、煬帝、羽騎尉の朱寛をして海に入りて求めて異俗を訪わしむとき何蛮之を言う。遂に蛮と倶に往き、因りて流求国に到る。言、相通ぜず、一人を掠めて返る。明年、帝、復た寛をして之を慰撫せしむ。流求従わず。其の布甲を取りて還る。時に倭国の使、来朝す。之を見て曰く「此れ夷邪久国人の用うる所なり」と、帝、武賁郎將の陳稜・朝請大夫の張鎮州（人名）を遣わし、兵を率いて義安より海に浮かんで之を撃たしむ。高華嶼に至り、又東行二日にして[image: gaiji]鼊嶼に至り、又一日にして便すなわち流求に至る。初め、稜、南方の諸国人を將いて従軍せしむ。崐崘人の頗る其の語を解する有り。人を遣わして之を慰諭せしむ。流求従わず、官軍に拒逆す。稜撃ちて之を走らしめ、進みて其の都に至り、頻りに戦いて皆敗り、其の宮室を焚き、其の男女数千人を虜し、軍実を載せて還る。爾より遂に絶つ」

一読して明らかなように、隋と流求は以前から国交を結んでいたのではなかった。大業三年（六〇七）隋は海師の何蛮から得た情報をもとに、流求を自らの属国とするため、海路はるばる使者を遣わし、之を慰撫しようとした。しかし、流求が頑として従わなかったため、その都を攻撃し宮室を焼き払って、男女数千人を略奪して連れ帰ったという。つまり、「爾自り絶つ」とは、隋が流求を臣属させようと無理やり国交を迫り、遂に略奪を働くに至ったのであるが、絶遠の地でもあり、益なしとみて、その後、再び使者や軍隊を派遣することはなかった、という事を記したものである。この点、古田氏も「隋軍は流求国に不法な侵入をしたのであったけれど、はるかなる海路を経た彼方であるため継続的な支配下にはおきえなかったのであろう」。とも述べておられるが、その通りであって、決して流求の側から国交を絶ったなどとはいう意味ではない。以上のように、古田氏が主張された俀国と倭国という二つの国による隋への朝貢説も、やはりその根拠は希弱だといわざるを得ない。

六　古代における太歳干支のずれ

すでに述べたように、用明天皇が在位していたとされる五八五年〜五八七年と、多利思比孤が隋に朝貢した開皇二十年（六〇〇）との間には大きな開きがある。しかし、この年代のずれだけを以て用明天皇が多利思比孤であったと記す『新唐書』の記事を、そう簡単に否定し去るわけにはいかない。それは各天皇の年代を記した『日本書紀』の記述、まだ中国の元嘉暦などが使用されていなかった（注９）#推古天皇以前における年代紀の太歳干支に信頼が置けないためである。

このことは『歴史研究』二八〇号、および『古代日本海文化』１・２号においてすでに述べたが、古代はいうに及ばず、仁徳天皇から用明天皇、推古天皇などの時代にかけても、その年代にかなりのずれがみられる。これらは全て我国の太歳干支が、中国の暦とは干支運行の異なる暦によって記されていたことに原因が求められると思う。

すでに前掲論文において述べたが、現在丁丑とされている太初元年の太歳干支は甲寅であった。『市民の古代』第十五集において山村勇気氏もこの問題にふれ、太初元年（前一〇四）の干支は『史記』暦書に記されている通り焉逢摂提格の年、乃ち甲寅であることを指摘すると共に、太初暦などの干支紀年法が、何年に廃止され、何年から、どのような理由で、現在の干支紀年法に改まったのか、史書は明らかにしていないし、歴史家も暦法研究家も、一言もふれていないのは不思議である、と述べておられる。

中国後代史書が太初暦などの太歳干支に関する問題を、いかに粗略に扱っていたか、ということは『唐書』暦志に書かれた次の記述からも充分に窺えると思う。

「……洪範伝に曰く、暦記は顓頊の上元太始　閼蒙摂提格の歳に始まる。畢陬の月、朔日己巳立春七曜、倶に営室の五度に在る、是なり。秦の顓頊暦、元を乙卯に起つ。漢の太初暦は元を丁丑に起つ。推て之を上れども皆な甲寅に値わず。猶、日月五緯、復た上元本星の度を得るを以て、故に命じて閼蒙摂提格の歳と曰う。而るに實は甲寅に非ず……」

『歴史研究』第二八〇号などにおいてすでに述べたように『漢書』律暦書には、

「……迺ち以前ゆくさき上元泰初を歴るまでに四千六百一十六歳、元封七年に至りて復た閼逢摂提格の歳を得る……」注

「孟康曰く、復た得ると言うは上元泰初の時、亦た是れ閼逢の歳、歳甲に在るを閼逢と曰う。寅に在るを摂提と曰う。此れ甲寅の歳と為すなり」

と書かれているのであるから、太初暦は太初元年、上元泰初ともに閼逢摂提格の歳、乃ち甲寅であったことは明らかであり、疑う余地はない。太初元年の干支を通暦によって統一された丁丑に改めながら上元に遡っても甲寅とならないのは当然である。『唐書』暦志は暦法に関し各部門にわたって相当詳しく解説されてはいる。しかし、太歳干支の問題に限っていうならば、期待とは裏腹に宋代の最高知識人クラスの手になる記述（欧陽修〈一〇〇七〜一〇七二〉撰）としてはいささか信頼性に欠けているといわざるを得ない。

古代中国においては、木星（歳星）の運行に合わせて太歳干支が定められていた。このことは王莽の時代に三統暦を造った劉歆（前五三〜二三）が、一四四年に干支を一つ飛ばす超辰法を採用していたこと、またインドでも一部の地方において、八五年に一次を飛ばす超辰法が用いられていたこと、などによっても間違いはない。

この問題に関し薮内清氏は、劉歆が採用した一四四年に干支一つを飛ばす超辰法では一一・九一七年で天を一周することになる、とし、これは現在値一一・八六二年に近い、とされている。また山村氏も、木星は一一・八六年で天を一周する、したがって、「太歳」も一二年よりほんの少し早く天を一周する、これは一四四年に一四五次進むことになる、とされている。しかし中国では劉歆の後、一二〇年に一次を、その後、八四年で一次を超えると考えられていた時期もあったようである。厳密には現在の天文学において木星の公転周期とさている一一・八六二一四年によって算出した、八七年に一次を飛ばす超辰法をとれば真実値に最も近づく。先にあげたものの中では八五年に一次を飛ばすインドの超辰法が現在値に一番近かったことになる。

『日本書紀成立の研究』において友田吉之助氏は、インドにおける超辰紀年法についてふれ、

「木星の宿次を一次飛ばすと、歳名も一次飛ばすことになるから、紀年法としては甚だ不便な紀年法と言わなければならない。そこでこの不便を除くため、木星の宿次を一次飛ばす必要が起こった場合には、歳名の序列はそのままとし、十二次における木星の位置を一次移動させたものと思われる。たとえば、起点においては木星は星紀に位置するが、八十五年目には、その位置を星紀から玄枵に移すのであり、この方法によると、歳名は連続することになるのである」

と述べておられる。

だが古代における超辰法をこのように理解することには疑問な点が多い。友田氏が指摘しておられる通り、超辰法を用いた場合、古代における年代を干支によって数えるには都合が悪く、非常に面倒である。このため晋の永和八年（三五二）、王朔などによって通暦が造られ、古代における太歳干支も、全て連続して数える現在の暦と合致した干支によって統一されてしまっている。通暦が考案されたことによって古代からの年代を数えるには確かに便利になった。しかし、この新しい暦法では、古代において暦法の基本とされていた天体（木星）の運行とは全く関係ないものとなってしまっている。

『漢書』律暦志によると、元鳳三年（前七八）、黄帝より元鳳三年に至るまでを六千余歳と主張する太史令の張寿王と、三千六百二十九歳とする単安国、桮育などとの間で、暦数に関する論戦のあったことが記されており、また『史記』始皇本紀にも「㐮公より二世に至るまで六百一十歳」とある記事の注に、五七六年とする説と五六一年とする説もあることがあげられている。いずれも何らかの根拠があって主張されていたのであろうが、これらは全て目標とする年（黄帝・秦の㐮公）の干支が違っていたことを前提としなければ出てこないし、成り立ち得ない。

今、若い人達の間で誕生日によって自分の運命を知ろうとする星座占いがブームを呼んでいるようであるが、このほどイギリスのＢＢＣ放送の科学番組で、占星術が誕生した約二千年前から現在までの間に、地軸の移動で黄道上の星座の位置が約三十度、およそ星座ひとつ分前にずれてしまっていることが放送され、センセーションとなっているという。しかし、現在の占星術では月日に基づいて決めた天空の空間を便宜的に星座名で呼んでいるだけで、星の位置がズレていても別に問題はないとされている。この星座占いも現在の暦法と同様、いつの頃からか実際の星の位置など問題にしなくなってしまっていたのかもしれない。

何年か前、テレビで俳優の西田敏行さんが、インドでは現在でも一部の地域で用いられている暦の干支は、普通の暦の干支とめぐりが違っているそうだと話していたのを聞いたことがある。この太歳干支に関する問題は、インドにおける超辰法を用いた異暦が、どのような干支を示しているか調べることによって明らかにすることができると思う。先にあげた友田氏の意見は飯島忠夫氏（注10）などの解釈に従ったものであるが、この解釈は通暦を造った王朔以後の暦法に関する考え方に大きく影響されているような気がしてならない。

七　『唐書』暦志四が伝える謎

すでに『古代日本海文化』１号で述べたように『史記』暦書注には、現在丁丑とされている太初元年の太歳干支は甲寅であり、続けて二年乙卯、三年は丙寅であることが、その歳名を示すための漢文字表記（焉逢攝提格＝甲寅歳など）をもとに述べられている。

『唐書』暦志四に、

「国語に曰く、武王、商を伐つ、歳鶉火に在り、月天駟に在り、日析木之津に在り、辰斗柄に在り、星天亀に在り、旧説、歳己卯に在り……」

とある記事とともに、

「竹書に十一年庚寅、周始めて商を伐つ」

と書かれた記事がある。また、この記事に続けて、

「（第三代）康王十二年、歳乙酉に在り。……（武）王、成周の衆を以て畢公に命じ、紂を伐ちてより此に及ぶまで五十六年。朏魄日名上下合わざるは無し。而るに三統暦己卯を以て商に克つの歳と為す、非なり」

と、竹書に記録されていた干支庚寅を正しいとしている。

竹書に書かれていた庚寅と、三統暦によって示されていた己卯とは、その干支のめぐりは十一年違っていたことになる（庚寅が十一年遅い）。

現在、三統暦はあたかも劉歆（前五三？　〜二三）によって創始されたかのように考えられているが、『唐書』暦志には「夏・商・周、三統を以て正朔を改め……」などと書かれているから、三統と称される暦法は、かなり古くから用いられていたものであったことが窺える。『唐書』の記事はこの三統暦が伝える太歳干支己卯を旧説としているのであるから、周の時代から秦・漢などを経て長く伝えられてきたものなのであろう。

旧説として伝えられてきた三統暦の己卯と、庚寅とした竹書の記録にみられるずれは、古代における太歳干支の謎を解く重要な鍵となるかもしれない。この武王が商を伐った年を己卯とする三統暦の干支のめぐりは、奇しくも『古代日本海文化』２号で指摘した継体天皇から欽明天皇の時代における我国の、十年または十一年遅れた干支紀年とぴったり一致するのである。

八　仏教公伝と対応する十四年のずれ

よく知られているように、仏教公伝に関する『日本書紀』の紀年（五五二年）と、『法王帝説』などの記録（五三八年）には、十四年のずれが生じている。多利思比孤が隋に朝貢したという開皇二十年（六〇〇）は、『日本書紀』の紀年では推古天皇の八年に当たる。用明天皇は五八五〜七年に在位していたことになっているから、倭王多利思比孤が用明天皇であったとすれば、その年代はここでもおよそ十四年ずれていたことになる。私は前掲二号において、継体─欽明朝における記事の錯簡について考察し、我国と中国の太歳干支に十年または十一年のずれがあったと仮定した場合、紀年の混乱は一つの基準枠の中で全て解消することを発見、欽明天皇の即位年は五三一年ではなく、五四二年であったと推定した。『法王帝説』に記された仏教公伝の年は五三八年（戊午）これを新暦によって修正したときの年代は五四八年または五四九年となる。また『元興寺縁起』などの記録では欽明第七年戊午年と書かれている。欽明天皇の即位年を五四二年とすれば、即位の年からの計算では五四八年、翌年を元年として数えた場合、五四九年はまさしく欽明七年となるのである。仏教公伝の年にみられる十四年のずれは、新暦と旧暦干支のずれなどを補うために行った『書紀』編者の記事操作が原因であった（前掲二号参照）。

多利思比孤の朝貢年と『書紀』紀年に関する食違いも、操作によって生じた十四年のずれを修正することによってぴったりと一致させることができると思う。『書紀』紀年では、欽明天皇の在位期間は三十二年となっているが『法王帝説』には四十一年と記されている。もしこの記録が真実を伝えているものとすれば、欽明天皇の崩年は五八二年となり、これだけでも用明天皇の時代は開皇二十年（六〇〇）にかなり近づく。詳細については別の機会に述べたいと思うが、私は現行干支と一致する元嘉暦などが用いられるようになるまでの、欽明・敏達─崇峻・推古など、用明天皇の前後にある各天皇の在位期間もかなり改変されているのではないかと推測している。

九　年号鏡にも刻まれていた異種の太歳干支

『邪馬台国』三二号において辻直樹氏は、中国の鄂城で発見された黄竜元年鏡に刻まれた「太歳在丁酉」とある銘文は、現行の干支と合っていないことを大阪府立大学の杉本憲司教授が指摘していると述べておられる。

この黄竜元年鏡は出土地の地理的位置から考えて呉鏡である可能性が高い。ここに刻まれた太歳干支も、単なる作鏡者の間違いとして片付けることはできないと思う。呉の黄竜元年（二二九）は己酉であるから、銘文にある丁酉は正規のものとは十二年くい違った干支だったとしなければならない。また、これが漢鏡であったとすると、漢の黄竜元年（前四九）の干支は壬申であるから、二十五年違った干支ということになる。

〈注〉

１　岩波文庫『隋書』倭国伝の注（訳者、和田清、石原道博）には、舒明天皇（息長足日廣額）や、倭の使者であったと考えられている小野妹子の出自が、孝昭天皇の皇子天帯彦国押人命であるから、これらと混同した、とする説や、阿毎多利思比孤は天足彦で一般天皇の称号であろう、とする見解が示されている。このうち舒明天皇は推古天皇の次ぎに立った天皇であるから、古田氏が述べる通りこの天皇の名と間違えるというような事は到底考えられない。

２　『失われた九州王朝』その他

３　拙稿「行程記事新解釈の試み」『古代日本海文化』18号　「邪馬台国への道程」『古代日本海文化』27号・28号　その他

４　榎一雄、白崎昭一郎、安本美典、山尾幸久、三木太郎、佐藤鉄章などの各氏

５　『後漢書』や『三国志』の他『晋書』『宋書』『梁書』『南史』『旧唐書』『新唐書』『宋史』など全て倭、倭奴国としている。

６　前掲注１も邪靡（摩）堆をヤマトとしている。

７　『日本の歴史』２「古代国家の成立」

８　前掲注２

９　持統天皇四年十一月条に「始めて元嘉暦と儀鳳暦とを行ふ」と書かれている。この持統天皇と年代の近い舒明天皇あたりまでは、たとえ干支運行の異なる暦が使用されていたとしても修正は比較的容易だったと思う。しかし、継体天皇から欽明天皇の時代にかけては、正規の暦より四・五年めぐりの遅れた百済暦なども伝来していた可能性があり（『古代日本海文化』１・２号参照）、遺されていた記録類にもかなり錯簡のあった事が考えられる。

10　『補訂支那古代史論』







用明天皇、多利思北（比）孤説の展開　下

十　中国史書と高句麗王年代記のずれ

『三国史記』に記された高句麗の太祖大王（初代宮）から遂成（次大王）、伯固（新大王）、故国川王（伊夷模）、山上王（位宮とする）、東川王（位居とする）などに至るまでの各王の在位時期にも、かなりの誤謬・錯簡がみられる。

『三国史記』によると、新大王とする伯固は一六五年〜一七九年の在位となっているが、『後漢書』高句麗伝によれば順帝の陽嘉元年（一三二）よりも前に即位したことになっており、質・桓の間（一四五─一四六〜一四六─一六七）にも何度か遼東西安平を犯し冦害をなしたことが記されている。また、山上王とされている位宮も、一九七〜二二七年に在位していたことになっているが、『魏志』高句麗伝によると、位宮は正始三年（二四二）、西安平に冦し、その五年（二四四）幽州刺吏毋丘倹のために撃破されたと記されている。『三国史記』では、この位宮に関する記事は山上王の次の東川王（二二七〜二四八）の条に載せられている。ところが、『三国史記』はこの東川王の名を駮位居としているのである。『魏志』が位宮と位居の名をとり違えたということも考えられないこともない。しかし、『三国志集解』には位宮が東川王と称していたと書かれており、毋丘倹伝の記事もこの時の高句麗王の名を位宮としている。これらの点から考えても正始六年（二四五）、毋丘倹・玄菟の太守王頎らのために追われ買溝（北沃沮）まで逃れた高句麗王が位宮であったことは疑う余地はない。

詳細は省くが、この位宮が東川王であったことはまず間違いなさそうである。このように『三国史記』と中国史書との食い違いなどから推測すると、この頃用いられていた高句麗暦の干支も、現行の干支のめぐりとはかなり違ったものであったことが窺える。

伯固の場合についていうと、『三国史記』の記述は中国史書の記録よりも年代が後になっており、位宮の場合は逆に早くなってしまっている。これは高句麗暦によって遺されていた太歳干支の年代を、現行干支に合わせて一運繰り上げるか繰り下げるかしたためであろう。

位宮や伯固の場合と同様、太祖大王（初代宮、五三〜一四六）の場合も中国史書の記録とは相当のずれが見られる。『三国史記』によると、宮は生存中に弟の遂成に譲位し、その後一九年間生きており、遂成と同じ年に死亡したことになっている。そして『後漢書』の記事との年代のずれに関し、──『後漢書』には「安帝の建光二年（一二一）に高句麗王宮が死んだので子の遂成が即位した。玄菟の太守姚光が〝その喪中に兵を出してこれを討とう〟と進言したのでみな賛成したが、尚書の陳忠が〝宮は前にわるがしこくて姚光が能くこれを討てなかったが死んだ後これを討つのは義理ではない。よろしく弔問使を派遣して前の罪を責めて恕し、誅を加えないでその後善を取るべきである〟と反対した。安帝はこの説にしたがった。その次の年に遂成は漢の捕虜を送りかえした」となっている。『海東古記』を調べてみると、高句麗国の祖王高宮は、後漢の建武二十九年（五三）に即位したが、時に年が七歳であったので国母が摂政し、孝桓帝の本初元年（一四六）に至って同腹の弟遂成に譲位した。時に百歳で在位九十四年となっているが、建光二年（一二一）は宮の在位六十九年であるから『後漢書』の記す所は『海東古記』と互に符号しない。『後漢書』の記す所は誤りではないか？　──と疑問符を呈している。

『後漢書』の記録では、宮が死亡したために遂成が即位したことになっているが、生存中に譲位したというのがもし真実であるとすれば、『後漢書』が記す建光二年（一二一）と『海東古記』の記す本初元年（一四六）の間には二五年のずれがあったことになる。『魏志』高句麗伝に「宮死して伯固立つ」と記されているのは、宮の死が遂成と同じ年であったために間違えたためであろう。ここで宮の崩年が『三国史記』の記す通り遂成が死亡した年（一六五）と同じだったとし、この年に基準を置いて計算した場合は『後漢書』によると、遂成の死亡時期は順帝の陽嘉元年（一三二）よりも前となっているから三十三、四年の差があったことになる。

十一　『新羅本記』に記された卑弥呼

一方、『新羅本記』においても太歳干支にずれがあったことを窺わせる記事がある。

『新羅本記』第八代阿達羅尼師今（一五四〜一八四年）二十年夏五月の条を見ると、「倭の女王卑弥乎、使いを遣わし来聘」と書かれた記事がある。この年を西暦に直すと一七三年、漢の年号でいえば靈帝の熹平二年に当る。

よく知られているように、卑弥呼は魏の景初二年（二三八）、中国魏の国に使者を遣わし朝貢している。もし『三国史記』の王代紀年が中国の太歳干支のめぐりと同様の暦をもとに記されたものであるとすれば、卑弥呼は新羅に通交を求めてから六六年目の、景初二年にはじまる魏との国交、正始八年（二四七）条における狗奴国との抗争を述べたくだりに続けて書かれた崩年まで、実に七五年間も倭の女王として在位していたことになる。仮に卑弥呼が十五歳で即位したとしても、死亡した時の年齢は九十歳であったとしなければならない。こういった理由から、従来この記事はあまり顧りみられることはなかった。

この記事を史実であるとする立場をとる丸亀金作氏も『新潟史学』七号においてこの点にふれ、「この年令は有り得ないものではないが、稀なことであり、疑う気持ちもおきる」と述べておられる。

『魏志』倭人伝には、

「其の国、本亦た男子を以って王と為し、住まること七・八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼と曰う……」

と記されている。はたして卑弥呼が倭王として即位したのは、一体いつの頃のことだったのだろうか。

先の記事にある倭国争乱の時期について、『後漢書』倭伝は、

「桓・靈の間、倭国大いに乱れ、更こもごも相攻伐し、歴年主無し。一女子有り、名を卑弥呼と曰う。………是に於て共に立てて王と為す」

と記す。桓帝は一四七〜一六七年。靈帝は一六八〜一八八年の在位であるから、その時期は相当幅広く（四十一年間）考えなければならない。

これに対し『太平御覧』（九八三年、北宋の李昉らによって編纂された類書）に引かれた『魏志』の文には「漢の靈帝光和中、倭国乱れ、相攻伐し定まること無し」と書かれている。光和年間は一七八年から一八三年までの六年であるから、その期間はかなり限定されることになる。この『魏志』の文について、内藤虎次郎博士は魏志の異本とし、末松保和博士は魏略ではないかとされているようである。『梁書』倭伝（唐の姚思廉（─六三七）撰）の記事も「漢の靈帝光和中、倭国乱れ、相攻伐すること歴年………」としているから、『太平御覧』の記事は『梁書』などが参考にした史料によって書かれたものであろう。

これらの記事によって考えると、卑弥呼が倭王として共立されたのは、丸亀氏が述べておられる通り、光和年間の終わる一八三年を前後した頃とみるのが妥当である。丸亀氏はこの点を指摘し「三国史記が新羅阿達尼師今二十年（西紀一七三）に、倭王卑弥乎が遣使来聘したとしたのは、この意味からして誤りでなければならない」と述べておられる。そしてこの矛盾を解くため、牧建二氏（注11）の説を引用し、卑弥呼は倭の女王に共立される以前、すでに邪馬台国王として即位していた、とし、この邪馬台国の女王に即位した頃が、阿達尼師今二十年であったので、即位の挨拶をかねて交誼の使者を遣わしたのではないか、とされている。

牧氏や丸亀氏の説も中国史書の記す倭国大乱の時期（靈帝光和中一七八〜一八三）と『新羅本記』の記す阿達尼師今二十年（一七三）との年代的矛盾を解消するという意味では、一応は頷ける。しかし、『新羅本記』の記事は邪馬台国王ではなく、倭王卑弥呼と記しているのである。また、西紀一七三年という年代をそのまま受け入れたのでは、卑弥呼の邪馬台国王・倭王としての在位期間が、あまりにも長すぎるという肝心の問題点は何ら解決したことにはならない。無論、『三国史記』には四一三年から四九一年までの、実に七十八年間も高句麗の王として在位していた長寿王などの在位も記録されている。七十五年という数字は決してあり得ない年数とはいえないかもしれない。だが、もし新羅においても、我が国と同じく十年もしくは十一年、或いは高句麗と同様二十五年程度干支のめぐりの遅れた暦が用いられていたとすればどうだろうか。『新羅本記』に記録された一七三年の記事は一八三─四年か或いは一九八年頃のこととなり、倭国大乱のあと一八三、四年頃、卑弥呼が倭国王として即位したとしても全く矛盾はなくなる。

仮に卑弥呼が靈帝の光和年間を過ぎた一八四年に倭の女王として即位したのだとすれば、彼女が死亡したと思われる二四八年までの在位期間は六十四年となる。これでも古代の王の在位期間としては相当長いが、十一年短縮することによってかなり現実味を帯びてくる。何よりも「倭王卑弥乎」とした『新羅本記』の記事が、そのまま事実を記したものとして生きてくることになる。

以上、牧氏や丸亀氏の説に代え、干支運行の違った異暦の存在を仮定した上で『新羅本記』に遺された卑弥呼に関する記事の年代的矛盾を解消するための一案を提示させて頂いた。

『歴史研究』二八〇号においてもすでに述べたが、この時代から西紀四〇〇年頃にかけての『新羅本記』の記事にもかなり錯簡がみられる。にわかには信じ難いかと思うがこの『新羅本記』の記事は、高句麗王の年代に関する矛盾と共に、干支運行の異なる古代暦が存在した事を証明するための間接的な裏付けとなる貴重な記録といえるのではないかと思う。

十二　字と諱

また古田氏は、多利思北（比）孤を九州王朝の王とするもう一つの理由として『日本書記』『古事記』などの記録に、これと一致する名は一切書かれていない、ということを上げている。確かに『日本書記』などには多利思比孤の名ばかりでなく、太子の名とされる利（和）歌彌多弗利などの名と似つかわしい名は見当らない。

しかし、『隋書』の記述を見ると「……姓は阿毎、字は多利思比孤……」となっている。『日本書記』などには正式な名（諱　実名）と尊称としての天皇号の他に、幼名やまたの名なども書かれているが、これは特殊な場合に限られており、通常「字」らしい名を記した例はみられない。従ってこの事をもって近畿天皇家の王でない理由とするのは早計である。

これは卑弥呼や壹与などの場合についてもいえると思う。この場合も諱（本名）ではなく「字」であった可能性が高い。

『魏志』武帝紀を見ると「太祖・武皇帝、姓は曽、諱は操、字は孟徳、一名吉利、小字は阿瞞、」と記されている。しかし、歴史記事の中には太祖、武帝、公、曹操などと書かれており、字はほとんど用いられていない。一方、『魏志』東夷伝や『後漢書』外夷伝などに書かれた王の名は全て単一名で記されており、「檀石槐と号す」とした鮮卑伝の場合を除いては「字」らしい名は書かれていない。また『隋書』外夷伝には国名だけで姓・名ともに記されていない場合や「其の王姓は歡斯氏、名は渇刺[image: gaiji]」とした流求国、赤土国などのように本名（諱）を記した例とは別に、亀茲国のように「其の王姓は白、字は蘇尼咥」などと、倭国同様「字」を記した例もいくつか見られる。『隋書』外夷伝が多利思比孤の場合などに限って、特に「字」を表記しているのは、国書の署名に字が用いられていたためなのであろう。また、王名が記されていないのは朝貢した際に王の署名がなかったためなのかもしれない。

古田氏は『古事記』『日本書記』ともに多利思比孤と、おぼしい名は書かれていない、とされているが、尊称としての用明天皇という称号と、実名の橘豊日尊という二通りの名の他に、字として多利思比孤という名が付けられていたのではないだろうか。ちなみに隋の煬帝には、諱として廣、またの名を英、小字として阿[image: gaiji]という三通りの名があったように記されている。

十三　旅程記事による考察

更に古田氏は、『隋書』の記事には九州から畿内への道程が記されていないことをあげ、多利思比孤が九州の王であったことの理由とされている。はたしてそういい切れるだろうか。『隋書』倭国伝の記事は、

「……百済を度り、行きて竹島に至り、南に[image: gaiji]羅国を望み、都斯麻国を経、逈はるかに大海の中に在り。又東して一支国に至り、又竹斯国に至り、又東して秦王国に至る。其の人華夏に同じ、以って夷洲と為す。疑うらくも明らかにすること能わざるなり、又十余国を経て海岸に達す。竹斯国より以東は皆な倭に附庸す」

となっている。従来「又十余国を経て海岸に達す」とした記事は、大和にある倭の都に至るため難波の港（海岸）に到着した事を述べたものとするのがほぼ定説となっていた。古田氏はこの記事に対する明確な解答を示しておられない。『隋書』の記事はこれに続けて「……既に彼の都に至る」としているのであるから、俀（倭）国の都を九州に比定した場合、説明が困難というだけでなく、先の記事が浮き上がってしまう。

中国史書には各国を経由したことを表すために「歴」と「経」という両方の文字が使用されている。「経」も「歴」と同様、それらの国々を経由する意味であるが「歴」とは微妙なニュアンスの違いが感じられる。無論、共に相い通じる意味があり、それぞれの状況や、文章構成上における修辞的表現としての意味合いによって、その時々の事情に応じて二つの文字が使い分けられている。しかし、強いていえば「経」は真っすぐに通過する。「歴」はあちらこちらと迂回しながら通過経由するという意味で用いられている傾向が強い。従って「十余国を経て」は、この記事の前に書かれた「都斯麻国を経て」の場合と同様、海（注11）行（瀬戸内海航路）で十余国の領域沿岸を通過したことを述べたものである可能性が高い。

また「竹斯国より以東は皆な倭に附庸す」とある記事も、これを九州全域を対象とした筑紫島という意味ではなく、狭義の筑紫としてとらえるならば、五島列島や長崎県地方などを除いた筑紫郡以東の地が大和王朝に属していたことを記したものと解する方が自然である。第一、俀（倭）国の都を九州としたのでは「竹斯国より以東」とした意味が生きてこない。

十四　夷洲は何処か

古田氏は先の記事の中にある秦王国を、九州の豊国（大分県）や朝倉郡あたりに比することも可能とし、朝倉の近傍に秦王国があっても不当ではない、とされている。また、後藤利雄（注12）氏は『魏志』倭人伝に名の出ている好古都国を博多の地名と結び付けると共に、秦氏の本居地といわれていた京都との共通点も多い博多が秦王国であったとされている。

秦王国については、これを巌島とする松下見林、周防に比す山田安栄、山陽道西部にあった秦氏の居住地と関係あるのではないか、とされる岩波文庫本『隋書』倭国伝編訳者の石原道博氏など、これまで山陽道西部とする意見が強かった。しかし、筑紫に上陸してからいきなり山陽道のことを述べているとは考えにくい。私も秦王国を九州のどこかとする古田氏や後藤氏の意見には賛成である。

『隋書』倭国伝には「又東して秦王国に至る。其の人華夏に同じ、以って夷洲と為す」と書かれている。現在、夷洲とは台湾のことであるとするのが定説となっている。これに対し古田氏は、夷洲とは台湾のことなどではなく「東夷の洲」という意味だ（注13）とされている。──この俀国の人々は、中国の人々とそっくりだ（よく似ている）。だからここは「東夷の洲しまだ」といわれても、中国人とはっきり区別できないほど、よく似ている。──古田氏訳文。また、関口昌春氏（注14）は、これを「東夷の国」の意を表すための記述とされている。

次いで『魏志』倭人伝に書かれた「邪馬壹国」を「ヤマイツ国」と読む泉隆弐氏（注15）は、秦王国の人々がその地を「イ国」といっているのを聞き、裴世清の一行が勝手に「夷洲」のことをいったものと受け取ってそれを記録した、とされている。

一方、川村明氏（注16）は『臨海水土志』の「夷洲は臨海の東南に在り、郡を去ること二千里。土地に雪霜無く、草木死せず。………皆髠頭にし耳を穿つ。女人は耳を穿たず……」などと書かれた記事を引合いに出し、今の浙江省の南部にあった臨海郡からほぼ二千里（一里七十五メートル前後とする短里で計測）の所に台湾が存在するとし、先の『隋書』倭国伝の記事を〈その住民は華夏（中国）と同じなので、仮に（裴清等が）そこを夷洲（台湾）だと見做したとしても、（それが間違いだと）悟ることは、多分不可能だったろう〉とする解釈を示しておられる。

私は『臨海水土志』の撰者沈瑩（呉の人）の生きた三国時代も、通常の里ではなく短里が用いられていたとする点で川村氏とは意見を異にするが、『太平御覧』に載せられた長い引用記事などを見る限りでは、著者の沈瑩が夷洲を台湾と考えていた可能性は強いと思う。太平洋戦争の後でも台湾の山岳地帯では耳を穿つ風習が残っていたという。

しかし、夷洲が台湾だったと仮定すると『三国志』にある他の記事内容と合致しない面が出てくる。『呉志』十三陸遜伝に、

「権、偏師を遣わし夷洲及び朱崖を取らんと欲す。皆以て遜に諮う。遜、上疏して曰く、臣禺にも以為らく、四海未だ定まらず、当に民の力を須ちて以て時務を済すべし。今、兵興りて年を歴る。衆の損減を見て陛下聖慮を憂労し、寝と食とを忘れて将に遠く夷洲を規りて、以て大事を定めんとす。臣、反覆思惟するに、未だ其の利を見ず。万里襲い取らんとするも風波測り難く、民、水土を易えれば必ず疾疫を致さん。今、見衆を駆りて不毛を経渉せば、益せんと欲するも更に損し、利せんと欲すれど反りて害あらん。又、珠崖は絶険、民なお禽獣のごとし。其の民を得るとも事を済すに足らず……」

と書かれた記事がある。

現在のところ、珠崖が今の海南島であることに対して異論はない。しかし、もしここで夷洲が台湾であったとすれば、呉の都（建業）から見て夷洲よりも遠い所にある珠崖（海南島）を絶険（要害・絶壁が多く険しい所）としながら、海行三日も要しないような所にある台湾を万里としているのはいかにも不自然である。

『呉志』二孫権伝にも、

「（黄竜二年）将軍衛温・諸葛直を遣わし、甲子万人を将いて、海に浮びて夷洲及び亶洲を求めしむ。亶洲は海中にあり、長老伝え言う、秦の始皇帝、方士徐福を遣わし、童男童女数千人を将いて、海に入りて蓬莱神山及び仙薬を求めしむ。此の洲に止りて還らず、世〃相承けて数万家あり。其の上の人民時に会稽に至りて布を貨うことあり。会稽東県の人、海行し亦た風に遭いて流移、亶洲に至る者あり。在る所絶遠、卒に至ることを得可からず。但、夷洲の数千人を得て還る」

と書かれた記事がある。当時の人々が夷洲や亶洲をいかに遠い所にあると考えていたか窺い知ることができる。

『後漢書』倭伝にも「夷洲及び澶洲有り」と並記され、徐福伝説に関しほぼ同じ内容の記事が載せられている。『後漢書』の著者范曄（三九八─四四五）が夷洲・亶洲の記事を倭伝の中に書き入れているのは、或る程度、確かな情報が伝えられていたためではないかと思う。こういった記事内容を総合して判断する限り、先の沈瑩の解説は誤りだとしなければならない。

私は先にあげた『呉志』二の、黄竜二年条の記事、『後漢書』倭伝ともに「夷洲及び亶（澶）洲有り」と並べて書かれている点などから考えて、澶洲は日本列島の本州、夷洲は九州であったと想定している。問題は『臨海水土志』に載せられている「皆髠頭にし耳を穿つ、女人は耳を穿たず」などといった記事内容であるが、増田修氏（注17）の流求国に関する論考などを見ても、中国文献には流求（沖縄）と台湾を混同した記事が多いようである。『臨海水土志』の記事も、何らかの誤聞が入り混じっている可能性がないとはいえない。『魏志』には書かれていないが『魏略』逸文には「その旧語を聞くに、自ら太伯の後と謂う」とも書かれている。従って先の『隋書』倭国伝に書かれた「又東して秦王国に至る。其の人華夏に同じ、以て夷洲と為す。疑うらくも明らかにすること能わざるなり」は、土地の人々は其の地（九州）を夷洲だといっている。疑わしい点もあり、そのまま信ずることはできないが、真疑を明らかにすることができない。という意味を述べたものと解釈している。

十五　「曰う」は公的見解

六一八年隋が亡び、中国はこれに代わって唐の時代となった。舒明三年（六三一─唐の貞観五年）に至り、我国は再び中国に対し使者を遣わして方物を献上した。用明天皇を多利思比孤とする説は、天皇が自ら言ったとされる歴代天皇名の中で同時に述べられているものであるが、『新唐書』の記事には「次は用明、亦た目多利思比孤と曰う」と「曰う」という文字が用いられている。これは歴代天皇の名と共に、多利思比孤とは用明天皇のことであるとする話が、信頼のおける確かな情報として伝えられていた（使者の言上、または年代紀）ためであろう。次に例示するように「云う」が、その事柄が不確かな伝聞とか、莫然とした真疑を明らかにすることのできないことを示すための文字であるのに対し、「曰う」はある程度の信頼性、乃ち公的見解としての情報である事を示す場合に用いられる。

「子曰わく、之を道びくに政を以てし、これを斉ととのうるに刑を以てすれば、民免まぬがれて而して恥ずること無し。之を道びくに徳を以てし、之を斉うるに礼を以てすれば、恥ありて且つ格ただし」（『論語』巻第一）

「贊毓松等議して曰く、少康、徳を積み仁を累ねると雖ども、然も上は大禹の遺沢余慶を承け、内は虞仍の援け有り、外は靡艾の助け有り……」（『魏志』四　注引『魏氏春秋』）

「曹瞞伝に云う、買は尚が兄の子、未だ詳つまびらかならず」（『魏志』六　注引『典略』）

「臣松之、本伝を案ずるに、云う、敏、家を将いて海に入り復た子と相失なう。未だ其の故を詳らかにせず」（『魏志』六　臣松之注）

中国史書には他から情報を得たり、直接話したことなどを表す場合に「曰う」「云う」「言う」「謂う」という四つの文字を使用しているが、以上のように「云う」が確信の持てない話であることを表す文字であるのに対し、「曰う」は公的な意味合いの強い、その言葉を話す（書く）者が客観的、常識的に考えてある程度の確信を持って言う（書く）場合などに用いられている。孔子などの言葉にはほとんど「曰う」が用いられているが、聖人と崇められる孔子の言葉はそのまま公的な見解、権威ある意見としてその弟子達ばかりでなく、世の人々の間にも広く受け入れられていたのであろう。『新唐書』に「次は用明、亦た目多利思比孤と曰う」と記されているのは、この情報に関してそれだけの信頼が置かれていたことを示したものにほかならない。

一方、「言う」の場合はその人の個人的な意見、それに事実に関する事柄の伝達を表す場合などに用いられる。次いで「謂う」の場合は、その人が（或いは書物に）ただ話した（書いている）という意味を表すだけに止どまらず、そのように思って言った（書いた）、また、自分がそのように考えているという、事物に関する評価、その内容を説明する意味が込められている。

『失われた九州王朝』において古田氏は、『隋書』倭国伝の「……如意宝珠有り。其の色青く、大きさ𨿸卵の如し。夜は則ち光有り、云う、魚の眼精なりと」と書かれた記事。また『漢書』地理志の「楽浪海中に倭人有り。分かれて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う」とある記事をあげた上で、「云う」は上文をうけた用法だ、とされている。

しかし、先に述べたように「云う」は、そのことがはっきりしない、事実かどうか証明することができない、ということを示すための文字であり、それが上文をうけたものであるか、下文につながるものか、ということとは全く関係はない。従って「……云う魚の眼精なりと」とは、隋の使者が見た如意宝珠が、確かなことは判らないが魚の眼精だといわれている、ということを述べたものであり、『漢書』地理志の場合も、著者の班固が何らかの情報によってそのことを書き加えたが、漢の政朝に遺された帝紀や、外国との交流を記した書類などにも確かな証拠となるものがないため、はっきりしたことは判らない、という事を示すために用いたものであることは明白である。

古田氏は先の『隋書』倭国伝の文を「……夜は則ち光有り、と云う。魚の眼精也」とした書き下し文を示しておられる。だがこのように読んだのでは、隋の使者はその如意宝珠が夜になると光を放つということを、倭の人達から聞いたに過ぎないにも拘わらず、それが魚の眼精であると断言していることになってしまう。「也」は確かに断定の意味を持つ。しかし、直接その有様を見ることもなく、その如意宝珠を魚の眼精だと断定することができるだろうか。ここはやはり、倭の人々は夜中光るというその如意宝珠を魚の眼精だといっているが、はっきりした事は判らない、という意味に解するのが自然である。

事実『新唐書』の記事は、用明天皇を多利思比孤であると記した個所には「曰う」を用いているのに対し、日本の国号に関して述べた部分では「或いは云う。日本は乃ち小国、倭の併す所と為る。故に其の号を冒さると」と「云う」が用いられている。『新唐書』には、歴代天皇名を述べたくだりの冒頭に「自ら言う」と書かれているが、隋の開皇二十年（六〇〇）に使者を派遣した多利思比孤とは、用明天皇の字を記したものだったのだという事は、朝廷や知識層の間では常識として知られていた「公的見解」だったのではないだろうか。

おわりに

以上、奇しくも『新唐書』日本伝に記録されていた多利思比孤＝用明天皇説をもとに、暦法の問題ともからめてこの記事が確かな情報によって記録されたものとする私見を披瀝させて頂いた。現在、太歳干支に関しては、一時期一年或いは二年、干支運行のずれた暦が存在していたということ以外は、古代から一貫して変わることなく続いてきたとする解釈が常識となっており、それが定説として信じられている。縁あって拙論を目にされた研究家諸氏も、この現在の暦法に関する解釈を真っ向から否定した用明天皇＝多利思比孤説は、単なる奇説、誤伝のよるものとして無視してしまわれる方が多いかもしれない。しかし、暦法の問題は倭の五王をはじめ、古代天皇の年代を考察する上で、欠くことのできない重要な鍵となるものである。同じ事柄について述べた各史書の月朔干支・暦日などに色々と異なったものが多いことは、すでに各史家によって指摘されているところである。にも拘わらず、太歳干支だけが古代から終始一貫、変わることなく続いてきたと、どうして言い切れるだろうか。科学の進歩にともなってそれぞれの分野における研究に急速な進展がみられる今日、新たな課題が山積しているであろうことは重々承知しているが、『新唐書』の記事を信頼するという立場から、この機会にぜひとも暦法の問題に関する根本からの再検討に取組んで頂くようお願いしたいと思う。

私は、多利思比孤・用明天皇説の問題点は大業三年条の記事以外にはないと考えている。識者の御意見を賜わることができれば幸いである。

〈注〉

11　『日本の原始国家」

12　『邪馬台国と秦王国』

13　『失われた九州王朝』その他

14　『古代史の海』１号

15　『邪馬壹国の原点　倭キ』

16　『古代史の海』０号

17　『市民の古代』第15集






第十八章　古代の暦法について






古代史には、多くの謎が残されている。たとえ定説化され常識とされている事柄であっても、はたしてそれが実際と合っているかどうかということになると、はなはだ心もとないことの方が多い。その一つに暦法の問題がある。古代においては月のめぐりに合わせた太陰暦によって一年が決められていた。しかし、現在では太陽を基準としているため月の運行はすでに日や年月を数えることとは関係ないものとなってしまっている。

このことは太歳干支に関する問題についてもいえると思う。『漢書』「律暦志」には、「元封七年（太初元年、紀元前一〇四年）復た閼逢（十干の甲）摂提格（十二支の寅）の歳（甲寅）を得る」と記し、合わせて「太歳は子に在り」としている。この点に関して『世界の名著』「中国の科学」（中央公論社）などには、

「木星は天を星紀、玄枵……の順で西から東へ運行しており、十二支を丑、子、亥……と逆行する。そこで歳星の影像を太歳と名づけ、これが図のように西から東へ動くものと考えると、その運行は子、丑、寅……となる。ところで木星、したがってまた太歳は十二年で天を一周し、一年にほぼ一次を行くところから、太歳の位置によって年の干支をいうことが可能となる。太初元年には歳星は星紀の次にあり、それに応ずる太歳は玄枵にあって子歳となる。しかし三統暦では、木星の運行についての詳しい知識がとり入れられ、一年に一次以上を動くことがわかった。この定数によって、太歳を使用して超辰紀年法なるものが採用された」

と解説されている。

もちろんこの解説は中国史書の解釈にもとづいたものと思われ、間違いはないのかも知れない。ところが同じ閼逢摂提格の歳であったとする顓頊暦や秦暦の元は後代の史書には、乙卯としており、この解釈だけでは説明がつかなくなってしまう。

『史記』の注もさまざまにちがった解釈が示されており一定していない。『唐書』「暦志」によると、
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「歳星、商周より春秋の季におよぶまで、おおむね百二十余年にして一次を超う、戦国の後その行の寝急、漢に至りなお微差う、哀平の間におよび余勢すなわち尽き八十四年を更へて一次を超う」

と記されている。

しかし通暦の干支には超辰法は採用されていない。インドでは八十五年に干支一つ飛ばす暦が使用されていたというが、この暦の存在は中国古代の太歳干支を考えるうえでよい参考になるのではないかと思う。私はこの太歳干支の食い違いについて考察した論文を『歴史研究』二八〇号および『古代日本海文化』１・２号に発表させていただいた。

定説・常識とされている事がらについて疑問や矛盾を感じている人は少なくないと思う。『季刊邪馬台国』にはディスカッションコーナーが設けられているが、このコーナーにこのような疑問点に関する学界の専門史家による解説欄も加えていただければいいのではないだろうか。建設的な意見の交換によって、またより公正な立場からの検証の目で評価していただくことによって歴史の謎を少しずつでも解明して行くことができればこれに越したことはない。

晋の永和八年（三五三）、王朔などによって通暦が造られ、すべて連続して干支が数えられるようになったことは、中国の暦史家の方々もまだ気が付いていないようだ。







倭の五王問題と干支紀年

倭の五王の『宋書』と『古事記』との没年干支の食違いはなぜ起きたのか。

我国に伝えられた暦が現行と異っていたとしたら……




古代における太歳干支は、現在とは様々に運行の異なった暦によって録されていた。

『史記』暦書注には、現在丁丑とする太初元年（前一〇四）の太歳干支を甲寅としている。これは太初元年だけではなく、二年を乙卯（戊寅）、三年は丙辰（己卯）とし、四年は丁巳（庚辰）、また天漢元年（前一〇〇）を戊午（辛巳）、太始元年（前九六）壬戌（乙酉）と、いずれも太初元年の太歳を甲寅とする運行に従って干支が示されている。このことは、この時代の太歳が現在とは異なった干支運行によって数えられていたことを物語るものかもしれない。『漢書』律暦志には元鳳三年（前七八）、黄帝より元鳳三年に至るまでを六千余歳と主張する太史の令張寿王と、三、六二九歳とする単安国、桮育などとの間で論戦のあったことが記されている。

漢の時代でさえ、すでに正確な暦数は判らなくなっていたのである。これは、古代の暦法が統一されていなかったことにも原因がある。

『後漢書』律暦下をみると、

「黄帝、暦元を造て辛卯に起つ、而して顓頊は乙卯を用う、虞には戌午を用い夏には丙寅を用う。殷には甲寅を用い周には丁巳ヲ用う、魯には庚子を用い漢興りて秦に承て初めて乙卯を用う、武帝の元封に至て天興合わず、術士を会して太初暦を作り元に丁丑を以てす…」

と記されているが、秦漢が用いていた暦の元は甲寅であった（友田吉之助『日本書紀成立の研究』第七章参照）。

この暦の干支運行は、現行の暦とは一年ずれており『後漢書』の記事が通暦によって統一改元された干支で記されていることは明らかである、干支運行のずれに原因を求めるとき、倭の五王時代にある『宋書』と『記』の没年干支との年代的食違いも容易に解決できる。もし、我国にも現行の干支とは運行の異なる暦が伝えられていたとすればどうだろうか。勿論、太歳干支の食違いなどといった問題については、暦に関する本格的な検討が必要である。識者の御教示を賜われば幸甚である。

干支伝来の時期

暦がいつ頃我国に伝えられたかということについては、古くから重要な研究の対象とされてきた。周知のように『古事記』と共に、我国最古の歴史書といわれる『日本書紀』には、神武天皇の時代から暦の干支による記事が載せられている。ところが、これらの古代天皇に関する紀年は、あまりにも大幅に引き延ばされているため、学界ではこれを『書紀』編者の創作とする意見が強い。

このような見解のもうひとつの理由は、古代（五王時代など）における干支記事には、どれひとつとして、中国史書などの我国に関する年代記事と合致した物がないことである。『書紀』の暦日が儀鳳暦および元嘉暦などによって統一されているとする小川清彦氏（注１）などの研究は、古代天皇の干支記事を創作だとする説を証明したものであるには違いない。しかし、これらの干支が何らの根拠もなしに記されたまったくの作り事だとするには、その年代記事があまりにも偏り過ぎているという疑問が残る。紀年の延長を理由に、干支の存在を否定するだけでは何ら解決にはならないのである。『書紀』の記事がこのような偏った記述となったのは、古くからある伝承の中にこれらの記事のもとになった何か（干支）が必ず存在していたからに外ならない。『書紀』はただそれらの干支を新暦によって修正しながら、一方でその年代を大きく引き延ばしたに過ぎないのではないか。私はこの謎を解くため、まず中国史書の中にその手掛かりを求めてみた。

現在、前漢武帝の時代（前一〇四年）に作られた太初暦の元は丁丑となっている。ところが不思議なことに『史記』および『漢書』などの注には、この太初元年の干支を甲寅としているのである。少し長いが引用してみよう。




「……其れ更め七年を以て太初元年と為す。年を焉逢摂提格と名づく」（注）「索隠に曰く、元封七年を改め太初元年と為す。然して漢始めて亥を建つを以て年首と為す、今改め子を建つを以てす、故に七年を以て元年と為す。韋昭云う。漢興りてより此に至るまで百二歳、案ずるに律歴志に云う。前歴上元より太初四年まで千六百一十七歳、以て元封七年に至り復た閼逢摂提の歳、中冬十一月甲子朔旦冬至を得るなり。…索隠に曰く、爾雅に云う、歳甲に在るを馬逢と曰う。寅を摂提格と曰う。則ち此れ甲寅の年十一月甲子朔旦夜半冬至なり。此の篇末に亦た云う。寅は摂提と名づく、則ち是れ甲寅疑わざるなり、又た二年を単閼と名し、三年を執徐と名す等に拠る。年次公明、而して漢志は以て其の年丙子に在りと為す。当に是れ班固三統を用う。太初歴と同じからず、故に太史公の説と異ることあり、而も爾雅は近代の作、記す所の年名、又た皆同じからざるなり…」

「太初元年、歳を焉逢摂提格と名づく」（注）「索隠に曰く、甲は歳雄なり、漢書は閼逢に作る。亦た音は焉、此の音と同じ、索隠に曰く、寅は歳陰なり、此れ爾雅の甲寅の歳に依る。若しくは漢志に拠りて以て丙子の年と為すなり」（以上『史記』歴書）

「…其れ七年を以て元年と為す」（注）「李奇曰く、元封七年を改め太初元年と為す」

「……迺すなわち以前ゆくとき上元より泰初を歴るまでに四千六百一十六歳、元封七年に至りて復た閼逢摂提格の歳を得る…」○注「孟康曰く、復た得るとは言うは上元泰初の時、亦た是れ閼逢の歳、歳甲に在るを閼逢と曰う。寅に在るを摂提格と曰う。此れ甲寅の歳と為すなり」（以上『漢書』律暦書　第一上）




このような現行の暦とは異なった太歳干支の存在を知るために、さらに『後漢書』を見ると、過去幾度か太歳干支が改元変更されたことが記されている。具体的な例をあげると現在、乙丙となっている元和二年（八五年）の干支が「元和二年に乃ち庚甲を用う」『後漢書』律暦中などと記されている。これは現在の暦よりも干支のめぐりが二十五年遅れている暦が用いられたことを示すものである。また太初暦は二三年めぐりの遅れた暦であったことになる。しかし、『後漢書』律暦志には「…太初元年に歳、丁丑に在り…」と記されており、この太初元年の干支は現在と同じ丁丑とされているのである。

『史記』『漢書』などの記事と『後漢書』の記録が、なぜこのように食違ってしまったのか。

すでに知られている通り『後漢書』が書かれたのは五世記のことであり、また『史記』『漢書』などに詳しく注釈が加えられたのは唐の時代になってからである。つまり、范曄が『後漢書』を著わしたときには、まだこれらの史書には太初暦などの太歳は歳名（木星の位置・星宿の位置を表わす言葉）によって記されており、干支は具体的に示されてはいなかった。そして晋の永和八年（三五二）王朔などによって造られた通暦では、太初元年の干支はすでに統一改元され丁丑となっていたのである。范曄は迂闊にもこの通暦によって修正された干支を律歴志の中に記録してしまったのかも知れない。

勿論、『後漢書』以下の史書にも太初暦の元は丁丑と記されている。だが、これは遥かに時代を隔てた後世史家の推測という疑いが強い。王葬の時代（八〜二三年）に三統暦を作った劉歆によって太初暦などの元について確証は得られていなかったのである。それに、王朔などが通暦を造るよりもかなり前、現行の干支運行と同じ暦法はすでに行われていた。たとえば、永和二年（一三七）庚甲の元を用いてこれを魯の哀公の十四年（前四八一）獲麟の歳に託して施行されている。この獲麟の歳を唐申とする暦法では、その年から六一八年後に当たる永和二年の干支は、現在と同じ丁丑であったことが判る。

また、先に記した通り、前漢成帝の時（前七年）および王芥の時代に劉歆の撰定した三統暦によったとされる「漢志」では太初元年の干支を丙子としている。（『史記』注）するとこの三統暦の干支運行は、現在の丁丑とする暦法よりは一年しか遅れていなかったことになる。しかしながら、各史書にある暦志には、それぞれの信奉する暦術の違いによって、暦数家の主張する元はまちまちであり、常にその是非について争訟のあったことが記されている。また『後漢書』律暦中には「民間に亦た黄帝の諸暦あるも史官の記の明なるにはしかざるなり」などと書かれており、本家の中国においてさえも、民間では様々な暦法が用いられていたことが窺える。ここでもし我国にも永和二年（一三七）以前。あるいは通暦によって改元統一されるよりも前に干支が伝えられていたとすれば、どうだったか。当然、我国の暦は中国などで用いられていた正規の暦とは、その干支運行が食違っていることになる。

直支王の没年記事の謎

『日本書紀』の神功紀それに応神紀などには、百済の第十三代肖古王から、十九代久爾辛王に至るまでの七人の王の名が記されている。

その中には第十八代の直支王（腆支王）に関する記事も書かれているが、不思議なことにこの直支王の没年だけが食違っているのである。

『書紀』の記事は直支王の没年を応神天皇の二十五年のこととしている。これは即位年からの推算では、甲寅の歳であったことになる。この甲寅を通説通り二運（一二〇年）繰り下げた場合、四一四年のこととなる。これに対して『三国史記』の記録では四二〇年のこととなっており、両書の間には六年間の誤差があるのである。『書紀』の記事によると、直支王は太子時代、人質として我国に滞在したこともあり、我国とは特に密接な関係にあった王である。

その帰国に際しては東韓の地まで与え、大切な客分として鄭重に送り出している。これは天皇が百済の阿華王が薨じたことを知り、太子であった直支を王とするため帰国させたものである。したがって、王となってからもその親密な関係は依然として続いていたはずである。朝廷内においても家族同様、特に親しくしていた者は必ずいたに違いない。この直支王が薨じたとき、その死は直ちに伝えられ、我国独自の干支暦によって特別に記録されていたという可能性は十分に考えられるのである。もし『書紀』が編纂されたとき、直支王の記録だけは百済関係の記事であったために、そのまま記載されていたとすればどうだろう。この記事こそ我国の古代における干支のめぐりを推定する唯一の目安となり得るはずである。

私はこの直支王の没年に見られる六年の食違いが、我国の古代における干支運行のずれによるものと想定し、これを『古事記』にある倭の五王に該当するとみられる天皇の没年干支にあてはめてみた。

すでに知られているように『宋書』の記事は、倭の五王を我国のどの天皇にあてはめても、少しずつその年代が食違っている。ところが不思議なことに、六年のずれをこの時代の天皇の没年に適用した場合、天監元年（五〇二）の武に対する爵命記事を除けば、五王の年代と完全に合致するのである。

まったく偶然の一致とは思えないほどよく符合している。周知のように『記』の没年干支は『書紀』とは違った年代とは関係なく記されているために、記録されたときの干支がそのまま残されている可能性が強い。すでに明治時代から年代の考定に当たっては『記』の没年干支を重視すべきことは星野恒氏などによって説かれてきている。この『記』の没年干支をもとにした干支六年の修正は、この時代における天皇の位置づけを証明するものとなるかも知れない。

以下では、干支運行六年のずれを根拠とした年代的一致による五王の比定を行ってみようと思う。

倭の五王は誰か

現在、五王の中では三番目の済と、最後の王である武については、九州王朝説（注２）、任那王府偽称説（注３）の立場のある人を除けば、それぞれ允恭天皇、雄略天皇とすることで意見が一致している。そこで問題の三人の王のうち興については、安康天皇であるとする説のほかに、市辺押磐皇子（注４）、あるいは木梨軽皇子（注５）などに比定する説もある。『宋書』には「世子興」と書かれているが、世子とは一体どのような意味があるのか。興と同じく世子と書かれた諸国王に対する冊封記事については『晋書』孝武帝紀、大元十一年（三八六）条に「百済王世子餘暉を以て使持節都督鎮東将軍、百済王と為す」と書かれた例がある。餘暉とは第十六代辰斯王のことであり、大元十一年は即位の年に当たる。『三国史記』によれば、辰斯王は十五代枕流王の弟であるが、枕流王が薨じたとき、太子がまだ幼いため代って即位したと記されている。このような事例によって判断すれば、太子であった兄の木梨軽皇子に代って即位した安康天皇（穴穂皇子）を興とするのが最も妥当と思われる。

では次に、讃と珍の場合について考えてみよう。一九四八年（昭和二十三）前田直典氏が、讃を応神天皇に、また珍を仁徳天皇に比定する説を発表し、倭の五王問題は新しい展開を見ることとなった。このことは『倭の五王の謎』などにおいて安本美典氏が、その非運の生涯と共に詳しく紹介しておられるので、ここでは省略する。まずここで戦前から唱えられていたように、反正天皇が珍であるとした場合、済とする允恭天皇の一代前の天皇であること、またその在位年数などから見てもほとんど問題はない。しかし、仁徳天皇を珍とした場合、『記』の没年干支にある程度の信頼を置くとすれば、どうしても年代的なずれが生ずるのを防ぐことはできない。記紀の記事を拠りどころとするかぎり、その崩年干支をまったく無視したまま年代の推定はできないからである。これは同時に応神天皇を讃とすることについてもいえる。この説の最大の武器は、応神紀二十五条にある直支王の崩御記事である。この直支王（腆支王）は『史記』では四二〇年に薨じたことになっており、『宋書』の記事によれば四二四年頃まで生きていたらしい形跡が窺える。もし『書紀』の記事が間違っていないとすれば、応神天皇の讃の時代にも生きていたとしなければならない。しかしすでに知られている通り『書記』の記事は大きく引き延ばされている。勿論、直支王の記事もその引き延ばされた年代記の中に適当に書き加えられた記事である疑いが強い。

ここで仮に直支王の没年を応神時代としまた『史記』の記事通り末斯[image: gaiji]入質の年を四〇二年として、神功紀に記されているようにこの年に応神天皇が生まれたとした場合どのようになるか。済が即位したとみられる四四三年頃には、履中・正・允恭の各天皇はまだ五歳程度にしかなっていなかったことになる。また仁徳天皇を応神天皇の弟とした場合、仁徳天皇は一体だれの子だったのか、ということが大きな問題として残る。『書紀』には応神二十五年に没したはずの直支王が、十四年後の三十九年、其の妹新斉都媛を遣わして仕えさせたことが記されている。実はこの記事こそが引き延ばされた年代に合わせて、直支王の没年記事を大きく繰り上げたものであることを端的に証明しているのである。直支王の没年は、応神時代よりも後のこととしなければならない。干支二運一二〇年の繰り下げは百済王の没年記事についてのみいえることであり、天皇の没年はまったく別の次元で考えなければならない。このような点を考慮すれば応神天皇が讃であったという可能性はきわめて薄いといえる。また履中天皇を讃とすることも、その在位年数六年から見て無理である。

以上のことから、倭の五王には仁徳・反正・允恭・安康・雄略の各天皇を比定するのが最も理にかなっているのではないかと思う。（注６）

年代の一致

『宋書』の記事によれば、五王の在位期間は讃が晋の安帝の時（三九六〜四一八年）から四二五年頃まで、珍は四三八年から四四三年まで、済は四四三年から四六〇年頃まで、興は四六〇年から四六二年頃まで、武は四七八年頃から五〇二年頃までと、確実に王名が記されている年代を前後する時期であったことが窺える。

ここで、この五王の在位時期を、『記』の没年干支による各天皇の年代と比較してみよう。

『記』の没年干支を西暦に換算すると表18-１のようになる。まず、この五王に該当すると思われる天皇の年代を見れば、仁徳、三九五年から四二七年まで（履中、四三二年まで）反正、四三七年まで、允恭、四五四年まで、安康、四五七年頃まで（在位三年程度）雄略、四八九年までとなっている。今、ここでこの五人の天皇がこの年代通り在位していたと仮定してみよう。まず、仁徳（讃）の時代は問題ないとしても、四三七年に崩じたことになっている反正（珍）が、その翌年の四三八年（元嘉十五）に朝貢し、安東将軍倭国王の称号を賜わるという一年間の年代の食違いが見られる。また四五五年頃に即位し、三年程度在位、四五七年頃崩御したことになっている安康（興）は、大明六年（四六二）に安東将軍倭国王の称号を授けられている。この間、実に五年間という誤差があることになる。最も妥当と思われた五人の天皇の年代と比較した場合でも、厳密にはこれだけの食違いが見られるのである。このままでは年代的な面で完全に合致しているとすることはできない。しかし、このような誤差も、六年間という干支運行の遅れによって生じた年数を加えることによって、完全に解消するのである。
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ここでそれぞれの没年干支に六年を加えると、仁徳（讃）四三三年まで、（履中）四三八年まで、反正（珍）四三八年から四四三年まで、允恭（済）四四三年から四六〇年まで、安康（興）四六一年から四六三年まで、雄略（武）四六三年から四九五年までとなり、天監元年（五〇二）征東大将軍に任ぜられた武を除けば、その年代はほとんど一致することになる（図18-２）。

そこで問題の武であるが、最後の任官記事のある五〇二年は、雄略天皇の没年となる四九五年（四八九プラス六）よりも、さらに七年後のこととなる。しかし、これは斉の和帝に代って、新しく皇帝の位に即いた梁の武帝が、建国を記念する特典として朝貢とは関係なく行なったものであることが考えられ、他の場合とは、明らかに性質の異なるものである。この天監元年には我国ばかりではなく、百済、高句麗、河南国、宕昌国などの国王に対しても爵号が授けられている。このうち雄略天皇のほかにも、確実にその没年が天監元年よりも前であることが判る王に、百済王の牟大（東城王『梁書』は餘大としている）がある。『史記』（三国史記）によれば、この牟大は五〇一年に薨じたことになっており、爵号が授けられた五〇二年には、すでに武寧王が即位していたのである。またこの特典が与えられたのは天監元年の四月（戊辰）のことであるが、これは同時に宕昌王梁弥[image: gaiji]、河南王吐谷渾休留代に対しても与えられている。ところが奇妙なことに、その一ケ月後の閏月（丁酉）には、先に爵号を授けられた宕昌王梁弥[image: gaiji]についての崩御記事もないまま、行宕昌王梁弥邕に対して改めて爵号が授けられているのである。『梁書』武帝紀には「行宕昌王梁弥邕を以て安西将軍河涼二州の刺史正封宕昌王と為す」とあり、この称号が授けられたときには、梁弥邕はすでに宕昌王として行政を掌っていたことが窺える。「諸夷伝」によれば宕昌国は、「河南の東南、益州の西北、隴西の西に在り」と書かれており、梁の都からの行程を考えれば、かなりの日数を要したはずである。にも拘わらず、僅か一ケ月の間に同じ国の王に対して、二度も爵号の授与が行われているのである。このことは、先に爵号が授けられたはずの宕昌王梁弥[image: gaiji]は、梁の使者が到着したとき、すでに故人となっていたことを示すものとはいえないだろうか。
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すでに藤間生大氏（注７）などが述べておられるように、この天監元年の任官は、あくまでも、建国祝賀による特典として行われたものであった。したがって、相手国の王名を確認しないまま称号が賜与されたという可能性は、十分にあり得るのである。先にあげた百済王牟太については、『梁書』百済伝にある「天監元年、太を進めて征東将軍と号すべく尋るに高句麗の為に破れて衰弱し、遷て南韓の地に居りて年を累ぬ」と書かれた記事が、その間の事情をよく物語っていると思う。

そこで、問題の武に対する爵命記事であるが、いかに一方的な任官とはいえ、六年間の年代繰り下げによっても雄略天皇の没後、実に七年という、とても常識では考えられないほど年代の隔りがある。

しかしながら、情報の伝達が現在では考えられないほど困難な時代であったことを考慮すれば、決してあり得ないことではない。このような観点から見ても、天監元年（五〇二）の任官記事は昇明二年（四七八）に上表した倭国王の武と、同じ武に対するものであった可能性の方がきわめて強いといえる。

このように見てくると、最後に問題として残るのは、讃と珍の間柄を示す系譜関係だけということになる。この讃が仁徳天皇であるとすれば、珍がたとえ履中天皇、または反正天皇であったとしても、父と子の関係であり『宋書』にある「讃死して、弟珍立つ」という記事とは一致しないことになる。しかし、仁徳（讃）のあとを承けて履中の即位したが、中国へは、一度も朝貢しなかったのだとすればどうだろう。もし、四三八年に珍が朝貢したとき、先の王の弟であることが伝えられ、それがすでに宋にも名を知られていた讃のことであると間違えて記録されていたのだとすれば、珍が讃の弟となっていたとしても決して不思議ではない。つまり、はっきりと王名を名乗った朝貢がされなければ、相手国の動静も、また誰が王であるかさえも、知ることはできない時代だったのである。宋の吏官は、履中天皇が即位していたことを知らなかった。そして讃が崩じたことも、珍の即位と同時に行われた朝貢によってはじめて知ったのである。

このように解すれば（注８）、系譜関係についての矛盾も、それほど重要な問題ではないということになる。

以上のような考察によって、倭の五王には先にあげた五人の天皇を比定することが最もふさわしく、また、年代的な面でも干支六年の修正によって『宋書』などの記事ともほとんど完全に合致することが判ったのである。このことは、この時代の我国における干支六年間の遅れを証明するものといえるかも知れない。

讃を仁徳天皇に比定する上で最も問題となるのは、直支王の没年記事と共に、新羅王子の倭国への入質記事（四〇二年条）である。讃、応神説（注９）の強みも、この『三国史記』の記事を根拠にしているところにあるといってよい。しかし、『三国遺事』はこの年を三九〇年（康寅）のこととし、また、好太王碑は神功皇后の新羅進出と関係があると思われる倭の進入を、辛卯の年（三九一年）と伝えている。末斯[image: gaiji]入質の記事も、決して絶対的な根拠とはいえないのである。私は、この時代までの『三国史記』の紀年にも、我国の書紀同様、大きな矛盾が隠されているのではないかと考えている。

〈注〉

１　『日本書紀暦日原典』内田正男

２　古田武彦氏、井上秀雄氏、泊勝美氏

　　また、いき一郎氏は『季刊邪馬台国』七号に、故長沼賢海氏の倭王武、築柴の王説を紹介されている。次いで尾崎雄二郎氏、それに故、鈴木武樹氏の両氏も、近畿天皇家と倭の五王を結び付けて考えることに疑問を提出している。このほか鶴峰戊申、近藤芳樹の倭の五王、熊襲説などがある。

３　本居宣長、また那珂通世、菅政友の両氏は五王を大和朝廷の天皇に比定しながらも五王の遣使については、任那に遣わされたる宰将等が私に天皇の御名を借りて行ったものとしている。

４　菅政友

５　久米邦武

６　この立場に立つ人は那珂通世をはじめ、菅政友、橋本増吉、吉田東伍、池内宏、坂本太郎、星野恒、岩井大慧、原勝郎、太田亮などの各氏がある。

７　『倭の五王』岩波書店。この地この説を支持する人に、安本美典、寺田勝年氏などがある。
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９　前田直典氏を支持する人は安本美典、山根徳太郎、西田長男、築柴豊など各氏の名があげられる。





著者プロフィール

堀口　一学 （ほりぐち　いちがく）



三重県在住。


『三国志』東夷伝　漢文「魏志」倭人伝の解釈論文集　中巻


発行日　２０２０年12月28日 ＥＰＵＢ版発行


著　者　堀口一学

発行者　瓜谷綱延

発行所　株式会社　文芸社

〒１６０－００２２

東京都新宿区新宿１－10－１


(c)HORIGUCHI Ichigaku 2020 ISBN978-4-286-21661-4






○株式会社文芸社『『三国志』東夷伝　漢文「魏志」倭人伝の解釈論文集　中巻』（２０２０年９月15日　初版第１刷発行）に基づいて制作されました。


●著作権に関して

本作品の全部または一部を複製、編集、修正、変更、頒布、貸与、公衆送信、翻案、配布する等の著作権及び著作者人格権侵害となる行為、および有償・無償に関わらず、本データを第三者に譲渡することは禁止いたします。

●お断り

本作品を電子書籍にて発行するにあたり、簡体字・繁体字などの電子書籍として表現できない文字、ルビ、記号、表組み等、または電子書籍として表現がむずかしい部分等は、印刷出版と異なる表記になっている場合があります。

また本作品で紹介したｗｅｂサイトのＵＲＬは印刷出版した時点の情報となります。リンク切れや情報が異なる場合があります。

OEBPS/Images/embed0053.jpg





OEBPS/Images/embed0052.jpg





OEBPS/Images/embed0051.jpg





OEBPS/Images/embed0050.jpg
X 8-1
[RERMERM] ISR T
ErhiBARES]

FBRA

Sl SE+

o]

WAL 1A

X 8-2
rEpeE] &)

—~

%

R BRI





OEBPS/Images/embed0057.jpg





OEBPS/Images/embed0025_HD.jpg
WE6-2






OEBPS/Images/embed0056.jpg
i





OEBPS/Images/embed0048_HD.jpg
WH8-1 [&AHN A 2B &V

SXARACMSE

AN,

- ., § . =,._=H=l—c_
BENFC AW wmanmn mins a






OEBPS/Images/embed0055.jpg
Mt





OEBPS/Images/embed0054.jpg





OEBPS/Images/embed0059.jpg





OEBPS/Images/embed0058.jpg





OEBPS/Images/embed0068_HD.jpg
njEh,
R

MK B < S
BRANH

2
] &
5

=
Dm
=5
T





OEBPS/Images/embed0042.jpg
oVl , ovl | ¢vl | ¢vl

44!






OEBPS/Images/embed0041.jpg
44!

44!






OEBPS/Images/embed0040.jpg
ol , vl

orl






OEBPS/Images/embed0005_HD.jpg





OEBPS/Images/embed0045.jpg
SO UTA W — O

o e e o = = I = A — I
1T e [ A [

LUT s

(&%)

DI W&

INZAHIVD=FER, RLIV-INTZE
[FERDWR] & V)

84 126 126 84 36
120 210 252 210 120 45





OEBPS/Images/embed0044.jpg





OEBPS/Images/embed0043.jpg





OEBPS/Images/embed0065_HD.jpg
F=18-1 LARSKRERK[ERFOK]ICH S5
1212k 3

[
3184F F 7213258 4F

3554F
3624F
3944F
4274
4324F
4374
4544

Sl 5o | A

SEFERANESFERFHERE DS

<
=
iR
T
=&
T
H
<

I HHESHES

4894

= B

& m %}
g





OEBPS/Images/embed0049.jpg
WH8-2 [EAREOWLPAEET] LV

TV B

B ‘Ha!°

0 10k
m E131°






OEBPS/Images/embed0047.jpg





OEBPS/Images/embed0002_HD.jpg
X 1-1

BAF R HORIBRC BT [7] 2 ws, wRORRE (WY ] 255
W&o T, THREW) REAFHMORE TH D Z & 2R LI o
[tdls] otz 5T [T 2hTRTY | L LTwa,

FORIH TH oW, Hepk <, WR L, TEITY | [BE] fkiE [kl
WKL E £ 5 & AEAR]

FRBHO—Wz AE BLLT
TETE L b%ewn,

bt 25

E-HEH
I (1 Ok e FEag
P)

Tomae
bl KK K
30 5T m
N E&m F
% F =2
R e
Hegs N 1
3 g
it & 2
%o

i I

5






OEBPS/Images/embed0031.jpg
(19 (+) £2x19 (55) =38+38=0—76)





OEBPS/Images/embed0030.jpg
st~ VG- B = = = ==





OEBPS/Images/embed0035.jpg
Al

410587.336





OEBPS/Images/embed0034.jpg
1 1 1 l . 1

142 < 742 % 142 ™ 142 = 400,000,000





OEBPS/Images/embed0033.jpg
1 1 1

142 * 142 = 20000





OEBPS/Images/embed0032.jpg
00§81





OEBPS/Images/embed0039.jpg





OEBPS/Images/embed0038.jpg
95 o Y5 o Y8

95






OEBPS/Images/embed0037.jpg





OEBPS/Images/embed0036.jpg





OEBPS/Images/embed0029.jpg
1l 2.3, 3 1y _10_2 1
(X==(F+5+35 515 =5 =10 =





OEBPS/Images/embed0001_HD.jpg
®1-1

1R1 1 v-4RE

BEHBL

1 R raall
= n

=2 BB HrHcHEHEHEH xgio =
R mrm{ileﬂn E g g BET= £
i £ R 1 ¥ B K K ®

5 RUEKEVHR MUDRESVHTRORS°

i

IR I =
2
B

i
LR

I

EHRESOQVINEESE0LQVEL’ HERSVIERSVRUR

DRNAUSERRER

11 e
: e anaes M-E.ﬁ_»ﬁ» .
g sHsErEL siem
= o o EEE
R A - &
] R R IR & [, k8E
= x =

HORCHEUBHFVTRRBCHIRUKN 510U DR

WREBRHOKY SH5°

1R1 vk

H-&E

ﬁu\m{

2
L 3

2

S =

RN R
4 #

HERE EHCREVERVOFEHNLCHORERNRSDRIMONS
DR DR BEEV-PURBDUREOMIE-PERISMER VRIS





OEBPS/Images/embed0020.jpg
0
1.048.576





OEBPS/Images/embed0024.jpg





OEBPS/Images/embed0022.jpg
134,756

1.048.576





OEBPS/Images/embed0021.jpg
190 90

1048576 524288





OEBPS/Images/embed0028.jpg





OEBPS/Images/embed0027.jpg





OEBPS/Images/embed0026.jpg





OEBPS/Images/embed0019.jpg
20
2062.144





OEBPS/Images/embed0018.jpg
1
1.048 576





OEBPS/Images/embed0046_HD.jpg
HX7-1
[ds] MEKEOEES WD HAER
R TRER R UL, §HT - #iEE It LTw 2 0diiikin Th 5 A0
K&V,
WMEZEDHZFMNIIT LA LI E LR E0H 2MICIZHIL L 55

FRVL o






OEBPS/Images/embed0013.jpg





OEBPS/Images/embed0012.jpg
fa





OEBPS/Images/embed0010.jpg





OEBPS/Images/embed0017.jpg
(1-5) x ()= (5)"





OEBPS/Images/embed0016.jpg
(

VNO





OEBPS/Images/embed0015.jpg
20 __
A v 1 o& 576





OEBPS/Images/embed0014.jpg





OEBPS/Images/embed0009.jpg
No.





OEBPS/Images/embed0007.jpg





OEBPS/Images/embed0006.jpg





OEBPS/Images/embed0004.jpg
graln





OEBPS/Images/embed0003.jpg





OEBPS/Images/embed0023_HD.jpg
[REE] MEEDFEICH S
N5 AFR

Z O TR & L. T
Wi b e LT 2 Didacsk
EWTH B RHPRE

T E % D d 5 HMIXIF
EAELE LREREDDH B
B3R E § 5 FRA S
Vg

HE6-1






OEBPS/Images/embed0008_HD.jpg
it

4-1

[ MEBOPITHS MWD HAFR

ZoHr TR EHIL, I - @R L LT 5 DIRFEGE TH 5 AHH
K&V,

HEZ EDHHFMIIF LA L
FRDE o

L& LR E0d 2 M3t e § 2






OEBPS/nav.xhtml



Navigation




		第一章　行程記事新解釈の試み


		第二章　古代中国における「方」の解釈


		第三章　「千里の馬（牛）」再考


		第四章　「魏志」倭人伝の方位記事


		第五章　里数記事解釈上の問題点


		第六章　「魏志」倭人伝と確率論　── 藤井滋氏に ──


		第七章　「魏志」倭人伝の解釈をめぐって


		第八章　短里仮説の破綻


		第九章　陳寿の取材旅行（上）


		第十章　陳寿の取材旅行（下）


		第十一章　「其の北岸」をめぐって


		第十二章　「会稽東治の東」をめぐって


		第十三章　「許」と「可」の意味


		第十四章　正始四年における倭王の遣使と「壹拝」について


		第十五章　一大率をめぐって


		第十六章　地名の由来と歴史　── 菊地清光氏へ ──


		第十七章　用命天皇、多利思北（比）孤説の展開


		第十八章　古代の暦法について









Guide



			Cover


    		奥付


    		本文


    		扉


    		目次








OEBPS/Images/embed0060.jpg





OEBPS/Images/embed0011_HD.jpg
(= < EF IR TS )

X 4-2






OEBPS/Images/embed0064.jpg





OEBPS/Images/embed0063.jpg
(18-1 KicFEE
e gy

XFEE





OEBPS/Images/embed0062.jpg





OEBPS/Images/embed0061.jpg





OEBPS/Images/embed0066.jpg





OEBPS/Images/embed0067_HD.jpg
X18-2 XEDAFELEEAEICEAT 2HRENEESE & DLEER
[ et ) e AF
T A=A g ROE ok HHE TEWE
3044 427 432 437 454 457 489
Va0 VNN 450\ ’ V500
v \ \ v \
Vo FRAGE®RY N\ N N WY \
\\ bﬂ'éxfl: \\ \ \\ \\ \\ \\
\ \ \ AN \
i (E Blox % & i W
400%F 433 438 443 460 463 495
= e v 1 1 1 I g g i
5 I —Z== =@m ® AA ttt o)
b 5\ //\#IL 0 A= = o= AR =
i KE kEE R E % KA RRE %
3 b %; MEE EEZ B BH B B 75 B
P —~— B = = = N LT JC
2 EE £ L f f FE FERE ¥
B FE A OH RR ®
K Se & " KR ®
SRS T





OEBPS/Images/embed0000_HD.jpg
n|E) =R

AR | <X WO RE SRR Kk

A\ HORIGUCHI Ichigaku
5 5=
- = m






